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人
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役
職
な
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き
、
旧
字
体
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新
字
体
に
改
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て
掲
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し
た
。 

 

二
、
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記
の
史
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史
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三
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注
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付
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序
章 

  

一 

本
論
文
の
対
象 

 

本
論
文
は
、
平
安
初
期
の
南
都
仏
教
を
主
た
る
考
察
の
対
象
と
す
る
。 

本
論
文
の
い
う
平
安
初
期
と
は
、
八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
初
頭
、
具
体
的
に
は
、
延
暦
十
三
年
（
七
九
四
）
の
平
安
京
遷
都
以
降
、

桓
武
、
平
城
、
嵯
峨
、
淳
和
、
仁
明
朝
を
指
す
。 

壬
申
の
乱
の
末
に
即
位
し
た
天
武
天
皇
以
降
、
奈
良
時
代
を
通
じ
て
そ
の
皇
統
が
続
く
な
か
、
宝
亀
元
年
（
七
七
〇
）
、
天
智
天
皇

の
孫
で
あ
る
光
仁
天
皇
が
即
位
し
た
。
こ
れ
よ
り
皇
統
は
、
天
武
系
か
ら
天
智
系
に
移
行
す
る
こ
と
と
な
る
。
続
く
桓
武
天
皇
は
、

天
智
系
の
皇
統
を
か
な
り
意
識
し
、
天
武
系
皇
統
の
要
素
を
排
除
せ
ん
と
、
天
武
系
の
都
で
あ
っ
た
平
城
京
を
捨
て
、
新
た
に
長
岡

京
・
平
安
京
を
建
設
、
遷
都
し
た(

1
)

。 

政
治
的
に
は
、
平
安
初
期
は
、
律
令
政
治
か
ら
摂
関
政
治
へ
の
過
渡
期
に
あ
た
る
。
八
世
紀
後
半
以
降
、
こ
れ
ま
で
累
積
し
て
き

た
種
々
の
矛
盾
が
表
面
化
し
、
律
令
体
制
の
動
揺
が
は
じ
ま
る
。
そ
の
た
め
に
、
律
令
の
規
定
を
重
視
し
つ
つ
も
、
一
方
で
は
社
会

の
実
状
に
即
し
た
変
化
適
応
策
を
採
り
入
れ
な
が
ら
様
々
な
政
治
改
革
を
実
施
し
、
律
令
体
制
の
再
建
が
目
指
さ
れ
た
。 

律
令
体
制
の
再
建
と
い
う
政
策
基
調
は
、
仏
教
政
策
に
も
反
映
さ
れ
た
。
井
上
光
貞
氏
は
、
こ
の
時
の
仏
教
政
策
を
「
財
政
上
の

見
地
よ
り
す
る
僧
尼
・
寺
院
の
厳
し
い
統
制
」
と
「
清
浄
な
教
団
・
僧
尼
の
育
成
」(

2
)

と
い
う
二
つ
の
側
面
を
合
わ
せ
も
つ
と
し
て

い
る
。 

聖
武
天
皇
以
降
、
仏
教
に
よ
る
護
国
的
効
験
へ
の
期
待
感
は
、
異
常
な
仏
教
熱
を
も
た
ら
し
、
官
僧
と
朝
廷
の
癒
着
を
生
ん
だ
。

そ
の
象
徴
的
な
存
在
が
道
鏡
で
あ
る
。
こ
の
時
代
は
、
政
教
の
混
淆
、
僧
尼
の
世
俗
化
、
恣
意
的
な
大
量
得
度
に
よ
る
得
度
制
の
放
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漫
化
、
多
量
の
私
度
僧
の
輩
出
、
そ
れ
に
伴
う
僧
尼
の
質
的
低
下
と
、
仏
教
界
の
秩
序
は
混
乱
し
た
。
ま
た
、
官
大
寺
の
造
営
や
諸

寺
へ
の
財
物
施
入
な
ど
、
仏
事
へ
の
惜
し
み
な
い
国
費
の
投
入
は
、
国
家
財
政
を
も
危
機
に
陥
れ
て
い
た
。 

道
鏡
を
寵
愛
し
た
称
徳
天
皇
が
没
す
る
と
、
道
鏡
一
派
は
朝
廷
か
ら
一
掃
さ
れ
、
そ
の
直
後
に
即
位
し
た
光
仁
天
皇
に
は
、
緊
急

の
課
題
と
し
て
国
家
財
政
と
仏
教
界
の
建
て
直
し
が
迫
ら
れ
た
。
光
仁
天
皇
は
、
道
鏡
の
影
で
冷
遇
さ
れ
て
い
た
法
進
・
慶
俊
・
慈

訓
ら
を
順
次
僧
綱
に
補
任
し
、
十
禅
師
を
設
置(

3
)

、
私
度
僧
の
取
り
締
ま
り(

4
)

な
ど
を
行
っ
て
、
仏
教
界
の
秩
序
回
復
に
つ
と
め
た
。 

続
く
桓
武
天
皇
は
、
基
本
的
に
光
仁
朝
の
方
針
を
継
承
し
、
財
政
再
建
の
面
か
ら
造
法
華
寺
司
、
造
東
大
寺
司
を
廃
止(

5
)

、
ま
た
、

非
行
僧
尼
の
取
り
締
ま
り(

6
)

、
官
人
に
よ
る
南
都
諸
寺
の
検
校(

7
)

、
私
寺
の
建
立
禁
止(

8
)

な
ど
、
諸
々
の
寺
院
・
僧
尼
統
制
策
を
断

行
し
た
。
と
り
わ
け
力
を
入
れ
た
の
が
、
年
分
度
者
制
と
地
方
僧
官
で
あ
る
講
読
師
制
の
改
定
で
あ
り
、
延
暦
年
間
（
七
八
二
～
八

〇
六
）
を
通
じ
て
改
定
が
重
ね
ら
れ
た
。 

こ
れ
ま
で
年
分
度
者
は
、
天
平
六
年
（
七
三
四
）
に
定
め
ら
れ
た
「
所
レ

挙
度
人
。
唯
取
下

闇
二

誦
法
華
経
一
部
。
或
最
勝
王
経
一

部
一

。
兼
解
二

礼
仏
一

浄
行
三
年
以
上
者
上

。
」(

9
)

を
得
度
の
基
準
と
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
な
か
、
延
暦
十
七
年
（
七
九
八
）
、
桓
武
天

皇
は
勅
を
発
し
て
、 

年
分
度
者
。
宜
乙

択
下

年
卅
五
以
上
。
操
履
已
定
。
智
行
可
レ

崇
。
兼
習
二

正
音
一

。
堪
レ

為
レ

僧
者
上

為
甲
レ

之
。
毎
年
十
二
月
以
前
。

僧
綱
所
司
。
請
二

有
業
者
一

。
相
対
簡
試
。
所
レ

習
経
論
。
惣
試
二

大
義
十
条
一

。
取
二

通
五
以
上
者
一

。
具
レ

状
申
レ

官
。
至
レ

期
令
レ

度
。
其
受
戒
之
日
更
加
二

審
試
一

。
通
八
以
上
。
令
レ

得
二

受
戒
一

。(
1
0
) 

と
、
年
分
度
者
の
基
準
を
大
き
く
変
更
し
た
。
薗
田
香
融
氏
は
、
こ
れ
を
僧
尼
育
成
の
原
則
の
一
大
変
革
と
捉
え
る(

1
1
)

。
経
典
の
暗

誦
能
力
よ
り
も
教
義
の
理
解
能
力
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
僧
尼
育
成
の
原
則
は
、
暗
誦
か
ら
解
義
、
す
な
わ
ち
儀
式
か
ら
学

業
へ
大
転
換
し
た
と
い
う
。
薗
田
氏
の
見
解
は
、
今
日
の
通
説
的
な
理
解
と
な
っ
て
い
る
。 

講
読
師
制
の
変
遷
に
関
し
て
は
、
第
四
章
で
触
れ
る
が
、
概
要
を
述
べ
て
お
く
と
、
講
師
は
、
当
初
国
師
と
呼
ば
れ
、
地
方
に
下

向
し
て
国
司
と
と
も
に
国
分
寺
を
含
む
諸
国
の
仏
寺
・
僧
尼
の
統
轄
に
あ
た
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
諸
国
国
師
。
諸
寺
鎮
三
綱
。
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及
受
二

復
講
一

者
。
不
レ

顧
二

罪
福
一

専
事
二

請
託
一

。
員
復
居
多
侵
損
不
レ

少
。
」(

1
2
)

と
い
わ
れ
る
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
た
め
、
桓
武
朝

で
は
そ
の
改
革
が
断
行
さ
れ
た
。
道
鏡
政
権
下
の
仏
教
優
遇
政
策
を
経
て
、
宝
亀
元
年
（
七
七
〇
）
に
は
定
員
が
一
国
で
三
～
四
人

と
な
っ
て
い
た
た
め
、
延
暦
年
間
に
は
ま
ず
定
員
を
削
減
し
、
次
い
で
任
期
、
職
掌
な
ど
に
度
重
な
る
改
定
を
加
え
た
。
一
連
の
改

革
の
な
か
で
示
さ
れ
た
講
師
の
選
考
基
準
は
、
「
有
智
有
行
」(

1
3
)

で
あ
り
、
「
簡
下

智
行
可
レ

称
。
堪
レ

為
二

人
師
一

者
上

。
擢
任
二

講
師
一

。

化
二

導
釈
侶
一

。
」(

1
4
)

で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
政
策
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
僧
尼
の
質
的
向
上
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
奈

良
時
代
後
期
以
降
の
得
度
制
の
放
漫
化
は
、
僧
尼
の
質
を
著
し
く
低
下
さ
せ
た
。
「
仏
教
流
伝
必
在
二

僧
尼
一

」
と
認
識
す
る
律
令
国

家
（
以
下
、
国
家
）
に
と
っ
て
、
僧
尼
の
質
的
向
上
は
最
重
要
課
題
で
あ
っ
た
。 

こ
う
し
た
光
仁
・
桓
武
朝
に
お
け
る
仏
教
政
策
は
、
し
ば
し
ば
仏
教
界
の
「
粛
正
」
と
表
現
さ
れ
る(

1
5
)

。
戒
律
遵
守
と
絶
え
ざ
る

修
行
に
よ
っ
て
清
浄
な
官
僧
集
団
の
形
成
保
全
を
目
指
す
僧
尼
令
を
原
則
と
し
た
、「
僧
尼
令
的
秩
序
」
へ
の
復
帰
が
志
向
さ
れ
た
の

で
あ
る(

1
6
)

。 

 

二 

研
究
史
と
問
題
点 

 

奈
良
後
期
の
仏
教
界
の
混
乱
と
、
そ
れ
を
是
正
し
よ
う
と
す
る
光
仁
・
桓
武
朝
の
仏
教
政
策
は
、「
平
安
仏
教
」
成
立
の
前
提
と
さ

れ
る
こ
と
が
多
い(
1
7
)

。
そ
し
て
、
以
降
の
仏
教
史
は
、
例
え
ば
、
井
上
光
貞
氏
が
「
八
世
紀
末
、
帝
都
が
平
安
京
に
遷
る
と
と
も
に
、

旧
都
に
と
ど
ま
っ
た
南
都
仏
教
に
代
っ
て
、
律
令
国
家
仏
教
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
、
天
台
・
真
言
二
宗
で
あ
っ
た
」(

1
8
)

と
述
べ
る

よ
う
に
、
天
台
宗
・
真
言
宗
の
展
開
を
軸
に
描
か
れ
る
。 

ま
た
、
薗
田
香
融
氏
は
、
暗
誦
か
ら
解
義
へ
転
換
し
た
僧
尼
育
成
の
方
針
に
よ
っ
て
、
こ
れ
に
対
応
す
る
形
で
南
都
の
法
相
教
学

が
隆
盛
し
た
と
の
道
筋
を
描
く
。
そ
れ
は
「
天
平
仏
教
の
残
骸
」
で
は
な
く
、「
緻
密
な
教
学
体
系
」
を
有
し
て
い
た
と
す
る
が
、
そ

の
発
展
も
「
統
制
政
策
の
副
産
物
に
す
ぎ
ず
、
上
か
ら
の
要
請
に
こ
た
え
る
受
動
的
な
動
き
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
」
と
い
い
、「
新
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し
い
時
代
を
み
ち
び
く
仏
教
は
、
つ
ね
に
上
か
ら
の
統
制
の
所
産
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
も
ろ
も
ろ
の
問
題
を
主
体
的
に
う
け
と
め
、

自
律
的
に
解
決
し
て
ゆ
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」(1

9
)

と
述
べ
る
。 

薗
田
氏
の
言
説
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
平
安
期
の
仏
教
史
は
、
道
鏡
に
象
徴
さ
れ
る
腐
敗
し
た
南
都
仏
教
界
に
対
し
て
、

そ
れ
を
克
服
す
る
立
場
と
し
て
登
場
し
た
最
澄
と
空
海
、
と
い
う
図
式
で
描
か
れ
、
後
者
に
対
し
て
高
い
評
価
が
与
え
ら
れ
て
き
た(2

0
)

。

そ
れ
は
、
南
都
六
宗
が
国
家
の
政
策
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
「
上
か
ら
の
統
制
の
所
産
」(

2
1
)

で
あ
っ
た
が
た
め
に
主
体
性
を
生
じ
さ

せ
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
最
澄
や
空
海
は
、
既
存
の
仏
教
が
抱
え
る
諸
々
の
問
題
を
「
主
体
的
に
う
け
と
め
」
て
行
動
を
お
こ
し
、

新
し
い
宗
を
確
立
し
た
と
の
理
解
に
沿
っ
て
い
る
。
故
に
、
平
安
期
の
仏
教
史
は
、
最
澄
・
天
台
宗
と
空
海
・
真
言
宗
を
軸
に
展
開

し
、
南
都
仏
教
は
そ
れ
へ
の
対
応
と
い
う
形
で
語
ら
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
や
が
て
前
者
に
包
摂
さ
れ
る
よ
う
に
、
密
教
化
の
道
を
辿
る

と
い
う
構
図
が
描
か
れ
て
い
く(

2
2
)

。
天
台
宗
・
真
言
宗
を
「
平
安
仏
教
」
、
南
都
六
宗
を
「
奈
良
仏
教
」
と
呼
ぶ
の
に
も
そ
う
し
た

認
識
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。 

 

そ
れ
は
、
黒
田
俊
雄
氏
の
「
顕
密
体
制
論
」(

2
3
)

に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。
一
九
七
五
年
に
提
唱
さ
れ
た
「
顕
密
体
制
論
」
が
日
本

仏
教
史
研
究
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
こ
と
は
、
誰
も
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。「
顕
密
体
制
論
」
は
、
鎌
倉
仏
教
中
心
史

観
の
も
と
形
成
さ
れ
て
き
た
中
世
仏
教
に
対
す
る
通
説
的
理
解
を
打
破
し
、
戦
後
の
仏
教
史
研
究
の
枠
組
み
を
転
換
さ
せ
た
と
評
価

さ
れ
る(

2
4
)

。「
顕
密
体
制
論
」
以
前
は
、
鎌
倉
時
代
に
成
立
し
た
浄
土
宗
・
浄
土
真
宗
・
時
宗
・
日
蓮
宗
・
臨
済
宗
・
曹
洞
宗
を
「
新

仏
教
」
、
南
都
六
宗
・
天
台
宗
・
真
言
宗
を
「
旧
仏
教
」
と
し
、
「
新
仏
教
」
の
成
立
を
日
本
仏
教
史
上
の
画
期
と
捉
え
、
そ
の
革
新

性
が
高
く
評
価
さ
れ
て
き
た
（
「
鎌
倉
新
仏
教
論
」
）
。
し
か
し
、
黒
田
氏
は
、
「
新
仏
教
」
を
中
心
に
語
ら
れ
る
そ
れ
ま
で
の
中
世
仏

教
の
理
解
に
疑
問
を
呈
し
、
む
し
ろ
「
旧
仏
教
」
こ
そ
が
当
時
の
中
心
、
「
正
統
」
で
あ
り
、
「
新
仏
教
」
は
あ
く
ま
で
「
正
統
」
に

対
す
る
「
異
端
」
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
、
「
旧
仏
教
」
を
軸
に
中
世
仏
教
を
捉
え
直
す
必
要
性
を
提
唱
し
た
。 

「
顕
密
体
制
論
」
は
、
あ
く
ま
で
中
世
仏
教
の
分
析
概
念
で
あ
る
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
九
世
紀
を
取
り
上
げ
、「
密
教
に
よ
る
全

宗
教
の
統
合
」
の
時
期
と
位
置
付
け
る
。
九
世
紀
以
降
の
南
都
六
宗
は
、
天
台
宗
や
真
言
宗
の
密
教
に
統
合
さ
れ
る
と
把
握
す
る
黒
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田
氏
は
、
平
安
期
の
仏
教
史
を
密
教
の
発
展
過
程
と
し
て
描
い
て
い
る(

2
5
)

。 

果
た
し
て
、
本
当
に
南
都
六
宗
は
密
教
に
覆
い
尽
く
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
貴
族
を
中
心
に
密
教
へ
の
期
待
が
高
ま
っ
た
九
世

紀
の
仏
教
界
は
、
確
か
に
密
教
隆
盛
の
時
期
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
東
大
寺
真
言
院
の
設
置
に
よ
っ
て
南
都
に
真
言

密
教
が
浸
透
し
て
い
っ
た
こ
と
も
否
定
は
で
き
な
い
。
し
か
し
そ
の
反
面
、
九
世
紀
は
、
薬
師
寺
最
勝
会
や
大
安
寺
法
華
経
会
、
諸

国
文
殊
会
な
ど
の
顕
教
法
会
が
整
備
・
成
立
し
た
時
期
で
も
あ
る
。
特
に
、
薬
師
寺
最
勝
会
は
、
国
家
か
ら
公
的
な
地
位
を
認
め
ら

れ
て
宮
中
御
斎
会
、
興
福
寺
維
摩
会
と
併
せ
て
三
会
と
呼
ば
れ
、
僧
侶
の
出
世
の
登
竜
門
と
し
て
重
視
さ
れ
た
。
密
教
へ
の
期
待
が

高
ま
り
、
天
台
・
真
言
宗
が
勢
い
を
強
め
た
と
し
て
も
、
僧
侶
を
監
督
す
る
立
場
に
あ
っ
た
僧
綱
と
な
る
た
め
に
は
、
南
都
諸
寺
で

開
催
さ
れ
る
顕
教
法
会
の
講
師
を
つ
と
め
な
い
こ
と
に
は
果
た
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
平
安
期
に
お
い
て
も
南
都

仏
教
は
国
家
か
ら
一
定
の
地
位
が
保
障
さ
れ
、
密
教
と
は
別
の
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る(

2
6
)

。
密
教
の
発
展
過
程
を
描
く

だ
け
で
は
、
平
安
期
仏
教
の
展
開
を
充
分
に
解
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

こ
う
し
た
理
解
の
前
提
に
あ
る
の
は
、
天
台
宗
・
真
言
宗
＝
「
新
仏
教
」
、
南
都
六
宗
＝
「
旧
仏
教
」
と
い
う
構
図
で
あ
る
。
新
し

い
宗
派
の
成
立
を
日
本
仏
教
史
上
に
お
け
る
画
期
と
位
置
付
け
る
の
は
、
か
つ
て
中
世
仏
教
を
論
じ
る
際
に
援
用
さ
れ
た
「
鎌
倉
新

仏
教
論
」
に
基
づ
い
て
い
る
。
第
一
章
で
詳
し
く
論
じ
る
が
、
明
治
二
十
年
代
頃
ま
で
淵
源
を
遡
る
「
鎌
倉
新
仏
教
論
」
は
、
鎌
倉

時
代
に
登
場
す
る
浄
土
宗
以
下
の
諸
宗
を
、
既
存
の
仏
教
、
す
な
わ
ち
南
都
六
宗
・
天
台
宗
・
真
言
宗
の
「
旧
仏
教
」
を
革
新
す
る

「
新
仏
教
」
と
し
て
捉
え
る
。
こ
れ
が
戦
後
に
か
け
て
、
古
代
に
「
国
家
仏
教
」
と
し
て
形
成
さ
れ
た
日
本
仏
教
が
中
世
「
新
仏
教
」

に
お
い
て
最
盛
期
を
迎
え
、
そ
の
後
衰
退
し
て
い
く
と
い
う
基
本
的
な
図
式
を
描
い
て
い
っ
た
。
そ
の
た
め
、「
鎌
倉
新
仏
教
」
の
革

新
性
・
優
位
性
を
論
じ
る
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
、
近
代
に
お
け
る
仏
教
史
研
究
の
主
流
と
な
っ
た
。
一
方
で
、「
旧
仏
教
」
は
、「
新

仏
教
」
成
立
の
前
提
に
す
ぎ
な
い
と
し
、「
新
仏
教
」
が
克
服
し
よ
う
と
し
た
「
旧
仏
教
」
に
対
す
る
評
価
は
、
相
対
的
に
低
下
し
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
平
安
期
の
仏
教
史
叙
述
の
際
に
も
援
用
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
み
て
み
る
と
、
平
安
期
の
仏
教
史
研
究
に
は
、
さ
し
ず
め
次
の
問
題
点
が
指
摘
で
き
る
。 
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（
一
）
最
澄
・
空
海
の
革
新
性
が
強
調
さ
れ
、
南
都
六
宗
は
そ
れ
ら
に
克
服
さ
れ
る
存
在
と
し
て
、
平
安
期
の
仏
教
史
が
叙
述
さ
れ

て
い
る
。 

（
二
）
こ
う
し
た
理
解
の
前
提
に
あ
る
の
は
、
天
台
宗
・
真
言
宗
＝
「
新
仏
教
」
、
南
都
六
宗
＝
「
旧
仏
教
」
と
い
う
構
図
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
近
代
仏
教
史
研
究
の
成
立
後
ま
も
な
く
登
場
し
て
き
た
「
鎌
倉
新
仏
教
論
」
を
平
安
期
の
仏
教
史
叙
述
に
敷
衍
し

た
も
の
と
い
え
る
。 

（
三
）（
二
）
の
よ
う
な
構
図
が
成
立
す
る
の
は
、
日
本
に
お
け
る
近
代
仏
教
史
研
究
が
宗
派
史
を
中
心
に
展
開
し
て
き
た
た
め
で
あ

る
。
故
に
、
宗
祖
と
そ
の
門
下
の
思
想
と
、
そ
の
他
を
差
別
化
し
、
い
か
に
宗
祖
の
思
想
が
優
れ
て
い
る
か
を
強
調
す
る
。

つ
ま
り
、
平
安
期
の
仏
教
史
研
究
は
、
宗
派
史
研
究
の
残
滓
を
い
ま
だ
と
ど
め
て
い
る
と
い
え
る
。 

し
か
し
、
も
は
や
天
台
宗
・
真
言
宗
を
安
易
に
「
新
仏
教
」
と
捉
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
上
島
享
氏(

2
7
)

、
曽
根
正
人
氏(

2
8
)

に
よ
っ

て
指
摘
さ
れ
て
お
り
、「
新
仏
教
」・「
旧
仏
教
」
と
い
う
概
念
を
前
提
に
し
た
南
都
仏
教
史
像
に
対
す
る
再
検
討
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
近
年
は
、
古
代
仏
教
の
分
析
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
「
国
家
仏
教
」
な
る
言
説
に
つ
い
て
も
再
検
討
の
必
要
性
が
提
起

さ
れ(

2
9
)

、
南
都
仏
教
を
含
め
た
平
安
期
仏
教
像
の
再
構
築
が
ま
す
ま
す
求
め
ら
れ
て
い
る
研
究
状
況
に
あ
る
。 

平
安
時
代
の
仏
教
史
を
い
か
に
描
き
直
す
か
は
、
中
世
仏
教
史
研
究
の
立
場
か
ら
も
問
題
提
起
さ
れ
て
い
る(

3
0
)

。
鎌
倉
時
代
の
南

都
仏
教
研
究
は
、
近
年
大
き
な
成
果
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
「
顕
密
体
制
論
」
の
提
唱
で
あ
り
、
「
鎌
倉

新
仏
教
論
」
が
構
築
し
て
き
た
隆
盛
【
奈
良
時
代
】
→
衰
退
【
平
安
時
代
】
→
復
興
【
鎌
倉
時
代
】
と
い
う
南
都
仏
教
の
展
開
に
見

直
し
が
迫
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
。「
旧
仏
教
」
の
評
価
を
転
換
さ
せ
た
「
顕
密
体
制
論
」
に
よ
っ
て
「
少
数
派
」
か
ら
「
多
数
派
」
と

な
っ
た
南
都
仏
教
は
、
中
世
仏
教
史
研
究
の
重
要
な
研
究
課
題
と
な
り
、
多
く
の
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る(

3
1
)

。 

そ
れ
に
対
し
、
平
安
期
の
南
都
仏
教
研
究
は
、
ま
だ
ま
だ
遅
れ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
近
年
は
、
僧
綱
制
や
講
読
師
制

な
ど
の
諸
制
度
、
寺
院
組
織
、
法
会
、
在
地
仏
教
な
ど
、
様
々
な
角
度
か
ら
平
安
期
の
南
都
仏
教
に
関
わ
る
論
考
が
発
表
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
成
果
を
ど
の
よ
う
に
統
合
し
、
い
か
に
新
し
い
南
都
仏
教
史
像
を
描
い
て
い
く
か
が
課
題
で
あ
る
。 
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三 

本
論
文
の
分
析
視
角
と
課
題 

 
こ
れ
ま
で
述
べ
た
よ
う
に
、
従
来
の
研
究
で
は
、
最
澄
と
空
海
の
革
新
性
が
高
く
評
価
さ
れ
、
南
都
六
宗
は
、
そ
れ
に
克
服
さ
れ

る
存
在
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。
確
か
に
、
最
澄
と
空
海
が
既
存
の
仏
教
に
疑
問
を
も
ち
、
そ
れ
を
克
服
せ
ん
と
行
動
を
起
こ
し
た
こ

と
は
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
し
、
そ
れ
が
既
存
の
仏
教
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
点
も
事
実
で
あ
る
。
筆
者
は
、
最
澄
や
空
海
の

革
新
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
革
新
性
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
平
安
期
の
仏
教
史
叙
述
が
天
台
宗
・
真
言
宗

を
軸
に
描
か
れ
、
南
都
仏
教
は
最
澄
・
空
海
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
た
存
在
と
し
か
み
な
さ
れ
な
い
の
は
重
大
な
問
題
で
あ
る
と
考
え

る
。 こ

う
し
た
研
究
状
況
に
あ
っ
て
、
ま
ず
は
そ
れ
を
相
対
化
す
る
必
要
が
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
故
に
、
本
論
文
で
は
、
あ
え
て

天
台
宗
・
真
言
宗
と
南
都
六
宗
と
い
う
構
図
を
描
き
、
相
対
化
す
る
方
法
を
と
る
。
そ
こ
で
注
目
す
る
の
は
、
国
家
の
政
策
上
の
「
宗
」

で
あ
る
。
そ
の
理
由
を
述
べ
る
と
、
第
一
に
、
曽
根
正
人
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
奈
良
時
代
の
仏
教
と
平
安
時
代
の
仏
教
の
大
き

な
違
い
は
、「
宗
」
に
対
す
る
意
識
に
あ
り(

3
2
)

、「
宗
」
意
識
の
顕
在
化
が
平
安
期
仏
教
の
特
徴
と
捉
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
き
っ

か
け
は
、
延
暦
二
十
五
年
（
八
〇
六
）
に
実
施
さ
れ
た
年
分
度
者
制
の
改
定(

3
3
)

で
あ
る
。
こ
の
新
し
い
年
分
度
者
制
は
、
宗
ご
と
に

年
分
度
者
の
人
数
と
学
ぶ
べ
き
学
業
を
設
定
し
て
お
り
、
こ
れ
以
降
、
年
分
度
者
で
得
度
す
る
者
は
い
ず
れ
か
の
宗
に
所
属
す
る
こ

と
が
前
提
と
な
っ
た(

3
4
)

。
新
し
い
年
分
度
者
制
は
、
仏
教
を
「
宗
」
に
基
づ
い
て
把
握
し
、
「
宗
」
意
識
を
顕
在
化
さ
せ
た
こ
と
で

画
期
的
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
う
し
て
構
築
さ
れ
た
枠
組
み
が
そ
の
後
の
「
国
家
仏
教
」
の
形
を
作
り
、
こ
れ
に
真
言
宗
を
加
え

て
、
八
宗
体
制
が
成
立
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
に
こ
そ
国
家
に
追
従
し
、
そ
れ
を
補
完
す
る
仏
教
の
方
向
性
と
体
制
が
明
確
に

決
定
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
本
論
文
が
平
安
初
期
を
主
た
る
考
察
対
象
と
す
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。 

第
二
に
、
最
澄
や
空
海
の
革
新
性
が
強
調
さ
れ
る
の
は
、
研
究
者
の
「
宗
」
に
対
す
る
認
識
の
反
映
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
石

田
茂
作
氏
が
初
め
て
示
し
た
よ
う
に
、
諸
宗
兼
学
の
南
都
六
宗
は
、
今
日
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
学
派
」
で
あ
る
と
把
握
さ
れ
る(

3
5
)

。
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そ
の
前
提
に
あ
る
の
は
、「
宗
」
＝
「
教
団
」
と
い
う
今
日
の
認
識
の
投
影
で
あ
る
。
果
た
し
て
、
今
日
の
認
識
を
投
影
し
て
古
代
の

宗
を
語
る
こ
と
は
適
切
な
の
だ
ろ
う
か
。 

こ
う
し
た
「
宗
」
に
対
す
る
認
識
は
、
学
ぶ
べ
き
は
た
だ
一
宗
で
あ
る
と
す
る
「
一
寺
一
宗
」
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
そ
し

て
、
そ
れ
が
日
本
仏
教
の
特
徴
で
も
あ
る
。
例
え
ば
、
鎌
田
茂
雄
氏
は
、「
中
国
仏
教
で
は
日
本
仏
教
の
よ
う
な
宗
派
意
識
が
希
薄
な

こ
と
で
あ
る
」
、「
中
国
仏
教
に
は
極
端
に
い
え
ば
、
日
本
仏
教
で
い
う
よ
う
な
宗
派
は
存
在
し
な
い
と
い
っ
て
よ
い
」(

3
6
)

と
述
べ
て

い
る
。
ま
た
、
木
村
清
孝
氏
も
、 

現
在
、
一
般
に
仏
教
国
と
み
な
さ
れ
て
い
る
国
と
し
て
は
、
ス
リ
ラ
ン
カ
、
タ
イ
、
韓
国
な
ど
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
い
ず
れ

に
も
こ
の
よ
う
に
多
く
の
宗
派
・
教
団
は
な
い
。
ま
た
、
か
つ
て
仏
教
が
き
わ
め
て
盛
ん
で
、
い
ま
も
そ
の
面
影
を
残
す
中
国

や
ミ
ャ
ン
マ
ー
な
ど
の
国
々
も
、
基
本
的
に
は
「
仏
教
は
一
つ
」
と
い
う
こ
と
で
、
今
日
ま
で
来
て
い
る
。
す
な
わ
ち
日
本
仏

教
は
世
界
的
に
見
て
、
現
に
諸
宗
派
に
分
か
れ
て
存
在
し
活
動
し
て
い
る
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
仏
教
な
の
で
あ
る
。(

3
7
) 

と
述
べ
、
日
本
仏
教
の
特
徴
と
し
て
、
そ
の
宗
派
性
の
強
さ
を
指
摘
す
る
。
他
の
宗
派
に
対
し
て
独
尊
的
に
自
宗
の
優
位
性
を
主
張

す
る
の
は
、
何
も
日
本
仏
教
だ
け
で
な
く
、
仏
教
を
受
容
し
た
そ
の
他
の
地
域
で
も
み
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
日
本
の
よ
う
に

一
寺
一
宗
で
あ
る
国
は
少
な
い
。
こ
う
し
た
日
本
仏
教
の
宗
派
性
の
淵
源
を
探
る
と
き
、
そ
の
遡
上
に
の
ぼ
る
の
が
平
安
期
の
最
澄

や
空
海
で
あ
る
。
彼
ら
が
日
本
仏
教
に
お
け
る
「
宗
」
の
あ
り
方
に
決
定
的
な
方
向
付
け
を
与
え
た
。
最
澄
や
空
海
の
革
新
性
の
一

つ
は
こ
の
点
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
日
本
仏
教
史
の
展
開
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
時
、「
宗
」
と
い
う
視
角
が
有
効
で

あ
る
と
い
え
る
。
こ
れ
が
第
三
で
あ
る
。 

以
上
の
観
点
か
ら
、「
宗
」
を
全
体
の
分
析
視
角
と
し
、
南
都
仏
教
に
焦
点
を
あ
て
て
、
平
安
初
期
に
お
け
る
仏
教
史
の
展
開
を
明

ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
の
が
、
本
論
文
の
ね
ら
い
で
あ
る
。 

以
下
、
本
論
文
の
構
成
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
く
。 

第
一
章
「
日
本
近
代
に
お
け
る
南
都
仏
教
史
研
究
」
で
は
、
戦
前
を
中
心
に
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
南
都
仏
教
が
ど
の
よ
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う
に
把
握
さ
れ
、
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
か
を
整
理
す
る
。
日
本
に
お
け
る
近
代
仏
教
史
研
究
は
、
村
上
専
精
・
鷲
尾
順
敬
・
境
野
黄

洋
ら
に
よ
っ
て
明
治
二
十
七
年
（
一
八
九
四
）
に
創
刊
さ
れ
た
『
仏
教
史
林
』
に
は
じ
ま
る
。
村
上
・
鷲
尾
・
境
野
が
そ
れ
ぞ
れ
浄

土
真
宗
大
谷
派
の
僧
籍
を
も
っ
て
い
た
よ
う
に
、
当
初
の
研
究
の
中
心
は
、
仏
教
系
知
識
人
（
中
心
は
真
宗
の
僧
侶
・
在
家
信
者
）

で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
は
じ
め
ら
れ
た
仏
教
史
研
究
の
な
か
で
、
南
都
仏
教
研
究
は
ど
の
よ
う
に
展
開
し
、
そ
こ
で
は
南
都
仏
教
が

ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
た
の
か
。
当
時
の
学
問
潮
流
に
留
意
し
な
が
ら
、
明
治
か
ら
昭
和
戦
中
期
ま
で
の
南
都
仏
教
史
研
究
を
確
認
し
、

そ
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
。 

第
二
章
「
日
本
古
代
に
お
け
る
「
宗
」
の
形
成
」
で
は
、
国
家
の
政
策
と
し
て
「
宗
」
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
に
注
目
し
、
そ
の
事

情
を
検
討
す
る
。
日
本
の
文
献
に
お
け
る
「
宗
」
の
初
見
は
、
養
老
二
年
（
七
一
八
）
に
太
政
官
が
僧
綱
に
対
し
て
下
し
た
五
ヵ
条

の
布
告
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
こ
の
布
告
の
分
析
を
通
じ
、
日
本
古
代
に
お
け
る
「
宗
」
が
ど
の
よ
う
な
意
図
の
も
と
に
形
成
さ
れ
、

そ
れ
が
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
た
の
か
を
再
検
討
す
る
。 

第
三
章
「
平
安
初
期
に
お
け
る
南
都
六
宗
の
宗
意
識
―
年
分
度
者
制
の
推
移
を
手
が
か
り
に
―
」
で
は
、
南
都
六
宗
の
宗
意
識
に

つ
い
て
検
討
す
る
。
南
都
六
宗
は
、
今
日
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
学
派
」
で
あ
る
か
ら
、「
宗
派
意
識
」
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
の
見
解

が
あ
る
。
果
た
し
て
、
南
都
六
宗
に
は
「
宗
派
意
識
」
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
か
。
本
章
で
は
、
延
暦
年
間
に
お
け
る
年
分
度
者
制

の
変
遷
、
最
澄
と
の
対
決
を
通
し
て
、
国
家
の
政
策
と
し
て
形
成
さ
れ
た
南
都
六
宗
が
い
か
な
る
宗
意
識
を
発
揮
し
た
の
か
を
検
討

す
る
。
そ
の
上
で
、
筆
者
が
描
く
平
安
初
期
仏
教
界
の
構
図
を
提
示
し
た
い
。
な
お
、
本
論
文
で
は
、
一
般
的
に
使
用
さ
れ
る
「
宗

派
意
識
」
な
る
用
語
を
南
都
六
宗
に
関
し
て
は
使
用
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
段
階
で
南
都
六
宗
に
「
派
」
は
形
成
さ
れ
て
い
な

い
た
め
、
当
時
の
実
態
に
即
し
た
用
語
で
は
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。 

第
四
章
「
九
世
紀
の
文
殊
信
仰
と
南
都
仏
教
の
地
方
的
展
開
」
で
は
、
大
安
寺
の
勤
操
・
元
興
寺
の
泰
善
ら
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ

た
文
殊
会
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
『
文
殊
師
利
般
涅
槃
経
』
（
西
晋
・
聶
道
真
）
の
所
説
に
基
づ
い
て
勤
修
さ
れ
る
文
殊
会
は
「
貧
窮

孤
独
苦
悩
衆
生
」
を
文
殊
化
身
に
見
立
て
た
文
殊
供
養
の
一
形
態
と
さ
れ
、
貧
民
救
済
的
な
観
点
か
ら
こ
れ
を
捉
え
よ
う
と
す
る
研
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究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
視
角
か
ら
は
、
文
殊
会
が
な
ぜ
こ
の
時
期
に
成
立
す
る
の
か
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
章
で
は
、
文
殊
会
が
勤
操
・
泰
善
ら
南
都
僧
に
よ
っ
て
は
じ
め
ら
れ
た
点
に
着
目
し
、
天
台
宗
の
動

向
、
同
時
期
に
お
こ
る
行
基
信
仰
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
そ
の
特
質
に
つ
い
て
論
じ
、
九
世
紀
に
お
け
る
文
殊
信
仰
の
隆
盛
と
文
殊

会
の
創
始
の
意
味
に
つ
い
て
再
検
討
を
加
え
る
。 

第
五
章
「
薬
師
寺
最
勝
会
の
成
立
に
関
す
る
一
考
察
」
で
は
、
薬
師
寺
に
て
行
わ
れ
た
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
を
講
読
す
る
法
会
、

最
勝
会
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
薬
師
寺
最
勝
会
は
、
宮
中
御
斎
会
・
興
福
寺
維
摩
会
と
並
び
、
国
家
に
よ
っ
て
特
に
重
視
さ
れ
た
法

会
で
あ
る
。
後
に
、
こ
れ
ら
法
会
の
講
師
を
つ
と
め
る
こ
と
が
僧
綱
補
任
の
登
竜
門
と
な
っ
た
。
そ
の
創
始
は
、
中
納
言
直
世
王
の

奏
上
に
よ
る
。
本
章
で
は
、
直
世
王
と
薬
師
寺
の
関
係
に
注
目
し
つ
つ
、
最
勝
会
の
成
立
事
情
を
明
ら
か
に
す
る
。 

第
六
章
「
貞
観
五
年
御
霊
会
の
成
立
と
そ
の
意
義
」
で
は
、
貞
観
五
年
（
八
六
三
）
に
国
家
が
主
催
し
た
御
霊
会
を
取
り
上
げ
る
。

御
霊
会
と
は
、
災
異
、
特
に
疫
病
流
行
の
原
因
を
政
治
的
敗
者
の
怨
霊
の
祟
り
と
し
、
そ
の
霊
を
慰
撫
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
疫
病

の
収
束
を
願
う
儀
式
で
あ
る
。
貞
観
五
年
御
霊
会
は
、
国
家
に
よ
っ
て
主
催
さ
れ
た
唯
一
の
御
霊
会
で
あ
り
、
崇
道
天
皇
を
は
じ
め

と
す
る
六
人
の
御
霊
が
特
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
他
の
御
霊
会
と
は
決
定
的
に
異
な
る
。
本
章
で
は
、
貞
観
五
年
御
霊
会
に
講
師
と

し
て
招
請
さ
れ
た
薬
師
寺
法
相
宗
の
慧
達
に
注
目
し
、
そ
の
成
立
の
意
味
を
考
察
す
る
。 

 

以
上
、
第
一
章
で
は
、
近
代
以
降
の
南
都
仏
教
史
研
究
の
整
理
、
第
二
章
で
は
「
宗
」
の
形
成
、
第
三
章
で
は
南
都
六
宗
の
宗
意

識
、
第
四
章
か
ら
第
六
章
で
は
南
都
六
宗
の
宗
意
識
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
発
揮
さ
れ
る
の
か
を
、
南
都
僧
が
関
与
し
た
法
会
―

文
殊
会
、
最
勝
会
、
御
霊
会
―
を
取
り
上
げ
、
そ
の
成
立
事
情
か
ら
検
証
す
る
。 

南
都
仏
教
の
全
体
像
の
解
明
に
は
、
教
学
の
分
析
や
在
地
仏
教
の
動
き
な
ど
の
検
討
も
必
要
で
あ
る
が
、
本
論
文
で
は
、
南
都
仏

教
の
中
核
を
成
す
要
素
で
あ
る
「
国
家
仏
教
」
に
焦
点
を
絞
り
、
国
家
と
の
関
係
、
国
家
の
政
策
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て

い
く
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
れ
ら
の
分
析
・
検
討
を
通
し
て
、
平
安
初
期
仏
教
史
像
の
再
構
築
を
試
み
た
い
。 

最
後
に
、「
南
都
仏
教
」
に
つ
い
て
定
義
し
て
お
き
た
い
。
管
見
の
限
り
、
そ
の
最
も
早
い
使
用
例
は
、
村
上
専
精
『
日
本
仏
教
史
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綱
』
上
巻
「
第
二
期 

天
台
真
言
時
代 

第
二
章 

南
都
仏
教
の
大
勢
」(

3
8
)

で
あ
る
。
た
だ
し
、
同
書
で
は
「
奈
良
仏
教
」(

3
9
)

と
も

表
現
さ
れ
る
し
、
以
降
の
研
究
者
に
も
そ
の
使
用
に
混
乱
が
み
ら
れ
る(

4
0
)

。
「
南
都
」
と
い
う
言
葉
自
体
は
、
平
安
後
期
以
降
に
登

場
す
る
史
料
上
の
用
語
で
、
延
暦
寺
を
「
北
嶺
」
と
呼
ん
だ
の
に
対
し
、
奈
良
の
地
で
勢
力
を
ふ
る
っ
た
興
福
寺
を
「
南
都
」
と
呼

ん
だ
こ
と
に
由
来
す
る
。
故
に
、「
南
都
仏
教
」
の
前
提
に
は
天
台
宗
の
存
在
が
あ
り
、
平
安
期
以
降
、
奈
良
の
諸
寺
を
中
心
に
展
開

さ
れ
た
仏
教
の
こ
と
を
指
す
。
例
え
ば
、
平
岡
定
海
氏
は
、「
い
ま
わ
れ
わ
れ
が
南
都
仏
教
と
称
し
て
い
る
の
は
、
平
城
に
都
が
遷
っ

て
か
ら
、
そ
れ
以
後
の
奈
良
の
仏
教
に
対
し
て
述
べ
ら
れ
た
呼
称
で
あ
る
。
」(

4
1
)

と
い
い
、
井
上
薫
氏
は
、
「
「
南
都
仏
教
」
と
い
う

呼
称
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
南
都
（
平
城
京
を
さ
し
、
北
都
平
安
京
に
対
す
る
）
と
そ
の
周
辺
に
展
開
し
た
造
寺
・
造
仏
・
写
経
・
講

究
・
社
会
事
業
な
ど
を
意
味
し
、
特
に
奈
良
・
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
活
発
な
動
き
が
注
目
さ
れ
る
。
」(

4
2
)

と
、「
南
都
仏
教
」
を
通
史

的
な
意
味
で
用
い
て
い
る
。 

一
方
、「
南
都
仏
教
」
と
同
じ
よ
う
に
使
わ
れ
る
用
語
と
し
て
、「
奈
良
仏
教
」
や
「
南
都
六
宗
」
が
あ
る
。「
南
都
六
宗
」
は
三
論
、

法
相
宗
、
華
厳
宗
な
ど
、
南
都
諸
寺
に
主
に
展
開
し
た
宗
学
を
指
す
。「
奈
良
仏
教
」
は
、
先
に
述
べ
た
通
り
、
多
く
が
「
奈
良
時
代

の
仏
教
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、「
旧
仏
教
」
概
念
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
本
論
文
で
は
、
通
史
的
な
意
味
を
も

た
せ
る
た
め
に
「
南
都
仏
教
」
を
用
い
、
南
都
の
諸
寺
、
及
び
そ
の
周
辺
に
お
い
て
南
都
六
宗
を
中
心
に
展
開
し
た
仏
教
と
定
義
し

て
お
く(

4
3
)

。 

                           
(1

) 

瀧
川
政
次
郎
「
革
命
思
想
と
長
岡
遷
都
」
（
同
氏
著
『
法
制
史
論
叢
第
二
冊 
京
制
並
に
都
城
制
の
研
究
』
角
川
書
店
、
一
九
六
七
年
所
収
）
。 

(2
) 

井
上
光
貞
『
日
本
古
代
の
国
家
と
仏
教
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
、
八
八
頁
。 

(3
) 

『
続
日
本
紀
』
宝
亀
三
年
（
七
七
二
）
三
月
丁
亥
（
六
日
）
条
。 
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(4

) 
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
十
年
（
七
七
九
）
八
月
庚
申
（
二
十
三
日
）
条
、
同
癸
亥
（
二
十
六
日
）
条
、
九
月
癸
未
（
十
七
日
）
条
。 

(5
) 

『
続
日
本
紀
』
延
暦
元
年
（
七
八
二
）
四
月
癸
亥
（
十
一
日
）
条
、
同
八
年
（
七
八
九
）
三
月
戊
午
（
十
六
日
）
条
。 

(6
) 

『
続
日
本
紀
』
延
暦
四
年
（
七
八
五
）
五
月
己
未
（
二
十
五
日
）
条
、
『
類
聚
国
史
』
巻
一
八
六 

仏
道
十
三 

僧
尼
雑
制 

延
暦
十
四
年
（
七

九
五
）
四
月
庚
申
（
二
十
三
日
）
条
、
『
類
聚
三
代
格
』
巻
三 

僧
尼
禁
忌
事 

延
暦
十
七
年
（
七
九
八
）
四
月
十
五
日
付
太
政
官
符
。 

(7
) 

『
類
聚
国
史
』
巻
一
八
六 

仏
道
十
三 

僧
尼
雑
制 

延
暦
十
七
年
（
七
九
八
）
七
月
乙
亥
（
二
十
八
日
）
条
。 

(8
) 

『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
九 

禁
制
事 

延
暦
二
年
（
七
八
三
）
六
月
十
日
付
太
政
官
符
。 

(9
) 

『
続
日
本
紀
』
天
平
六
年
（
七
三
四
）
十
一
月
戊
寅
（
二
十
一
日
）
条
。 

(1
0

) 

『
類
聚
国
史
』
巻
一
八
七 
仏
道
一
四 

度
者 

延
暦
十
七
年
（
七
九
八
）
四
月
乙
丑
（
十
五
日
）
条
。 

(1
1

) 

薗
田
香
融
「
平
安
仏
教
の
成
立
」
（
家
永
三
郎
・
赤
松
俊
秀
・
圭
室
諦
成
監
修
『
日
本
仏
教
史
Ⅰ
古
代
篇
』
法
蔵
館
、
一
九
六
七
年
所
収
）
。 

(1
2

) 

『
続
日
本
紀
』
宝
亀
十
一
年
（
七
八
〇
）
正
月
丙
戌
（
二
十
日
）
条
。 

(1
3

) 

『
続
日
本
紀
』
延
暦
三
年
（
七
八
四
）
五
月
辛
未
朔
（
一
日
）
条
。 

(1
4

) 

『
日
本
後
紀
』
延
暦
二
十
三
年
（
八
〇
四
）
正
月
丁
亥
（
十
一
日
）
条
。 

(1
5

) 

井
上
氏
前
掲
注(

2)

著
書
、
八
五
頁
、
速
水
侑
『
日
本
仏
教
史 

古
代
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
、
一
四
二
頁
。 

(1
6

) 

速
水
氏
前
掲
注
（
15
）
著
書
、
一
四
〇
～
一
四
七
頁
。 

(1
7

) 

井
上
氏
前
掲
注(

2)

著
書
、
薗
田
香
融
『
平
安
仏
教
の
研
究
』
法
蔵
館
、
一
九
八
一
年
な
ど
。 

(1
8

) 

井
上
氏
前
掲
注(

2)

著
書
、
八
四
頁
。 

(1
9

) 

薗
田
氏
前
掲
注(

11)

論
文
。 

(2
0

) 

例
え
ば
、
薗
田
氏
前
掲
注
（
17
）
著
書
は
、
「
奈
良
仏
教
の
基
本
的
矛
盾
が
学
解
と
実
践
と
の
乖
離
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
天
台
・
真
言
両
宗
こ

そ
は
、
ま
さ
し
く
こ
う
し
た
矛
盾
を
の
り
こ
え
る
適
切
な
実
践
仏
教
で
あ
っ
た
・
・
・
（
中
略
）
・
・
・
奈
良
時
代
の
仏
教
は
、
律
令
国
家
の
保
護
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に
甘
ん
じ
、
教
団
と
し
て
の
主
体
性
を
喪
失
し
て
い
た
。
最
澄
の
大
戒
独
立
運
動
は
、
教
団
が
国
家
か
ら
、
み
ず
か
ら
の
主
体
性
を
回
復
す
る
た
め

の
宗
教
運
動
で
あ
り
、
教
団
改
革
で
あ
っ
た
と
い
え
る
」
（
二
頁
）
な
ど
、
南
都
六
宗
と
天
台
・
真
言
宗
を
対
比
さ
せ
、
後
者
の
革
新
性
を
強
調
す

る
。 

(2
1

) 

井
上
光
貞
「
南
都
六
宗
の
成
立
」
（
同
氏
著
『
日
本
古
代
思
想
史
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
所
収
、
初
出
一
九
六
一
年
）
。 

(2
2

) 

井
上
氏
前
掲
注
（
2
）
著
書
、
薗
田
氏
前
掲
注
（
11
）
論
文
、
速
水
氏
前
掲
注
（
15
）
著
書
。
ま
た
、
唯
一
の
南
都
仏
教
通
史
と
い
っ
て
よ
い
大

屋
徳
城
『
寧
楽
仏
教
史
論
』
（
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
七
年
、
初
版
は
東
方
文
献
刊
行
会
、
一
九
三
七
年
）
で
も
平
安
時
代
は
、
南
都
仏
教
と
最
澄

の
対
立
に
叙
述
の
大
部
分
が
割
か
れ
、
以
降
は
密
教
化
と
本
地
垂
迹
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
る
程
度
で
あ
る
。
ま
た
、
辻
善
之
助
『
日
本
仏
教
史
』
上

世
篇
（
岩
波
書
店
、
一
九
四
四
年
）
で
は
、
平
安
期
の
南
都
仏
教
に
関
す
る
叙
述
の
大
半
が
南
都
諸
寺
の
法
会
や
僧
兵
の
活
動
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ

て
い
る
。 

(2
3

) 

黒
田
俊
雄
「
中
世
に
お
け
る
顕
密
体
制
の
展
開
」（
『
黒
田
俊
雄
著
作
集
二 

顕
密
体
制
論
』
法
蔵
館
、
一
九
九
四
年
所
収
、
初
出
一
九
七
五
年
）
。 

(2
4

) 

末
木
文
美
士
編
『
新
ア
ジ
ア
仏
教
史
一
一
日
本
Ⅰ
日
本
仏
教
の
礎
』
佼
成
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
、
一
頁
な
ど
。 

(2
5

) 

こ
う
し
た
理
解
は
、
教
学
研
究
に
も
反
映
さ
れ
て
お
り
、
最
澄
・
空
海
、
及
び
そ
の
門
流
の
教
学
が
注
目
さ
れ
る
一
方
、
南
都
六
宗
の
教
学
に
つ

い
て
は
、
衰
退
が
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
富
貴
原
章
信
『
日
本
唯
識
思
想
史
』
（
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
九
年
、
初
版
は
大
雅
堂
、
一
九
四
四
年
）

が
「
平
安
中
期
は
法
相
宗
の
衰
頽
時
期
に
当
る
」
（
二
九
六
頁
）
と
述
べ
て
い
る
の
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
上
島
享
「
平
安
初
期

仏
教
の
再
検
討
」
（
『
仏
教
史
学
研
究
』
四
〇
‐
二
、
一
九
九
七
年
）
は
、
こ
う
し
た
見
解
は
、
南
都
仏
教
が
密
教
化
し
、
そ
の
独
自
性
を
失
っ
た

と
す
る
理
解
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。 

(2
6

) 

平
雅
行
『
親
鸞
と
そ
の
時
代
』
（
法
蔵
館
、
二
〇
〇
一
年
）
も
興
福
寺
に
は
密
教
が
浸
透
し
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
、
密
教
に
よ
る
統

合
と
い
う
黒
田
氏
の
見
解
に
異
議
を
唱
え
て
い
る
。 

(2
7

) 

上
島
氏
前
掲
注
（
25
）
論
文
。 
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(2

8
) 

曽
根
正
人
『
古
代
仏
教
界
と
王
朝
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
。
天
台
宗
・
真
言
宗
を
「
新
仏
教
」
と
捉
え
る
の
は
、
最
澄
・
空
海
の
登

場
時
に
は
す
で
に
南
都
諸
宗
が
正
統
教
義
・
教
学
を
確
立
し
て
お
り
、
最
澄
ら
が
新
し
い
方
向
を
目
指
し
た
の
は
、
定
型
化
・
形
骸
化
の
様
相
を
み

せ
て
い
た
南
都
の
そ
れ
に
対
す
る
不
満
と
す
る
理
解
に
よ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
南
都
六
宗
の
正
統
教
義
・
教
学
が
確
立
し
て
い
た
と
は
い
え
ず
、

む
し
ろ
最
澄
や
空
海
が
自
宗
の
教
義
を
確
立
す
る
の
と
時
期
を
同
じ
く
す
る
。
南
都
六
宗
も
天
台
宗
・
真
言
宗
も
、
と
も
に
日
本
で
初
め
て
の
教
学

宗
派
と
し
て
平
安
初
期
に
登
場
し
た
「
平
安
新
仏
教
」
で
あ
る
、
と
曽
根
氏
は
指
摘
す
る
。
曽
根
氏
の
見
解
は
、
平
安
期
の
仏
教
史
研
究
に
再
検
討

を
迫
る
重
要
な
指
摘
で
あ
る
が
、
最
澄
や
空
海
が
な
ぜ
既
存
の
仏
教
と
は
異
な
る
方
向
性
に
進
む
の
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
。 

(2
9

) 

吉
田
一
彦
『
日
本
古
代
社
会
と
仏
教
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
な
ど
。 

(3
0

) 

上
島
氏
前
掲
注
（
25
）
論
文
、
及
び
『
日
本
中
世
社
会
の
形
成
と
王
権
』
（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
）
、
追
塩
千
尋
『
中
世
の
南
都

仏
教
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
）
、
高
木
豊
「
中
世
初
頭
南
都
仏
教
研
究
小
史
（
上
）
・
（
中
）
」
（
『
日
本
宗
教
史
研
究
年
報
』
一
・
四
、

一
九
七
八
年
・
一
九
八
一
年
）
な
ど
。 

(3
1

) 

戦
後
の
中
世
南
都
仏
教
研
究
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
高
木
氏
前
掲
注
（
30
）
論
文
に
詳
し
い
。 

(3
2

) 

曽
根
氏
前
掲
注
（
28
）
著
書
所
収
「
平
安
初
期
南
都
仏
教
と
護
国
体
制
」
（
初
出
一
九
八
四
年
）
。 

(3
3

)

『
類
聚
三
代
格
』
巻
二 

年
分
度
者
事 

延
暦
二
十
五
年
（
八
〇
六
）
正
月
二
十
六
日
付
太
政
官
符
。 

(3
4

) 

二
葉
憲
香
「
日
本
古
代
仏
教
に
お
け
る
三
学
と
六
宗
」
（
同
氏
編
『
国
家
と
仏
教
』
永
田
文
昌
堂
、
一
九
七
九
年
所
収
）
は
、
宗
学
は
僧
尼
全
体

の
数
か
ら
い
え
ば
、
ほ
ん
の
一
握
り
の
人
た
ち
の
も
の
で
あ
っ
て
、
宗
学
に
た
ず
さ
わ
る
僧
尼
は
ご
く
一
部
で
あ
り
、
大
部
分
の
僧
尼
た
ち
は
、
宗

学
を
聞
く
機
会
が
あ
っ
た
と
し
て
も
宗
学
を
要
求
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
指
摘
す
る
。
二
葉
氏
の
見
解
は
精
緻
な
史
料
分
析
に
基
づ
い
て
お

り
、
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。 

(3
5

) 

石
田
茂
作
『
写
経
よ
り
見
た
る
奈
良
朝
仏
教
の
研
究
』
東
洋
文
庫
、
一
九
三
〇
年
。 

(3
6

) 

鎌
田
茂
雄
『
中
国
仏
教
史
』
第
六
巻
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
、
五
三
三
～
五
三
四
頁
。 
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(3

7
) 

木
村
清
孝
「
日
本
仏
教
の
エ
ー
ト
ス
」
（
高
崎
直
道
・
木
村
清
孝
編
『
シ
リ
ー
ズ
・
東
ア
ジ
ア
仏
教
４ 

日
本
仏
教
論
』
春
秋
社
、
一
九
九
五
年

所
収
）
。 

(3
8

) 

村
上
専
精
『
日
本
仏
教
史
綱
』
上
巻
、
金
港
堂
書
籍
、
一
八
九
八
年
。 

(3
9

) 

村
上
氏
前
掲
注
（
38
）
著
書
、
五
頁
、
六
七
頁
。 

(4
0

) 

詳
し
く
は
第
一
章
参
照
。 

(4
1

) 

平
岡
定
海
・
山
崎
慶
輝
編
『
日
本
仏
教
宗
史
論
集
第
二
巻 

南
都
六
宗
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
、
一
頁
。 

(4
2

) 

今
泉
淑
夫
編
『
日
本
仏
教
史
辞
典
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
、
「
奈
良
仏
教
」
（
執
筆
：
井
上
薫
）
の
項
。 

(4
3

) 

永
村
眞
「
「
南
都
仏
教
」
再
考
」
（
Ｇ
Ｂ
Ｓ
実
行
委
員
会
編
『
ザ
・
グ
レ
イ
ト
ブ
ッ
ダ
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
論
集
第
五
号 

論
集
鎌
倉
期
の
東
大
寺

復
興
―
重
源
上
人
と
そ
の
周
辺
』
東
大
寺
／
法
蔵
館
、
二
〇
〇
七
年
所
収
）
は
、
こ
れ
ま
で
明
確
な
定
義
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
使
用
さ
れ
て
き
た
「
南

都
仏
教
」
の
実
像
を
、
中
世
東
大
寺
の
教
学
を
中
心
に
検
討
し
、
そ
れ
が
「
寺
家
に
よ
り
掲
げ
ら
れ
た
「
六
宗
」
・
「
八
宗
」
を
縦
軸
に
、
寺
僧
に

よ
り
受
容
さ
れ
た
密
教
・
浄
土
教
を
横
軸
に
し
て
形
づ
く
ら
れ
た
様
態
で
あ
る
」
と
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
永
村
氏
に
よ
る
と
、
東
大
寺
に
は
、

官
大
寺
と
し
て
の
東
大
寺
に
求
め
ら
れ
た
「
教
」
と
し
て
の
「
八
宗
」
と
、
そ
の
内
部
の
寺
僧
に
よ
る
覚
悟
・
往
生
を
実
現
す
る
「
行
」
と
し
て
の

真
言
密
教
・
浄
土
教
の
受
容
と
い
う
二
つ
の
「
仏
法
」
の
側
面
が
あ
り
、
そ
れ
が
併
存
し
て
い
た
と
い
う
。
永
村
氏
の
見
解
は
、
九
世
紀
以
降
の
南

都
仏
教
を
密
教
化
と
い
う
観
点
で
描
く
、
こ
れ
ま
で
の
仏
教
史
研
究
が
も
は
や
通
用
し
な
い
こ
と
を
示
す
重
要
な
見
解
で
あ
る
。 





 

 

 

 

第
一
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近
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史
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第
一
章 

日
本
近
代
に
お
け
る
南
都
仏
教
史
研
究 

  

は
じ
め
に 

― 

近
代
歴
史
学
の
成
立
と
仏
教
史
研
究
の
は
じ
ま
り 

  

明
治
と
い
う
新
時
代
を
迎
え
た
日
本
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
面
に
お
い
て
旧
弊
打
破
が
強
調
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
の
制
度
、
慣
習
の
多
く

が
否
定
さ
れ
た
。
近
代
国
家
を
目
指
す
日
本
政
府
が
そ
の
範
を
と
っ
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
欧
米
諸
国
で
あ
り
、
明
治
四
年
（
一

八
七
一
）
、
右
大
臣
岩
倉
具
視
を
大
使
と
す
る
政
府
首
脳
の
使
節
団
が
欧
米
諸
国
に
派
遣
さ
れ
た
の
を
契
機
に
、
西
洋
文
明
の
移
入
が

急
が
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
文
明
開
化
で
あ
る
。
西
洋
文
明
を
導
入
す
る
に
あ
た
っ
て
日
本
政
府
が
採
用
し
た
の
が
、
お
雇
い
外
国
人
と

呼
ば
れ
た
欧
米
諸
国
の
知
識
人
・
技
術
者
た
ち
で
あ
り
、
日
本
の
近
代
化
は
、
彼
ら
の
指
導
の
も
と
進
ん
で
い
く
こ
と
と
な
る
。
そ

れ
は
学
問
に
お
い
て
も
同
様
で
、
西
洋
の
「
科
学
」
と
し
て
の
学
問
が
導
入
さ
れ
、
も
て
は
や
さ
れ
た
。
当
然
こ
う
し
た
潮
流
は
歴

史
学
に
も
波
及
し
、『
大
日
本
史
』
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
、
そ
れ
ま
で
の
漢
学
・
国
学
に
基
づ
い
た
歴
史
観
は
否
定
さ
れ
、
厳
密
な

史
料
批
判
に
基
づ
い
た
近
代
歴
史
学
が
確
立
し
て
い
く
。
明
治
二
十
年
（
一
八
八
七
）
、
ド
イ
ツ
人
リ
ー
ス
が
帝
国
大
学
に
招
聘
さ
れ
、

ラ
ン
ケ
に
は
じ
ま
る
実
証
主
義
史
学
が
日
本
に
移
植
さ
れ
た
。
明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
に
は
帝
国
大
学
に
国
史
科
が
創
設
さ

れ
、
同
年
『
史
学
会
雑
誌
』
が
創
刊
さ
れ
る
な
ど
、
近
代
歴
史
学
は
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
史
学
と
し
て
成
長
し
て
い
く(

1
)

。 

こ
う
し
た
な
か
、
仏
教
史
研
究
で
も
新
た
な
動
き
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
西
洋
的
な
学
問
が
移
植
さ
れ
る
な
か
で
、
「
宗
教
」

（r
e
l
i
g
i
o
n

）
と
い
う
新
し
い
概
念
も
ま
た
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
。
オ
リ
オ
ン
・
ク
ラ
ウ
タ
ウ
氏
に
よ
る
と
、
一
八
八
〇
年
代
後

半
は
、
そ
れ
ま
で
「
仏
法
」「
仏
道
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
た
伝
統
的
宗
門
が
「
宗
教
」
と
出
会
い
、
普
遍
性
を
有
し
た
「
仏
教
」（B

u
d
d
h
i
s
m

）

と
い
う
言
説
が
成
立
す
る
時
代
で
あ
る
。
同
時
に
、「
世
界
宗
教
」
と
し
て
の
「
仏
教
」
と
い
う
認
識
は
、
そ
れ
に
お
け
る
自
ら
の
特

徴
を
対
外
的
に
語
ろ
う
と
す
る
「
日
本
仏
教
」
な
る
言
説
を
生
み
出
し
た
と
い
う(

2
)

。
こ
の
「
日
本
仏
教
」
の
歴
史
的
研
究
を
確
立
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し
た
の
が
村
上
専
精
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
こ
の
時
期
の
国
家
主
義
的
な
傾
向
に
も
注
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
徳
富
蘇
峰
・
志
賀
重

昂
・
三
宅
雪
嶺
・
陸
羯
南
ら
に
よ
っ
て
追
究
・
発
見
さ
れ
る
「
日
本
的
な
る
も
の
」
は
、
仏
教
の
近
代
化
を
模
索
す
る
な
か
で
、
日

本
仏
教
の
西
洋
哲
学
に
匹
敵
す
る
知
的
資
産
・
普
遍
的
価
値
を
見
出
そ
う
と
す
る
村
上
の
研
究
に
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
明
治
二
十
七
年
（
一
八
九
四
）
に
は
村
上
・
鷲
尾
順
敬
・
境
野
黄
洋
ら
に
よ
っ
て
『
仏
教
史
林
』
が
創
刊
さ
れ
、
日
本
に

お
け
る
近
代
仏
教
史
研
究
の
幕
が
切
っ
て
落
と
さ
れ
た
。 

 

村
上
は
そ
の
創
刊
号
に
寄
せ
た
「
仏
教
史
研
究
の
必
要
を
述
へ
て
発
刊
の
由
来
と
な
し
併
せ
て
本
誌
の
主
義
目
的
を
表
白
す
」
の

な
か
で
、
「
一
に
仏
教
史
は
日
本
の
国
史
に
至
大
の
関
係
あ
る
か
故
に
国
家
を
思
ふ
忠
義
心
に
指
導
せ
ら
る
ゝ
と
・
・
・
（
略
）
」
と
、

そ
の
目
指
す
と
こ
ろ
を
明
確
に
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
村
上
は
、
国
家
に
対
す
る
仏
教
の
「
忠
義
心
」
を
強
調
す
る
。
こ
の
背
景
に

あ
る
の
は
、
神
仏
判
然
令
と
大
教
宣
布
の
詔
に
よ
る
神
道
国
教
化
政
策
、
そ
し
て
そ
れ
に
伴
う
廃
仏
毀
釈
と
い
う
過
去
の
経
験
だ
ろ

う
。
国
家
神
道
の
体
制
下
に
お
い
て
は
、
仏
教
史
研
究
も
そ
の
影
響
を
受
け
、
愛
国
を
強
調
す
る
と
同
時
に
、
護
教
と
い
う
立
場
で

近
代
仏
教
史
研
究
は
は
じ
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
、「
明
治
仏
教
に
お
い
て
は
、
仏
教
精
神
を
歴
史
的
に
開
顕
す
る
目
的
が
中
心
で
、
い

わ
ば
仏
教
学
と
仏
教
史
学
が
方
法
論
的
に
未
分
化
で
あ
っ
た
」(

3
)

と
柏
原
祐
泉
氏
は
指
摘
す
る
。
ま
た
、
そ
の
担
い
手
に
も
留
意
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
村
上
・
鷲
尾
・
境
野
が
そ
れ
ぞ
れ
浄
土
真
宗
大
谷
派
の
僧
籍
を
も
っ
て
い
た
よ
う
に
、
当
初
の
仏

教
史
研
究
の
担
い
手
は
、
仏
教
系
知
識
人
（
帝
大
や
宗
門
系
教
育
機
関
で
高
等
教
育
を
受
け
た
青
年
知
識
人
、
中
心
は
真
宗
の
僧
侶

や
在
家
信
者
）
で
あ
っ
た
。
で
は
、
い
わ
ゆ
る
南
都
仏
教
の
場
合
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。
神
道
国
教
化
政
策
、
廃
仏
毀
釈
と
い
う

状
況
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
、
ど
の
よ
う
に
社
会
的
現
実
と
向
き
合
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
ど
の
よ
う
に
自
ら
を
語
り
、

ま
た
語
ら
れ
た
の
か
。 

近
年
、
歴
史
学
界
で
は
日
本
仏
教
史
像
の
再
検
討
が
提
起
さ
れ
、
既
存
の
枠
組
み
を
打
破
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
活
発
化
し
て
い

る
が
、
そ
の
た
め
に
は
日
本
に
お
い
て
最
も
初
期
に
、
か
つ
大
勢
を
占
め
る
形
で
展
開
し
た
南
都
仏
教
の
歴
史
が
ど
の
よ
う
に
把
握

さ
れ
、
研
究
さ
れ
て
き
た
の
か
を
整
理
し
、
今
後
求
め
ら
れ
る
研
究
の
在
り
方
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。 
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よ
っ
て
本
章
は
、
当
時
の
学
問
潮
流
に
留
意
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
明
治
か
ら
昭
和
戦
中
期
ま

で
の
南
都
仏
教
史
研
究
を
概
観
し
、
そ
こ
で
の
語
り
方
を
通
し
て
、
研
究
者
の
南
都
仏
教
観
を
確
認
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る(

4
)

。

た
だ
し
、
断
っ
て
お
き
た
い
の
は
、
本
稿
は
南
都
仏
教
に
関
す
る
歴
史
学
、
あ
る
い
は
仏
教
史
学
に
お
け
る
研
究
を
そ
の
主
な
対
象

と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
来
な
ら
ば
、
仏
教
学
の
展
開
に
も
目
を
配
る
べ
き
で
あ
る
が
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 

 

一 

明
治
期 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
一
）
宗
派
独
立
運
動
と
文
化
財
保
護 

  

明
治
と
い
う
新
し
い
時
代
は
、
か
つ
て
経
験
し
た
こ
と
が
な
い
ほ
ど
、
南
都
仏
教
に
と
っ
て
試
練
の
時
期
だ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ

う
。
宗
教
界
の
再
編
を
目
指
す
新
政
府
は
、
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
に
神
仏
判
然
令
、
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
に
大
教
宣
布
の

詔
を
発
布
し
、
神
道
国
教
化
政
策
を
表
明
し
た
。
天
皇
制
へ
の
復
古
を
目
指
す
新
政
府
は
、
祭
政
一
致
の
立
場
か
ら
神
道
を
国
教
と

し
、
国
民
教
化
の
中
核
に
据
え
た
の
で
あ
る
。
長
年
仏
教
に
対
す
る
反
発
を
抱
え
て
い
た
神
道
家
た
ち
は
、
こ
れ
を
機
に
仏
教
へ
の

「
攻
撃
」
を
は
じ
め
、
そ
れ
が
波
及
し
て
各
地
で
廃
仏
毀
釈
が
展
開
さ
れ
た
。
こ
の
激
し
さ
は
、
神
仏
判
然
令
の
発
布
か
ら
わ
ず
か

数
ヶ
月
後
に
興
福
寺
が
完
全
に
廃
寺
と
な
っ
た
こ
と
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
に
は
、
諸
寺
の
寺
領
が
新
政

府
に
没
収
さ
れ
（
上
知
令
）
、
檀
家
を
も
た
な
い
南
都
諸
寺
は
、
そ
の
経
済
基
盤
を
喪
失
し
た
。
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
頃
に
は
、

堂
舎
塔
頭
の
維
持
が
完
全
に
困
難
と
な
り
、
西
大
寺
で
は
塔
頭
が
無
住
化
し
、
修
理
が
不
可
能
な
も
の
は
次
々
に
取
り
払
わ
れ
て
し

ま
っ
た
ら
し
い(

5
)

。
そ
し
て
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
に
は
、「
法
相
宗
華
厳
宗
律
宗
兼
学
宗
融
通
念
仏
宗
之
五
宗
派
并
ニ
其
他
諸

宗
之
内
別
派
独
立
本
山
及
無
本
山
等
夫
々
相
当
望
之
宗
内
総
本
山
え
所
轄
可
致
旨
」（
教
部
省
令
第
一
二
八
号
）
の
布
達
が
あ
り
、
総

本
山
た
る
天
台
宗
・
真
言
宗
・
浄
土
宗
・
浄
土
真
宗
・
日
蓮
宗
・
禅
宗
・
時
宗
の
七
宗
以
外
の
宗
派
寺
院
は
、
七
宗
総
本
山
の
う
ち
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い
ず
れ
か
に
所
属
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
通
達
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
、
東
大
寺
が
浄
土
宗
の
、
西
大
寺
・

法
隆
寺
・
薬
師
寺
・
唐
招
提
寺
が
真
言
宗
の
所
轄
（
末
寺
）
と
な
り
、
以
後
南
都
諸
寺
は
、
厳
し
い
宗
派
独
立
運
動
を
繰
り
広
げ
て

い
く
の
で
あ
る
。 

こ
う
し
た
新
政
府
に
よ
る
宗
派
統
合
の
背
景
と
し
て
、
吉
井
敏
幸
氏
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
力
の
拡
大
を
指
摘
し
て
い
る(

6
)

。

新
政
府
が
民
衆
に
対
し
て
出
し
た
五
榜
の
掲
示
で
は
、
江
戸
時
代
に
続
き
キ
リ
ス
ト
教
を
禁
止
す
る
こ
と
が
表
明
さ
れ
た
が
、
浦
上

教
徒
弾
圧
事
件
に
対
す
る
欧
米
諸
国
の
猛
抗
議
を
受
け
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
に
よ
う
や
く
キ
リ
ス
ト
教
禁
止
の
高
札
を
撤
去

し
、
キ
リ
ス
ト
教
を
黙
認
す
る
方
針
転
換
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
キ
リ
ス
ト
教
が
公
然
と
日
本
に
お
い
て
布
教
を
は

じ
め
る
と
、
政
府
は
危
機
感
を
募
ら
せ
、
国
内
の
あ
ら
ゆ
る
宗
教
勢
力
を
ま
と
め
て
キ
リ
ス
ト
教
の
「
侵
入
」
に
当
た
ら
せ
よ
う
と

し
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
に
、
既
存
の
宗
教
組
織
を
利
用
す
る
こ
と
を
考
え
た
政
府
に
と
っ
て
、
実
際
に
民
衆
を
組
織
し
、
多
く
の

宗
教
者
を
抱
え
る
仏
教
は
恰
好
の
対
象
で
あ
り
、
天
台
宗
・
真
言
宗
や
多
く
の
檀
家
を
も
つ
鎌
倉
仏
教
を
七
大
総
本
山
と
し
て
認
め
、

こ
れ
ら
以
外
の
宗
派
寺
院
を
末
寺
化
す
る
こ
と
で
、
キ
リ
ス
ト
教
に
対
抗
す
る
宗
教
勢
力
の
統
合
を
は
か
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

南
都
寺
院
は
、
寺
院
と
し
て
の
歴
史
や
由
来
は
あ
る
も
の
の
、「
民
衆
教
化
の
点
で
は
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
」(7

)

と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。 

さ
て
、
こ
う
し
て
「
七
大
総
本
山
」
の
末
寺
と
な
っ
た
南
都
仏
教
で
は
、
早
々
に
宗
派
独
立
に
向
け
た
運
動
が
開
始
さ
れ
た(

8
)

。

明
治
十
年
（
一
八
八
七
）
、
法
隆
寺
住
職
千
早
定
朝
・
西
大
寺
住
職
佐
伯
泓
澄
・
唐
招
提
寺
住
職
北
川
本
常
・
薬
師
寺
住
職
鹿
園
増
忍

の
連
名
で
「
復
古
独
立
本
山
嘆
願
書
」
が
真
言
宗
管
長
へ
提
出
さ
れ
た
。
こ
の
嘆
願
書
に
よ
れ
ば
、 

奈
良
七
大
寺
者
各 

帝
王
勅
建
之
精
藍
仏
法
伝
来
之
濫
觴
也
、・
・
・（
中
略
）・
・
・
就
中
四
大
寺
〔
法
隆
寺
・
西
大
寺
・
唐
招

提
寺
・
薬
師
寺
―
引
用
者
〕
ハ
千
有
余
年
展
転
代
謝
伽
藍
護
持
法
脈
聯
綿
鎮
護
国
家
之
霊
場
也
、
・
・
・（
中
略
）・
・
・
列
聖
天

皇
開
基
之
勅
願
所
シ
カ
ノ
ミ
ナ
ラ
ス 

勅
印
勅
願
頒
賜
ノ
本
寺
国
史
顕
然
由
緒
多
端
也
、・
・（
中
略
）・
・
・
四
寺
曩
昔
ノ
如
ク

独
立
本
山
之
称
ヲ
蒙
リ
テ
直
ニ
地
方
官
ノ
命
令
ヲ
奉
セ
ン
事
ヲ
儻
シ 
天
機
ヲ
漏
ラ
乄 

勅
許
ヲ
賜
ハ
即
恐
ク
ハ
本
願
天
皇
ノ

叡
霊
ヲ
慰
メ
奉
リ
・
・
・
（
後
略
）(

9
) 
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す
な
わ
ち
、
南
都
七
大
寺
は
、
日
本
で
最
初
に
歴
代
天
皇
の
開
基
勅
許
を
得
て
勅
印
勅
願
を
賜
わ
っ
て
い
る
由
緒
が
あ
り
、
以
前
の

よ
う
に
独
立
本
山
を
称
す
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、
本
願
天
皇
の
叡
霊
を
慰
め
る
こ
と
に
な
る
、
と
南
都
諸
寺
の
由
緒
を
訴
え
、

そ
の
独
立
を
求
め
た
。
こ
れ
を
機
に
、
南
都
諸
寺
は
、
政
府
、
及
び
「
本
山
」
に
対
す
る
独
立
運
動
を
本
格
化
さ
せ
、
そ
の
努
力
は

明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）
か
ら
同
三
十
年
（
一
八
九
七
）
に
か
け
て
結
実
す
る
。
ま
ず
、
明
治
十
五
年
に
興
福
寺
と
法
隆
寺
が
法

相
宗
と
し
て
独
立
を
果
た
す
。
興
福
寺
は
、
先
年
の
廃
仏
毀
釈
の
た
め
に
廃
寺
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
を
惜
し
む
旧
藤
原
氏
一
門
に
よ

っ
て
復
興
の
動
き
が
出
た
。
明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）
に
は
、
興
福
会
が
組
織
さ
れ
て
興
福
寺
の
復
興
を
政
府
内
外
に
働
き
か
け
、

つ
い
に
翌
年
興
福
寺
は
復
興
を
果
た
し
、
同
時
に
法
相
宗
と
し
て
独
立
を
認
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
興
福
寺
の
動
き
を
み
て
い
た
法
隆

寺
も
こ
れ
に
同
調
し
、
法
相
宗
は
二
寺
本
山
制
と
し
て
独
立
し
た
。
こ
れ
に
続
い
て
、
明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
）
に
は
東
大
寺
が

華
厳
宗
と
し
て
、
薬
師
寺
が
法
相
宗
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
独
立
を
果
た
し
た
。
政
府
は
、
明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
）
に
教
導
職
を
廃

止
し
、
「
本
山
」
七
宗
内
各
派
で
管
長
を
設
置
す
る
こ
と
を
認
め
た
が
、
こ
れ
が
運
動
を
加
速
化
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、

南
都
諸
寺
の
な
か
で
比
較
的
末
寺
の
多
か
っ
た
西
大
寺
は
独
立
が
遅
れ
、
真
言
律
宗
と
し
て
そ
れ
が
達
成
さ
れ
た
の
は
、
明
治
二
十

八
年
（
一
八
九
五
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
な
お
、
独
立
が
最
も
遅
か
っ
た
の
は
唐
招
提
寺
で
、
明
治
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
）
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
他
の
寺
院
に
比
べ
て
唐
招
提
寺
の
独
立
が
遅
れ
た
の
は
、
宗
内
各
派
の
独
立
を
認
め
な
い
と
い
う
真
言
宗
の
方
針
が

あ
っ
た
た
め
と
も
い
わ
れ
る
。
関
係
資
料
が
残
っ
て
い
な
い
ら
し
く
、
詳
し
い
事
情
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
が
、
と
も
か
く
、
唐

招
提
寺
の
独
立
に
よ
っ
て
全
て
の
南
都
諸
寺
の
独
立
が
達
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
南
都
諸
寺
の
真
の
試
練
は
こ
こ
か
ら
で

あ
り
、
檀
家
も
政
府
の
補
助
も
な
く
、
経
済
基
盤
の
脆
弱
さ
に
揺
れ
る
南
都
の
復
興
は
は
じ
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
。 

宗
派
独
立
運
動
と
い
う
苦
境
の
な
か
、
復
興
に
向
け
て
の
兆
し
も
あ
っ
た
。
廃
仏
毀
釈
や
上
知
令
な
ど
に
よ
っ
て
荒
廃
し
た
南
都

諸
寺
で
は
、
貴
重
な
宝
物
や
古
文
書
類
が
多
数
流
出
し
た
。
こ
う
し
た
事
情
を
慮
っ
た
政
府
は
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
、
「
古
器

旧
物
」
の
調
査
を
全
国
に
通
達
し
、
そ
の
品
目
・
所
有
者
リ
ス
ト
の
提
出
を
命
じ
た
。
一
方
、
地
元
・
奈
良
で
は
政
府
の
動
き
に
関

わ
っ
て
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
、
東
大
寺
に
お
い
て
古
器
旧
物
展
覧
が
開
催
さ
れ(

1
0
)

、
翌
七
年
（
一
八
七
四
）
に
は
奈
良
博
覧
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会
社
の
設
立
を
み
た
。
奈
良
博
覧
会
社
は
、
植
村
久
道
や
鳥
居
武
平
ら
奈
良
町
の
有
力
者
た
ち
が
中
心
と
な
っ
て
設
立
さ
れ
た
半
官

半
民
会
社
で
、
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
か
ら
同
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
ま
で
、
東
大
寺
大
仏
殿
や
回
廊
な
ど
を
会
場
と
し
て
博

覧
会
の
営
業
が
続
け
ら
れ
た
。
博
覧
会
で
は
、
東
大
寺
・
法
隆
寺
・
春
日
大
社
な
ど
の
社
寺
や
諸
家
が
所
蔵
す
る
什
宝
や
書
画
の
ほ

か
、
商
工
業
製
品
・
名
産
品
、
さ
ら
に
約
二
二
〇
件
に
の
ぼ
る
正
倉
院
宝
物
が
出
陳
さ
れ
、
奈
良
の
社
寺
が
所
蔵
す
る
彫
刻
・
絵
画
・

工
芸
・
建
築
な
ど
の
文
物
に
対
す
る
関
心
を
集
め
た(

1
1
)

。
ま
た
、
明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
）
に
は
古
社
寺
保
存
金
制
度
が
は
じ
ま

り
、
公
費
に
よ
る
寺
院
修
理
費
の
補
助
が
可
能
に
な
っ
た
。
こ
の
制
度
は
、
維
新
後
初
の
本
格
的
な
文
化
財
保
護
政
策
と
し
て
明
治

二
十
七
年
（
一
八
九
四
）
ま
で
運
用
さ
れ
、
興
福
寺
や
薬
師
寺
、
西
大
寺
な
ど
が
申
請
し
て
資
金
を
受
け
た
よ
う
だ
が
、
そ
の
詳
細

は
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い(

1
2
)

。
次
い
で
、
明
治
二
十
一
年
（
一
八
八
八
）
、
宮
内
省
内
に
臨
時
全
国
宝
物
取
調
局
が
設
置
さ
れ
て
全

国
的
な
宝
物
調
査
を
行
い
、
優
れ
た
も
の
に
監
査
状
が
授
与
さ
れ
た
。
明
治
二
十
八
年
（
一
八
九
五
）
に
は
帝
国
奈
良
博
物
館
（
現
、

奈
良
国
立
博
物
館
）
が
開
館
し
、
南
都
諸
寺
所
蔵
の
宝
物
の
展
示
・
保
存
・
研
究
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
明
治

二
十
九
年
（
一
八
九
六
）
、
国
宝
と
特
別
保
護
建
造
物
指
定
の
た
め
の
諮
問
機
関
と
し
て
、
内
務
省
内
に
古
社
寺
保
存
会
が
設
置
さ
れ
、

翌
三
十
年
（
一
八
九
七
）
に
古
社
寺
保
存
法
が
制
定
さ
れ
て
国
宝
と
特
別
保
護
建
造
物
を
指
定
し
、
修
理
の
場
合
は
費
用
の
約
半
額

を
補
助
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。 

こ
う
し
た
一
連
の
動
き
は
、
日
本
の
伝
統
的
な
文
化
が
軽
視
さ
れ
が
ち
な
文
明
開
化
の
世
に
あ
っ
て
、
日
本
美
術
の
見
直
し
を
喚

起
し
た
フ
ェ
ノ
ロ
サ
と
岡
倉
天
心
の
功
績
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。
彼
ら
に
よ
っ
て
日
本
の
伝
統
文
化
の
再
認
識
と
価
値
の
発
見
が
な

さ
れ
、
政
府
の
文
化
財
保
護
政
策
に
結
実
す
る
。
そ
の
な
か
で
南
都
諸
寺
の
古
器
旧
物
が
「
国
宝
」「
美
術
品
」
と
認
識
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
南
都
諸
寺
へ
の
注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た(

1
3
)

。
そ
れ
に
伴
い
、
寺
院
が
所
蔵
す
る
宝
物
類
の
拝
観
を
求
め
る

声
が
強
ま
り
、
宝
物
を
み
せ
る
か
わ
り
に
拝
観
料
を
と
る
宝
物
拝
観
の
形
式
が
生
ま
れ
、
明
治
三
十
年
代
に
は
定
額
の
拝
観
料
を
徴

収
す
る
寺
院
も
あ
ら
わ
れ
て
、
南
都
諸
寺
を
観
光
寺
院
化
さ
せ
て
い
っ
た(

1
4
)

。
こ
の
よ
う
に
、
経
済
的
逼
迫
や
宗
派
独
立
運
動
と
い

う
事
態
に
際
し
て
南
都
復
興
の
活
路
と
な
っ
た
の
は
、
南
都
諸
寺
が
も
つ
宝
物
類
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 
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た
だ
し
、
そ
の
一
方
で
、
東
大
寺
の
大
仏
会
に
よ
る
大
仏
殿
の
修
理
（
明
治
十
三
年
～
）
、
興
福
会
の
結
成
な
ど
、
南
都
諸
寺
自
ら

も
復
興
へ
の
努
力
を
重
ね
て
い
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
よ
う
に
思
う
。
西
大
寺
の
佐
伯
泓
澄
、
唐
招
提
寺
の
北
川
智
海
、

法
隆
寺
の
千
早
定
朝
・
佐
伯
定
胤
ら
が
中
心
と
な
り
、
南
都
諸
寺
の
復
興
に
向
け
た
動
き
が
加
速
化
し
て
い
っ
た
。 

 

（
二
）
明
治
期
の
南
都
仏
教
史
研
究 

 

で
は
、
こ
う
し
た
動
き
は
、
南
都
仏
教
史
研
究
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
古
社
寺
保
存
法
の
制
定
に

よ
っ
て
、
国
宝
な
ど
の
指
定
と
同
時
に
修
復
も
実
施
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
施
策
の
過
程
で
仏
教
美
術
や
寺
院
史
の
研
究
が
進
ん
で
い
く
。

そ
の
先
駆
と
な
っ
た
の
が
、
明
治
二
十
六
年
（
一
八
九
三
）
に
発
表
さ
れ
た
伊
東
忠
太
「
法
隆
寺
建
築
論
」(

1
5
)

で
あ
る
。
こ
の
伊
東

の
研
究
を
嚆
矢
と
し
て
法
隆
寺
の
建
築
に
関
す
る
研
究
が
進
め
ら
れ
、
明
治
三
十
年
代
に
は
喜
田
貞
吉
と
平
子
鐸
嶺
・
関
野
貞
ら
の

間
で
法
隆
寺
の
再
建
・
非
再
建
論
争
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
論
争
は
昭
和
期
ま
で
続
く
が
、
こ
の
間
に
学
問
研
究
が
進

展
し
て
い
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
南
都
仏
教
に
関
す
る
最
初
期
の
研
究
は
建
築
・
美
術
史
の
分
野
で
あ
り
、
そ
れ
は
南
都
諸
寺
の
文
化

財
へ
の
注
目
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
考
古
学
の
分
野
で
は
高
橋
健
自
が
出
て
、
飛
鳥
藤
原
京

の
調
査
を
は
じ
め
、
奈
良
県
下
の
遺
跡
を
紹
介
し
た
。
一
方
で
、
長
い
歴
史
を
も
つ
南
都
諸
寺
に
保
管
さ
れ
て
い
る
多
数
の
典
籍
・

記
録
・
文
書
類
は
、
歴
史
学
研
究
の
発
達
を
大
い
に
助
け
、
後
に
復
刻
・
出
版
さ
れ
て
広
く
学
界
に
提
供
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

(
1
6
)

。
こ
う
し
た
資
史
料
群
の
発
掘
に
よ
っ
て
各
時
代
の
研
究
が
さ
か
ん
に
な
り
、
例
え
ば
、
久
米
邦
武
が
『
大
日
本
時
代
史
一
〇 

奈

良
朝
史
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
明
治
四
十
～
四
十
一
／
一
九
〇
七
～
〇
八
）
を
発
表
し
、
政
治
・
経
済
・
社
会
・
外
交
・
宗
教
・

文
学
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
考
察
を
及
ぼ
し
て
奈
良
時
代
の
総
合
的
な
解
明
を
試
み
た
よ
う
に
、
仏
教
も
そ
の
対
象
と
な
っ
て

い
っ
た
。 

 

仏
教
史
研
究
に
お
い
て
は
、
南
都
仏
教
そ
れ
自
体
を
主
題
と
す
る
研
究
は
み
ら
れ
な
い
も
の
の
、
日
本
仏
教
通
史
や
僧
侶
に
関
す
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る
研
究
の
な
か
で
執
筆
者
の
南
都
仏
教
観
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
境
野
哲
海
「
行
基
菩
薩
」
は
、 

世
人
か
今
日
一
般
に
呼
ん
で
日
本
仏
教
と
い
ふ
所
の
も
の
は
、
実
に
主
と
し
て
平
安
朝
以
後
の
仏
教
を
指
し
て
称
呼
す
る
所
の

名
目
に
し
て
、
多
く
は
其
の
以
前
に
及
ぶ
こ
と
能
は
ず
。
他
語
に
て
い
へ
ば
、
今
日
の
仏
教
は
天
台
、
真
言
、
両
宗
の
本
源
よ

り
流
出
し
来
り
た
る
も
の
に
し
て
、
法
相
、
三
論
の
如
き
は
、
殆
ど
仏
学
と
し
て
常
に
仏
者
の
口
に
上
ぼ
る
の
外
、
仏
教
と
し

て
は
全
く
其
の
勢
力
を
滅
却
し
た
り
と
い
ふ
。
決
し
て
不
当
に
あ
ら
ざ
る
を
見
る
也
。
然
れ
ど
も
苟
く
も
日
本
仏
教
の
変
遷
発

達
に
関
し
、
多
少
の
眼
識
を
有
す
る
も
の
は
、
亦
決
し
て
、
奈
良
朝
時
代
の
二
派
の
権
大
乗
の
効
力
を
忘
る
べ
か
ら
ず
、
奈
良

朝
に
法
相
な
く
し
て
、
平
安
朝
に
奈
何
ぞ
天
台
の
興
起
を
見
る
こ
と
を
得
ん
、(

1
7
) 

と
い
い
、「
日
本
仏
教
」
と
聞
い
て
人
々
が
連
想
す
る
の
は
平
安
期
以
降
の
仏
教
で
、
南
都
仏
教
は
「
仏
学
」
で
あ
っ
て
今
や
仏
教
と

し
て
の
勢
力
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
南
都
仏
教
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
以
後
の
仏
教
も
な
い
と
、
日
本

の
仏
教
に
お
け
る
そ
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。 

ま
た
大
屋
徳
城
は
、
そ
の
著
作
『
日
蓮
上
人
』（
内
外
出
版
協
会
、
明
治
四
十
三
／
一
九
一
〇
）
で
南
都
仏
教
に
つ
い
て
論
じ
て
い

る
。
大
屋
は
、
浄
土
真
宗
大
谷
派
の
寺
に
生
ま
れ
、
明
治
か
ら
昭
和
に
か
け
て
南
都
仏
教
を
中
心
と
し
た
多
く
の
業
績
を
残
し
て
い

る(
1
8
)

。
本
書
は
、
『
日
蓮
上
人
』
と
題
し
な
が
ら
も
、
「
第
一
篇 

鎌
倉
以
前
の
日
本
仏
教
」
、
「
第
二
篇 

鎌
倉
時
代
の
仏
教
」
と
、

紙
幅
の
半
分
以
上
を
割
い
て
奈
良
・
平
安
・
鎌
倉
各
時
代
の
仏
教
を
論
じ
て
お
り
、
中
世
ま
で
と
は
い
え
、
日
本
仏
教
通
史
と
し
て

の
性
格
も
有
し
て
い
る
。
大
屋
は
、
ま
ず
南
都
六
宗
の
由
来
を
述
べ
、
次
に
政
治
・
文
化
と
の
関
係
を
、
そ
し
て
最
後
に
仏
教
興
隆

の
弊
害
と
し
て
道
鏡
に
象
徴
さ
れ
る
仏
教
の
「
堕
落
」
に
つ
い
て
論
じ
た
後
、
奈
良
時
代
の
仏
教
の
特
徴
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て

い
る
。 以

上
謂
は
ゆ
る
後
世
か
ら
、
南
都
の
六
宗
、
又
は
古
宗
の
六
宗
と
称
せ
ら
る
ゝ
六
つ
の
宗
旨
の
大
要
を
述
べ
た
の
で
あ
る
が
、

此
の
時
代
の
仏
教
は
、
自
己
の
安
心
立
命
を
得
る
と
い
ふ
よ
り
は
、
寧
ろ
仏
法
の
功
徳
に
依
つ
て
、
小
は
組
人
の
事
か
ら
、
大

は
天
下
国
家
の
事
に
至
る
ま
で
、
災
禍
を
禳
ひ
、
幸
福
を
祈
り
、
泰
平
を
祈
る
と
い
ふ
風
で
あ
つ
た
。・
・
・
（
略
）
・
・
・
即
ち
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仏
教
は
政
治
の
一
部
と
し
て
行
は
れ
た
の
で
あ
つ
て
、
全
然
国
教
の
姿
に
な
つ
て
居
た
の
で
あ
る
。・
・
・（
略
）・
・
・
仏
教
は

勿
論
来
世
の
幸
福
の
為
に
も
信
ぜ
ら
れ
て
居
た
に
は
違
ひ
な
い
が
、
併
し
治
国
平
天
下
の
良
法
と
し
て
、
よ
り
多
く
行
は
れ
て

居
た
と
い
ふ
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
此
の
点
を
明
白
に
せ
ぬ
以
上
、
寧
楽
朝
の
仏
教
を
解
す
る
こ
と
は
到
底
不
可
能
で
あ

る
。
（
二
二
～
二
三
頁
） 

国
家
と
の
関
係
を
基
調
と
し
て
、
奈
良
時
代
の
仏
教
を
こ
う
述
べ
た
大
屋
の
南
都
仏
教
観
を
端
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
が
「
国
教
」

と
い
う
表
現
で
あ
る
。
こ
う
し
た
見
方
が
後
の
「
国
家
仏
教
」
論
に
つ
な
が
っ
て
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
直
接
的
な
表
現

は
み
ら
れ
な
い
も
の
の
、
す
で
に
こ
の
段
階
で
奈
良
時
代
の
仏
教
を
「
国
家
仏
教
」
と
捉
え
て
い
た
こ
と
を
示
す
事
例
で
あ
ろ
う(

1
9
)

。

さ
ら
に
大
屋
は
、
仏
教
と
文
化
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
も
言
及
し
、 

前
時
代
か
ら
引
続
い
て
、
寧
楽
朝
に
於
い
て
も
、
時
代
の
先
覚
者
は
僧
侶
で
あ
つ
て
、
新
知
識
の
輸
入
者
も
亦
僧
侶
で
あ
つ

た
。
・
・
・
（
略
）
・
・
・
我
が
絵
画
史
、
彫
刻
史
、
乃
至
建
築
史
の
此
の
時
代
は
殆
ん
ど
全
く
仏
教
絵
画
、
仏
教
彫
刻
、
仏
教
建

築
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
ば
か
り
で
、
今
日
遣
つ
て
を
る
も
の
も
、
仏
教
に
関
係
を
有
せ
ぬ
も
の
は
少
な
い
の
で
あ
る
。（
三
二
～

三
三
頁
） 

と
述
べ
、
仏
教
が
日
本
文
化
の
発
展
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
の
見
方
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
文
化
に
と
ど
ま
ら

ず
、「
寧
楽
朝
に
於
い
て
、
斯
様
に
興
隆
さ
れ
た
仏
教
は
、
思
想
上
に
は
い
ふ
を
及
ば
ず
、
風
俗
習
慣
の
末
か
ら
、
文
学
、
芸
術
、
政

治
の
大
に
至
る
ま
で
、
非
常
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
」
（
三
八
頁
）
た
と
い
い
、
そ
の
影
響
力
の
大
き
さ
を
強
調
し
て
い
る
。 

平
安
時
代
、
及
び
第
二
篇
の
鎌
倉
時
代
で
は
、
話
題
の
中
心
は
天
台
宗
・
真
言
宗
、
及
び
「
鎌
倉
新
仏
教
」
に
移
り
、
南
都
仏
教

に
関
し
て
は
、
新
し
い
宗
派
へ
の
対
応
と
い
う
形
で
言
及
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
日
本
仏
教
通
史
に
お
け
る
典
型
的
な
語
り
方
は
、

す
で
に
こ
の
頃
か
ら
胚
胎
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
注
目
し
た
い
の
は
、
第
二
篇
に
み
ら
れ
る
「
鎌
倉
時
代
の
新
仏
教
」（
一

三
六
頁
）
、「
旧
仏
教
と
称
す
べ
き
南
都
の
六
宗
及
び
平
安
の
二
宗
」（
一
四
四
頁
）
と
の
言
説
で
あ
り
、
平
安
時
代
の
仏
教
を
語
る
際

の
「
新
宗
」・「
旧
宗
」（
五
九
頁
）
と
は
区
別
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
「
旧
仏
教
と
称
す
べ
き
南
都
の
六
宗
及
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び
平
安
の
二
宗
」
は
、
鎌
倉
時
代
に
は
「
宗
教
と
し
て
の
勢
力
は
殆
ど
無
く
な
つ
て
、
唯
物
質
的
に
豪
族
と
し
て
働
い
て
居
る
に
過

ぎ
ぬ
。
」
（
一
四
四
頁
）
と
大
屋
は
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
言
説
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
し
く
「
鎌
倉
新
仏
教
論
」
で
は

な
い
か
。 

福
島
栄
寿
氏
は
、「
鎌
倉
新
仏
教
論
」
の
形
成
過
程
を
精
査
し
、
そ
の
淵
源
は
早
く
も
明
治
二
十
年
代
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
て
い
る(

2
0
)

。
福
島
氏
に
よ
る
と
、
そ
の
最
も
早
い
例
が
明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
に
発
表
さ
れ
た
中
西
牛
郎
『
宗
教
革

命
論
』（
博
文
堂
書
店
）
で
あ
り
、
そ
の
な
か
に
「
旧
仏
教
」・「
新
仏
教
」
と
の
言
説
が
確
認
で
き
る
と
い
う
。
中
西
は
、「
「
新
仏
教
」

と
は
、
進
歩
的
、
平
民
的
、
精
神
的
、
信
仰
的
、
社
会
的
、
歴
史
的
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
主
張
し
、
そ
の
よ
う
な
仏
教
者
と
し

て
空
海
、
親
鸞
、
法
然
、
日
蓮
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ
う
し
た
中
西
の
語
り
方
に
は
、「
混
沌
と
し
つ
つ
も
、
後
の
鎌
倉
新
仏
教
論

へ
と
繋
が
る
言
説
が
見
ら
れ
る
」(

2
1
)

と
福
島
氏
は
指
摘
す
る
。
中
西
が
提
示
し
た
仏
教
の
新
旧
二
分
論
は
、
直
ち
に
日
本
仏
教
史
叙

述
に
採
用
さ
れ
、
明
治
二
十
五
年
（
一
八
九
二
）
刊
の
加
藤
咄
堂
『
日
本
仏
教
史
』（
吉
川
半
七
）
に
反
映
さ
れ
て
以
降
、
鷲
尾
順
敬
、

村
上
専
精
ら
に
よ
っ
て
確
立
し
て
い
く
。
さ
ら
に
、
明
治
三
十
年
代
の
村
上
専
精
『
日
本
仏
教
史
綱
』
に
至
っ
て
は
、「
鎌
倉
武
家
の

時
代
」
を
「
本
邦
仏
教
史
上
の
中
心
」
と
捉
え
、
「
新
仏
教
紛
起
の
時
」(

2
2
)

で
あ
る
と
す
る
鎌
倉
新
仏
教
中
心
史
観
が
提
示
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
。
福
島
氏
は
、
こ
う
し
た
言
説
が
登
場
す
る
背
景
に
つ
い
て
、「
中
西
牛
郎
な
ど
、
明
治
二
十
年
代
に
は
、
仏
教
界
の
若

い
学
僧
た
ち
の
間
に
、
新
し
い
仏
教
の
あ
り
方
を
求
め
る
、
仏
教
改
革
へ
の
動
き
が
あ
っ
た
と
い
う
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
こ
う
し
た
明
治
の
仏
教
改
革
の
機
運
の
高
ま
り
と
結
び
付
き
な
が
ら
、「
新
仏
教
」・「
鎌
倉
新
仏
教
」
論
が
登
場
し
て
く

る
の
で
あ
る
。
」(

2
3
)

と
指
摘
し
て
お
り
、「
鎌
倉
新
仏
教
論
」
が
浄
土
真
宗
の
僧
侶
ら
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
言
説
で
あ
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
見
方
は
、
大
正
・
昭
和
期
に
か
け
て
日
本
仏
教
史
の
叙
述
の
な
か
に
採
用
さ
れ
、
定
着
し
、
そ
れ
を
前
提

に
日
本
仏
教
史
を
論
じ
る
学
問
潮
流
を
生
み
出
す
こ
と
と
な
る
。
西
洋
史
研
究
か
ら
も
原
勝
郎
「
東
西
の
宗
教
改
革
」(2

4
)

の
よ
う
に
、

「
鎌
倉
新
仏
教
」
が
西
洋
の
宗
教
改
革
に
相
当
す
る
と
み
な
す
議
論
も
提
示
さ
れ
、「
新
仏
教
」
に
対
す
る
人
々
の
興
味
関
心
、
あ
る

い
は
評
価
を
高
め
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
見
方
が
、
そ
の
後
の
南
都
仏
教
史
研
究
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
南
都
仏
教
は
ど
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の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
く
の
か
。 

以
上
の
よ
う
に
、
明
治
期
の
研
究
に
お
い
て
は
、
僧
侶
に
関
す
る
論
考
、
日
本
仏
教
の
通
史
的
把
握
、
あ
る
い
は
奈
良
時
代
に
関

す
る
研
究
を
通
し
て
南
都
仏
教
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
い
ず
れ
も
南
都
仏
教
外
部
の
研
究
者

に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
南
都
仏
教
内
部
で
は
ど
の
よ
う
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
た
の
か
。
管
見
の
限
り
、
南
都
仏
教
内
部
に
身
を

置
く
研
究
者
が
南
都
仏
教
の
史
的
展
開
に
つ
い
て
論
じ
た
研
究
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
宗
派
独
立
運
動

に
関
わ
っ
て
、
教
学
研
鑚
が
南
都
諸
寺
内
部
で
活
発
化
し
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
当
時
の
法
相
宗
管
主
で
あ
っ
た
千
早

定
朝
は
、
南
都
諸
寺
衰
退
の
な
か
に
あ
っ
て
、
そ
の
再
興
は
学
問
の
復
活
に
あ
る
と
し
て
教
学
研
究
を
重
視
し
、
学
徒
を
育
成
す
る

た
め
の
法
隆
寺
勧
学
院
を
明
治
二
十
六
年
（
一
八
九
三
）
に
開
設
し
て
い
る
。
ま
た
、
廃
仏
毀
釈
や
上
知
令
な
ど
に
よ
る
寺
院
の
荒

廃
の
た
め
に
貴
重
な
宝
物
や
経
典
・
古
文
書
類
が
多
数
散
逸
・
消
失
し
た
こ
と
を
憂
慮
し
、
東
大
寺
の
塔
頭
諸
院
や
諸
寺
の
蔵
書
を

集
め
て
保
管
す
る
図
書
館
創
設
の
動
き
が
お
こ
っ
た
。
明
治
二
十
九
年
（
一
八
九
六
）
、
東
大
寺
真
言
院
内
の
灌
頂
堂
内
に
南
都
仏
教

図
書
館
が
開
設
さ
れ
、
明
治
三
十
六
年
（
一
九
〇
三
）
に
は
所
蔵
資
料
を
一
般
に
公
開
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
東
大
寺
の

古
書
、
古
文
書
類
を
蔵
書
の
主
体
と
し
た
こ
と
か
ら
、
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
に
東
大
寺
図
書
館
と
改
称
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
機

関
を
中
心
に
、
南
都
諸
宗
の
教
学
研
究
が
内
部
で
進
展
し
て
い
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。 

最
後
に
、
修
史
事
業
の
面
か
ら
南
都
仏
教
史
研
究
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
き
た
い
。
新
政
府
は
、
維
新
後
ま
も
な
く
修
史
事
業
を

開
始
し
、
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）・
同
十
四
年
（
一
八
八
一
）
、「
皇
国
地
誌
」
編
纂
に
向
け
て
全
国
の
郡
村
誌
の
調
査
・
提
出
を
各

府
県
に
通
達
し
て
い
る
。
結
局
計
画
は
頓
挫
し
、
明
治
二
十
一
年
（
一
八
八
八
）
に
は
修
史
事
業
は
帝
国
大
学
に
移
管
さ
れ
る
が
、

明
治
政
府
の
修
史
事
業
は
そ
の
後
の
地
方
史
編
纂
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
各
府
県
で
は
郷
土
史
家
を
中
心
に
、
中
央
の
史
学
者
と

の
交
流
の
な
か
で
地
方
史
編
纂
が
は
じ
ま
る
。
奈
良
県
で
は
明
治
二
十
七
年
（
一
八
九
四
）
に
宗
形
吉
雄
著
、
水
木
要
太
郎
校
閲
の

『
奈
良
県
地
誌
』（
購
文
堂
）
が
発
刊
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
政
府
に
よ
る
修
史
事
業
の
な
か
に
あ
っ
て
、
奈
良
県
は
、
重
要
な
史
料
収

集
の
場
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
に
は
京
都
府
と
奈
良
県
に
修
史
局
の
小
河
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一
敏
・
塩
田
益
穂
が
来
訪
し
て
お
り
、
そ
の
後
も
史
料
収
集
の
た
め
の
来
訪
が
続
い
た
こ
と
が
当
時
の
記
録
か
ら
う
か
が
え
る
し(

2
5
)

、

西
大
寺
で
は
明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
）
以
降
、
度
々
修
史
局
に
よ
っ
て
古
文
書
が
借
り
出
さ
れ
た
こ
と
が
記
録
に
残
っ
て
い
る
と

い
う(

2
6
)

。
こ
う
し
て
史
料
収
集
に
訪
れ
た
中
央
（
修
史
局
、
あ
る
い
は
帝
大
）
の
史
学
者
と
郷
土
史
家
の
交
流
に
よ
っ
て
、
地
元
・

奈
良
で
も
歴
史
学
研
究
が
活
発
化
し(

2
7
)

、
そ
の
な
か
で
南
都
仏
教
の
展
開
も
重
要
な
論
点
と
な
っ
て
い
っ
た
。
ま
た
そ
れ
ば
か
り
か
、

中
央
の
史
学
者
と
郷
土
史
家
と
の
交
流
は
、
南
都
諸
寺
の
僧
侶
・
研
究
者
も
巻
き
込
ん
で
い
く
。
こ
う
し
た
外
側
で
の
研
究
の
隆
盛

は
、
南
都
仏
教
界
の
内
側
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
、
い
か
に
し
て
自
発
的
な
研
究
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
の
か
。 

 

二 

大
正
期 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
一
）
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
国
家
主
義
の
傾
向 

 

日
露
戦
争
の
勝
利
に
よ
る
達
成
感
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
勃
発
と
産
業
の
発
展
、
そ
れ
に
伴
う
労
働
運
動
を
は
じ
め
各
種
社
会
運

動
の
高
揚
と
い
っ
た
社
会
状
況
は
、
国
家
主
義
に
対
す
る
疑
問
と
「
民
衆
」
意
識
を
生
み
出
し
、
個
人
の
尊
重
が
叫
ば
れ
て
、
美
濃

部
達
吉
の
天
皇
機
関
説
や
吉
野
作
造
の
民
本
主
義
な
ど
が
そ
れ
を
支
え
た
。
理
想
主
義
・
人
道
主
義
・
人
文
主
義
・
自
由
主
義
を
求

め
る
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
な
か
に
あ
っ
て
、
人
間
の
探
究
や
精
神
的
解
放
を
模
索
す
る
知
識
人
層
・
青
年
層
か
ら
仏
教
に
接
近
す

る
も
の
も
あ
ら
わ
れ
た
。
特
に
、
最
も
「
民
衆
的
」
と
さ
れ
た
親
鸞
・
道
元
・
日
蓮
へ
の
関
心
が
高
ま
り
、
文
芸
作
品
に
も
取
り
上

げ
ら
れ
、
白
樺
派
を
中
心
に
多
く
の
作
品
が
発
表
さ
れ
た
。 

学
問
的
に
は
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
価
値
の
多
元
化
は
、
思
想
史
・
文
化
史
・
社
会
経
済
史
な
ど
の
諸

分
野
を
開
拓
し
た
他
、
津
田
左
右
吉
・
西
田
直
二
郎
・
柳
田
国
男
ら
が
出
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
。
特
に
、

文
化
史
学
の
隆
盛
は
、
こ
の
時
期
の
学
問
潮
流
と
し
て
特
筆
さ
れ
る
。
一
方
、
西
洋
か
ら
移
植
さ
れ
た
東
大
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
的
考
証



 

33 

 

史
学
は
さ
ら
に
発
展
を
み
せ
、
実
証
主
義
史
学
の
台
頭
を
導
い
た
。
仏
教
史
研
究
に
お
い
て
そ
れ
を
牽
引
し
た
の
が
辻
善
之
助
で
、

辻
は
大
正
八
年
（
一
九
一
九
）
、『
日
本
仏
教
史
之
研
究
』（
金
港
堂
書
籍
）
を
刊
行
し
、
仏
教
史
研
究
に
徹
底
的
な
実
証
主
義
的
手
法

を
持
ち
込
ん
だ
。
ま
た
、
明
治
二
十
年
代
か
ら
そ
の
形
成
が
み
ら
れ
る
「
鎌
倉
新
仏
教
論
」
は
、
も
は
や
学
界
の
主
流
と
な
り
、
明

治
以
降
の
傾
向
と
あ
い
ま
っ
て
、「
新
仏
教
」
開
祖
ら
の
研
究
は
よ
り
い
っ
そ
う
活
発
と
な
る
が
、
同
時
に
開
祖
ら
を
歴
史
的
に
位
置

付
け
る
客
観
的
な
考
証
も
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。 

こ
の
よ
う
に
、
大
正
期
に
は
民
主
的
な
動
き
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
日
露
戦
争
（
明
治
三
十
七
／
一
九
〇
四
）
、
戊
申
詔
書
の
発
布

（
明
治
四
十
一
／
一
九
〇
八
）
、
韓
国
併
合
（
明
治
四
十
三
／
一
九
一
〇
）
な
ど
、
明
治
末
期
以
降
の
国
家
主
義
的
傾
向
が
瓦
解
し
た

わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
う
し
た
傾
向
に
よ
っ
て
、
奈
良
時
代
や
そ
の
文
化
に
対
す
る
関
心
の
高
ま
り
が
惹
起
さ
れ
、
日
本
文
化

の
発
祥
の
地
と
し
て
、
南
朝
の
故
地
と
し
て
、
奈
良
県
の
歴
史
的
な
位
置
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
例
え
ば
、
大
正
三
年
（
一

九
一
四
）
に
は
歴
史
地
理
研
究
会
編
『
奈
良
時
代
史
論
』（
仁
友
社
）
が
出
版
さ
れ
る
。
本
書
は
、
歴
史
地
理
学
会
が
奈
良
で
開
催
し

た
夏
期
講
習
会
の
講
演
録
で
あ
る
。
夏
期
講
習
会
は
「
空
前
の
盛
況
」
で
あ
っ
た
ら
し
く
、「
是
れ
蓋
し
、
此
挙
が
よ
く
時
勢
の
要
求

す
る
所
に
適
応
し
た
る
に
よ
る
も
の
な
る
べ
し
と
雖
、
亦
、
実
に
、
此
の
地
が
、
世
人
に
対
し
て
特
殊
の
感
興
を
惹
起
し
た
る
が
為

な
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
」
（
一
～
二
頁
）
と
、
そ
れ
が
「
時
勢
の
要
求
す
る
所
」
で
あ
り
、
奈
良
と
い
う
地
が
人
々
の
「
特
殊
の
感
興

を
惹
起
」
す
る
故
だ
と
い
う
。
ま
た
、
本
書
の
掲
載
論
文
の
一
つ
、
岡
部
精
一
「
奈
良
朝
時
代
の
風
俗
」
は
、
奈
良
時
代
と
明
治
時

代
の
類
似
点
と
い
う
視
角
か
ら
奈
良
時
代
の
政
治
・
社
会
・
文
化
・
宗
教
な
ど
に
つ
い
て
論
じ
、
そ
の
な
か
で
「
聖
武
天
皇
の
大
仏

鋳
造
の
詔
と
明
治
天
皇
の
日
露
宣
戦
の
勅
は
古
来
詔
勅
中
の
双
璧
」（
三
九
四
頁
）
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
認
識
が
本

書
刊
行
の
背
景
を
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
国
家
主
義
的
な
傾
向
と
あ
い
ま
っ
て
、
奈
良
時
代
へ
の
関
心

も
高
ま
り
、
文
化
だ
け
で
は
な
く
政
治
・
社
会
・
経
済
の
解
明
も
進
み
、
南
都
仏
教
も
ま
た
そ
の
対
象
と
な
っ
て
い
っ
た
。 

さ
ら
に
、
大
正
期
は
、
古
代
仏
教
を
論
じ
る
上
で
の
重
要
な
概
念
で
あ
る
「
国
家
仏
教
」
な
る
言
説
が
創
出
さ
れ
る
時
期
で
も
あ

る
。
佐
藤
文
子
氏
に
よ
れ
ば
、
そ
の
最
初
は
黒
板
勝
美
『
国
史
の
研
究
』
各
説
の
部
（
文
会
堂
書
店
、
大
正
七
／
一
九
一
八
）
で
あ
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り
、
黒
板
に
よ
っ
て
、「
聖
武
天
皇
時
代
の
仏
教
行
事
が
国
家
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
位
置
付
け
ら
れ
、
八
世
紀
を
古
代
隆
盛
の
頂
点

と
し
、
そ
の
準
備
と
崩
壊
の
段
階
を
配
し
て
説
明
す
る
、
「
国
史
学
」
に
よ
る
古
代
史
概
説
の
大
前
提
と
な
っ
」(

2
8
)

た
と
い
う
。
聖

武
天
皇
時
代
の
仏
教
事
業
を
国
史
の
な
か
に
位
置
付
け
る
の
は
、
前
掲
の
久
米
邦
武
『
奈
良
朝
史
』
に
す
で
に
み
ら
れ
る
手
法
で
あ

る
が(

2
9
)

、
と
も
か
く
、
「
国
家
仏
教
」
と
い
う
概
念
の
登
場
は
、
後
の
古
代
史
研
究
に
、
そ
し
て
南
都
仏
教
史
研
究
に
大
き
な
影
響

を
も
た
ら
し
た
。
つ
ま
り
、
こ
う
し
た
概
念
が
南
都
仏
教
の
最
盛
期
＝
聖
武
朝
と
い
う
理
解
を
生
み
、
そ
の
結
果
、
南
都
仏
教
は
奈

良
時
代
の
な
か
で
し
か
語
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
平
安
時
代
以
降
は
、
平
安
・
鎌
倉
「
新
」
仏
教
の
み
が
研
究
す
べ
き
対
象

と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

最
後
に
、
こ
の
時
期
の
特
徴
と
し
て
、
仏
教
典
籍
の
集
大
成
、
各
宗
の
基
本
宗
典
の
編
集
、
辞
典
類
の
編
纂
の
開
始
な
ど
、
各
種

の
編
纂
事
業
が
は
じ
め
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
に
『
仏
教
大
辞
彙
』
が
刊

行
、
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
に
は
『
真
宗
全
書
』
が
完
成
し
た
他
、『
真
宗
大
系
』
、『
天
台
宗
全
書
』
、『
仏
教
大
辞
典
』
、『
大
日
本

仏
教
全
書
』
、
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
な
ど
の
編
集
・
編
纂
が
は
じ
め
ら
れ
た
の
も
こ
の
時
期
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
成
果
は
、
仏
教
学

研
究
・
歴
史
学
研
究
の
発
展
に
大
き
な
貢
献
を
果
た
し
て
い
っ
た(

3
0
)

。 

 

（
二
）
大
正
期
の
南
都
仏
教
史
研
究 

 

大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
南
都
諸
寺
や
そ
れ
が
所
蔵
す
る
仏
教
美
術
に
も
新
し
い
光
を
当
て
た
。
や
が
て
南
都
仏
教
は
、
美
術
史

や
建
築
史
だ
け
で
な
く
、
文
献
史
学
や
民
俗
学
・
国
文
学
な
ど
の
分
野
か
ら
の
注
目
も
浴
び
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
特
に
、
和

辻
哲
郎
の
『
古
寺
巡
礼
』（
岩
波
書
店
、
大
正
八
／
一
九
一
九
）
が
果
た
し
た
役
割
は
大
き
か
っ
た
。
周
知
の
よ
う
に
、『
古
寺
巡
礼
』

は
、
和
辻
自
身
が
南
都
諸
寺
を
訪
れ
た
際
の
手
記
で
あ
る
。
西
洋
的
な
学
問
を
身
に
付
け
た
著
者
の
目
に
映
る
仏
教
美
術
は
、
深
い

洞
察
を
加
え
て
語
ら
れ
、
多
く
の
人
を
魅
了
し
て
南
都
諸
寺
へ
の
来
訪
を
誘
っ
た
。
こ
う
し
た
気
運
を
受
け
、
地
元
・
奈
良
で
も
研
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究
団
体
の
設
立
や
機
関
誌
の
創
刊
が
相
次
ぐ
。
例
え
ば
、
奈
良
文
化
学
会
『
奈
良
文
化
』（
大
正
十
／
一
九
二
一
）
、
大
和
史
学
会
『
や

ま
と
史
学
』（
大
正
十
二
／
一
九
二
三
）
、
飛
鳥
園
『
仏
教
美
術
』（
大
正
十
三
／
一
九
二
四
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
な
か
で
も

特
に
注
目
す
べ
き
は
、
東
大
寺
寧
楽
会
に
よ
る
『
寧
楽
』
の
創
刊
で
あ
る
。
東
大
寺
寧
楽
会
は
、
東
大
寺
の
塔
頭
・
龍
松
院
を
代
表

に
法
隆
寺
・
薬
師
寺
な
ど
南
都
諸
寺
の
有
志
が
集
ま
り
、
勉
強
会
・
講
演
会
な
ど
を
開
催
、
大
正
十
三
年
（
一
九
二
四
）
創
刊
の
本

誌
に
は
、
東
大
寺
の
筒
井
英
俊
や
栗
原
武
平
、
薬
師
寺
の
橋
本
凝
胤
ら
が
参
加
し
、
編
集
だ
け
で
な
く
自
ら
の
論
考
を
掲
載
し
た
。

筆
者
は
、
こ
の
『
寧
楽
』
の
創
刊
が
、
学
界
を
意
識
し
た
南
都
仏
教
内
部
か
ら
の
自
発
的
研
究
の
淵
源
で
あ
る
と
み
て
い
る
。 

創
刊
号
冒
頭
の
「
『
寧
楽
』
発
刊
に
つ
い
て
」
で
は
、
そ
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

奈
良
仏
教
は
日
本
仏
教
の
唯
一
の
基
調
で
あ
り
、
且
つ
尊
重
す
べ
き
母
体
で
あ
り
ま
し
て
、
彼
の
聖
徳
太
子
に
よ
つ
て
建
設
せ

ら
れ
た
飛
鳥
朝
の
文
化
や
盧
舎
那
仏
を
中
心
と
し
て
興
起
し
た
奈
良
朝
の
文
化
は
、
一
に
挙
げ
て
そ
の
源
泉
を
奈
良
仏
教
に
求

め
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
と
同
時
に
平
安
期
鎌
倉
期
の
文
化
は
奈
良
仏
教
か
ら
醸
成
せ
ら
れ
た
愛
す
べ
き
寵
児

な
る
を
思
へ
ば
、
如
何
に
我
等
に
至
大
の
宝
玉
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
か
に
驚
倒
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
宜
な

る
か
な
此
等
時
代
の
反
映
た
る
古
美
術
は
奈
良
を
中
心
と
し
て
国
内
に
散
在
し
鬱
然
と
し
て
古
典
的
芸
術
の
王
国
を
組
成
し
て

居
り
ま
す
。
芸
術
が
一
国
の
文
明
の
尺
度
で
あ
る
こ
と
を
思
へ
ば
、
美
術
は
そ
の
国
の
文
化
の
華
で
あ
り
国
民
性
の
発
露
で
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。
此
の
意
味
に
於
て
奈
良
の
古
美
術
は
我
民
族
の
文
化
の
変
遷
を
測
定
す
る
記
念
塔
で
あ
り
、
従
つ
て
そ

の
時
代
に
於
け
る
祖
先
の
思
想
の
象
徴
で
あ
る
と
断
定
す
る
に
何
の
躊
躇
を
も
要
し
ま
せ
ぬ
。
・
・
・
（
中
略
）
・
・
・
「
寧
楽
」

を
発
刊
し
郷
土
文
化
の
紹
介
に
当
り
た
い
と
考
へ
ま
し
た
。 

南
都
仏
教
の
伝
統
と
日
本
の
歴
史
へ
の
影
響
を
文
化
面
か
ら
訴
え
る
『
寧
楽
』
に
お
い
て
は
、
特
に
仏
教
美
術
に
焦
点
を
当
て
、
そ

の
「
文
化
価
値
」
を
宣
揚
し
よ
う
と
い
う
意
識
が
看
取
で
き
、
南
都
諸
寺
が
も
つ
宝
物
に
対
す
る
関
心
の
高
ま
り
に
迎
合
す
る
形
で
、

あ
る
い
は
そ
れ
を
利
用
す
る
形
で
、
南
都
諸
寺
の
復
興
を
は
か
ろ
う
と
し
た
思
惑
が
う
か
が
え
る
。『
寧
楽
』
の
立
場
か
ら
読
み
取
れ

る
の
は
、
日
本
文
化
の
故
地
と
し
て
の
奈
良
、
そ
し
て
そ
の
文
化
を
育
ん
だ
の
が
仏
教
で
あ
る
と
の
見
方
で
あ
り
、
日
本
文
化
の
根
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底
に
あ
る
も
の
と
し
て
南
都
仏
教
を
捉
え
て
い
る
。 

 
一
方
、
学
界
に
定
着
し
た
「
鎌
倉
新
仏
教
論
」
、
そ
し
て
鎌
倉
新
仏
教
中
心
史
観
は
、
古
代
に
「
国
家
仏
教
」
と
し
て
形
成
さ
れ
た

日
本
の
仏
教
が
中
世
「
新
仏
教
」
に
お
い
て
最
盛
期
を
迎
え
、
そ
の
後
衰
退
し
て
い
く
と
い
う
基
本
的
な
構
図
を
戦
後
に
か
け
て
描

い
て
い
く
。
こ
う
し
た
見
方
で
南
都
仏
教
を
捉
え
よ
う
と
す
る
場
合
、
そ
こ
か
ら
は
ど
の
よ
う
な
言
説
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
か
。

例
え
ば
、
大
屋
徳
城
は
、
大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
）
に
発
表
し
た
「
奈
良
仏
教
の
今
後
」
の
な
か
で
、
南
都
の
諸
宗
は
、
み
な
イ

ン
ド
や
中
国
で
成
立
し
た
も
の
で
「
日
本
的
色
彩
」
が
な
い
と
い
い
、「
斯
様
な
有
様
で
、
南
都
六
宗
と
い
は
れ
る
奈
良
仏
教
は
段
々

衰
へ
て
今
日
の
や
う
な
伽
藍
仏
教
、
名
所
仏
教
、
宝
物
仏
教
と
な
り
て
、
殆
ど
生
命
の
な
い
も
の
と
な
つ
て
し
ま
つ
た
」(

3
1
)

と
述
べ

て
い
る
。
ま
た
、 

奈
良
仏
教
の
信
仰
は
人
間
の
心
か
ら
永
久
に
滅
び
て
、
其
の
芸
術
的
表
現
を
か
り
た
生
命
の
み
が
、
永
遠
に
活
き
て
を
る
わ
け

で
あ
る
。
・
・
・
（
中
略
）
・
・
・
彼
れ
等
は
既
に
其
の
尽
す
可
き
任
務
を
尽
し
て
滅
び
た
の
で
あ
る
。
・
・
・
（
中
略
）
・
・
・
活

け
る
人
生
の
苦
悩
に
対
し
て
は
、
唯
灰
色
の
黄
巻
赤
軸
に
過
ぎ
な
か
つ
た
。
之
が
教
理
的
に
も
、
民
衆
的
に
も
、
日
本
の
民
族

と
絶
縁
す
る
契
機
で
あ
つ
た
。・
・
・（
中
略
）・
・
・
奈
良
仏
教
の
今
後
と
い
ふ
題
に
つ
い
て
、
徒
に
過
去
を
説
く
の
は
間
違
つ

て
を
る
か
も
知
れ
ね
。
併
し
奈
良
仏
教
の
光
栄
は
過
去
に
あ
る
。
現
在
に
も
な
け
れ
ば
、
将
来
に
も
な
い
。
今
後
は
唯
此
の
光

栄
あ
る
過
去
の
か
た
み
と
し
て
遺
さ
れ
た
る
仏
教
の
芸
術
的
表
現
物
を
完
全
に
保
護
し
て
ゆ
く
こ
と
が
、
奈
良
仏
教
の
人
た
ち

の
任
務
で
あ
ろ
う
。(

3
2
) 

と
厳
し
い
口
調
で
断
じ
て
い
る
。
大
屋
は
南
都
仏
教
の
可
能
性
を
否
定
し
、
南
都
仏
教
を
も
は
や
過
去
の
「
遺
物
」
と
み
な
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
鎌
倉
新
仏
教
」
を
「
日
本
仏
教
」
の
到
達
点
と
み
な
す
鎌
倉
新
仏
教
中
心
史
観
は
、
「
鎌
倉
新
仏
教
」
の

革
新
性
・
優
位
性
を
論
じ
る
研
究
を
積
み
重
ね
、
そ
れ
が
仏
教
史
研
究
に
お
い
て
主
流
と
な
っ
て
い
く
一
方
で
、「
旧
仏
教
」
は
「
新

仏
教
」
成
立
の
前
提
に
す
ぎ
な
い
と
し
、「
新
仏
教
」
が
克
服
し
よ
う
と
し
た
「
旧
仏
教
」
、「
新
仏
教
」
を
弾
圧
し
た
「
旧
仏
教
」
に

対
す
る
評
価
を
相
対
的
に
低
下
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
特
に
、
南
都
仏
教
に
お
い
て
は
そ
れ
が
顕
著
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
そ
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れ
は
、
鎌
倉
新
仏
教
中
心
史
観
が
古
代
仏
教
を
語
る
際
に
援
用
さ
れ
た
こ
と
だ
け
で
な
く
、
仏
教
史
研
究
に
お
け
る
大
正
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
の
影
響
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。 

 

三 

昭
和
戦
前
・
戦
中
期 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
一
）
国
家
主
義
の
猛
威
と
「
日
本
固
有
」 

 

昭
和
は
、
金
融
恐
慌
（
昭
和
二
／
一
九
二
七
）
、
昭
和
恐
慌
（
昭
和
五
／
一
九
三
〇
）
な
ど
、
深
刻
な
不
況
の
到
来
で
幕
を
開
け
た
。

都
市
部
で
は
失
業
者
が
あ
ふ
れ
返
り
、
米
価
の
暴
落
と
凶
作
に
よ
っ
て
農
村
も
窮
乏
し
た
。
こ
う
し
た
社
会
状
況
の
な
か
で
社
会
主

義
や
共
産
主
義
が
大
き
な
影
響
力
を
も
ち
、
そ
れ
は
学
問
に
も
及
ん
で
、
歴
史
学
に
お
い
て
は
マ
ル
ク
ス
主
義
史
学
の
方
法
的
基
礎

が
確
立
さ
れ
た
が
、
そ
れ
に
対
す
る
政
府
の
執
拗
な
弾
圧
も
強
化
さ
れ
た
。
ま
た
、
日
本
国
内
に
充
満
す
る
閉
塞
感
は
、
暴
走
す
る

軍
部
の
行
動
を
支
持
し
、
そ
れ
に
期
待
さ
え
抱
い
た
。
そ
の
結
果
、
日
本
は
長
く
厳
し
い
戦
争
の
道
を
突
き
進
む
こ
と
に
な
る
。
戦

時
下
に
お
い
て
は
、
天
皇
の
神
格
化
が
は
か
ら
れ
「
国
体
」
が
強
調
さ
れ
て
、
政
府
・
軍
部
が
推
し
進
め
る
軍
国
主
義
・
国
家
主
義

を
支
え
る
こ
と
が
強
要
さ
れ
た
。
当
然
、
天
皇
権
力
と
の
対
決
を
標
榜
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
徹
底
的
な
政
府
の
弾
圧
を
受
け
、

戦
時
下
で
は
活
動
停
止
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。 

一
方
、
戦
時
下
に
お
い
て
歴
史
学
の
大
き
な
支
柱
と
な
っ
た
の
が
、
平
泉
澄
に
代
表
さ
れ
る
皇
国
史
観
で
あ
る
。
日
本
の
侵
略
を

正
当
化
す
る
皇
国
史
観
は
、
歴
史
教
育
に
も
大
き
な
力
を
発
揮
し
、
天
皇
中
心
の
歴
史
を
国
民
に
徹
底
的
に
教
え
込
ん
だ
。
皇
国
史

観
の
横
行
に
あ
っ
て
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
史
学
は
、
侵
略
戦
争
と
い
う
異
常
事
態
に
真
っ
向
か
ら
対
決
す
る
こ
と
な
く
、
考
証
的
研
究

に
逃
避
し
て
い
っ
た
。
ま
た
、
大
正
期
に
隆
盛
し
た
文
化
史
学
的
研
究
は
、
日
本
固
有
の
精
神
文
化
を
強
調
し
、
日
本
を
独
善
的
に

神
秘
化
し
よ
う
と
す
る
日
本
精
神
史
へ
向
か
う
。
仏
教
に
お
い
て
も
、
日
本
の
独
自
性
・
固
有
性
が
強
調
さ
れ
、
昭
和
十
二
年
（
一
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九
三
七
）
刊
行
の
文
部
省
『
国
体
の
本
義
』
で
は
、
聖
徳
太
子
か
ら
鎌
倉
仏
教
に
い
た
る
「
日
本
仏
教
」
の
発
展
が
親
鸞
と
道
元
を

頂
点
と
し
て
描
か
れ
、「
日
本
仏
教
」
の
本
質
と
日
本
固
有
の
精
神
文
化
を
体
現
す
る
存
在
と
位
置
付
け
ら
れ
た
。
戦
時
下
に
お
い
て

仏
教
は
、
聖
徳
太
子
以
来
の
「
神
国
日
本
」
の
精
神
を
体
現
し
、
そ
の
目
的
実
現
の
た
め
に
「
国
民
精
神
」
を
鼓
舞
す
べ
き
役
割
を

担
う
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る(

3
3
)

。
国
家
の
方
針
に
迎
合
す
る
皇
国
精
神
の
権
化
と
し
て
の
「
日
本
仏
教
」
が
論
じ
ら
れ
る
な
か
、

妹
尾
義
郎
の
新
興
仏
教
青
年
同
盟
（
昭
和
五
／
一
九
三
〇
結
成
）
な
ど
、
一
部
そ
れ
に
抵
抗
す
る
動
き
が
み
ら
れ
た
も
の
の
、
仏
教

界
の
大
勢
は
国
家
主
義
に
吸
収
さ
れ
、
戦
時
教
学
に
よ
っ
て
そ
れ
を
支
え
た
。
「
日
本
仏
教
」
は
、
「
東
方
仏
教
」
「
皇
道
仏
教
」
「
護

国
仏
教
」
「
軍
国
仏
教
」
「
国
家
仏
教
」
な
ど
と
言
い
換
え
ら
れ
、
国
家
の
方
針
に
沿
う
も
の
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
。
こ
う
し

た
状
況
下
で
は
そ
の
研
究
も
、「
日
本
仏
教
の
特
色
」「
日
本
仏
教
の
性
格
」「
日
本
精
神
と
仏
教
」「
鎮
護
国
家
と
日
本
仏
教
」「
聖
徳

太
子
の
仏
教
」「
聖
徳
太
子
と
日
本
精
神
」
な
ど
、
日
本
の
固
有
性
を
強
調
し
た
も
の
と
な
り
、
特
に
『
国
体
の
本
義
』
が
説
く
「
日

本
仏
教
」
の
祖
た
る
聖
徳
太
子
に
関
す
る
研
究
が
隆
盛
し
た(

3
4
)

。
そ
れ
は
、
護
教
意
識
が
高
揚
し
、
国
家
主
義
・
天
皇
制
フ
ァ
シ
ズ

ム
か
ら
仏
教
を
擁
護
す
る
論
理
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
当
時
の
仏
教
史
研
究
に
お
い
て
は
当
然
の
帰
結
で
あ
っ
た
。 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
状
況
に
あ
っ
て
も
家
永
三
郎
は
、
日
本
思
想
の
普
遍
性

、
、
、
を
追
究
し
、『
日
本
思
想
史
に
於
け
る
否
定
の

論
理
の
発
達
』
（
弘
文
堂
、
昭
和
十
五
／
一
九
四
〇
）
、
『
日
本
思
想
史
に
於
け
る
宗
教
的
自
然
観
の
展
開
』
（
創
元
社
、
昭
和
十
九
／

一
九
四
四
）
な
ど
で
、「
日
本
固
有
」
へ
の
抵
抗
を
示
し
た
こ
と
は
特
筆
さ
れ
る
。
ま
た
、
辻
善
之
助
『
日
本
仏
教
史
』（
岩
波
書
店
、

昭
和
十
九
～
三
十
／
一
九
四
四
～
五
五
）
全
一
〇
巻
の
う
ち
、
第
一
巻
上
世
篇
の
刊
行
は
、
戦
時
下
の
昭
和
十
九
年
（
一
九
四
四
）

で
あ
る
。
今
な
お
仏
教
史
研
究
を
志
す
者
に
と
っ
て
必
読
の
書
で
あ
り
、
大
き
な
影
響
力
を
保
持
し
続
け
て
い
る
本
書
は
、
従
来
の

教
理
史
的
な
側
面
を
完
全
に
排
除
し
て
徹
底
的
な
実
証
主
義
で
ま
と
め
ら
れ
、
以
後
の
歴
史
学
の
立
場
か
ら
行
う
仏
教
史
研
究
の
模

範
と
な
っ
た
。 
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（
二
）
昭
和
戦
前
・
戦
中
期
の
南
都
仏
教
史
研
究 

 
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）
、
奈
良
で
は
大
阪
朝
日
新
聞
社
の
主
導
で
天
平
文
化
宣
揚
運
動
が
展
開
さ
れ
た
。
こ
の
年
は
天
平
元
年
（
七

二
九
）
か
ら
一
二
〇
〇
年
に
あ
た
り
、
新
た
に
は
じ
ま
っ
た
昭
和
の
文
化
と
天
平
文
化
と
を
対
照
さ
せ
、
天
平
文
化
を
回
顧
宣
揚
し

よ
う
と
「
南
都
七
大
寺
展
覧
会
」
（
大
阪
三
越
呉
服
店
）
や
「
天
平
文
化
総
合
大
展
覧
会
」
（
大
阪
朝
日
新
聞
）
、
「
天
平
文
化
に
関
す

る
特
別
陳
列
」
（
奈
良
帝
室
博
物
館
）
な
ど
が
相
次
い
で
開
催
さ
れ
た(

3
5
)

。
南
都
諸
寺
の
も
つ
仏
教
美
術
と
そ
の
文
化
的
価
値
に
対

す
る
世
間
の
関
心
は
相
変
わ
ら
ず
高
く
、
そ
れ
に
伴
っ
て
大
正
期
に
『
仏
教
美
術
』
を
発
刊
し
た
飛
鳥
園
が
機
関
誌
『
東
洋
美
術
』
、

『
仏
教
美
術
叢
書
』
を
新
た
に
創
刊
し
た
。『
東
洋
美
術
』
創
刊
号
の
執
筆
者
に
は
、
民
芸
論
を
確
立
し
た
柳
宗
悦
や
歴
史
学
者
の
内

藤
湖
南
な
ど
が
名
を
連
ね
て
い
る
。 

ま
た
、
南
都
仏
教
研
究
も
に
わ
か
に
盛
り
上
が
り
を
み
せ
、
仏
教
学
の
分
野
を
中
心
に
歴
史
学
・
文
学
・
美
術
史
な
ど
の
各
分
野

か
ら
多
く
の
研
究
が
発
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
天
平
文
化
宣
揚
運
動
の
影
響
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、「
国
家
仏
教
」
た
る
南
都
仏
教

が
戦
時
下
に
あ
っ
て
そ
の
評
価
を
盛
り
返
し
て
き
た
こ
と
に
も
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
。
大
正
期
創
刊
の
『
寧
楽
』
、
『
鵤
故
郷
』
か

ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
仏
教
史
や
奈
良
時
代
に
関
す
る
研
究
の
特
集
号
が
刊
行
さ
れ
た
。
『
鵤
故
郷
』
特
集
号
『
奈
良
時
代
史
の
新
研
究
』

（
昭
和
五
／
一
九
三
〇
）
に
は
、
奈
良
時
代
の
制
度
・
建
築
・
教
育
・
美
術
・
芸
能
・
文
学
な
ど
、
多
分
野
に
わ
た
る
研
究
（
三
浦

周
行
、
石
田
茂
作
、
岸
信
宏
ら
執
筆
）
が
、
『
寧
楽
』
特
集
号
『
仏
教
史
論
』
（
昭
和
九
／
一
九
三
四
）
に
は
、
聖
徳
太
子
・
飛
鳥
時

代
の
寺
院
・
東
大
寺
戒
壇
院
・
平
安
時
代
の
貴
族
文
化
・
醍
醐
寺
と
豊
臣
秀
吉
の
関
係
な
ど
、
各
時
代
の
仏
教
史
研
究
（
黒
板
勝
美
、

石
田
茂
作
、
境
野
黄
洋
、
中
村
直
勝
ら
執
筆
）
が
掲
載
さ
れ
た
。
同
じ
く
『
寧
楽
』
特
集
号
『
天
平
文
化
史
論
』（
昭
和
九
／
一
九
三

四
）
は
、
天
平
期
の
文
化
に
特
化
し
た
研
究
（
望
月
信
亨
、
大
屋
徳
城
、
橋
本
凝
胤
、
筒
井
英
俊
ら
執
筆
）
を
掲
載
し
て
い
る(

3
6
)

。 
 

 

こ
う
し
た
南
都
仏
教
研
究
の
盛
行
の
背
景
に
も
、
「
日
本
固
有
」
を
求
め
よ
う
と
す
る
当
該
状
況
が
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

例
え
ば
、
大
屋
徳
城
は
、
『
寧
楽
仏
教
史
論
』
（
東
方
文
献
刊
行
会
、
昭
和
十
二
／
一
九
三
七
）(

3
7
)

の
な
か
で
、 
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日
本
仏
教
の
源
流
は
寧
楽
の
仏
教
で
あ
る
。
随
つ
て
、
日
本
の
仏
教
を
研
究
せ
ん
と
欲
せ
ば
、
先
づ
寧
楽
仏
教
を
研
究
せ
ね
ば

な
ら
ぬ
。
日
本
文
化
の
淵
源
は
寧
楽
の
文
化
で
あ
る
。
随
つ
て
、
日
本
文
化
を
研
究
せ
ん
と
欲
せ
ば
、
先
づ
寧
楽
文
化
を
研
究

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
、
寧
楽
文
化
の
中
心
は
仏
教
で
あ
る
。
故
に
寧
楽
文
化
の
研
究
は
寧
楽
仏
教
の
研
究
か
ら
始
め
ね
ば

な
ら
ぬ
。
寧
楽
仏
教
は
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
於
い
て
、
日
本
文
化
の
揺
籃
で
あ
る
。
精
神
文
化
も
、
物
質
文
化
も
、
皆
斯
揺
籃
か

ら
成
長
し
た
。
此
に
寧
楽
仏
教
研
究
の
意
義
が
あ
り
、
価
値
が
あ
る
。
（
一
～
五
頁
） 

と
述
べ
、
南
都
仏
教
研
究
の
重
要
性
を
主
張
し
て
い
る
。
さ
ら
に
大
屋
は
続
け
て
、 

寧
楽
仏
教
は
元
来
六
朝
の
仏
教
で
あ
り
、
隋
唐
の
仏
教
で
あ
り
、
鎌
倉
以
後
、
宋
朝
仏
教
の
影
響
を
受
け
た
が
、
大
局
に
於
い

て
、
支
那
仏
教
の
延
長
で
あ
り
、
本
邦
に
於
い
て
、
幾
分
の
加
工
潤
飾
は
あ
つ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
を
日
本
仏
教
と
称
す
る
こ

と
は
出
来
ぬ
と
い
ふ
の
が
、
従
来
の
学
問
的
常
識
で
あ
つ
た
や
う
で
あ
る
。・
・
・（
中
略
）・
・
・
併
し
な
が
ら
、
実
際
信
仰
の

方
面
に
至
つ
て
は
、
必
ず
し
も
、
此
等
伝
統
の
外
に
出
な
か
つ
た
の
で
は
な
い
。
大
に
之
を
変
化
し
、
改
造
し
て
、
我
が
民
族

性
に
適
応
せ
し
め
、
新
し
い
境
地
を
開
い
て
居
る
。
此
点
に
於
い
て
、
寧
楽
仏
教
は
決
し
て
、
単
な
る
支
那
仏
教
の
延
長
で
も

な
く
、
移
植
で
も
無
い
。
・
・
・（
中
略
）・
・
・
寧
楽
仏
教
は
大
和
民
族
の
仏
教
で
あ
り
、
寧
楽
文
化
は
大
和
民
族
の
文
化
で
あ

り
、
支
那
仏
教
に
対
し
て
、
別
様
の
特
殊
性
を
有
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
（
七
一
七
～
七
二
一
頁
） 

と
い
い
、
「
日
本
固
有
」
を
強
調
し
て
い
る
。
前
掲
の
通
り
、
大
屋
は
大
正
期
に
発
表
し
た
論
考
「
奈
良
仏
教
の
今
後
」
の
な
か
で
、

南
都
仏
教
は
中
国
・
朝
鮮
仏
教
の
移
植
で
あ
り
「
日
本
仏
教
」
で
な
い
と
の
南
都
仏
教
観
を
提
示
し
て
い
た
が
、
こ
こ
に
き
て
彼
の

南
都
仏
教
観
は
大
き
く
転
換
し
て
い
る
。
こ
れ
も
戦
時
下
に
お
け
る
日
本
精
神
の
宣
揚
の
影
響
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
大
屋
の
研
究

に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
日
本
固
有
」
の
国
家
的
宣
揚
に
伴
い
、
そ
の
仏
教
美
術
の
み
な
ら
ず
、
「
国
家
仏
教
」
た
る
南
都
仏
教
自

体
に
も
注
目
が
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。 

さ
て
、
こ
の
時
期
の
特
徴
と
し
て
最
も
注
目
さ
れ
る
の
が
、
南
都
仏
教
内
部
か
ら
そ
の
史
的
展
開
に
ま
つ
わ
る
研
究
が
発
信
さ
れ

た
こ
と
で
あ
る
。
橋
本
凝
胤
は
、
薬
師
寺
の
僧
で
、
東
京
帝
国
大
学
印
度
哲
学
科
卒
の
仏
教
学
者
で
あ
り
、
昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）
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の
岩
波
講
座
『
日
本
歴
史
』
に
「
南
都
仏
教
」
と
題
し
た
南
都
仏
教
史
の
論
考
を
寄
せ
て
い
る(

3
8
)

。
橋
本
は
、 

日
本
仏
教
を
教
理
上
よ
り
概
観
す
る
時
は
、
支
那
仏
教
の
移
植
に
し
て
独
自
の
教
理
を
観
べ
き
も
の
な
く
、
そ
の
宗
派
も
殆
ど

支
那
に
於
て
分
立
し
た
る
も
の
に
過
ぎ
ず
。
真
宗
が
浄
土
門
の
別
立
と
し
て
異
な
る
が
如
き
も
、
善
導
、
曇
鸞
の
釈
義
を
出
で

ず
、
日
蓮
が
新
宗
開
創
せ
る
如
き
も
、
天
台
法
華
の
旗
幟
を
更
に
押
立
て
る
に
過
ぎ
ず
。
（
一
八
頁
） 

と
、
「
日
本
固
有
」
を
強
調
す
る
当
時
の
学
界
の
潮
流
と
は
一
線
を
画
す
仏
教
観
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
南
都
仏
教
に
つ
い
て
は
、 

南
都
仏
教
の
伝
承
及
び
教
学
の
一
般
を
概
説
せ
る
も
、・
・
・（
中
略
）・
・
・
殊
に
中
世
以
後
近
代
に
於
け
る
南
都
仏
教
の
変
遷

発
達
に
就
き
て
は
殆
ど
言
及
せ
ず
。
是
れ
南
都
仏
教
が
徒
に
伝
灯
を
尊
び
、
平
安
鎌
倉
の
新
宗
が
諸
宗
教
学
を
按
配
し
、
時
代

の
背
景
を
尊
重
し
時
代
の
要
求
に
応
じ
て
興
起
せ
る
も
の
な
る
故
、
時
間
的
に
絶
え
ざ
る
発
達
を
遂
げ
た
る
に
反
し
、
南
都
六

宗
の
教
学
は
伝
灯
の
正
否
が
価
値
を
示
す
も
の
と
し
て
、
発
展
的
考
察
を
以
て
不
正
義
と
し
、
唯
正
統
の
み
を
正
義
と
為
す
も

の
な
る
た
め
、
殆
ど
教
学
的
発
達
を
看
ず
、
政
治
的
に
諸
大
寺
を
中
心
と
す
る
活
躍
の
跡
を
窺
ひ
得
る
の
み
。・
・
・（
中
略
）・
・
・

南
都
仏
教
は
天
平
の
文
化
を
大
成
し
て
、
国
家
的
観
念
を
培
養
し
教
学
的
基
礎
を
確
立
し
、
表
面
の
地
位
を
新
宗
に
譲
り
た
る

も
の
で
あ
る
。
（
六
五
～
六
七
頁
） 

と
い
い
、
南
都
仏
教
は
奈
良
時
代
に
そ
の
最
盛
を
迎
え
た
後
、「
平
安
鎌
倉
の
新
宗
」
に
「
表
面
の
地
位
」
を
譲
っ
た
と
の
見
方
を
示

し
て
い
る
。
そ
の
要
因
は
、「
新
宗
」
が
「
時
代
の
要
求
に
応
じ
て
興
起
」
し
た
た
め
、
そ
の
教
学
は
常
に
発
展
し
た
の
に
対
し
、
南

都
仏
教
は
教
学
の
伝
統
を
重
視
し
、
発
展
的
考
察
を
「
不
正
義
」
と
し
た
た
め
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
橋
本
は
、
別
の
論
考
「
日

本
仏
教
の
特
異
性
」
で
「
新
宗
」
・
「
新
仏
教
」
・
「
旧
宗
」
と
の
言
葉
を
用
い
て
お
り(

3
9
)

、
浄
土
真
宗
の
僧
侶
に
よ
っ
て
語
ら
れ
は
じ

め
た
「
鎌
倉
新
仏
教
論
」
が
南
都
仏
教
界
に
も
浸
透
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
た
だ
し
、
留
意
し
た
い
の
は
、
そ
れ
が
「
表

面
の
地
位
」
を
譲
っ
た
に
す
ぎ
な
い
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
次
の
言
葉
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。 

鎌
倉
時
代
の
新
興
及
び
旧
宗
共
に
競
ひ
興
り
、
宗
教
の
個
人
信
仰
と
し
て
個
人
の
上
に
安
易
に
民
衆
の
要
求
に
応
ぜ
る
は
、
宇

多
天
皇
以
来
外
国
の
交
通
は
杜
絶
し
、
固
有
の
文
化
文
明
の
興
起
せ
る
時
、
宗
教
の
上
に
於
て
も
日
本
仏
教
の
宗
教
的
発
達
を
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遂
げ
、
三
国
に
渡
り
前
代
未
聞
の
新
仏
教
を
提
唱
す
る
に
至
れ
る
は
注
意
す
べ
し
。
然
れ
ど
も
こ
れ
国
家
仏
教
の
発
達
と
は
見

難
く
、
是
れ
武
家
政
治
が
国
民
に
国
体
観
念
の
明
朗
性
を
発
揮
す
る
に
至
ら
ざ
り
し
に
帰
因
す
る
も
の
と
云
ふ
べ
し
。(

4
0
) 

こ
こ
で
は
一
転
し
て
「
日
本
仏
教
」
の
独
自
性
を
主
張
し
、「
新
仏
教
」
を
そ
の
象
徴
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
も
の
の
、「
新
仏
教
」

は
「
国
家
仏
教
」
で
は
な
い
と
い
う
。
そ
の
た
め
、「
国
家
仏
教
」
た
る
南
都
仏
教
の
地
位
は
揺
る
が
ず
、
あ
く
ま
で
「
新
仏
教
」
に

「
表
面
の
地
位
」
を
譲
っ
た
に
す
ぎ
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
見
解
は
、 

南
都
仏
教
と
は
、
北
嶺
即
ち
比
叡
山
の
仏
教
に
対
す
る
称
呼
に
し
て
、
日
本
仏
教
の
二
大
教
系
な
る
も
、
教
学
の
内
容
と
共
に
、

行
儀
修
証
大
に
異
り
、
北
嶺
仏
教
の
理
論
的
な
る
に
対
し
、
南
都
仏
教
は
実
践
的
論
理
的
基
礎
を
有
し
、
宗
派
的
な
ら
ず
し
て

教
学
的
態
度
を
持
し
、
実
修
実
証
を
基
礎
と
せ
る
は
特
に
南
都
仏
教
が
国
家
教
と
し
て
尊
重
せ
ら
れ
た
る
所
以
茲
に
あ
る
の
で

あ
る
。
（
「
南
都
仏
教
」
五
頁
） 

南
都
仏
教
が
日
本
仏
教
教
学
史
上
、
並
に
国
民
思
想
信
仰
上
、
及
び
国
民
実
生
活
の
上
に
著
し
き
特
色
あ
る
発
達
を
遂
げ
し
め
、

天
壌
と
共
に
無
窮
な
る
国
体
と
一
致
し
、
茲
に
日
本
国
家
の
指
導
原
理
た
り
得
る
と
同
時
に
、
又
一
面
種
々
の
欠
陥
の
存
す
る

あ
る
も
概
し
て
南
都
仏
教
は
国
家
国
民
の
指
針
と
な
り
不
可
分
の
関
係
を
為
す
に
至
る
。
（
「
南
都
仏
教
」
三
二
頁
） 

と
の
言
葉
に
も
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
国
体
と
南
都
仏
教
は
常
に
一
致
す
る
と
い
う
、
時
代
状
況
を
反
映
し
た
国
家
主
義
的
な
南
都
仏

教
観
を
示
し
て
い
る(

4
1
)

。
そ
し
て
、 

日
本
仏
教
が
支
那
仏
教
の
移
植
と
し
て
、
教
理
上
よ
り
は
支
那
仏
教
の
外
に
出
で
ず
と
見
る
も
、
又
一
面
支
那
仏
教
に
見
る
べ

か
ら
ざ
る
発
達
あ
り
、・
・
・（
中
略
）・
・
・
国
情
の
特
色
に
基
く
仏
教
の
特
色
に
し
て
、
国
民
は
常
に
国
土
経
綸
を
志
し
、
法

華
、
般
若
、
金
光
明
等
の
諸
経
も
国
家
的
に
解
釈
せ
る
も
の
あ
り
。
（
「
南
都
仏
教
」
二
七
頁
） 

と
、
南
都
仏
教
の
教
学
や
展
開
の
解
明
を
通
し
て
結
局
は
「
日
本
仏
教
」
の
特
殊
性
を
語
り
、
同
時
に
「
国
家
国
民
の
指
針
」
た
る

南
都
仏
教
を
強
調
し
て
い
る
。
ま
た
、
南
都
仏
教
は
、 

実
に
日
本
文
化
の
母
胎
を
な
せ
る
奈
良
朝
の
文
化
は
三
論
、
法
相
の
懐
に
養
は
れ
、
明
治
大
正
の
文
化
に
至
る
ま
で
、
廿
世
紀
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の
欧
洲
科
学
学
文
化
を
除
い
て
、
凡
て
の
学
芸
政
治
文
化
の
原
動
力
と
な
り
し
も
の
蓋
し
奈
良
朝
仏
教
を
除
い
て
は
他
に
見
難

き
な
り
。(

4
2
) 

日
本
文
化
の
形
成
に
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
い
、
そ
れ
は
後
に
成
立
す
る
宗
派
と
比
較
し
て
も
特
筆
さ
れ
る
と
し
て
、
南

都
仏
教
の
貢
献
を
強
調
す
る
。
実
際
に
、
橋
本
は
こ
れ
を
意
識
し
、
昭
和
十
三
年
（
一
九
三
八
）
、
大
阪
高
島
屋
に
お
い
て
「
寧
楽
古

美
術
展
」
を
開
催
し
て
い
る
。「
仏
教
美
術
は
奈
良
か
ら
だ
」(

4
3
)

と
い
う
自
負
と
と
も
に
、「
大
衆
に
は
仏
教
美
術
か
ら
入
門
さ
す
こ

と
が
も
っ
と
も
容
易
な
方
法
」(

4
4
)

と
、
南
都
諸
寺
の
も
つ
宝
物
類
に
よ
る
南
都
仏
教
の
宣
揚
が
橋
本
の
な
か
に
あ
っ
た
こ
と
が
う
か

が
え
る
。
と
す
れ
ば
、
橋
本
自
身
も
編
集
・
執
筆
に
関
わ
っ
た
大
正
期
創
刊
の
『
寧
楽
』
に
も
同
様
の
意
図
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

 

と
こ
ろ
で
、
橋
本
の
言
葉
を
辿
る
と
、
そ
こ
に
は
常
に
国
家
が
あ
り
、
仏
教
の
本
質
と
い
う
視
点
が
希
薄
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。

も
ち
ろ
ん
戦
時
下
と
い
う
当
該
状
況
が
国
家
的
で
あ
る
こ
と
を
強
調
さ
せ
た
大
き
な
要
因
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
は
何
も
橋
本
に
、
南

都
仏
教
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
南
都
仏
教
の
史
的
展
開
と
そ
の
要
因
を
冷
静
に
分
析
し
、
南
都
仏
教
の
衰
退
を
反

省
す
る
わ
け
で
も
嘆
く
わ
け
で
も
な
く
、
ま
る
で
自
然
と
で
も
い
う
か
の
ご
と
き
南
都
仏
教
観
を
示
し
、
南
都
仏
教
の
僧
侶
と
し
て

こ
う
し
た
状
況
を
受
け
い
れ
て
い
る
よ
う
な
姿
勢
は
、
仏
教
の
本
質
や
教
団
の
在
り
方
を
問
う
よ
う
な
研
究
が
僧
侶
自
身
に
よ
っ
て

な
さ
れ
て
き
た
浄
土
真
宗
な
ど
の
場
合
と
隔
た
り
が
あ
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。 

 

む
す
び
に
か
え
て 

― 

南
都
仏
教
史
研
究
の
今
後 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
二
次
世
界
大
戦
が
終
わ
り
学
問
の
自
由
が
保
障
さ
れ
る
と
、
戦
前
か
ら
す
で
に
通
史
的
見
解
の
中
核
と
な
っ
て
い
た
鎌
倉
新
仏

教
中
心
史
観
の
な
か
で
日
本
仏
教
史
の
研
究
が
さ
ら
に
進
展
し
て
い
っ
た(

4
5
)

。
法
然
・
親
鸞
・
道
元
・
日
蓮
ら
「
新
仏
教
」
の
開
祖

こ
そ
日
本
の
仏
教
の
頂
点
で
あ
る
と
の
理
解
は
そ
の
ま
ま
に
、「
新
仏
教
」
諸
宗
の
歴
史
が
研
究
の
中
心
と
な
っ
て
中
世
仏
教
研
究
が

積
み
重
ね
ら
れ
て
い
く
。
古
代
は
「
新
仏
教
」
形
成
の
前
提
に
過
ぎ
ず
、
叡
尊
・
忍
性
ら
に
代
表
さ
れ
る
鎌
倉
時
代
の
「
旧
仏
教
」
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の
動
き
も
新
仏
教
に
刺
激
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
、
と
の
日
本
仏
教
史
像
を
踏
襲
す
る
家
永
三
郎
・
井
上
光
貞
ら
が
牽
引
し
て
、
戦
後

の
仏
教
史
研
究
は
多
く
の
成
果
を
残
し
て
い
っ
た
。
そ
う
し
た
理
解
の
上
に
ま
と
め
ら
れ
た
日
本
仏
教
の
通
史
的
研
究
と
し
て
、
家

永
三
郎
・
赤
松
俊
秀
・
圭
室
諦
成
編
『
日
本
仏
教
史
』
（
法
蔵
館
、
昭
和
四
十
二
／
一
九
六
七
）
、
中
村
元
・
笠
原
一
男
・
金
岡
秀
友

監
修
『
ア
ジ
ア
仏
教
史
』
（
佼
成
出
版
社
、
昭
和
四
十
七
～
五
十
一
／
一
九
七
二
～
七
六
）
な
ど
が
あ
る
。 

 

し
か
し
、
学
界
の
通
説
的
見
解
で
あ
っ
た
「
鎌
倉
新
仏
教
論
」
は
、
昭
和
五
十
年
（
一
九
七
五
）
に
提
出
さ
れ
た
「
顕
密
体
制
論
」

に
よ
っ
て
大
き
く
動
揺
す
る
。
黒
田
俊
雄
の
「
顕
密
体
制
論
」
は
、
そ
れ
ま
で
「
旧
仏
教
」
と
把
握
さ
れ
、
中
世
仏
教
研
究
の
周
辺

に
い
た
南
都
・
天
台
・
真
言
宗
こ
そ
が
多
数
派
で
あ
り
「
正
統
」
で
あ
っ
て
、「
新
仏
教
」
と
し
て
研
究
の
中
心
に
あ
っ
た
浄
土
・
浄

土
真
・
日
蓮
宗
な
ど
は
、
当
時
に
お
い
て
は
あ
く
ま
で
も
少
数
派
で
あ
り
「
異
端
」
で
あ
っ
た
と
主
張
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
中
世
仏

教
の
枠
組
み
を
大
き
く
転
換
さ
せ
た
。
こ
の
新
し
い
枠
組
み
は
「
鎌
倉
新
仏
教
論
」
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
が
形
成
し
て
き
た
日
本
仏

教
史
像
の
再
検
討
を
促
し
、
研
究
の
方
向
転
換
を
迫
っ
た
。
従
来
の
中
世
仏
教
の
大
幅
な
見
直
し
が
は
じ
ま
る
と
同
時
に
、
中
世
を

仏
教
史
の
頂
点
と
す
る
見
方
が
崩
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
古
代
・
近
世
・
近
代
各
時
代
の
仏
教
の
再
検
討
も
進
め
ら
れ
、
近
年
で
は
特

に
研
究
史
の
回
顧
も
さ
か
ん
で
あ
る
。 

「
顕
密
体
制
論
」
の
提
唱
は
、
南
都
仏
教
研
究
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。「
鎌
倉
新
仏
教
論
」
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
、
隆
盛

【
奈
良
時
代
】
→
衰
退
【
平
安
時
代
】
→
復
興
【
鎌
倉
時
代
】
と
い
う
南
都
仏
教
の
展
開
は
も
っ
ぱ
ら
見
直
し
を
迫
ら
れ
、「
少
数
派
」

か
ら
「
多
数
派
」
と
な
っ
た
南
都
仏
教
は
、
一
躍
重
要
な
研
究
課
題
と
な
り
、
中
世
を
中
心
に
多
く
の
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
っ
た
。

そ
う
し
た
戦
後
の
南
都
仏
教
研
究
の
中
核
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
東
大
寺
内
に
設
立
さ
れ
た
南
都
仏
教
研
究
会
の
機
関
誌
『
南
都
仏

教
』
で
あ
る
。
昭
和
二
十
九
年
（
一
九
五
四
）
に
創
刊
さ
れ
た
本
誌
は
、「
仏
教
学
、
並
に
仏
教
文
化
に
関
す
る
諸
論
文
を
発
表
す
る

機
関
誌
と
し
た
い
・
・
・
（
中
略
）
・
・
・
印
度
哲
学
、
仏
教
学
、
宗
教
学
、
歴
史
学
、
美
学
、
建
築
学
等
、
人
文
科
学
に
関
係
の
あ

る
論
文
を
広
く
収
録
し
、
合
せ
て
、
未
刊
の
資
料
・
文
書
等
を
紹
介
す
る
」(

4
6
)

こ
と
を
目
指
し
、
仏
教
学
を
中
心
に
多
く
の
研
究
が

集
ま
る
場
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、 
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昔
か
ら
智
目
行
足
と
い
う
こ
と
も
申
し
ま
す
が
、
こ
れ
ま
た
不
断
に
仏
道
に
精
進
す
る
私
た
ち
に
と
っ
て
は
忘
れ
て
な
ら
な
い

貴
い
言
葉
と
存
じ
ま
す
。
智
と
行
の
不
即
不
離
の
立
場
に
お
き
ま
し
て
、
真
摯
な
教
学
の
研
鑚
に
よ
っ
て
広
い
視
野
、
正
し
い

智
見
を
も
つ
て
、
涅
槃
へ
の
大
道
を
驀
進
さ
れ
ん
こ
と
を
祈
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。(

4
7
) 

と
、『
南
都
仏
教
』
の
第
一
義
が
「
教
学
の
研
鑚
」
で
あ
る
こ
と
が
明
言
さ
れ
、
戦
前
の
橋
本
凝
胤
の
立
場
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ

と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
ま
た
、
そ
の
南
都
仏
教
観
も
、 

南
都
は
日
本
仏
教
の
発
祥
・
育
成
し
た
所
で
、
聖
徳
太
子
を
始
め
と
し
て
奈
良
時
代
に
は
興
福
寺
の
義
淵
・
玄
昉
、
大
安
寺
の

道
慈
、
薬
師
寺
の
行
基
、
東
大
寺
の
良
弁
等
、
或
い
は
遥
か
に
蒼
波
を
渡
っ
て
来
朝
し
た
異
国
の
僧
も
多
く
、
七
大
寺
の
造
立

と
ま
つ
て
、
所
謂
奈
良
文
化
を
現
出
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。(

4
8
) 

と
述
べ
る
よ
う
に
、
や
は
り
戦
前
の
見
方
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。『
南
都
仏
教
』
が
目
指
す
と
こ
ろ
を
「
教
学
の
研
鑚
」
と
表
明
し
て

い
る
通
り
、
南
都
教
学
に
関
す
る
研
究
の
蓄
積
は
圧
倒
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
従
来
の
研
究
論
文
の
多
く

が
、
宗
派
別
の
伝
来
や
教
学
を
論
じ
、
そ
の
研
究
が
精
緻
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
奈
良
時
代
の
仏
教
学
の
全
容
の
把
握
を
困
難
に
す

る
」(

4
9
)

と
、
速
水
侑
氏
は
指
摘
す
る
。 

事
情
は
異
な
る
も
の
の
、「
全
容
の
把
握
」
が
困
難
で
あ
る
の
は
、
仏
教
史
研
究
に
お
い
て
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
戦
後
は
、
堀
池

春
峰
や
平
岡
定
海
な
ど
、
東
大
寺
の
僧
侶
で
あ
り
が
な
ら
国
史
学
を
専
攻
し
、
南
都
仏
教
史
の
解
明
に
励
ん
だ
人
物
も
出
た
。
両
者

は
、
京
都
大
学
で
国
史
学
を
専
攻
し
、
西
田
直
二
郎
に
師
事
し
た
。
堀
池
は
、
古
代
・
中
世
を
中
心
に
南
都
仏
教
史
の
研
究
を
積
み

重
ね
、
そ
の
成
果
は
、『
南
都
仏
教
史
の
研
究
』
全
三
巻
（
法
蔵
館
、
昭
和
五
十
五
／
一
九
八
〇
・
五
十
七
年
／
一
九
八
二
・
平
成
十

六
／
二
〇
〇
四
）
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
堀
池
は
「
南
都
仏
教
の
研
究
は
、
日
本
歴
史
の
視
野
よ
り
な
が
め
る

と
、
古
代
・
中
世
頃
ま
で
は
、
わ
が
国
の
歴
史
の
流
れ
と
、
密
接
な
関
係
を
も
つ
も
の
で
あ
る
」（
上
巻
・
一
頁
）
と
い
い
、
古
代
・

中
世
の
南
都
仏
教
が
当
該
状
況
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
と
み
て
い
る
。
し
か
し
、
同
時
に
そ
れ
が
「
中
世
頃
ま
で
」
で
あ
っ

た
と
い
う
認
識
も
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
東
大
寺
の
僧
侶
と
い
う
南
都
仏
教
内
部
に
身
を
置
い
た
堀
池
で
さ
え
、
こ
う
し
た
認
識
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を
示
す
よ
う
に
、
近
世
以
降
の
南
都
仏
教
史
は
、
研
究
者
の
背
景
に
関
わ
り
な
く
、
研
究
自
体
が
極
め
て
少
な
い
。
一
方
、
平
岡
も

南
都
仏
教
史
研
究
に
お
い
て
極
め
て
大
き
な
功
績
を
残
し
て
い
る
も
の
の
、 

南
都
仏
教
の
復
興
は
、
明
恵
上
人
高
弁
が
真
言
教
学
と
の
再
検
討
、
解
脱
上
人
貞
慶
に
よ
る
法
相
・
唯
識
と
念
仏
と
の
関
係
の

新
し
い
考
察
、
叡
尊
の
戒
律
の
大
衆
へ
の
投
帰
、
宗
性
の
東
大
寺
華
厳
の
再
検
討
、
凝
然
の
仏
教
教
学
へ
の
概
論
づ
け
等
、
北

嶺
か
ら
出
た
新
仏
教
の
広
い
教
線
の
普
及
に
影
響
さ
れ
て
、
南
都
仏
教
が
旧
仏
教
か
ら
の
脱
皮
を
は
か
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
っ

た
。(

5
0
) 

と
、
中
世
に
お
け
る
南
都
の
復
興
を
「
新
仏
教
」
の
活
動
に
触
発
さ
れ
た
た
め
と
の
理
解
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
鎌
倉
新

仏
教
中
心
史
観
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、
南
都
仏
教
内
部
の
研
究
者
も
中
世
を
「
新
仏
教
」
中
心
に
み
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。

大
屋
の
い
う
よ
う
に
、
南
都
仏
教
は
古
代
に
、
あ
る
い
は
中
世
に
そ
の
役
割
を
尽
く
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
事
情
も
あ
り
、

現
在
で
も
南
都
仏
教
の
通
史
的
研
究
は
極
め
て
少
な
く
、
い
ま
だ
南
都
仏
教
史
の
全
体
像
の
把
握
は
困
難
な
状
況
に
あ
る
。
特
に
、

南
都
仏
教
内
部
か
ら
の
南
都
仏
教
史
像
の
提
示
が
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。 

近
年
、
学
界
で
は
、
日
本
仏
教
史
の
全
体
像
の
再
検
討
が
盛
ん
に
議
論
さ
れ
、「
鎌
倉
新
仏
教
論
」
の
み
な
ら
ず
、「
顕
密
体
制
論
」

と
い
う
枠
組
み
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
仏
教
史
像
を
払
拭
し
て
、
既
存
の
枠
組
み
に
縛
ら
れ
ず
に
日
本
仏
教
史
の
全
体
像
を
解
明
し

よ
う
と
す
る
動
き
が
活
発
化
し
、
す
で
に
い
く
つ
か
の
成
果
が
出
は
じ
め
て
い
る
。
平
成
二
十
二
年
（
二
〇
一
〇
）
か
ら
翌
年
に
か

け
て
刊
行
さ
れ
た
『
新
ア
ジ
ア
仏
教
史
』（
佼
成
出
版
社
）
も
そ
の
一
つ
で
あ
り
、
従
来
の
固
定
化
さ
れ
た
仏
教
史
像
の
打
破
を
企
図

し
て
い
る
。
し
か
し
、
真
に
「
固
定
化
さ
れ
た
仏
教
史
像
」
を
打
破
す
る
た
め
に
は
、
南
都
仏
教
史
研
究
の
進
展
が
不
可
欠
で
あ
り
、

南
都
仏
教
の
解
明
な
く
し
て
日
本
仏
教
史
の
全
体
像
の
解
明
は
な
ら
な
い
と
筆
者
は
考
え
る
。
平
安
期
・
近
世
・
近
代
・
現
代
、
と

南
都
仏
教
史
研
究
の
空
白
は
ま
だ
ま
だ
多
い
。
そ
の
際
に
重
要
な
の
は
、
や
は
り
研
究
者
自
身
の
問
題
意
識
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
南
都

仏
教
を
研
究
す
る
の
か
。
近
代
仏
教
史
研
究
の
は
じ
ま
り
を
想
起
す
る
と
、
仏
教
が
社
会
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
せ
る

か
と
い
う
明
確
な
問
題
意
識
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
そ
う
し
た
自
省
が
村
上
専
精
ら
の
仏
教
史
研
究
に
結
実
し
、
現
在
の
日
本
仏
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教
史
研
究
の
基
礎
が
形
作
ら
れ
た
。「
近
代
仏
教
に
つ
い
て
は
浄
土
真
宗
の
歴
史
が
近
代
仏
教
史
そ
の
も
の
と
し
て
語
ら
れ
る
。
あ
る

い
は
、
そ
の
よ
う
に
語
る
人
た
ち
が
多
く
い
る
」(

5
1
)

と
、
近
代
の
仏
教
史
研
究
が
村
上
ら
真
宗
の
学
者
に
よ
っ
て
は
じ
め
ら
れ
、
そ

れ
が
現
在
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
仏
教
史
が
真
宗
中
心
に
語
ら
れ
て
き
た
こ
と
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
よ

う
な
見
解
も
あ
る
が
、
重
要
な
の
は
、
な
ぜ
そ
う
し
た
研
究
が
南
都
仏
教
の
内
部
か
ら
生
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
を
追
究
す
る
こ
と
が
南
都
仏
教
の
現
代
的
可
能
性
の
模
索
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
果
た
し
て
「
南
都

寺
院
が
決
し
て
た
ん
な
る
観
光
寺
院
で
な
い
」(

5
2
)

の
か
、
そ
れ
と
も
「
た
ん
な
る
観
光
寺
院
」
な
の
か
。
そ
れ
に
答
え
を
出
す
た
め

に
は
、
や
は
り
真
宗
中
心
の
仏
教
史
研
究
と
仏
教
史
像
、
固
体
化
さ
れ
た
日
本
仏
教
史
像
を
再
検
討
し
、
南
都
仏
教
を
描
き
直
す
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

最
後
に
、「
南
都
仏
教
」
な
る
用
語
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
管
見
の
限
り
、
そ
の
最
も
早
い
例
は
、
村
上
専
精
『
日
本
仏
教

史
綱
』
上
巻
（
明
治
三
十
一
／
一
八
九
八
、
「
第
二
期 

天
台
真
言
時
代 

第
二
章 

南
都
仏
教
の
大
勢
」
）
で
あ
る
。
た
だ
し
、
本

書
で
は
「
奈
良
仏
教
」（
五
頁
・
六
七
頁
）
と
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
大
屋
徳
城
『
日
蓮
上
人
』（
明
治
四
十
三
／
一
九
一
〇
）

は
、「
抑
ゝ

南
都
の
六
宗
と
は
、
南
都
に
於
い
て
、
開
い
た
六
宗
と
い
ふ
意
味
で
は
な
く
、
寧
楽
朝
に
盛
ん
に
行
は
れ
た
六
宗
と
い
ふ

意
味
で
あ
る
。
」（
一
九
頁
）
と
い
い
、「
南
都
六
宗
」
を
通
史
的
な
用
語
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
大
正
期
の
「
奈
良
仏
教
の
今
後
」（
大

正
十
一
／
一
九
二
二
）
で
は
、「
奈
良
仏
教
と
い
ふ
言
葉
は
大
分
使
は
れ
て
を
る
け
れ
ど
、
其
の
内
容
は
ハ
ッ
キ
リ
し
な
い
。
尤
も
普

通
に
は
「
南
都
北
嶺
」
と
相
対
し
て
、
南
都
方
を
さ
し
て
い
ふ
の
で
、
即
ち
比
叡
山
の
天
台
に
対
し
て
、
奈
良
の
東
大
、
興
福
両
寺

を
さ
し
て
い
ふ
の
で
あ
る
。
」（
二
二
～
二
三
頁
）
と
い
い
、「
奈
良
仏
教
」
の
概
念
は
曖
昧
で
あ
る
と
指
摘
し
た
上
で
、「
南
都
北
嶺
」

と
い
う
史
料
上
の
用
語
か
ら
「
北
嶺
」
が
比
叡
山
を
指
す
の
に
対
し
て
、「
南
都
」
は
東
大
寺
・
興
福
寺
を
指
す
と
の
見
解
を
示
し
て

い
る
。
つ
ま
り
、
南
都
仏
教
＝
東
大
寺
・
興
福
寺
の
仏
教
で
あ
る
と
の
見
方
で
あ
る
。
一
方
、
南
都
仏
教
界
に
身
を
置
い
た
橋
本
凝

胤
「
南
都
仏
教
」
（
昭
和
九
／
一
九
三
四
）
は
、
「
南
都
仏
教
と
は
、
北
嶺
即
ち
比
叡
山
の
仏
教
に
対
す
る
称
呼
に
し
て
、
・
・
・
（
後

略
）
」（
五
頁
）
と
述
べ
、「
南
都
仏
教
」
は
天
台
宗
と
の
対
比
の
な
か
で
生
ま
れ
た
用
語
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
戦
後
の
平
岡
定
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海
は
、「
い
ま
わ
れ
わ
れ
が
南
都
仏
教
と
称
し
て
い
る
の
は
、
平
城
に
都
が
遷
っ
て
か
ら
、
そ
れ
以
後
の
奈
良
の
仏
教
に
対
し
て
述
べ

ら
れ
た
呼
称
で
あ
る
。
」(

5
3
)

と
い
い
、
「
南
都
仏
教
」
を
通
史
的
な
意
味
で
用
い
て
い
る
。
ま
た
、
「
奈
良
仏
教
は
一
般
的
に
京
都
の

平
安
仏
教
に
対
し
て
南
都
仏
教
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
南
都
六
宗
と
も
い
い
・
・
・
（
後
略
）
」(

5
4
)

と
、「
奈
良
仏
教
」
「
南
都
仏

教
」
「
南
都
六
宗
」
に
差
異
を
設
け
て
い
な
い
。
し
か
し
一
方
で
、
「
南
都
仏
教
は
決
し
て
奈
良
仏
教
に
と
ど
ま
ら
ず
日
本
仏
教
に
大

き
な
影
響
を
与
え
・
・
・
（
後
略
）
」(

5
5
)

と
述
べ
、
「
南
都
仏
教
」
と
「
奈
良
仏
教
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
違
う
と
の
認
識
を
示
し

て
お
り
、
そ
の
使
用
に
あ
た
っ
て
混
乱
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
井
上
薫
は
、
「
「
南
都
仏
教
」
と
い
う
呼
称
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
南
都

（
平
城
京
を
さ
し
、
北
都
平
安
京
に
対
す
る
）
と
そ
の
周
辺
に
展
開
し
た
造
寺
・
造
仏
・
写
経
・
講
究
・
社
会
事
業
な
ど
を
意
味
し
、

特
に
奈
良
・
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
活
発
な
動
き
が
注
目
さ
れ
る
。
」(

5
6
)

と
、「
南
都
六
宗
」
か
ら
発
信
さ
れ
る
仏
教
的
な
行
為
全
体
を

指
す
用
語
が
「
南
都
仏
教
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
は
い
え
、
研
究
者
の
認
識
は
様
々

で
「
南
都
仏
教
」
が
い
か
な
る
仏
教
史
理
解
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
用
語
で
あ
る
の
か
は
判
然
と
し
な
い
。
本
章
で
は
、
研
究
者
そ

れ
ぞ
れ
に
使
用
例
が
異
な
る
と
の
指
摘
に
と
ど
め
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 

                           
(1

) 

大
久
保
利
謙
『
日
本
近
代
史
学
事
始
め
』
岩
波
新
書
四
二
七
、
一
九
九
六
年
。 

(2
) 

オ
リ
オ
ン
・
ク
ラ
ウ
タ
ウ
「
日
本
仏
教
の
誕
生
―
村
上
専
精
と
そ
の
学
問
的
営
為
を
中
心
に
―
」
（
同
氏
著
『
近
代
日
本
思
想
と
し
て
の
仏
教
史

学
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
二
年
所
収
、
初
出
二
〇
一
〇
年
）
。 

(3
) 

柏
原
祐
泉
『
日
本
仏
教
史 

近
代
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
〇
年
、
九
五
頁
。 

(4
) 

高
木
豊
「
中
世
初
頭
南
都
仏
教
研
究
小
史
（
上
）
・
（
中
）
」
（
『
日
本
宗
教
史
研
究
年
報
』
一
・
四
、
一
九
七
八
年
・
一
九
八
一
年
）
は
、
中

世
を
主
と
し
て
い
る
も
の
の
、
戦
後
の
南
都
仏
教
の
研
究
史
が
整
理
さ
れ
て
お
り
、
扱
う
研
究
の
内
容
・
分
量
は
圧
倒
的
で
あ
る
。 
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(5

) 
真
言
律
宗
独
立
認
可
百
周
年
記
念
誌
編
纂
委
員
会
『
近
代
の
西
大
寺
と
真
言
律
宗
―
宗
派
の
独
立
と
そ
の
後
―
』
西
大
寺
、
一
九
九
六
年
、
一
二

一
～
一
二
四
頁
。 

(6
) 

吉
井
敏
幸
「
明
治
初
年
の
南
都
寺
院
―
宗
派
独
立
運
動
を
中
心
と
し
て
―
」
（
『
近
代
仏
教
』
六
、
一
九
九
九
年
）
。 

(7
) 

吉
井
氏
前
掲
注
（
6
）
論
文
。 

(8
) 

南
都
諸
宗
の
宗
派
独
立
運
動
の
展
開
に
関
し
て
は
、
吉
井
氏
前
掲
注
（
6
）
論
文
に
詳
し
い
。
吉
井
氏
は
、
宗
派
独
立
運
動
を
大
き
く
三
つ
の
時

期
に
区
分
し
、
そ
の
内
容
を
検
討
し
て
い
る
。
第
一
期
は
明
治
五
（
一
八
七
二
）
～
十
一
年
（
一
八
七
八
）
、
第
二
期
は
明
治
十
二
（
一
八
七
九
）

～
十
五
年
（
一
八
八
二
）
、
第
三
期
は
明
治
十
五
～
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
）
で
、
各
時
期
の
特
徴
を
、
①
南
都
四
大
寺
（
西
大
寺
・
法
隆
寺
・
薬

師
寺
・
唐
招
提
寺
）
共
同
の
独
立
運
動
、
②
興
福
寺
と
法
隆
寺
か
ら
な
る
法
相
宗
の
独
立
、
③
そ
の
他
の
寺
院
の
独
立
、
と
捉
え
て
い
る
。 

(9

）

吉
井
氏
前
掲
注
（
6
）
論
文
付
録
「
南
都
寺
院
宗
派
独
立
関
係
史
料
」
。 

(1
0

) 

『
日
新
記
聞
』
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
三
月
第
二
四
号
（
広
白
）
に
は
、 

今
般
東
大
寺
大
仏
殿
華
供
養
等
ノ
挙
ヲ
ナ
ス
ニ
付
テ
山
内
有
志
申
合
、
同
境
真
言
院
ニ
於
テ
展
覧
会
ヲ
催
シ
、
山
内
ノ
珍
奇
物
ハ
勿
論
当
国

諸
寺
院
有
名
ノ
奇
物
、
諸
家
ノ
奇
品
ヲ
罔
羅
シ
テ
一
堂
中
ニ
排
列
シ
、
天
造
人
為
ノ
尤
物
ヲ
一
矚
ニ
縦
覧
セ
シ
ム
、
江
湖
ノ
君
子
引
杖
ア
ラ

ン
コ
ト
ヲ
希
望
ス
、 

東
大
寺
山
内 

 

有
志
中 

と
、
こ
の
時
の
告
知
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
『
日
新
記
聞
』
は
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
五
月
に
創
刊
さ
れ
た
県
内
初
の
新
聞
。
発
行
者
は
日

新
報
社
を
設
立
し
た
金
沢
昇
平
・
高
橋
平
蔵
。
刊
行
の
趣
旨
は
、
「
因
習
ヲ
墨
守
シ
テ
方
今
ノ
隆
盛
ヲ
知
」
ら
な
い
の
は
「
聞
見
ノ
狭
隘
」
に
よ

る
も
の
で
、
そ
れ
を
打
破
す
る
た
め
に
日
新
報
社
を
設
立
す
る
と
し
、
さ
ら
に
「
官
許
ヲ
受
ケ
県
庁
ノ
布
告
東
西
京
坂
府
横
浜
神
戸
等
ノ
新
聞
外

国
ノ
異
聞
里
巷
ノ
瑣
事
ニ
至
ル
マ
デ
」
様
々
な
見
聞
を
報
道
し
、
「
旧
弊
ノ
一
掃
」
と
知
識
の
拡
充
を
は
か
り
た
い
と
し
て
い
る
。
本
新
聞
に
は

同
社
の
記
者
に
よ
る
取
材
記
や
各
地
の
新
聞
記
事
の
抄
録
、
読
者
か
ら
の
投
書
、
判
決
の
写
し
、
記
者
の
時
事
評
論
の
ほ
か
、
県
か
ら
の
告
示
や



 

50 

 

                                        

                                        

                            

 

布
令
も
掲
載
さ
れ
た
。
特
に
本
新
聞
は
公
文
書
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
お
り
、
県
当
局
の
援
助
を
受
け
、
毎
号
二
〇
〇
〇
部
は
県
に
納
め
て
県

下
の
町
村
に
配
付
し
、
残
り
は
主
に
戸
長
ク
ラ
ス
の
人
々
が
購
読
し
た
。
現
在
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
十
一
月
発
行
の
第
三
六
号
ま
で
確
認

さ
れ
て
い
る
と
い
う
（
奈
良
市
史
編
集
審
議
会
編
『
奈
良
市
史
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
、
六
五
頁
）
。 

(1
1

) 

前
掲
注
（
5
）
文
献
、
一
三
七
～
一
三
九
頁
、
奈
良
県
史
編
集
委
員
会
・
岩
城
隆
利
・
大
矢
良
哲
編
『
奈
良
県
史
』
第
六
巻
寺
院
、
名
著
出
版
、

一
九
九
一
年
、
二
五
〇
頁
。 

(1
2

) 

そ
の
支
給
は
、
一
件
あ
た
り
五
〇
～
二
〇
〇
円
程
度
の
少
額
で
あ
っ
た
上
に
、
申
請
の
際
に
複
雑
な
書
類
が
必
要
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
本
格
的
な

公
費
に
よ
る
文
化
財
保
護
は
後
の
古
社
寺
保
存
法
の
制
定
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
（
前
掲
注
（
5
）
文
献
、
一
二
六
～
一
二
七
頁
）
。 

(1
3

) 

明
治
二
十
五
年
（
一
八
九
二
）
か
ら
同
三
十
五
年
（
一
九
〇
二
）
の
西
大
寺
の
拝
観
者
を
記
し
た
「
宝
物
拝
観
人
名
簿
」
に
は
、
那
珂
通
世
（
東

京
華
族
女
学
校
）
、
久
保
田
昴
（
臨
時
全
国
宝
物
取
調
掛
帝
国
博
物
館
主
事
）
や
三
浦
梧
楼
（
陸
軍
中
将
）
、
嶋
地
黙
雷
（
真
宗
僧
侶
）
、
黒
板
勝

美
（
東
京
文
科
大
学
国
史
科
学
生
）
、
由
利
公
正
（
貴
族
院
議
員
）
な
ど
の
名
前
が
み
え
る
と
い
う
。
研
究
者
以
外
に
政
治
家
や
軍
人
が
南
都
諸
寺

所
蔵
の
宝
物
類
に
早
く
か
ら
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
は
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
や
岡
倉
天
心
の
主
張
に
応
じ
た
当
時
の
日
本
の
思
想
傾
向
を
あ
ら
わ
す
も

の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
他
、
明
治
三
十
六
年
（
一
九
〇
三
）
か
ら
同
三
十
八
年
（
一
九
〇
五
）
の
「
観
覧
人
名
簿
」
に
も
三
上
参
次
や
高
橋

是
清
な
ど
の
名
前
が
み
え
る
（
前
掲
注
（
5
）
文
献
、
一
四
六
～
一
四
七
頁
）
。
※
（ 

）
内
は
名
簿
に
記
さ
れ
た
当
時
の
肩
書
き
。 

(1
4

) 

し
か
し
な
が
ら
、
拝
観
料
収
入
が
寺
院
財
政
を
ま
か
な
う
ほ
ど
の
収
入
と
な
る
の
は
戦
後
の
こ
と
で
あ
る
（
前
掲
注
（
5
）
文
献
、
一
四
八
頁
）
。 

(1
5

) 

伊
東
忠
太
「
法
隆
寺
建
築
論
」
（
『
建
築
雑
誌
』
七
（
八
三
）
、
一
八
九
三
年
）
。
後
に
単
著
（
東
京
帝
国
大
学
、
一
八
九
八
年
）
と
し
て
刊
行
。 

(1
6

) 

例
え
ば
、
昭
和
初
期
に
出
版
さ
れ
た
『
春
日
神
社
文
書
』
、
『
三
輪
叢
書
』
、
『
談
山
神
社
文
書
』
、
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
、
『
多
聞
院
日

記
』
な
ど
（
前
掲
注
（
11
）
『
奈
良
県
史
』
、
二
五
八
～
二
五
九
頁
）
。 

(1
7

) 

境
野
哲
海
「
行
基
菩
薩
」
（
『
仏
教
史
林
』
一
六
、
一
八
九
五
年
）
、
三
七
頁
。 

(1
8

) 

大
屋
の
略
歴
・
業
績
は
、
『
大
屋
徳
城
著
作
選
集
』
第
一
〇
巻
「
大
屋
徳
城
博
士
略
年
譜
・
業
績
一
覧
」
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
八
年
参
照
。 
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(1

9
) 

村
上
専
精
『
日
本
仏
教
史
綱
』
上
下
巻
（
金
港
堂
書
籍
、
明
治
三
十
一
～
三
十
二
／
一
八
九
八
～
九
九
）
は
、 

欽
明
の
十
三
年
よ
り
、
奈
良
朝
の
終
り
に
至
る
ま
で
、
其
間
凡
そ
二
百
三
十
年
許
な
り
、
当
時
の
仏
教
は
其
性
質
よ
り
い
は
ヾ
、
前
述
の
理

に
よ
り
て
全
く
現
世
仏
教
と
い
ふ
べ
し
、
現
世
仏
教
の
結
果
は
、
政
治
に
混
同
し
て
、
政
教
相
分
た
ず
、
当
期
の
仏
教
は
、
或
は
政
治
仏
教

と
も
呼
は
る
べ
き
も
の
た
り
、
其
隆
盛
の
頂
点
は
、
聖
武
天
皇
の
朝
に
し
て
、
東
大
寺
、
国
分
寺
の
建
立
を
其
間
の
二
大
事
業
と
す
、
之
よ

り
以
後
は
、
盛
極
ま
り
て
弊
益
生
ず
、
（
上
巻
・
四
頁
） 

と
、
「
政
治
仏
教
」
な
る
言
説
で
平
安
時
代
以
前
の
仏
教
の
性
質
を
表
現
し
て
い
る
。
大
屋
の
「
国
教
」
や
、
後
に
登
場
す
る
「
国
家
仏
教
」
と

い
う
言
説
に
あ
ら
わ
れ
る
仏
教
観
と
の
近
似
性
が
う
か
が
え
る
。 

(2
0

) 

福
島
栄
寿
「
〈
近
代
仏
教
〉
再
考
―
日
本
近
代
仏
教
史
研
究
と
「
鎌
倉
新
仏
教
」
論
」
（
『
日
本
仏
教
綜
合
研
究
』
一
〇
、
二
〇
一
二
年
）
。 

(2
1

) 

福
島
氏
前
掲
注
（
20
）
論
文
。 

(2
2

) 

村
上
前
掲
注
（
19
）
文
献
、
下
巻
、
一
頁
。 

(2
3

) 

福
島
氏
前
掲
注
（
20
）
論
文
。 

(2
4

) 

原
勝
郎
「
東
西
の
宗
教
改
革
」
（
『
芸
文
』
二-
七
、
一
九
一
一
年
）
。 

(2
5

) 

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
史
史
料
集
』
「
第
四
章 

史
料
編
纂
所
の
史
料
採
訪
」
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
。 

(2
6

) 

前
掲
注
（
5
）
文
献
、
一
四
二
～
一
四
三
頁
。 

(2
7

) 

明
治
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
活
躍
し
た
奈
良
県
の
郷
土
史
家
と
し
て
は
、
水
木
要
太
郎
や
保
井
芳
太
郎
ら
が
い
る
。
水
木
は
愛
媛
県
出
身
。
明

治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
に
奈
良
県
師
範
学
校
教
員
と
し
て
奈
良
に
移
住
し
た
後
、
奈
良
県
の
地
域
史
研
究
の
先
駆
者
と
な
る
。
特
に
奈
良
県
の

地
域
史
編
纂
に
お
い
て
主
導
的
な
役
割
を
果
た
し
た
。
地
域
史
研
究
の
な
か
で
収
集
し
た
約
七
〇
〇
〇
点
に
も
の
ぼ
る
古
文
書
や
美
術
品
は
「
水
木

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
と
し
て
天
理
大
学
附
属
図
書
館
や
奈
良
県
教
育
委
員
会
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
な
ど
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
な
か
に

は
考
古
学
・
歴
史
学
・
美
術
史
学
・
建
築
史
学
・
国
文
学
研
究
に
お
い
て
貴
重
な
資
史
料
が
数
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
保
井
は
奈
良
県
出
身
。
生
地

http://kotobank.jp/word/%E7%94%9F%E5%9C%B0
http://kotobank.jp/word/%E7%94%9F%E5%9C%B0
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の
王
寺
村
の
郷
土
史
研
究
か
ら
出
発
し
、
大
和
史
関
係
の
古
文
書
、
古
記
録
を
収
集
。
膨
大
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
天
理
大
学
附
属
図
書
館
に
移
さ
れ

保
井
文
庫
と
な
る
。
資
史
料
の
収
集
家
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
地
方
史
研
究
者
と
し
て
も
優
れ
た
業
績
を
残
す
。
『
大
和
上
代
寺
院
志
』
（
大

正
七
／
一
九
一
八
）
、
『
大
和
古
瓦
図
録
』
（
昭
和
三
／
一
九
二
八
）
、
『
大
和
王
寺
文
化
史
論
』
（
昭
和
十
二
／
一
九
二
三
）
な
ど
の
著
作
は
、

い
ず
れ
も
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
（
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
史
料
目
録
三 

水
木
家
資
料
目
録
』
二
〇
〇
三
年
参
照
）
。
彼
ら
は
中
央
の
研
究
者

（
黒
板
勝
美
や
内
藤
湖
南
な
ど
）
と
交
流
を
持
ち
な
が
ら
、
地
域
史
研
究
者
と
し
て
地
域
史
編
纂
の
他
、
研
究
団
体
の
設
立
と
機
関
誌
の
発
行
な
ど

の
活
動
を
行
っ
た
。 

(2
8

) 

佐
藤
文
子
「
国
家
仏
教
論
と
固
有
信
仰
論
の
地
平
を
読
み
解
く
」
（
第
六
回
「
仏
教
と
近
代
」
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
日
本
仏
教
史
像
の
近
代
的
構
築
」

口
頭
報
告
、
二
〇
一
三
年
九
月
十
四
日
、
於
愛
知
学
院
大
学
）
。 

(2
9

) 

久
米
は
、
「
第
五
章 

奈
良
の
盛
時
」
の
な
か
に
「
第
二
十
四
節 

聖
武
帝
の
初
政
」
を
組
み
入
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
久
米
が
聖
武
天
皇

の
時
を
奈
良
時
代
の
頂
点
と
み
て
い
る
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
第
五
章 

奈
良
の
盛
時
」
に
は
「
第
二
十
七
節 

写
経
布
教
得
度

及
び
僧
正
玄
昉
」
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
注
視
す
る
必
要
が
あ
る
。 

(3
0

) 

こ
う
し
た
現
象
に
つ
い
て
柏
原
祐
泉
氏
は
、
根
本
仏
教
の
研
究
、
各
宗
の
典
籍
、
各
種
の
経
典
編
纂
、
蔵
経
類
の
出
版
事
業
は
、
仏
教
信
仰
の
基

底
と
な
る
も
の
を
再
確
認
し
よ
う
と
す
る
精
神
を
共
通
項
と
し
て
い
る
と
い
い
、
科
学
的
・
考
証
学
的
な
厳
密
性
に
基
づ
い
て
、
伝
承
的
・
神
秘
的

な
宗
派
仏
教
の
個
別
的
・
孤
立
的
信
仰
を
再
考
察
し
、
そ
れ
を
広
く
仏
教
界
、
一
般
社
会
に
解
放
し
よ
う
と
す
る
開
か
れ
た
思
考
が
働
い
て
い
た
と

指
摘
す
る
。
各
宗
派
の
根
本
宗
典
の
考
証
、
編
纂
と
蔵
経
の
刊
行
と
が
併
行
す
る
現
象
は
、
宗
派
仏
教
を
大
乗
仏
教
全
般
の
流
れ
の
な
か
で
再
確
認

す
る
要
請
を
促
す
も
の
、
ま
た
宗
派
仏
教
の
閉
鎖
性
か
ら
の
脱
却
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
宗
派
仏
教
・
教
団
仏
教
の
閉
鎖
性
の
脱
却
と

一
般
社
会
へ
の
解
放
こ
そ
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
仏
教
界
に
求
め
た
期
待
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
う
（
柏
原
前
掲
注
（
3
）
著
書
、
一
八
二
～

一
八
三
頁
）
。 

(3
1

) 

大
屋
徳
城
「
奈
良
仏
教
の
今
後
」
（
『
中
央
史
壇
』
五-

四
、
一
九
二
二
年
）
、
二
五
頁
。 

http://kotobank.jp/word/%E7%A0%94%E7%A9%B6
http://kotobank.jp/word/%E5%87%BA%E7%99%BA
http://kotobank.jp/word/%E5%A4%A7%E5%92%8C
http://kotobank.jp/word/%E9%96%A2%E4%BF%82
http://kotobank.jp/word/%E5%8F%A4%E6%96%87%E6%9B%B8
http://kotobank.jp/word/%E5%8F%8E%E9%9B%86
http://kotobank.jp/word/%E8%86%A8%E5%A4%A7
http://kotobank.jp/word/%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3
http://kotobank.jp/word/%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8
http://kotobank.jp/word/%E6%96%87%E5%BA%AB
http://kotobank.jp/word/%E5%9B%B3%E9%8C%B2
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(3

2
) 

大
屋
前
掲
注
（
31
）
論
文
、
二
六
～
二
九
頁
。 

(3
3

) 
『
国
体
の
本
義
』
は
、
「
国
体
を
明
徴
に
し
、
国
民
精
神
を
涵
養
振
作
」
す
る
た
め
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
、
日
本
を
「
現
御
神
」
で
あ
る
天
皇

が
統
治
す
る
「
神
国
」
と
規
定
し
、
神
で
あ
る
天
皇
を
戴
く
日
本
は
他
の
い
か
な
る
国
々
や
民
族
を
も
凌
ぐ
「
万
邦
無
比
」
の
神
聖
国
家
で
あ
り
、

そ
う
し
た
日
本
が
世
界
を
導
く
の
は
当
然
で
あ
る
と
す
る
。『
国
体
の
本
義
』
は
、
文
部
省
に
よ
っ
て
全
国
の
学
校
や
官
庁
・
諸
団
体
に
配
付
さ
れ
、

戦
時
下
の
教
育
の
基
本
方
針
と
し
て
大
き
な
影
響
力
を
発
揮
し
て
い
っ
た
（
佐
藤
弘
夫
「
変
貌
す
る
日
本
仏
教
観
」
（
末
木
文
美
士
編
『
新
ア
ジ
ア

仏
教
史
一
二
日
本
Ⅱ
躍
動
す
る
中
世
仏
教
』
佼
成
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
所
収
）
）
。 

(3
4

) 

龍
谷
大
学
図
書
館
編
『
仏
教
学
関
係
雑
誌
論
文
分
類
目
録
Ⅱ
昭
和
六
年
―
昭
和
三
十
年
』
百
華
苑
、
一
九
六
一
年
参
照
。
本
書
は
こ
れ
ま
で
計
四

冊
発
行
さ
れ
て
い
る
が
、
明
治
以
降
の
仏
教
学
研
究
が
網
羅
さ
れ
て
お
り
、
有
益
で
あ
る
。 

(3
5

) 

前
掲
注
（
5
）
文
献
、
一
六
一
～
一
六
四
頁
。 

(3
6

) 

こ
の
他
、
昭
和
十
五
年
（
一
九
四
〇
）
頃
よ
り
東
大
寺
が
『
雑
華
』
な
る
雑
誌
を
発
刊
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
今
の

と
こ
ろ
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 

(3
7

) 

後
に
『
大
屋
徳
城
著
作
選
集 

第
一
巻
』
と
し
て
刊
行
（
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
七
年
）
。 

(3
8

) 

橋
本
凝
胤
「
南
都
仏
教
」
（
国
史
研
究
会
同
人
代
表
黒
板
勝
美
編
『
岩
波
講
座 

日
本
歴
史
』
第
五
回
配
本
一
）
岩
波
書
店
、
一
九
三
四
年
。
後

に
同
氏
著
『
仏
教
教
理
史
の
研
究
』
全
国
書
房
、
一
九
四
四
年
に
「
南
都
の
仏
教
」
と
改
題
し
て
再
録
。 

(3
9

) 

橋
本
凝
胤
「
日
本
仏
教
の
特
異
性
」
（
同
氏
著
『
仏
教
教
理
史
の
研
究
』
全
国
書
房
、
一
九
四
四
年
所
収
）
、
一
九
頁
。 

(4
0

) 

橋
本
前
掲
注
（
39
）
論
文
、
二
〇
頁
。 

(4
1

) 

橋
本
の
こ
う
し
た
仏
教
観
は
、 

我
日
本
仏
教
は
、
聖
徳
太
子
の
如
き
国
家
の
重
要
責
任
を
負
ひ
給
へ
る
、
且
つ
施
政
の
理
想
の
推
行
性
を
有
し
給
へ
る
摂
政
に
し
て
皇
太
子

に
ま
し
ま
す
。
太
子
は
肇
国
の
御
理
想
に
立
脚
し
て
国
威
を
発
揚
せ
ん
と
し
給
へ
る
は
遂
に
仏
教
を
輸
入
す
る
に
も
国
体
観
念
を
民
衆
に
明



 

54 

 

                                        

                                        

                            

 

記
せ
し
め
、
且
つ
国
民
指
導
の
原
理
た
り
得
る
と
国
体
観
念
を
強
固
な
ら
し
む
る
も
の
を
特
に
撰
択
御
遊
ば
さ
れ
、
又
所
伝
の
仏
教
も
解
釈

は
国
家
主
義
に
基
礎
を
置
き
給
へ
る
は
実
に
日
本
仏
教
が
聖
徳
太
子
に
始
ま
り
、
そ
の
教
学
が
三
論
た
る
と
の
二
大
事
実
が
我
国
仏
教
は
常

に
国
家
主
義
的
発
達
を
遂
げ
、
鎮
護
国
家
の
大
任
を
果
し
得
る
所
以
な
り
と
云
ふ
べ
し
。 

と
い
う
言
葉
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
（
前
掲
注
（
39
）
論
文
、
二
三
頁
）
。
聖
徳
太
子
を
日
本
仏
教
の
祖
と
位
置
付
け
、
国
家
主
義
的
な
日
本
仏

教
を
描
き
出
す
『
国
体
の
本
義
』
に
示
さ
れ
た
仏
教
観
を
主
張
し
、
仏
教
の
有
用
性
を
強
調
し
て
い
る
。 

(4
2

) 

橋
本
凝
胤
「
奈
良
朝
仏
教
の
二
大
基
礎
教
学
」
（
同
氏
著
『
仏
教
教
理
史
の
研
究
』
全
国
書
房
、
一
九
四
四
年
所
収
）
、
一
四
六
頁
。 

(4
3

) 

日
本
経
済
新
聞
社
編
『
私
の
履
歴
書
』
第
二
三
集
、
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
六
五
年
、
二
九
〇
頁
。 

(4
4

) 

前
掲
注
（
43
）
。 

(4
5

) 

戦
前
か
ら
戦
後
へ
と
価
値
観
が
大
き
く
変
化
す
る
な
か
で
、
鎌
倉
新
仏
教
中
心
史
観
が
日
本
仏
教
史
研
究
に
お
い
て
、
な
ぜ
命
脈
を
保
つ
こ
と
が

で
き
た
の
か
は
、
稿
を
改
め
て
考
え
た
い
と
思
う
。 

(4
6

)

『
南
都
仏
教
』
創
刊
号
「
編
集
後
記
」
。 

(4
7

)

『
南
都
仏
教
』
創
刊
号
「
序
に
か
え
て
」
。 

(4
8

) 

前
掲
注
（
46
）
。 

(4
9

) 

速
水
侑
「
研
究
史
の
回
顧
と
展
望
」
（
同
氏
編
『
論
集
奈
良
仏
教
第
一
巻 

奈
良
仏
教
の
展
開
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
四
年
所
収
）
。 

(5
0

) 

平
岡
定
海
『
日
本
仏
教
基
礎
講
座
Ⅰ
奈
良
仏
教
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
八
〇
年
、
三
〇
～
三
二
頁
。 

(5
1

) 

林
淳
「
学
問
史
か
ら
見
た
仏
教
史
学
会
」
（
第
六
〇
回
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム 

戦
後
仏
教
史
学
の
回
顧
―
あ
ら
た
な
研
究
の
地
平
を
め
ざ
し
て
― 

基
調
報
告
（
『
仏
教
史
学
研
究
』
五
三-

一
、
二
〇
一
〇
年
）
）
。 

(5
2

) 

前
掲
注
（
50
）
。 

(5
3

) 

平
岡
定
海
・
山
崎
慶
輝
編
『
日
本
仏
教
宗
史
論
集
第
二
巻 

南
都
六
宗
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
、
一
頁
。 
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(5

4
) 

平
岡
前
掲
注
（
50
）
著
書
、
一
〇
頁
。 

(5
5

) 
平
岡
前
掲
注
（
50
）
著
書
、
二
頁
。 

(5
6

) 

今
泉
淑
夫
編
『
日
本
仏
教
史
辞
典
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
、
「
奈
良
仏
教
」
（
執
筆
：
井
上
薫
）
の
項
。 





 

 

 

 

第
二
章 
日
本
古
代
に
お
け
る
「
宗
」
の
形
成 
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第
二
章 

日
本
古
代
に
お
け
る
「
宗
」
の
形
成 

  

は
じ
め
に 

 

日
本
古
代
に
お
け
る
「
宗
」
の
形
成
を
概
観
す
る
と
、
天
平
勝
宝
年
間
（
七
四
九
～
七
五
七
）
の
南
都
六
宗
―
華
厳
・
三
論
・
法

相
・
律
・
成
実
・
俱
舎
宗
―
に
は
じ
ま
り
、
平
安
期
の
天
台
・
真
言
宗
の
登
場
を
ま
っ
て
八
宗
体
制
に
い
た
る
と
さ
れ
る
。 

 

「
宗
」
の
形
成
を
考
え
る
上
で
注
目
す
べ
き
は
、『
続
日
本
紀
』
養
老
二
年
（
七
一
八
）
十
月
十
日
条
、
す
な
わ
ち
太
政
官
が
僧
綱

に
対
し
て
下
し
た
五
ヵ
条
の
布
告
で
あ
る
（
以
下
、
養
老
二
年
布
告
）
。
こ
の
な
か
に
、
「
五
宗
之
学
。
三
蔵
之
教
。
論
討
有
レ

異
。

弁
談
不
レ

同
。
自
能
該
二

達
宗
義
一

。
最
称
二

宗
師
一

。
毎
レ

宗
挙
人
並
録
。
」
と
み
え
る
の
が
、
日
本
の
文
献
に
お
け
る
「
宗
」
の
初
見

で
あ
る
。 

 

一
方
、
天
平
十
九
年
（
七
四
七
）
の
元
興
寺
・
大
安
寺
・
法
隆
寺
の
各
資
財
帳
に
は
、
三
論
衆
や
律
衆
、
摂
論
衆
な
ど
が
み
え
、

「
宗
」
で
は
な
く
「
衆
」
が
諸
寺
に
存
在
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
両
者
に
つ
い
て
初
め
て
検
討
を
加
え
た
の
は
石
田
茂
作
氏
で

あ
っ
た
。
石
田
氏
は
、「
衆
」
が
「
宗
」
に
先
行
す
る
学
団
組
織
で
あ
る
と
明
言
す
る
。
ま
た
『
正
倉
院
文
書
』
の
精
査
に
よ
っ
て
「
宗
」

は
、
天
平
十
九
年
か
ら
天
平
勝
宝
三
年
（
七
五
一
）
の
間
に
成
立
し
た
と
指
摘
し
、
そ
の
性
質
を
今
日
で
い
う
学
派
で
あ
る
と
述
べ

た(
1
)

。 

石
田
氏
の
見
解
を
基
本
的
に
継
承
し
た
の
が
井
上
光
貞
氏
で
あ
る
。
井
上
氏
は
、
石
田
氏
が
触
れ
な
か
っ
た
養
老
二
年
布
告
に
注

目
し
、
こ
れ
を
機
に
諸
寺
の
学
団
（
「
衆
」
）
が
再
編
さ
れ
た
結
果
、「
宗
」
が
出
現
し
、
こ
れ
に
華
厳
宗
が
加
わ
っ
て
、
天
平
勝
宝
年

間
に
東
大
寺
で
い
わ
ゆ
る
南
都
六
宗
が
成
立
し
た
と
す
る(

2
)

。
す
な
わ
ち
、
養
老
二
年
布
告
に
み
え
る
「
五
宗
」
と
は
、
華
厳
宗
を

除
く
、
三
論
宗
・
法
相
宗
・
律
宗
・
成
実
宗
・
俱
舎
宗
の
こ
と
を
指
す
と
井
上
氏
は
把
握
し
て
い
て
、
こ
れ
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
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ま
た
、
井
上
説
で
特
に
重
要
な
の
は
、「
宗
」
と
は
公
的
な
制
度
で
あ
り
、
律
令
国
家
（
以
下
、
国
家
）
が
公
認
し
た
学
問
集
団
を
指

す
と
の
指
摘
で
、
こ
れ
を
井
上
氏
は
、
「
上
か
ら
作
ら
れ
た
統
制
の
所
産
」
と
表
現
す
る
。 

こ
う
し
た
石
田
・
井
上
説
は
、
多
く
の
研
究
者
に
支
持
さ
れ
、
現
在
も
大
き
な
影
響
力
を
有
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
近
年
は
、『
正

倉
院
文
書
』
研
究
の
進
展
の
な
か
で
、
そ
の
精
査
に
基
づ
い
て
六
宗
の
成
立
や
実
態
を
明
ら
か
に
し
、
石
田
・
井
上
説
を
再
検
討
し

よ
う
と
す
る
動
き
も
活
発
化
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
南
都
六
宗
に
関
す
る
近
年
の
研
究
に
お
い
て
、
特
に
注
目
さ
れ
て
い
る
の
が
、

「
花
厳
経
為
本
」
詔
で
あ
る
。
こ
れ
と
六
宗
成
立
と
の
関
わ
り
に
初
め
て
言
及
し
た
鬼
頭
清
明
氏(

3
)

以
降
、
山
下
有
美
氏(

4
)

、
鷺
森

浩
幸
氏(

5
)

、
中
林
隆
之
氏(

6
)

ら
に
よ
っ
て
発
展
的
に
継
承
さ
れ
、
南
都
六
宗
の
成
立
に
関
す
る
新
し
い
知
見
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
研
究
で
は
、
養
老
二
年
布
告
は
等
閑
に
付
さ
れ
て
い
る
。
六
宗
を
含
め
、
日
本
に
お
け
る
「
宗
」
の

成
立
と
そ
の
展
開
を
考
え
る
上
で
、「
宗
」
が
初
め
て
確
認
さ
れ
る
養
老
二
年
布
告
の
検
討
は
不
可
欠
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
な

ぜ
な
ら
、
こ
の
布
告
は
、
日
本
に
お
い
て
「
宗
」
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
ち
、
い
か
な
る
機
能
を
果
た
し
た
か
を
如
実
に
示
す
重

要
な
素
材
だ
か
ら
で
あ
る
。 

よ
っ
て
、
本
章
で
は
、「
宗
」
の
初
見
で
あ
る
養
老
二
年
布
告
を
通
し
て
、
日
本
古
代
に
お
け
る
「
宗
」
が
ど
の
よ
う
な
意
図
の
も

と
形
成
さ
れ
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
の
か
を
再
検
討
し
た
い
。
ま
ず
は
、
養
老
二
年
布
告
に
分
析
を
加
え
、
「
宗
」

の
形
成
と
い
う
国
家
の
仏
教
政
策
を
精
査
す
る
。
次
に
、「
宗
」
の
形
成
と
い
う
仏
教
政
策
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
背
後
に
想
定

さ
れ
る
養
老
二
年
当
時
の
僧
綱
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
さ
ら
に
、「
宗
」
の
形
成
を
志
向
さ
せ
た
事
情
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
日
本

古
代
に
お
け
る
「
宗
」
の
機
能
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。 

 

一 

養
老
二
年
布
告
の
分
析 

  

養
老
二
年
（
七
一
八
）
十
月
、
太
政
官
は
僧
綱
に
対
し
て
次
の
布
告
を
出
し
た(

7
)

。
や
や
長
く
な
る
が
、
本
章
の
核
と
な
る
史
料



 

61 

 

で
あ
る
た
め
、
以
下
に
全
文
を
引
用
し
た
い
。
（
番
号
は
引
用
者
） 

太
政
官
告
二

僧
綱
一

曰
。
智
鑑
冠
レ

時
。
①

衆
所
二

推
讓
一

。
可
レ

為
二

法
門
之
師
範
一

者
。
宜
下

挙
二

其
人
一

顕
中

表
高
徳
上

。
又
②

有
下

請
益
無
レ

倦
継
二

踵
於
師
一

。
材
堪
二

後
進
之
領
袖
一

者
上

。
亦
録
二

名
臘
一

。
挙
而
牒
レ

之
。
③

五
宗
之
学
。
三
蔵
之
教
。
論
討
有
レ

異
。
弁
談
不
レ

同
。
自
能
該
二

達
宗
義
一

。
最
称
二

宗
師
一

。
毎
レ

宗
挙
人
並
録
。
次
④

徳
根
有
二

性
分
一

。
業
亦
麁
細
。
宜
下

隨
二

性

分
一

皆
令
上
レ

就
レ

学
。
⑤

凡
諸
僧
徒
。
勿
レ

使
二

浮
遊
一

。
或
講
二

論
衆
理
一

。
学
二

習
諸
義
一

。
或
唱
二

誦
経
文
一

。
修
二

道
禅
行
一

。

各
令
下

分
レ

業
。
皆
得
二

其
道
一

。
其
崇
二

表
智
徳
一

。
顕
紀
中

行
能
上

。
所
下

以
燕
石
楚
璞
各
分
二

明
輝
一

。
虞
韶
鄭
音
不
上
レ

雑
二

声

曲
一

。
将
須
下

象
徳
定
水
瀾
波
澄
二

於
法
襟
一

。
龍
智
慧
燭
芳
照
聞
中

於
朝
聴
上

。
加
以
。
法
師
非
レ

法
還
墜
二

仏
教
一

。
是
金
口
之

所
二

深
誡
一

。
道
人
違
レ

道
。
輙
軽
二

皇
憲
一

。
亦
玉
条
之
所
二

重
禁
一

。
僧
綱
宜
下

迴
二

静
鑑
一

。
能
叶
中

清
議
上

。
其
居
非
二

精
舎
一

。

行
乖
二

練
行
一

。
任
レ

意
入
レ

山
。
輙
造
二

菴
窟
一

。
混
二

濁
山
河
之
清
一

。
雑
二

燻
煙
霧
之
彩
一

。
又
経
曰
。
日
乞
告
穢
二

雑
市
里
一

。

情
雖
レ

逐
二

於
和
光
一

。
形
無
レ

別
二

于
窮
乞
一

。
如
レ

斯
之
輩
慎
加
二

禁
喩
一

。 

 

こ
の
布
告
は
、
主
に
五
つ
の
内
容
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
模
範
と
な
る
べ
き
僧
の
顕
彰
（
①
・
②
）
、
「
宗
師
」
の
選
出
（
③
）
、

学
業
の
奨
励
（
④
）
、
僧
尼
令
第
五
条
（
非
寺
院
条
）
の
遵
守
（
⑤
）
、
を
指
示
し
て
い
る
。 

①
は
、「
衆
」
に
推
挙
さ
れ
、
法
門
の
師
範
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
人
の
高
徳
を
顕
彰
す
る
こ
と
。
後
に
掲
げ
る
よ
う
に
、
こ
れ
に
基

づ
く
措
置
と
し
て
、
翌
三
年
（
七
一
九
）
に
神
叡
と
道
慈
の
有
徳
が
顕
彰
さ
れ
て
い
る(

8
)

。 

 

②
は
、
師
の
跡
を
継
い
で
後
進
の
僧
侶
の
領
袖
に
ふ
さ
わ
し
い
人
が
い
た
ら
、
そ
の
名
と
﨟
年
と
を
申
告
す
る
こ
と
。
①
の
内
容

と
関
わ
る
指
示
で
あ
る
。
こ
れ
を
み
る
限
り
、
国
家
が
「
高
徳
」
の
僧
や
「
領
袖
」
の
僧
と
い
っ
た
仏
教
界
の
リ
ー
ダ
ー
と
な
る
べ

き
者
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
う
か
が
え
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
養
老
二
年
当
時
議
政
官
の
首
班
で

あ
っ
た
藤
原
不
比
等
の
意
向
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
高
島
正
人
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
不

比
等
政
治
の
特
徴
で
あ
る
「
学
術
の
奨
励
と
有
芸
者
の
活
用
」(

9
)

が
仏
教
政
策
に
も
反
映
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
④
に

具
体
的
に
あ
ら
わ
れ
る
。
人
の
性
分
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
に
適
し
た
学
を
各
々
身
に
付
け
る
べ
き
と
い
い
、
僧
侶
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の
学
業
を
奨
励
し
て
い
る
。 

③
は
、
五
宗
の
学
、
三
蔵
の
教
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
宗
義
に
該
達
し
、
最
も
宗
師
と
す
る
に
足
る
人
を
宗
ご
と

に
申
告
す
る
こ
と
。
こ
れ
に
み
え
る
「
宗
」
が
管
見
の
限
り
、
日
本
の
文
献
に
お
け
る
「
宗
」
の
初
見
で
あ
る
。
ま
た
、
①
「
衆
所
二

推
讓
一

。
」
の
「
衆
」
と
の
使
い
分
け
が
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
天
平
十
九
年
（
七
四
七
）

の
元
興
寺
・
大
安
寺
・
法
隆
寺
の
各
資
財
帳
に
は
、
「
宗
」
と
は
別
に
「
衆
」
な
る
存
在
を
確
認
で
き
る
。
各
寺
院
の
「
衆
」
と
は
、 

元
興
寺
：
三
論
衆
・
摂
論
衆
・
成
実
衆 

大
安
寺
：
修
多
羅
衆
・
三
論
衆
・
律
衆
・
摂
論
衆
・
別
三
論
衆 

法
隆
寺
：
律
衆
・
三
論
衆
・
唯
識
衆
・
別
三
論
衆 

の
こ
と
で
、
元
興
寺
・
大
安
寺
・
法
隆
寺
に
「
衆
」
が
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
布
施
銭
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。 

「
衆
」
は
、
隋
の
文
帝
に
よ
っ
て
勅
立
さ
れ
た
「
二
十
五
衆
」
や
「
五
衆
」
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
。『
続
高
僧
伝
』
の
法
応
伝(

1
0
)

に
は
、 開

皇
十
二
年
。
有
レ

勅
令
レ

捜
二

簡
三
学
業
長
者
一

。
海
内
通
化
。
崇
二

於
禅
府
一

。
選
二

得
二
十
五
人
一

。
其
中
行
解
高
者
。
応
為
二

其
長
一

。
勅
二

域
内
一

別
置
二

五
衆
一

。
各
使
下
二

一
人
一

暁
夜
教
習
上

。
応
領
二

徒
三
百
一

。
於
二

実
際
寺
一

相
続
伝
レ

業
。 

と
あ
っ
て
、
開
皇
十
二
年
（
五
九
二
）
に
「
二
十
五
衆
」
と
「
五
衆
」
が
設
置
さ
れ
た
と
い
う
。「
二
十
五
衆
」
に
は
三
学
に
通
じ
た

長
者
が
選
ば
れ
て
国
内
の
教
化
に
あ
た
り(

1
1
)

、
こ
れ
と
は
別
に
設
置
さ
れ
た
「
五
衆
」
は
日
夜
教
習
に
あ
た
っ
た
。「
五
衆
」
と
は
、

大
論
衆
（
智
度
論
）
・
講
論
衆
（
金
剛
般
若
経
）
・
講
律
衆
（
四
分
律
）
・
涅
槃
衆
（
涅
槃
経
）
・
十
地
衆
（
十
地
論
）
で
あ
っ
て
、
こ

れ
ら
は
南
北
朝
時
代
を
代
表
す
る
教
学
で
あ
る(

1
2
)

。
「
二
十
五
衆
」
が
総
合
的
に
仏
教
学
全
般
を
も
っ
て
国
内
教
化
を
任
と
す
る
指

導
者
の
一
団
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
五
衆
」
は
各
種
経
論
の
専
門
的
教
養
に
励
み
、
学
業
を
伝
承
す
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
。 

ま
た
、
こ
れ
ら
勅
立
の
団
体
以
外
に
も
、
『
続
高
僧
伝
』
の
霊
幹
伝(

1
3
)

に
は
、 

開
皇
三
年
。
於
二

洛
州
浄
土
寺
一

。
方
得
二

落
采
一

。
出
家
標
相
自
レ

此
繁
興
。
有
二

海
玉
法
師
一

。
構
二

華
厳
衆
一

。
四
方
追
結
用



 

63 

 

興
二

此
典
一

。
幹
即
於
二

此
衆
一

講
二

釈
華
厳
一

。
東
夏
衆
首
咸
共
褒
美
。 

と
あ
り
、
「
華
厳
衆
」
な
る
私
設
団
体
が
存
在
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
う
し
た
中
国
の
事
例
か
ら
、
「
衆
」
と
は
、
教
学
を
中

心
に
集
ま
っ
た
僧
侶
の
団
体
で
あ
り
研
究
会
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
集
ま
る
人
々
を
含
め
て
「
衆
」
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

つ
ま
り
、「
衆
」
と
は
、
隋
仏
教
に
由
来
す
る
観
念
で
あ
り
、
遣
隋
使
や
渡
来
僧
な
ど
に
よ
っ
て
日
本
で
も
「
衆
」
が
知
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
元
興
寺
や
大
安
寺
、
法
隆
寺
と
い
っ
た
飛
鳥
時
代
ま
で
歴
史
を
遡
る
古
い
寺
院
に
「
衆
」
が
確
認
で
き
る
こ

と
は
、
そ
れ
が
唐
で
は
な
く
、
隋
仏
教
の
影
響
を
受
け
て
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
石
田
氏
が
指
摘
し
た
よ
う

に
、
「
衆
」
は
「
宗
」
に
先
行
す
る
と
い
っ
て
良
い
。
そ
れ
を
よ
く
示
す
の
が
、
元
興
寺
と
大
安
寺
に
設
置
さ
れ
た
摂
論
衆
で
あ
る
。

摂
論
宗
は
、
無
著
の
『
摂
大
乗
論
』
を
所
依
と
し
、
こ
れ
を
漢
訳
し
た
陳
の
真
諦
（
四
九
九
‐
五
六
九
）
を
開
祖
と
す
る
。
当
初
、

江
南
を
中
心
に
学
ば
れ
て
い
た
が
、
隋
の
文
帝
の
支
持
を
受
け
て
華
北
に
ま
で
広
が
り
、
涅
槃
宗
と
と
も
に
隋
朝
で
盛
行
し
た
。
し

か
し
、
玄
奘
（
六
〇
二-

六
六
四
）
が
も
た
ら
し
た
新
し
い
唯
識
説
に
よ
っ
て
消
滅
し
た
と
い
う(

1
4
)

。
そ
れ
が
天
平
十
九
年
の
元
興

寺
と
大
安
寺
に
「
衆
」
と
し
て
存
続
し
て
い
る
こ
と
は
、
「
衆
」
が
「
宗
」
に
先
行
す
る
こ
と
を
示
す
格
好
の
事
例
で
あ
る
。 

元
興
寺
の
摂
論
衆
は
、
遅
く
と
も
天
平
九
年
（
七
三
七
）
に
は
存
在
し
た
こ
と
が
、
次
に
掲
げ
る
史
料
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。 

太
政
官
謹
奏 

請
下

抽
二

出
元
興
寺
摂
大
乗
論
門
徒
一

一
依
二

常
例
一

住
中

持
興
福
寺
上

事 

右
得
二

皇
后
宮
職
解
一

偁
。
始
興
之
本
。
従
二

白
鳳
年
一

。
迄
二

于
淡
海
天
朝
一

。
内
大
臣
割
二

取
家
財
一

。
為
二

講
説
資
一

。
伏
願
。

永
世
万
代
勿
レ

令
二

断
絶
一

。
近
則
装
二

厳
天
朝
一

。
福
二

田
万
姓
一

。
遠
則
恒
転
二

法
輪
一

。
奉
レ

資
二

菩
提
一

者
乎
。
亦
中
間
者
故
正

一
位
太
政
大
臣
藤
原
公
頻
割
二

取
財
貨
一

。
添
二

助
論
衆
一

。
迄
二

于
聖
代
一

。
皇
后
自
減
二

資
財
一

。
亦
増
二

論
衆
一

。
伏
願
。
再
興
二

先
祖
之
業
一

。
重
張
二

聖
代
之
徳
一

。
三
宝
興
隆
。
万
代
无
レ

滅
。
欲
レ

令
レ

講
二

説
興
福
寺
一

。
伏
聴
二

進
止
一

者
。
朝
議
商
量
。
崇
レ

道
勧
レ

学
。
无
レ

妨
二

仏
教
一

。
望
依
レ

所
レ

請
。
今
具
二

事
状
一

。
伏
聴
二 

天
裁
一

。
謹
以
申
聞
。
謹
奏
。
奉 

レ

勅
。
依
レ

奏
。 

天
平
九
年
三
月
十
日(

1
5
) 
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こ
れ
に
よ
る
と
、
藤
原
鎌
足
や
不
比
等
が
私
財
を
喜
捨
し
て
元
興
寺
の
摂
論
門
徒
（
衆
）
に
対
す
る
経
済
的
援
助
を
行
っ
て
き
た
こ

と
、
光
明
皇
后
自
身
も
ま
た
私
財
を
投
げ
打
っ
て
援
助
し
て
き
た
と
い
い
、
元
興
寺
の
摂
論
衆
を
藤
原
氏
の
氏
寺
で
あ
る
興
福
寺
に

置
く
こ
と
を
願
い
出
て
、
そ
れ
が
許
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
年
前
の
天
平
七
年
（
七
三
五
）
に
玄
昉
が
帰
国
し(

1
6
)

、
以
後
興
福
寺
を

本
拠
と
し
て
法
相
宗
が
隆
盛
し
て
い
く
。
摂
論
宗
は
、
教
学
的
に
は
唯
識
教
学
に
分
類
さ
れ
る
か
ら
、
こ
の
要
望
は
玄
昉
に
よ
る
と

も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
摂
論
衆
の
存
続
を
国
家
が
容
認
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
養
老
二

年
布
告
の
「
五
宗
」
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。 

「
宗
」
自
体
は
、
中
国
由
来
の
観
念
に
他
な
ら
な
い
。
求
那
跋
陀
羅
（
三
七
七
‐
四
三
一
）
は
、『
楞
伽
阿
跋
多
羅
宝
経
』
巻
二
の

な
か
で
、「
悉
檀
者
訳
義
、
或
言
レ

宗
、
或
言
二

成
就
一

、
或
言
レ

理
也
。
」(

1
7
)

と
、「
宗
」
を
「
悉
檀
」
の
訳
語
と
解
釈
し
て
い
る
。「
悉

檀
」
は
、s

i
d
d
h
a
n
t
a

の
音
訳
で
あ
り
、s

i
d
d
h
a

とa
n
t
a

か
ら
な
る
言
葉
で
あ
る
か
ら
、
成
就
さ
れ
た
も
の
の
極
致
、
と
い
う
語
源

的
意
味
を
も
ち
、
術
語
と
し
て
は
、
論
証
さ
れ
た
結
論
と
か
、
あ
る
問
題
に
つ
い
て
の
確
立
さ
れ
た
見
解
、
確
定
さ
れ
た
教
説
、
な

ど
を
意
味
す
る
と
い
う(

1
8
)

。
四
世
紀
以
降
の
中
国
で
は
、
学
説
・
主
義
を
意
味
す
る
用
語
と
し
て
「
宗
」
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な

る(
1
9
)

。
こ
う
し
た
観
念
が
日
本
に
も
伝
わ
っ
て
、
教
学
的
な
ま
と
ま
り
、
教
学
上
の
系
統
を
「
宗
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
「
五
宗
之
学
」
と
あ
る
よ
う
に
、
養
老
二
年
の
日
本
で
は
、
教
学
的
な
ま
と
ま
り
が
五
つ
に
分
け
ら

れ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
五
宗
」
と
は
、
特
定
の
宗
を
指
す
の
で
は
な
く
、
教
学
的
な
ま
と
ま
り
、
教
学
上
の
五

つ
の
系
統
と
い
う
意
味
で
は
な
い
か
。
そ
の
枠
組
み
か
ら
外
れ
な
い
限
り
、
各
寺
の
「
衆
」
の
存
続
も
認
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

れ
ま
で
「
五
宗
」
と
い
え
ば
、
漠
然
と
三
論
宗
・
法
相
宗
・
律
宗
・
成
実
宗
・
俱
舎
宗
を
指
し
、
こ
れ
に
華
厳
宗
が
加
わ
っ
て
、
天

平
勝
宝
年
間
に
南
都
六
宗
が
成
立
す
る
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
天
平
九
年
の
摂
論
衆
の
事
例
や
元
興
寺
・
大
安
寺
・

法
隆
寺
の
各
資
財
帳
の
「
衆
」
が
示
す
よ
う
に
、
養
老
二
年
布
告
以
降
も
「
衆
」
が
国
家
の
公
認
の
も
と
存
続
さ
れ
、「
衆
」
と
「
宗
」

が
混
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
判
断
す
る
と
、
養
老
二
年
布
告
に
み
え
る
「
五
宗
」
と
は
、
三
論
宗
や
法
相
宗
、

律
宗
と
い
っ
た
特
定
の
宗
を
指
す
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
教
学
的
な
五
つ
の
ま
と
ま
り
、
教
学
上
の
五
つ
の
系
統
を
あ
ら
わ
す
も
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の
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。 

最
後
に
、
養
老
二
年
布
告
⑤
に
つ
い
て
、
僧
徒
は
「
浮
遊
」
せ
ず
、
寺
院
に
定
住
し
て
諸
義
を
学
習
し
、
経
文
を
暗
誦
し
、
禅
行

を
修
し
、
業
を
分
け
、
各
々
そ
の
分
野
を
修
得
す
べ
き
で
あ
る
。
各
業
を
修
得
し
た
者
の
智
徳
を
表
し
、
そ
の
品
行
と
才
能
を
記
録

す
る
こ
と
。
僧
侶
が
仏
法
を
誹
謗
し
、
仏
法
を
貶
め
る
こ
と
は
釈
迦
の
教
え
が
深
く
戒
め
る
こ
と
で
あ
り
、
天
皇
の
定
め
た
法
を
軽

ん
じ
る
こ
と
は
令
が
固
く
禁
止
す
る
こ
と
で
あ
る
。
僧
綱
は
よ
く
見
極
め
て
正
し
い
論
議
を
行
わ
せ
る
よ
う
に
す
べ
き
で
、
寺
に
住

ま
ず
修
行
の
法
に
背
い
て
山
に
入
り
、
庵
や
岩
屋
を
つ
く
る
僧
侶
に
説
諭
を
加
え
禁
制
す
る
こ
と
。
こ
れ
は
、
僧
尼
令
第
五
条
に
基

づ
い
た
指
示
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
僧
尼
令
第
五
条
に
は
、 

 

凡
僧
尼
。
非
レ

在
二

寺
院
一

。
別
立
二

道
場
一

。
聚
レ

衆
教
化
。
并
妄
説
二

罪
福
一

。
及
殴
二

撃
長
宿
一

者
。
皆
還
俗
。
国
郡
官
司
。
知

而
不
二

禁
止
一

者
。
依
レ

律
科
レ

罪
。
其
有
二

乞
食
者
一

。
三
綱
連
署
。
経
二

国
郡
司
一

。
勘
二

知
精
進
練
行
一

。
判
許
。
京
内
仍
経
二

玄
蕃
一

知
。
並
須
二

午
以
前
。
捧
レ

鉢
告
乞
一

。
不
レ

得
三

因
レ

此
更
乞
二

余
物
一

。(
2
0
) 

と
あ
り
、
僧
尼
が
道
場
を
建
て
、
民
衆
を
教
化
し
て
妄
り
に
罪
福
を
説
く
、
ま
た
長
宿
を
殴
撃
す
る
と
い
っ
た
行
為
を
犯
し
た
時
の

本
人
及
び
国
郡
司
の
刑
罰
と
、
乞
食
時
の
手
続
き
な
ど
を
定
め
て
い
る
。
特
に
、
布
告
⑤
で
は
、「
勿
レ

使
二

浮
遊
一

。
」
と
か
、「
居
非
二

精
舎
一

。
」
な
ど
、
僧
尼
の
寺
院
寂
居
を
重
ね
て
確
認
し
、
「
輙
軽
二

皇
憲
一

。
亦
玉
条
之
所
二

重
禁
一

。
」
と
、
そ
れ
を
遵
守
す
る
こ
と

を
求
め
て
い
る
。
こ
こ
に
は
僧
尼
の
寺
院
外
の
活
動
を
徹
底
的
に
禁
止
し
よ
う
と
す
る
国
家
の
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。
そ
し
て
、
養

老
二
年
布
告
が
ほ
ぼ
半
分
を
割
い
て
僧
尼
令
の
遵
守
を
指
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
布
告
が
全
体
と
し
て
僧
尼
の
統
制
を
は
か
っ

た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
な
か
に
「
宗
」
が
文
献
上
初
め
て
確
認
さ
れ
る
こ
と
は
、「
宗
」
が
僧
尼
の
教
学
を
規
制
す
る
こ

と
を
目
的
に
設
置
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
宗
」
と
は
国
家
が
認
め
た
教
学
、
換
言
す
れ
ば
、
「
国
家
仏
教
」
の

正
統
教
学
で
あ
り
、
そ
れ
が
教
学
上
、
五
つ
に
分
類
で
き
る
（
「
五
宗
」
）
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。 
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二 

養
老
二
年
の
僧
綱 

 
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
宗
」
は
、
中
国
由
来
の
観
念
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
、
国
家
公
認
の
教
学
的
系
統
を
「
宗
」

と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
養
老
二
年
布
告
は
、
太
政
官
か
ら
僧
綱
へ
と
い
う
形
で
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
仏
教
政
策
で
あ
る
以

上
、
ま
た
、「
宗
」
と
い
う
中
国
仏
教
由
来
の
観
念
が
み
え
る
以
上
、
そ
の
内
容
に
僧
綱
の
関
与
が
疑
わ
れ
る
。
よ
っ
て
、
本
節
で
は

養
老
二
年
当
時
の
僧
綱
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。 

『
僧
綱
補
任
』
を
確
認
す
る
と
、
養
老
二
年
当
時
の
僧
綱
は
、
僧
正
義
淵
、
大
僧
都
観
成
、
少
僧
都
弁
静
、
律
師
神
叡
か
ら
成
り
、

こ
の
構
成
は
神
亀
五
年
（
七
二
八
）
に
義
淵
が
没
す
る
ま
で
変
わ
ら
な
い
。 

僧
正
の
義
淵
は
、
大
宝
三
年
（
七
〇
三
）
に
初
め
て
僧
綱
に
加
わ
り(

2
1
)

、
こ
の
時
か
ら
神
亀
五
年
に
没
す
る
ま
で
二
十
六
年
間
に

わ
た
っ
て
僧
正
の
地
位
に
在
り
続
け
た
。
僧
綱
に
加
わ
る
以
前
の
文
武
天
皇
三
年
（
六
九
九
）
、
そ
の
学
行
を
称
え
ら
れ
て
稲
一
万
束

の
褒
賞
を
受
け
た
の
が
正
史
上
の
初
見
で
あ
る(

2
2
)

。
ま
た
、
亡
く
な
る
前
年
の
神
亀
四
年
（
七
二
七
）
に
も
顕
彰
が
あ
り
、
そ
の
兄

弟
に
岡
連
の
姓
が
下
賜
さ
れ
て
い
る(

2
3
)

。
さ
ら
に
、
そ
の
死
に
際
し
て
は
、
「
遣
二

治
部
官
人
一

。
監
二

護
喪
事
一

。
又
詔
賻
二

絁
一
百

疋
。
糸
二
百
絇
。
綿
三
百
屯
。
布
二
百
端
一

。
」(

2
4
)

と
、
手
厚
く
追
悼
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
義
淵
が
国
家
か
ら
厚
遇
を
受
け
た

こ
と
、
律
師
や
僧
都
を
経
ず
に
僧
正
に
補
任
さ
れ
、
以
後
長
き
に
わ
た
っ
て
そ
の
地
位
を
維
持
し
続
け
ら
れ
た
こ
と
の
背
景
と
し
て
、

天
皇
家
と
の
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
い
る(

2
5
)

。
な
お
、
『
七
大
寺
年
表
』
大
宝
三
年
条
に
は
、
「
法
相
宗
興
福
寺
」
と
あ
り
、
『
三
国
仏

法
伝
通
縁
起
』
や
『
今
昔
物
語
集
』
な
ど
の
諸
史
料
も
義
淵
を
法
相
宗
の
僧
で
あ
り
、
興
福
寺
に
居
し
た
と
伝
え
て
い
る
。 

大
僧
都
の
観
成
は
、
和
銅
五
年
（
七
一
二
）
、
僧
綱
に
加
わ
り
、
こ
の
時
か
ら
す
で
に
大
僧
都
の
地
位
に
あ
っ
た
。
『
僧
綱
補
任
』

に
「
不
レ

経
二

小
僧
都
一

歟
」
と
あ
っ
て
、
律
師
や
少
僧
都
を
経
ず
に
大
僧
都
に
補
任
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
観
成
に
つ
い
て
知
ら

れ
る
と
こ
ろ
は
少
な
い
が
、『
日
本
書
紀
』
に
よ
る
と
、
持
統
天
皇
六
年
（
六
九
二
）
に
鉛
粉
か
ら
白
粉
の
造
成
に
成
功
し
た
こ
と
に

よ
っ
て
絁
十
五
匹
、
綿
三
十
屯
、
布
五
十
端
の
褒
賞
を
受
け
て
い
る(

2
6
)

。
こ
れ
を
大
陸
で
得
た
技
術
に
よ
る
と
考
え
る
と
、
天
武
天
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皇
十
四
年
（
六
八
五
）
五
月
、
遣
新
羅
大
使
高
向
麻
呂
に
伴
っ
て
帰
国
し
た
新
羅
学
問
僧
の
観
常(

2
7
)

と
同
一
人
物
と
み
る
田
村
圓
澄

氏
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る(

2
8
)

。
ま
た
、『
七
大
寺
年
表
』
神
亀
五
年
条
に
、「
去
職
歟
。
入
滅
歟
。
三
論
宗
元
興
寺
」
と
注
記
が
あ
る
。 

少
僧
都
の
弁
静
は
、
『
続
日
本
紀
』
で
は
弁
正
、
も
し
く
は
弁
浄
と
も
書
か
れ
る
。
養
老
元
年
（
七
一
七
）
、
律
師
の
神
叡
と
と
も

に
、
少
僧
都
と
し
て
初
め
て
僧
綱
に
加
わ
っ
た
（
弁
正
）(

2
9
)

。
天
平
元
年
（
七
二
九
）
に
は
大
僧
都
に
昇
進
し
て
い
る
（
弁
浄
）(

3
0
)

。

こ
の
前
年
に
義
淵
が
没
し
て
お
り
、
弁
静
は
義
淵
亡
き
後
の
僧
綱
を
率
い
る
立
場
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
同
二
年
（
七
三
〇
）
に
は

僧
正
と
な
っ
て
（
弁
静
）(

3
1
)

、
同
八
年
（
七
三
六
）
に
入
滅
す
る
ま
で
の
七
年
間
に
わ
た
り
、
弁
静
は
僧
綱
の
首
班
を
つ
と
め
た
。

な
お
、『
日
本
書
紀
』
白
雉
四
年
（
六
五
三
）
五
月
壬
戌
（
十
二
日
）
条
に
、
こ
の
年
に
派
遣
さ
れ
た
遣
唐
使
一
行
の
な
か
に
、
学
問

僧
と
し
て
弁
正
な
る
人
物
の
名
が
み
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
弁
正
と
僧
綱
の
弁
静
が
同
一
人
物
で
あ
る
と
は
年
齢
的
に
み
て
考
え
ら

れ
な
い(

3
2
)

。
弁
静
に
つ
い
て
も
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
少
な
い
が
、
弁
静
は
、
そ
の
名
前
か
ら
神
叡
と
と
も
に
新
羅
に
渡
っ
た
学
問
僧

弁
通
と
の
関
わ
り
を
疑
わ
せ
る
。
兄
弟
弟
子
の
関
係
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
僧
綱
入
り
を
果
た
す
の
は
弁
通
の
方
が
早
く
、

和
銅
五
年
（
七
一
二
）
の
こ
と
で
あ
る
。 

律
師
の
神
叡
に
関
す
る
正
史
上
の
記
事
は
、
義
淵
、
観
成
、
弁
静
に
比
べ
て
や
や
多
く
、
全
部
で
六
件
あ
る
。 

 

①
『
日
本
書
紀
』
持
統
天
皇
七
年
（
六
九
三
）
三
月
乙
巳
（
十
六
日
）
条 

賜
下

擬
レ

遣
二

新
羅
一

使
直
広
肆
息
長
真
人
老
。
勤
大
弐
大
伴
宿
禰
子
君
等
。
及
学
問
僧
弁
通
。
神
叡
等
絁
綿
布
上

。
各
有
レ

差
。

又
賜
二

新
羅
王
賻
物
一

。 

 

②
『
続
日
本
紀
』
養
老
元
年
（
七
一
七
）
七
月
庚
申
（
二
十
三
日
）
条 

以
二

沙
門
弁
正
一

為
二

少
僧
都
一

。
神
叡
為
二

律
師
一

。 
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③
『
続
日
本
紀
』
養
老
三
年
（
七
一
九
）
十
一
月
乙
夘
朔
（
一
日
）
条 

詔
二

僧
綱
一

曰
。
朕
聞
。
優
レ

能
崇
レ

智
。
有
レ

国
者
所
レ

先
。
勤
レ

善
奨
レ

学
。
為
レ

君
者
所
レ

務
。
於
レ

俗
既
有
。
於
レ

道
宜
レ

然
。

神
叡
法
師
。
幼
而
卓
絶
。
道
性
夙
成
。
撫
二

翼
法
林
一

。
濡
二

鱗
定
水
一

。
不
レ

践
二

安
遠
之
講
肆
一

。
学
達
二

三
空
一

。
未
レ

漱
二

澄

什
之
言
河
一

。
智
周
二

二
諦
一

。
由
レ

是
。
服
膺
請
レ

業
者
已
知
二

実
帰
一

。
函
丈
挹
レ

教
者
悉
成
二

宗
匠
一

。
道
慈
法
師
。
遠
渉
二

蒼

波
一

。
覈
二

異
聞
於
絶
境
一

。
遐
遊
二

赤
県
一

。
研
二

妙
機
於
秘
記
一

。
参
二

跡
象
龍
一

。
振
二

英
泰
漢
一

。
並
以
。
戒
珠
如
レ

懐
満
月
。

慧
水
若
レ

写
二

滄
溟
一

。
儻
使
二

天
下
桑
門
智
行
如
レ

此
者
一

。
豈
不
下

殖
二

善
根
一

之
福
田
。
渡
二

苦
海
一

之
宝
筏
上

。
朕
毎
嘉
歓
不
レ

能
レ

已
也
。
宜
下

施
二

食
封
各
五
十
戸
一

。
並
標
揚
優
賞
。
用
彰
中

有
徳
上

。 

 

④
『
続
日
本
紀
』
天
平
元
年
（
七
二
九
）
十
月
甲
子
（
七
日
）
条 

以
二

弁
浄
法
師
一

為
二

大
僧
都
一

。
神
叡
法
師
為
二

少
僧
都
一

。
道
慈
法
師
為
二

律
師
一

。 

 

⑤
『
続
日
本
紀
』
天
平
十
六
年
（
七
四
四
）
十
月
辛
夘
（
二
日
）
条 

律
師
道
慈
法
師
卒
。
天
平
元
年 

 

為
二

律

師
一

。

法
師
俗
姓
額
田
氏
。
添
下
郡
人
也
。
性
聡
悟
為
レ

衆
所
レ

推
。
大
宝
元
年
隨
レ

使
入
唐
。
渉
二

覧
経

典
一

。
尤
精
二

三
論
一

。
養
老
二
年
帰
朝
。
是
時
釈
門
之
秀
者
唯
法
師
及
神
叡
法
師
二
人
而
已
。
・
・
・
（
後
略
） 

 

⑥
『
日
本
後
紀
』
弘
仁
二
年
（
八
一
一
）
六
月
戊
辰
（
六
日
）
条 

大
僧
都
伝
燈
大
法
師
位
勝
悟
卒
。
法
師
俗
姓
凡
直
。
阿
波
国
板
野
郡
人
也
。
法
師
初
為
二

尊
応
大
徳
弟
子
一

。
是
則
芳
野
神
叡
大

徳
之
入
室
也
。
・
・
・
（
後
略
） 

 

①
の
記
事
は
、
持
統
天
皇
七
年
（
六
九
三
）
、
神
叡
が
学
問
僧
と
し
て
新
羅
へ
渡
っ
た
こ
と
を
伝
え
る(

3
3
)

。
一
方
、
『
扶
桑
略
記
』
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天
平
二
年
（
七
三
〇
）
十
月
十
七
日
条
所
引
『
延
暦
僧
録
』
の
神
叡
伝
に
は
、
「
沙
門
神
叡
。
唐
学
生
也
。
」
と
あ
り
、
入
唐
経
験
が

あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る(

3
4
)

。
神
叡
の
入
唐
は
正
史
に
は
み
え
ず
、
そ
の
事
実
を
確
認
で
き
な
い
が
、
一
応
気
に
と
め
て
お
く
必

要
が
あ
る
。 

②
・
④
は
、
僧
綱
補
任
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
。
神
叡
は
、
養
老
元
年
（
七
一
七
）
に
律
師
と
し
て
僧
綱
に
加
わ
り
、
天
平
元
年

（
七
二
九
）
に
少
僧
都
に
昇
進
し
て
い
る
。
以
降
、
天
平
九
年
（
七
三
七
）
に
没
す
る
ま
で
少
僧
都
の
地
位
に
あ
っ
た
。 

③
と
⑤
は
、
養
老
三
年
（
七
一
九
）
の
国
家
に
よ
る
顕
彰
の
記
事
で
、
⑤
は
、
神
叡
と
と
も
に
褒
賞
を
受
け
た
道
慈
の
卒
伝
で
あ

る
。
こ
の
顕
彰
は
、
養
老
二
年
布
告
に
基
づ
く
措
置
と
考
え
ら
れ
、「
是
時
釈
門
之
秀
者
唯
法
師
及
神
叡
法
師
二
人
而
已
」
と
い
わ
れ

て
、
道
慈
と
と
も
に
そ
の
学
徳
が
大
い
に
称
え
ら
れ
た
。 

 

⑥
の
記
事
は
、
勝
悟
（
勝
虞
）
の
卒
伝
で
あ
り
、
勝
悟
の
法
脈
の
な
か
に
神
叡
が
確
認
で
き
る
。
勝
悟
の
師
尊
応
は
、
神
叡
の
弟

子
で
あ
る
と
い
う
。
勝
悟
は
法
相
の
大
家
と
し
て
著
名
で
、
そ
の
門
下
か
ら
は
、
平
安
初
期
の
法
相
宗
の
棟
梁
と
も
い
う
べ
き
護
命

が
出
て
い
る
。
後
世
の
神
叡
伝
を
み
る
と
、『
七
大
寺
年
表
』
に
、「
法
相
宗 

元
興
寺
」
の
注
記
が
あ
り
、『
元
亨
釈
書
』
巻
一
六
も

「
居
二

元
興
寺
一

講
二

唯
識
一

」
と
い
う
。
ま
た
、『
今
昔
物
語
集
』
に
は
、「
法
相
宗
ノ
僧
神
叡
ト
云
フ
者
有
リ
ケ
リ
」
と
あ
る
し
、『
本

朝
高
僧
伝
』
は
、「
不
レ

詳
二

師
承
一

。
義
淵
之
徒
歟
」
と
い
い
、
法
相
宗
の
義
淵
と
の
師
弟
関
係
を
う
か
が
わ
せ
る
。
同
時
代
史
料
に

お
い
て
、
神
叡
の
教
学
を
知
る
術
は
な
い
が
、
平
安
期
以
降
、
神
叡
が
元
興
寺
に
居
す
法
相
宗
の
僧
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。 

以
上
、
養
老
二
年
当
時
の
僧
綱
を
確
認
す
る
な
か
で
判
明
し
た
こ
と
は
、
留
学
経
験
が
確
認
で
き
る
の
は
、
神
叡
の
み
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
神
叡
は
、
養
老
二
年
布
告
が
出
さ
れ
る
前
年
の
養
老
元
年
（
七
一
七
）
に
僧
綱
に
加
わ
り
、
同
三
年
（
七
一
九
）
に
国

家
か
ら
褒
賞
を
受
け
て
い
る
。
神
叡
が
僧
綱
に
加
わ
っ
た
後
に
件
の
布
告
が
出
さ
れ
、
そ
の
布
告
に
基
づ
く
措
置
が
神
叡
に
対
し
て

と
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
養
老
二
年
布
告
に
神
叡
が
関
与
し
、
彼
が
留
学
先
で
学
ん
で
き
た
こ
と
が
政
策
と
し
て
反
映

さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
で
は
、
神
叡
は
新
羅
で
何
を
学
ん
だ
の
か
。 
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神
叡
が
訪
れ
た
頃
の
新
羅
は
、
学
解
仏
教
隆
盛
の
時
代
で
、
主
に
華
厳
宗
・
法
相
宗
・
涅
槃
宗
・
律
宗
・
法
性
宗
の
五
つ
の
宗
派

が
成
立
し
て
い
た(

3
5
)

。
な
か
で
も
華
厳
教
学
に
元
暁
（
六
一
八
‐
六
八
六
）
と
義
湘
（
六
二
五
‐
七
〇
二
）
が
出
て
、
元
暁
が
あ
ら

わ
し
た
『
華
厳
経
疏
』
十
巻
や
『
大
乗
起
信
論
疏
』
二
巻
な
ど
は
、
華
厳
宗
の
大
成
者
法
蔵
（
六
四
三
‐
七
一
二
）
に
大
き
な
影
響

を
与
え
た
と
い
わ
れ
る(

3
6
)

。
元
暁
は
、
入
唐
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
宋
高
僧
伝
』
に
そ
の
伝
記
が
収
録
さ
れ
て
お
り(

3
7
)

、

元
暁
の
教
学
が
中
国
に
お
い
て
も
高
い
評
価
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

一
方
の
義
湘
は
、
朝
鮮
華
厳
宗
（
海
東
華
厳
）
の
初
祖
と
さ
れ
る
。
義
湘
は
、
六
六
一
年
に
入
唐
し
、
終
南
山
至
相
寺
で
華
厳
第

二
祖
・
智
儼
よ
り
華
厳
の
奥
義
を
受
け
た
。
こ
の
時
、
智
儼
の
も
と
に
は
法
蔵
が
い
て
、
二
人
は
兄
弟
弟
子
の
関
係
に
あ
っ
た
。
義

湘
は
六
七
一
年
に
新
羅
に
帰
国
す
る
が
、
そ
の
後
も
法
蔵
と
の
交
流
が
続
い
た
。
法
蔵
は
書
簡
と
と
も
に
自
身
の
『
華
厳
探
玄
記
』

や
『
華
厳
五
教
章
』
な
ど
を
送
り
、
義
湘
に
意
見
を
求
め
た
と
い
う
。
帰
国
後
の
義
湘
は
、
国
家
が
進
め
る
仏
教
政
策
に
携
わ
り
、

六
七
六
年
に
勅
命
に
よ
っ
て
華
厳
十
刹
の
一
つ
で
あ
る
浮
石
寺
を
建
立
し
て
い
る(

3
8
)

。 

新
羅
に
お
け
る
学
解
仏
教
の
隆
盛
は
、
元
暁
や
義
湘
な
ど
の
優
れ
た
学
問
僧
を
輩
出
し
、
華
厳
教
学
に
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
路
線
を

打
ち
立
て
た
。
神
叡
は
そ
の
よ
う
な
新
羅
仏
教
の
状
況
を
目
の
当
た
り
に
し
た
の
で
あ
る
。
先
ほ
ど
確
認
し
た
よ
う
に
、
神
叡
は
法

相
宗
の
僧
侶
と
さ
れ
る
が
、
当
時
唯
識
教
学
と
華
厳
教
学
と
は
兼
学
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た(

3
9
)

。
と
す
れ
ば
、
神
叡
が
唯
識
を
学
ぶ

な
か
で
華
厳
教
学
に
接
し
、
華
厳
関
係
の
典
籍
を
日
本
、
具
体
的
に
は
そ
の
居
所
で
あ
る
元
興
寺
に
も
た
ら
し
た
可
能
性
が
高
い
。

例
え
ば
、
天
平
十
二
年
（
七
四
〇
）
よ
り
金
鐘
寺
で
は
じ
め
ら
れ
た
『
華
厳
経
』
講
説
の
第
三
回
目
講
師
と
し
て
元
興
寺
の
厳
智
が

招
請
さ
れ
た
こ
と
や(

4
0
)

、
天
平
勝
宝
四
年
（
七
五
二
）
、
元
興
寺
の
隆
尊
が
勅
命
に
よ
っ
て
大
仏
開
眼
会
の
『
華
厳
経
』
講
師
を
つ

と
め
た
こ
と
は(

4
1
)

、
元
興
寺
に
華
厳
教
学
の
伝
統
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
華
厳
教
学
と
い
う
、
日
本
に
と
っ
て
新
し
い
教

学
の
将
来
が
、
養
老
三
年
の
国
家
に
よ
る
神
叡
の
顕
彰
に
つ
な
が
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。 

ま
た
、
日
本
華
厳
宗
に
お
い
て
初
祖
と
さ
れ
る
大
安
寺
の
審
詳
も
新
羅
と
の
関
わ
り
が
深
い
。
審
詳
は
「
新
羅
学
生
」(

4
2
)

と
、
新

羅
に
留
学
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
審
詳
の
蔵
書
に
は
、
法
蔵
の
著
作
と
並
ん
で
元
暁
の
著
作
が
多
く
列
挙
さ
れ
て
い
る(

4
3
)

。
ま
た
、
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東
大
寺
建
立
や
大
仏
造
立
を
支
え
た
華
厳
教
学
は
、
法
蔵
の
華
厳
教
学
と
新
羅
の
元
暁
教
学
が
融
合
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る

よ
う
に(

4
4
)

、
日
本
の
華
厳
宗
は
、
新
羅
の
華
厳
教
学
の
影
響
を
か
な
り
受
け
て
い
る
。 

七
世
紀
半
ば
以
降
、
日
本
か
ら
多
く
の
僧
が
新
羅
に
留
学
し
て
い
て
、
新
羅
仏
教
の
影
響
が
強
か
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
。
統
一
新
羅
時
代
、
新
羅
は
中
国
と
の
交
流
が
活
発
で
、
百
八
十
回
に
も
お
よ
ぶ
遣
唐
使
を
派
遣
し
て
い
た(

4
5
)

。
そ
の
数
は
日
本

の
比
で
は
な
い
。
多
く
の
新
羅
僧
が
中
国
に
入
り
、
そ
の
最
新
の
仏
教
を
朝
鮮
半
島
に
も
た
ら
し
て
き
た
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
新
羅

僧
が
中
国
で
活
躍
し
た
り
、
新
羅
僧
の
著
作
が
中
国
に
も
た
ら
さ
れ
る
な
ど
、
新
羅
仏
教
が
中
国
仏
教
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
が
近

年
の
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る(

4
6
)

。
そ
の
新
羅
に
留
学
生
を
派
遣
す
る
日
本
は
、
新
羅
を
介
し
て
中
国
の
最
新
の
仏
教
を
入
手
し
て

き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
距
離
的
な
要
因
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
仏
教
信
仰
の
公
認
に
あ
た
っ
て
殉
教
者
を
出
す
な
ど
、
在
来
信
仰

と
の
摩
擦(

4
7
)

と
い
う
点
で
新
羅
仏
教
と
日
本
仏
教
は
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
新
羅
に
学
ぶ
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
こ
と
も
そ
の
背

景
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
新
羅
と
日
本
と
の
関
係
の
な
か
で
、
神
叡
も
新
羅
に
赴
い
た
。
神
叡
が
訪
れ
た
頃
の
新
羅
は
、

学
解
仏
教
の
隆
盛
の
時
期
で
あ
り
、
そ
の
状
況
を
目
の
当
た
り
に
し
た
神
叡
が
僧
綱
に
加
わ
っ
た
こ
と
で
、
不
比
等
に
よ
る
政
策
と

あ
い
ま
っ
て
、
僧
尼
の
学
業
（
宗
学
）
奨
励
が
志
向
さ
れ
た
と
筆
者
は
考
え
る
。
さ
ら
に
推
測
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
養
老
二
年
布

告
に
示
さ
れ
る
「
五
宗
」
と
い
う
教
学
系
統
の
把
握
に
も
ま
た
、
新
羅
仏
教
が
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

三 

養
老
二
年
布
告
の
背
景 

  

本
節
で
は
、
養
老
二
年
布
告
の
具
体
的
な
背
景
を
確
認
し
、「
宗
」
が
ど
の
よ
う
な
意
図
の
も
と
に
形
成
さ
れ
た
の
か
を
考
え
て
み

た
い
。
井
上
氏
が
言
及
し
た
よ
う
に
、
そ
の
背
景
に
行
基
の
活
動
は
無
視
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
養
老
元
年
（
七
一
七
）
に
行
基

は
名
指
し
で
国
家
か
ら
弾
圧
を
受
け
て
お
り
、
そ
の
翌
年
に
僧
尼
令
の
遵
守
を
盛
り
込
ん
だ
養
老
二
年
布
告
が
出
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
行
基
の
弾
圧
記
事
と
養
老
二
年
布
告
を
比
較
検
討
す
る
た
め
に
、
両
方
を
以
下
に
掲
げ
る
。 
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①
行
基
の
弾
圧
：
『
続
日
本
紀
』
養
老
元
年
（
七
一
七
）
四
月
壬
辰
（
二
十
三
日
）
条 

 

詔
曰
。
置
レ

職
任
レ

能
。
所
三

以
教
二

導
愚
民
一

。
設
レ

法
立
制
。
由
三

其
禁
二

断
姦
非
一

。
頃
者
。
百
姓
乖
二

違
法
律
一

。
恣
任
二

其
情
一

。

剪
レ

髪
髠
レ

鬢
。
輙
着
二

道
服
一

。
貌
似
二

桑
門
一

。
情
挾
二

姦
盜
一

。
詐
僞
所
二

以
生
一

。
姦
冗
自
レ

斯
起
。
一
也
。
凡
僧
尼
。
寂
二

居
寺
家
一

。
受
レ

教
伝
レ

道
。
准
レ

令
云
。
其
有
二

乞
食
一

者
。
三
綱
連
署
。
午
前
捧
レ

鉢
告
乞
。
不
レ

得
三

因
レ

此
更
乞
二

余
物
一

。
方

今
小
僧
行
基
。
并
弟
子
等
。
零
二

畳
街
衢
一

。
妄
説
二

罪
福
一

。
合
二

構
朋
党
一

。
焚
二

剥
指
臂
一

。
歴
門
仮
説
。
強
乞
二

余
物
一

。
詐

称
二

聖
道
一

。
妖
二

惑
百
姓
一

。
道
俗
擾
乱
。
四
民
棄
レ

業
。
進
違
二

釈
教
一

。
退
犯
二

法
令
一

。
二
也
。
僧
尼
依
二

仏
道
一

。
持
二

神
咒
一

以
救
二

溺
徒
一

。
施
二

湯
薬
一

而
療
二

痼
病
一

。
於
レ

令
聴
レ

之
。
方
今
僧
尼
輙
向
二

病
人
之
家
一

。
詐
祷
二

幻
恠
之
情
一

。
戻
執
二

巫
術
一

。

逆
占
二

吉
凶
一

。
恐
二

脅
耄
穉
一

。
稍
致
レ

有
レ

求
。
道
俗
無
レ

別
。
終
生
二

姦
乱
一

。
三
也
。
如
有
二

重
病
一

応
レ

救
。
請
二

浄
行
者
一

。

経
二

告
僧
綱
一

。
三
綱
連
署
。
期
日
令
レ

赴
。
不
レ

得
二

因
レ

茲
逗
留
延
一
レ

日
。
実
由
二

主
司
不
一
レ

加
二

厳
断
一

。
致
レ

有
二

此
弊
一

。
自
レ

今
以
後
。
不
レ

得
二

更
然
一

。
布
二

告
村
里
一

。
勤
加
二

禁
止
一

。 

 

②
養
老
二
年
布
告
（
一
部
）
：
『
続
日
本
紀
』
養
老
二
年
（
七
一
八
）
十
月
庚
午
（
十
日
）
条 

凡
諸
僧
徒
。
勿
レ

使
二

浮
遊
一

。
或
講
二

論
衆
理
一

。
学
二

習
諸
義
一

。
或
唱
二

誦
経
文
一

。
修
二

道
禅
行
一

。
各
令
下

分
レ

業
。
皆
得
二

其
道
一

。
其
崇
二

表
智
徳
一

。
顕
紀
中

行
能
上

。
所
下

以
燕
石
楚
璞
各
分
二

明
輝
一

。
虞
韶
鄭
音
不
上
レ

雑
二

声
曲
一

。
将
須
下

象
徳
定
水

瀾
波
澄
二

於
法
襟
一

。
龍
智
慧
燭
芳
照
聞
中

於
朝
聴
上

。
加
以
。
法
師
非
レ

法
還
墜
二

仏
教
一

。
是
金
口
之
所
二

深
誡
一

。
道
人
違
レ

道
。

輙
軽
二

皇
憲
一

。
亦
玉
条
之
所
二

重
禁
一

。
僧
綱
宜
下

迴
二

静
鑑
一

。
能
叶
中

清
議
上

。
其
居
非
二

精
舎
一

。
行
乖
二

練
行
一

。
任
レ

意
入
レ

山
。
輙
造
二

菴
窟
一

。
混
二

濁
山
河
之
清
一

。
雑
二

燻
煙
霧
之
彩
一

。
又
経
曰
。
日
乞
告
穢
二

雑
市
里
一

。
情
雖
レ

逐
二

於
和
光
一

。
形

無
レ

別
二

于
窮
乞
一

。
如
レ

斯
之
輩
慎
加
二

禁
喩
一

。 

 

二
つ
の
記
事
に
共
通
す
る
の
は
、
国
家
が
求
め
る
僧
尼
の
在
り
方
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
凡
僧
尼
。
寂
二

居
寺
家
一

。
受
レ

教
伝
レ
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道
。
」
（
①
）
と
か
、
「
凡
諸
僧
徒
。
勿
レ

使
二

浮
遊
一

。
或
講
二

論
衆
理
一

。
学
二

習
諸
義
一

。
或
唱
二

誦
経
文
一

。
修
二

道
禅
行
一

。
」
、
「
其

居
非
二

精
舎
一

。
行
乖
二

練
行
一

。
任
レ

意
入
レ

山
。
輙
造
二

菴
窟
一

。
混
二

濁
山
河
之
清
一

。
雑
二

燻
煙
霧
之
彩
一

。
」（
②
）
な
ど
、
僧
尼
は

「
浮
遊
」
せ
ず
、
寺
院
に
「
寂
居
」
し
て
仏
道
を
修
す
べ
き
と
い
う
の
で
あ
る
。 

養
老
二
年
布
告
は
、
そ
の
ほ
ぼ
半
分
を
割
い
て
僧
尼
令
の
遵
守
を
指
示
し
て
お
り
、
そ
の
前
年
に
は
、
行
基
を
名
指
し
し
て
僧
尼

令
違
犯
を
戒
め
る
詔
が
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
内
容
は
、
ど
ち
ら
も
僧
尼
の
寺
院
寂
居
を
定
め
る
僧
尼
令
第
五
条
の
規
定

を
確
認
す
る
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
二
年
続
け
て
僧
尼
令
の
遵
守
が
指
示
さ
れ
て
い
る
―
無
論
、
詔
と
布
告
と
い

う
形
式
上
の
違
い
は
あ
る
が
、
―
と
い
う
こ
と
は
、
養
老
二
年
布
告
が
、
行
基
の
よ
う
な
僧
尼
令
に
違
犯
す
る
僧
尼
の
活
動
を
背
景

に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
僧
尼
の
違
法
行
為
を
許
さ
な
い
と
す
る
国
家
の
強
い
姿
勢
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。 

行
基
に
対
す
る
国
家
の
指
弾
は
、
藤
原
不
比
等
の
意
向
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
い
わ
れ
る(

4
8
)

。
当
時
の
議
政
官
は
、
右
大
臣

の
藤
原
不
比
等
を
筆
頭
に
、
大
納
言
の
長
屋
王
・
阿
倍
宿
麻
呂
、
中
納
言
の
多
治
比
池
守
・
巨
勢
祖
父
・
大
伴
旅
人
、
参
議
の
藤
原

房
前
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
（
左
大
臣
は
空
位
）(

4
9
)

。
藤
原
不
比
等
と
い
え
ば
、
大
宝
律
令
と
養
老
律
令
の
編
纂
者
と
し
て
知

ら
れ
る
。
大
宝
二
年
（
七
〇
二
）
に
大
宝
律
令
が
施
行
さ
れ
る
が
、
こ
れ
以
降
も
日
本
の
実
情
に
合
う
よ
う
に
律
令
の
編
纂
作
業
が

不
比
等
を
中
心
に
続
け
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
不
比
等
は
、
律
令
に
基
づ
い
た
国
家
の
構
築
に
つ
と
め
た
人
物
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

故
に
、
不
比
等
に
と
っ
て
律
令
を
遵
守
さ
せ
る
こ
と
が
極
め
て
重
要
な
課
題
と
な
り
、
こ
う
し
た
立
場
か
ら
不
比
等
の
政
治
は
、「
百

官
の
粛
正
と
風
儀
矯
正
」(

5
0
)

を
一
つ
の
方
針
と
し
て
行
わ
れ
た
。
そ
の
方
針
は
、
養
老
元
年
（
七
一
七
）
五
月
に
出
さ
れ
た
次
の
詔

に
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。 

詔
曰
。
率
土
百
姓
。
浮
二

浪
四
方
一

。
規
二

避
課
役
一

。
遂
仕
二

王
臣
一

。
或
望
二

資
人
一

。
或
求
二

得
度
一

。
王
臣
不
レ

経
二

本
属
一

。

私
自
駈
使
。
嘱
二

請
国
郡
一

。
遂
成
二

其
志
一

。
因
レ

茲
。
流
二

宕
天
下
一

。
不
レ

帰
二

郷
里
一

。
若
有
二

斯
輩
一

。
輙
私
容
止
者
。
揆
レ

状
科
レ

罪
。
並
如
二

律
令
一

。
又
依
レ

令
。
僧
尼
取
下

年
十
六
已
下
不
レ

輸
二

庸
調
一

者
上

。
聴
レ

為
二

童
子
一

。
而
非
レ

経
二

国
郡
一

。
不
レ

得
二

輙
取
一

。
又
少
丁
已
上
。
不
レ

須
レ

聴
レ

之
。(

5
1
) 
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こ
こ
で
は
、
王
臣
以
下
一
般
庶
民
に
至
る
ま
で
違
法
を
禁
じ
て
律
令
の
規
定
に
従
う
こ
と
を
命
じ
、
僧
尼
に
対
し
て
も
僧
尼
令
を
守

る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
正
月
に
初
め
て
僧
尼
公
験
を
授
け
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も(

5
2
)

、
僧
尼
令
が
禁

じ
る
私
度
の
取
り
締
ま
り
を
徹
底
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
同
年
八
月
に
は
「
詔
。
治
部
省
奏
。
授
二

公
験
一

僧

尼
多
有
二

濫
吹
一

。
唯
成
二

学
業
一

者
一
十
五
人
。
宜
レ

授
二

公
験
一

。
自
余
停
レ

之
。
」(

5
3
)

と
、
学
業
が
充
分
で
な
い
僧
尼
に
対
す
る
公

験
の
授
与
を
停
止
・
回
収
す
る
詔
が
出
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
法
令
遵
守
を
求
め
る
不
比
等
政
治
の
特
質
を
よ
く
あ
ら
わ
し

て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
う
し
た
不
比
等
に
と
っ
て
、
行
基
ら
の
活
動
は
放
置
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
養
老
元
年

（
七
一
七
）
に
行
基
を
名
指
し
し
た
上
で
弾
圧
、
同
六
年
（
七
二
二
）(

5
4
)

に
も
、 

又
奏
言
。
垂
レ

化
設
レ

教
。
資
二

章
程
一

以
方
通
。
導
レ

俗
訓
レ

人
。
違
二

彝
典
一

而
即
妨
。
近
在
京
僧
尼
。
以
二

浅
識
軽
智
一

。
巧
二

説
罪
福
之
因
果
一

。
不
レ

練
二

戒
律
一

。
詐
二

誘
都
裏
之
衆
庶
一

。
内
黷
二

聖
教
一

。
外
虧
二

皇
猷
一

。
遂
令
二

人
之
妻
子
剃
髮
刻
膚
一

。

動
称
二

仏
法
一

。
輙
離
二

室
家
一

。
無
レ

懲
二

綱
紀
一

。
不
レ

顧
二

親
夫
一

。
或
負
レ

経
捧
レ

鉢
。
乞
二

食
於
街
衢
之
間
一

。
或
偽
誦
二

邪
説
一

。

寄
二

落
於
村
邑
之
中
一

。
聚
宿
為
レ

常
。
妖
訛
成
レ

群
。
初
似
二

修
道
一

。
終
挟
二

姦
乱
一

。
永
言
二

其
弊
一

。
特
須
二

禁
断
一

。
奏
可
之
。 

と
、
行
基
集
団
に
対
す
る
二
度
目
の
弾
圧
を
行
っ
た
。
僧
尼
令
に
違
犯
す
る
行
基
に
対
し
て
徹
底
的
に
こ
れ
を
指
弾
し
、
他
の
僧
尼

に
対
し
て
も
僧
尼
令
の
遵
守
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
僧
尼
令
だ
け
で
な
く
、
仏
教
の
教
理
に
も
違
犯
し
て
い
る
（
「
進
違
二

釈
教
一

。
退
犯
二

法
令
一

」
）
、
浅
い
知
識
と
軽
薄
な
智
恵
（
「
浅
識
軽
智
」
）
、
仏
の
教
え
を
汚
し
天
皇
の
治
世
の
道
を
毀
し
て
い
る
（
「
内

黷
二

聖
教
一

。
外
虧
二

皇
猷
一

」
）
と
認
識
す
る
行
基
ら
の
活
動
に
対
し
て
、
法
律
違
犯
を
糾
弾
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
仏
教
の
教

学
に
も
違
犯
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
国
家
は
「
五
宗
」
で
あ
る
と
か
、「
宗
師
」
で
あ
る
と
か
、「
高

徳
」
の
顕
彰
と
い
っ
た
対
策
を
講
じ
た
の
で
あ
る
。
国
家
が
公
認
す
る
教
学
と
し
て
「
五
宗
」
を
設
定
し
、
そ
の
師
た
る
べ
き
「
宗

師
」
を
そ
れ
ぞ
れ
に
選
出
さ
せ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、「
宗
師
」
の
説
く
こ
と
こ
そ
が
仏
教
を
正
し
く
理
解
し
た
教
学
で
あ
り
、
そ
こ

か
ら
逸
脱
す
る
異
説
に
対
し
て
「
違
二

釈
教
一

」
と
明
確
に
批
判
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
つ
ま
り
、
「
宗
師
」
の
選
出
は
、
異
説

の
排
除
を
ね
ら
っ
た
政
策
と
い
え
る
。
そ
し
て
、「
高
徳
」
を
顕
彰
す
る
こ
と
に
よ
り
、
僧
尼
の
あ
る
べ
き
姿
を
提
示
し
、
そ
れ
を
僧
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尼
の
理
想
像
に
据
え
、
他
の
僧
尼
の
模
範
と
し
た
の
で
あ
る
。 

 
以
上
の
よ
う
に
、
養
老
二
年
布
告
の
背
景
に
は
、
行
基
を
は
じ
め
、
法
令
に
違
犯
す
る
僧
尼
の
存
在
が
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
き

た
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
こ
の
布
告
が
僧
尼
令
違
犯
の
僧
尼
を
糾
弾
し
、
「
僧
尼
令
的
秩
序
」(

5
5
)

を
維
持
し
よ
う
と
す
る
国
家
の
政
策

で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
こ
と
に
な
る
。
よ
っ
て
、
養
老
二
年
布
告
は
、
学
業
奨
励
策
と
い
う
よ
り
も
―
無
論
、
第
一
節
で
確
認

し
た
よ
う
に
、
学
業
の
奨
励
と
い
う
側
面
が
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
が
―
、
全
体
と
し
て
僧
尼
統
制
の
た
め
の
政
策
と
い
っ
て
良
い
。

す
な
わ
ち
、
行
基
の
活
動
を
「
進
違
二

釈
教
一

。
退
犯
二

法
令
一

。
」
と
認
識
す
る
国
家
が
教
学
的
対
応
に
迫
ら
れ
た
結
果
、
養
老
二
年

布
告
が
出
さ
れ
、「
五
宗
」
の
形
成
と
「
宗
師
」
の
選
出
、「
高
徳
」
の
顕
彰
と
い
う
仏
教
政
策
を
僧
綱
に
指
示
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
日
本
古
代
に
お
い
て
「
宗
」
と
は
、
こ
う
し
た
国
家
に
よ
る
僧
尼
の
統
制
の
な
か
で
生
ま
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

四 

「
宗
」
の
機
能 

 
 

国
家
に
よ
る
僧
尼
統
制
の
な
か
で
初
め
て
あ
ら
わ
れ
た
「
宗
」
は
、
養
老
二
年
に
は
「
五
宗
」
と
表
現
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
「
宗
」

に
関
す
る
記
事
は
し
ば
ら
く
み
え
ず
、「
宗
」
が
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
の
か
は
不
明
な
と
こ
ろ
が
多
い
。
た
だ
し
、
先
に
述
べ

た
よ
う
に
、
天
平
年
間
（
七
二
九
～
七
四
九
）
に
は
元
興
寺
・
大
安
寺
・
法
隆
寺
、
及
び
興
福
寺
に
、「
宗
」
の
先
行
組
織
で
あ
る
「
衆
」

が
確
認
で
き
る
。
天
平
期
に
な
っ
て
も
依
然
と
し
て
国
家
の
容
認
の
も
と
、
各
寺
の
「
衆
」
が
存
続
さ
れ
、「
宗
」
と
「
衆
」
が
混
在

し
て
い
る
と
い
う
状
況
は
、「
衆
」
か
ら
「
宗
」
へ
の
移
行
が
容
易
に
は
進
ま
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
が
天
平
勝
宝
年

間
に
は
一
応
の
落
着
を
み
て
、
特
定
の
宗
が
あ
て
ら
れ
、
再
び
文
献
に
「
宗
」
が
あ
ら
わ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
南
都
六
宗
の
成
立
で
あ

る(
5
6
)

。 

天
平
勝
宝
年
間
に
な
る
と
、
『
正
倉
院
文
書
』
に
は
、
「
宗
」
に
関
す
る
記
事
が
頻
出
す
る
。
記
事
の
ほ
と
ん
ど
は
、
写
経
の
た
め

の
各
宗
に
よ
る
経
典
類
の
請
求
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
で
次
に
掲
げ
る
史
料
は
、
管
見
の
限
り
、
文
献
上
初
め
て
六
宗
が
一
挙
に
記
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さ
れ
た
史
料
で
あ
る
。 

法
性
宗 

大
学
頭
承
教
師 

小
学
頭
仙
寂
師 

 

維
那

師
（
マ
マ
）

寂
雲 

玄
愷
師 

三
論
宗 

大
学
頭
諦
證
師 

小
学
頭
洞
真
師 

 
 

 
 

 
 
 

維
那
徳
懿
師 

律 

宗 

大
学
頭
安
寬 

 

小
学
頭
法
正
師 

 
 

 
 

 
 

維
那
仙
主
師 

俱
舎
宗 

大
学
頭
善
報
師 

小
学
頭
朗
賢
ヽ 

 
 

 
 

 
 

維
那
勝
貴
師 

成
実
宗 

大
学
頭
光
暁 

 
小
学
頭
憬
忠
師 

 
 

 
 

 
 

維
那
賢
融
師 

右

□
（
五
ヵ
）

宗
学
頭
師
等
、
各
承 

僧
都
宣
既
畢
、
審
察
此
旨
、
則
差
使
人
、
令於

請学
頭

諸
師
等
所

章
䟽
等
本
耳
、
然
花
厳
宗
可
写
書
本
、
前
且

進
送
訖
、
今
亦
随
求
得
、
則
奉
送
耳
、
注
状
謹
啓
、 

「
仁
王
般
若
経
巻
上
」 

 
 

 

月
六
日
僧
智
憬
謹
状(

5
7
) 

こ
の
史
料
は
、
東
大
寺
の
智
憬
が
各
宗
の
宗
三
役
（
大
学
頭
・
小
学
頭
・
維
那
）
に
対
し
て
、
華
厳
宗
が
書
写
す
べ
き
経
典
類
を

送
る
よ
う
に
指
示
し
た
も
の
と
解
釈
で
き
る
。
年
月
を
欠
く
た
め
、
時
期
に
関
し
て
は
研
究
者
に
よ
っ
て
見
解
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
天
平
勝
宝
三
年
（
七
五
一
）
か
ら
五
年
（
七
五
三
）
頃
の
も
の
と
い
う
認
識
で
一
致
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
法
性
（
法

相
）
宗
・
三
論
宗
・
律
宗
・
俱
舎
宗
・
成
実
宗
・
華
厳
宗
と
い
っ
た
特
定
の
六
つ
の
宗
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
頃
に
い
わ
ゆ
る

南
都
六
宗
が
成
立
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
六
宗
が
成
立
す
る
事
情
に
つ
い
て
、
石
田
氏
は
、
天
平
勝
宝
四
年
（
七
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五
二
）
の
大
仏
開
眼
会
に
言
及
し
て
い
る
が
、
詳
細
に
は
論
じ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
近
年
、
六
宗
成
立
の
直
接
的
な
契
機
と
し
て

注
目
さ
れ
て
い
る
の
が
、
天
平
感
宝
元
年
（
七
四
九
）
閏
五
月
に
出
さ
れ
た
次
の
詔
で
あ
る
。 

癸
丑
。 

詔
捨
二

大
安
。
薬
師
。
元
興
。
興
福
。
東
大
五
寺
。
各
絁
五
百
疋
。
綿
一
千
屯
。
布
一
千
端
。
稲
一
十
万
束
。
墾
田

地
一
百
町
。
法
隆
寺
絁
四
百
疋
。
綿
一
千
屯
。
布
八
百
端
。
稲
一
十
万
束
。
墾
田
地
一
百
町
。
弘
福
。
四
天
王
二
寺
。
各
絁
三

百
疋
。
綿
一
千
屯
。
布
六
百
端
。
稲
一
十
万
束
。
墾
田
地
一
百
町
。
崇
福
。
香
山
薬
師
。
建
興
。
法
花
四
寺
。
各
絁
二
百
疋
。

布
四
百
端
。
綿
一
千
屯
。
稲
一
十
万
束
。
墾
田
地
一
百
町
一

。
因
発
二

御
願
一

曰
。
以
二

花
厳
経
一

為
レ

本
。
一
切
大
乗
小
乗
。
経

律
論
抄
䟽
章
等
。
必
為
転
読
講
説
。
悉
令
二

尽
竟
一

。
遠
限
二

日
月
一

。
窮
二

未
来
際
一

。
今
故
以
二

茲
資
物
一

。
敬
捨
二

諸
寺
一

。
所
レ

冀 

太
上
天
皇
沙
弥
勝
満
。
諸
仏
擁
護
。
法
薬
薫
質
。
万
病
消
除
。
寿
命
延
長
。
一
切
所
願
。
皆
使
二

満
足
一

。
令
二
レ

法
久
住
一

。

抜
二

済
群
生
一

。
天
下
太
平
。
兆
民
快
楽
。
法
界
有
情
共
成
二

仏
道
一

。(
5
8
) 

聖
武
天
皇
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
こ
の
「
花
厳
経
為
本
」
の
詔
は
、『
華
厳
経
』
を
根
本
と
し
て
、
一
切
の
大
乗
・
小
乗
の
経
・
律
・

論
・
抄
・
䟽
・
章
な
ど
を
転
読
・
講
説
し
て
す
べ
て
完
了
さ
せ
る
こ
と
を
命
じ
、
そ
の
た
め
に
大
安
寺
以
下
の
諸
寺
に
財
物
を
施
入

す
る
と
い
う
。
こ
の
詔
に
注
目
し
、
六
宗
成
立
と
の
関
わ
り
に
初
め
て
言
及
し
た
の
は
鬼
頭
清
明
氏
で
あ
っ
た
。
鬼
頭
氏
は
、「
花
厳

経
為
本
」
の
詔
と
、『
正
倉
院
文
書
』
に
確
認
で
き
る
各
宗
の
「
布
施
勘
定
帳
」
と
が
密
接
に
関
わ
る
こ
と
、
こ
の
詔
が
華
厳
宗
の
優

位
を
認
め
た
勅
旨
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た(

5
9
)

。
こ
れ
を
受
け
た
黒
田
洋
子
氏
が
「
布
施
勘
定
帳
」
の
書
誌
学
的
調
査
を
行
い
、
さ

ら
に
両
氏
の
見
解
を
継
承
し
た
山
下
有
美
氏(

6
0
)

や
鷺
森
浩
幸
氏(

6
1
)

、
中
林
隆
之
氏(

6
2
)

に
よ
っ
て
六
宗
の
成
立
に
関
す
る
論
考
が
発

表
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
山
下
氏
は
、
鬼
頭
氏
の
見
解
を
大
き
く
前
進
さ
せ
、『
正
倉
院
文
書
』
を
精
査
し
て
六
宗
が
一
切
経
転
読
・

講
説
の
た
め
の
組
織
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
証
し
、
奈
良
時
代
の
仏
教
の
特
徴
を
「
一
切
経
主
義
」
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
し
た
。
ま

た
、
天
平
勝
宝
年
間
に
東
大
寺
に
て
六
宗
が
成
立
す
る
こ
と
の
背
景
に
、
石
田
氏
と
同
じ
く
大
仏
開
眼
会
を
想
定
し
、
こ
れ
に
間
に

合
わ
せ
る
形
で
、
か
な
り
急
い
で
六
宗
が
整
備
さ
れ
た
と
す
る
。 

 
 

 

こ
れ
ら
の
見
解
は
、『
正
倉
院
文
書
』
を
中
心
と
し
た
精
緻
な
考
証
に
基
づ
い
て
お
り
、
筆
者
も
今
の
と
こ
ろ
首
肯
せ
ざ
る
を
得
な
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い
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
日
本
古
代
に
お
け
る
「
宗
」
の
形
成
を
考
え
る
上
で
大
変
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
六
宗
成
立

の
直
接
的
な
背
景
に
「
花
厳
経
為
本
」
の
詔
を
想
定
し
た
場
合
、
養
老
二
年
布
告
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
「
五
宗
」
と
六
宗
と
で
は
、

そ
の
成
立
の
契
機
・
背
景
が
全
く
別
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、「
五
宗
」
と
い

う
国
家
公
認
の
教
学
の
形
成
に
は
、
僧
尼
令
に
違
犯
す
る
僧
尼
の
活
動
と
い
う
背
景
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
措
置
の
一
環
、
国
家

に
よ
る
教
学
規
制
の
な
か
で
設
置
さ
れ
た
の
が
「
五
宗
」
で
あ
っ
た
。
一
方
、
近
年
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
六
宗
成
立
の
背
景

と
な
っ
た
の
は
、
聖
武
天
皇
の
華
厳
経
信
仰
に
基
づ
く
「
花
厳
経
為
本
」
の
詔
で
あ
る
。
こ
の
詔
で
は
『
華
厳
経
』
を
根
本
と
し
て

一
切
経
を
転
読
・
講
説
す
る
こ
と
、
そ
れ
に
よ
る
功
徳
が
説
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
機
に
設
置
さ
れ
た
六
宗
と
「
五
宗
」
と
で
は
、

そ
の
成
立
の
背
景
が
全
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
う
し
た
相
違
点
、「
五
宗
」
と
六
宗
の
連
続
性
と
非
連
続
性
に

留
意
し
て
日
本
古
代
に
お
け
る
「
宗
」
の
形
成
を
改
め
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。 

さ
て
、
そ
の
後
の
六
宗
の
展
開
を
確
認
し
て
お
く
と
、 

（
前
略
）
・
・
・
望
請
。
制
二

四
位
十
三
階
一

。
以
抜
二

三
学
六
宗
一

。
就
二

其
十
三
階
中
一

。
三
色
師
位
并
大
法
師
位
。
准
二 

勅

授
位
記
式
一

。
自
外
之
階
。
准
二

奏
授
位
記
式
一

。
然
則
戒
定
恵
行
非
二

独
昔
時
一

。
経
論
律
旨
方
盛
二

当
今
一

。
庶
亦
永
息
二

濫
位

之
譏
一

。
以
興
二

敦
善
之
隆
一

。
・
・
・
（
後
略
）(

6
3
) 

と
あ
る
よ
う
に
、
天
平
宝
字
四
年
（
七
六
〇
）
、
僧
綱
（
大
僧
都
良
弁
・
少
僧
都
慈
訓
・
律
師
法
進
）
が
三
学
と
六
宗
に
抜
き
ん
出
た

者
に
僧
位
を
与
え
る
こ
と
を
上
奏
し
て
い
る
。
六
宗
は
、
僧
位
と
い
う
官
僧
の
序
列
化
に
お
い
て
も
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
の
で
あ

る
。 や

が
て
そ
れ
は
、
僧
尼
の
得
度
に
も
深
く
関
与
す
る
よ
う
に
な
る
。
延
暦
二
十
五
年
（
八
〇
六
）
、
い
わ
ゆ
る
宗
年
分
度
者
制(

6
4
)

の
成
立
で
あ
る
。
宗
年
分
度
制
に
つ
い
て
は
第
三
章
で
詳
論
す
る
が
、
こ
の
年
分
度
者
制
は
、「
華
厳
業
二
人 

並
令
レ

読
二

五
教
指
帰

綱
目
一

」
、「
天
台
業
二
人 

一
人
令
レ

読
二

大
毗
盧
舎
那
経
一 

一
人
令
レ

読
二

摩
訶
止
観
一

」
、「
律
業
二
人 

並
令
レ

読
二

梵
網
経
若
瑜
伽

声
聞
地
一

」
、「
三
論
業
三
人 

二
人
令
レ

読
二

三
論
一 

一
人
令
レ

読
二

成
実
論
一

」
、「
法
相
業
三
人 

二
人
令
レ

読
二

唯
識
論
一 

一
人
令
レ
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読
二

俱
舎
論
一

」
と
、
宗
学
を
年
分
度
者
の
条
件
と
す
る
こ
と
を
明
確
に
規
定
し
た
と
い
う
点
で
画
期
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
契
機
と
な

っ
た
の
は
、
次
に
引
用
す
る
最
澄
の
上
表
で
あ
っ
た
。 

定
二

年
分
度
者
之
数
一

。
法
二

六
波
羅
蜜
一

。
分
二

授
業
諸
宗
之
員
一

。
則
二

両
曜
之
明
一

。
宗
別
度
二

二
人
一

。
華
厳
宗
二
人
。
天
台

法
華
宗
二
人
。
律
宗
二
人
。
三
論
宗
三
人
。
加
二

小
乗
成
実
宗
一

。
法
相
宗
三
人
。
加
二

小
乗
俱
舎
宗
一

。(
6
5
)
 

宗
年
分
度
者
制
は
、
こ
れ
を
受
け
て
成
立
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
注
意
し
た
い
の
は
、
最
澄
の
上
表
で
は
、「
華
厳
宗
二
人
、
天
台
法

華
宗
二
人
・
・
・
」
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
宗
年
分
度
者
制
で
は
「
宗
」
が
「
業
」
に
改
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
関

し
て
、
雑
令
第
三
十
八
条
（
造
僧
尼
籍
条
）「
凡
僧
尼
。
京
国
官
司
。
毎
二

六
年
一

造
二

籍
三
通
一

。
各
顕
二

出
家
年
月
。
夏
﨟
及
徳
業
一

。

依
レ

式
印
之
。
・
・
・
（
後
略
）
」
の
「
徳
業
」
を
、
『
令
義
解
』
が
「
徳
者
。
得
也
。
猶
レ

云
二

得
業
一

。
仮
如
。
華
厳
三
論
之
類
。
」
と

解
釈
し
て
い
る
こ
と
が
参
考
に
な
る
。
つ
ま
り
、
国
家
は
、
華
厳
・
三
論
な
ど
の
宗
学
を
「
得
業
」
と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
得
業
は
、
一
般
的
に
僧
尼
学
階
（
僧
尼
の
学
識
を
あ
ら
わ
す
階
位
）
の
一
つ
で
あ
る
か
ら
、『
令
義
解
』
が
編
纂
さ
れ
た
九
世

紀
前
半
に
は
、「
宗
」
が
僧
尼
の
修
め
る
べ
き
学
識
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
宗
年
分
度
者
制
に
よ
っ
て
、

六
宗
と
い
う
宗
学
が
年
分
度
者
の
必
須
条
件
と
さ
れ
、
平
安
初
期
以
降
、
例
え
ば
、『
日
本
霊
異
記
』
中
巻
・
第
二
十
八
話
に
大
安
寺

の
「
六
宗
学
頭
僧
」
が
登
場
す
る
な
ど
、
六
宗
が
通
念
化
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。 

以
上
の
よ
う
に
、
養
老
二
年
布
告
に
み
え
た
「
五
宗
」
は
、
そ
の
約
三
十
年
後
の
天
平
勝
宝
年
間
に
六
宗
と
な
っ
て
特
定
の
宗
が

あ
て
ら
れ
、
国
家
公
認
の
教
学
と
し
て
広
く
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
成
立
の
背
景
は
全
く
異
な
る
が
、「
五
宗
」
で
あ
っ

て
も
、
六
宗
で
あ
っ
て
も
、「
宗
」
が
国
家
に
よ
っ
て
設
置
・
公
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
そ
れ

は
、
言
い
方
を
換
え
れ
ば
、
日
本
に
お
け
る
「
宗
」
は
、
国
家
に
よ
っ
て
設
置
・
公
認
さ
れ
る
こ
と
に
そ
の
特
徴
が
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。 

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
宗
」
は
、
「
悉
檀
」
の
訳
語
で
あ
り
、
四
世
紀
以
降
の
中
国
で
は
、
仏
教
の
主
義
・
学
説
と
い
う
意
味
で

使
用
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、「
宗
」
は
、
数
あ
る
経
典
の
な
か
で
何
が
釈
迦
の
教
え
の
真
意
で
あ
る
の
か
を
追
究
す
る
僧
尼
の
主
体
的
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な
思
索
の
結
果
、
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
国
家
の
主
導
で
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
中
国
で
は
、「
宗
」
の
使
用
例
が
散

見
す
る
よ
う
に
な
る
四
世
紀
以
降
、
僧
尼
に
よ
る
経
典
研
究
、
思
索
が
続
け
ら
れ
、
そ
れ
が
隋
唐
時
代
に
諸
宗
の
勃
興
と
い
う
形
で

開
花
す
る
。
中
国
に
お
い
て
は
僧
尼
の
主
体
的
な
学
び
の
な
か
で
時
間
を
か
け
て
徐
々
に
思
想
の
根
本
義
で
あ
る
「
宗
」
が
形
成
さ

れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 

そ
れ
に
対
し
、
僧
尼
の
主
体
的
な
学
び
を
許
さ
ず
、
国
家
が
そ
の
教
学
を
規
制
し
よ
う
と
す
る
政
策
の
な
か
で
出
現
し
て
く
る
の

が
、
日
本
の
仏
教
に
お
け
る
「
宗
」
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
井
上
氏
が
「
宗
」
を
「
上
か
ら
作
ら
れ
た
統
制
の
所
産
」

と
し
た
の
は
的
を
得
た
表
現
と
い
え
、
日
本
に
お
い
て
「
宗
」
は
、
国
家
公
認
の
教
学
を
表
す
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
く
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
中
国
で
お
こ
っ
た
諸
宗
を
輸
入
し
た
と
い
う
点
で
日
本
と
共
通
す
る
新
羅
で
も
、
管
見
の
限
り
、
み
ら
れ
な
い
。
な

ぜ
、
日
本
に
お
い
て
は
国
家
に
よ
っ
て
、
も
っ
と
い
え
ば
天
皇
に
よ
っ
て
「
宗
」
が
設
置
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
何
が
こ

う
し
た
「
宗
」
の
在
り
方
を
規
定
し
て
い
る
の
か
。 

そ
の
答
え
は
、
僧
尼
令
第
一
条
（
観
玄
象
条
）「
凡
僧
尼
上
観
二

玄
象
一

。
仮
説
二

災
祥
一

。
語
及
二

国
家
一

。
妖
二

惑
百
姓
一

。
并
習
二

読
兵
書
一

。
殺
レ

人
姦
盗
。
及
詐
称
レ

得
二

聖
道
一

。
並
依
二

法
律
一

。
付
二

官
司
一

科
レ

罪
。
」
に
示
さ
れ
た
国
家
の
仏
教
観
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
、
「
詐
称
レ

得
二

聖
道
一

。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
僧
尼
に
と
っ
て
「
聖
道
」
を
得
た
と
偽
る
こ
と
は
罪
で
あ
り
、
そ
れ
を
犯
し
た
場

合
の
罰
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
僧
尼
が
自
分
の
説
く
こ
と
を
正
し
い
と
主
張
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
「
聖
道
」
か
否
か
の
判
定
権
は
国
家
、
天
皇
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
宗
」
と
は
国
家
、
天
皇
が
認
め
た
教
学
に

他
な
ら
な
い
。
故
に
、
開
宗
に
は
天
皇
の
許
可
が
必
要
な
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
認
識
は
、
例
え
ば
、
法
然
集
団
弾
圧
の
際
に
、
顕

密
仏
教
が
「
新
宗
を
立
つ
る
失
」(6

6
)

を
掲
げ
、
そ
れ
を
弾
圧
の
根
拠
と
し
た
よ
う
に
、
僧
侶
側
に
も
共
有
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
え
る
。

と
す
れ
ば
、「
宗
」
と
は
、
国
家
、
天
皇
の
宗
教
的
権
威
を
維
持
す
る
た
め
の
装
置
と
し
て
機
能
し
た
と
も
い
い
得
る
の
で
は
な
い
か
。 
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お
わ
り
に 

  

以
上
、
本
章
で
は
、
日
本
に
お
け
る
「
宗
」
の
初
見
で
あ
る
養
老
二
年
布
告
に
注
目
し
、
そ
の
分
析
を
通
じ
て
日
本
古
代
に
お
い

て
「
宗
」
が
ど
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
で
形
成
さ
れ
、
い
か
な
る
機
能
を
果
た
し
た
の
か
を
検
討
し
て
き
た
。
最
後
に
本
章
で
明
ら

か
に
し
た
点
を
整
理
し
て
お
く
。 

（
一
）
日
本
古
代
に
お
け
る
「
宗
」
の
形
成
は
、
養
老
二
年
布
告
を
端
緒
と
す
る
国
家
の
仏
教
政
策
の
な
か
で
生
ま
れ
た
。
そ
れ
以

前
か
ら
元
興
寺
・
大
安
寺
・
法
隆
寺
に
は
隋
仏
教
の
影
響
で
自
発
的
に
形
成
さ
れ
た
「
衆
」
が
存
在
し
た
が
、
国
家
が
そ
の

統
制
を
は
か
る
た
め
、
新
た
に
「
宗
」
と
い
う
形
に
再
編
し
よ
う
と
し
た
。
た
だ
し
、
天
平
勝
宝
年
間
ま
で
は
「
衆
」
と
「
宗
」

の
混
在
が
み
ら
れ
る
。
故
に
、
養
老
二
年
布
告
に
み
え
る
「
五
宗
」
と
は
、
特
定
の
宗
を
指
す
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
教

学
上
の
五
つ
の
ま
と
ま
り
、
系
統
と
い
う
意
味
で
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。 

（
二
）
養
老
二
年
布
告
に
は
、
当
時
律
師
の
立
場
に
あ
っ
た
神
叡
の
関
与
が
疑
わ
れ
る
。
神
叡
は
新
羅
へ
の
留
学
経
験
が
あ
り
、
学

解
仏
教
の
隆
盛
と
い
う
新
羅
の
状
況
を
目
の
当
た
り
に
し
た
神
叡
が
、
そ
の
知
見
を
日
本
に
持
ち
帰
っ
た
。
ま
た
、
神
叡
の

居
し
た
元
興
寺
に
は
神
叡
の
帰
国
以
降
、
華
厳
教
学
の
伝
統
が
形
成
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。 

（
三
）
「
宗
」
形
成
の
具
体
的
な
背
景
と
し
て
、
「
僧
尼
令
的
秩
序
」
の
動
揺
が
あ
り
、
特
に
行
基
の
よ
う
な
僧
尼
令
に
違
犯
す
る
僧

尼
の
活
動
が
正
統
教
学
の
形
成
を
意
識
さ
せ
た
。
そ
の
た
め
に
、
国
家
公
認
の
教
学
と
し
て
「
宗
」
を
置
い
た
。
教
学
を
五

つ
の
系
統
（
「
五
宗
」
）
に
再
編
し
、
「
宗
師
」
を
選
出
さ
せ
て
異
説
を
排
除
し
、
「
高
徳
」
の
顕
彰
に
よ
っ
て
国
家
の
求
め
る

僧
尼
像
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
「
僧
尼
令
的
秩
序
」
の
維
持
を
は
か
ろ
う
と
し
た
。 

（
四
）
養
老
年
間
に
み
え
た
「
五
宗
」
は
、
天
平
勝
宝
年
間
に
は
特
定
の
宗
が
あ
て
ら
れ
て
い
わ
ゆ
る
南
都
六
宗
が
成
立
す
る
。
南

都
六
宗
の
成
立
は
、
近
年
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
花
厳
経
為
本
」
の
詔
を
そ
の
直
接
的
な
契
機
と
し
て
お
り
、
「
僧
尼

令
的
秩
序
」
の
維
持
と
い
う
政
策
の
な
か
で
形
成
さ
れ
る
「
五
宗
」
と
は
成
立
の
背
景
に
相
違
が
あ
る
。 
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以
上
が
本
章
の
拙
い
結
論
で
あ
る
。
論
じ
残
し
た
問
題
は
多
く
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
ど
れ
ほ
ど
新
し
い
論
点
を
加
え
ら
れ
た
か

は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
従
来
連
続
性
の
み
語
ら
れ
て
き
た
「
五
宗
」
と
六
宗
の
非
連
続
性
も
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
、
日
本
古
代

に
お
け
る
「
宗
」
の
形
成
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
問
題
提
起
と
し
、
今
後
も
引
き
続
き
検
討
を
加
え
た
い
。 

                           
(1

) 

石
田
茂
作
『
写
経
よ
り
見
た
る
奈
良
朝
仏
教
の
研
究
』
「
第
二
編 

写
経
よ
り
見
た
る
奈
良
朝
の
各
宗
」
東
洋
文
庫
、
一
九
三
〇
年
。 

(2
) 

井
上
光
貞
「
南
都
六
宗
の
成
立
」
（
同
氏
著
『
日
本
古
代
思
想
史
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
所
収
、
初
出
一
九
六
一
年
）
。
以
降
、
断

ら
な
い
限
り
、
井
上
氏
の
引
用
は
本
注
論
文
に
よ
る
。 

(3
) 

鬼
頭
清
明
「
南
都
六
宗
の
再
検
討
」
（
笹
山
晴
生
先
生
還
暦
記
念
会
編
『
日
本
律
令
制
論
集
』
上
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年
所
収
）
。 

(4
) 

山
下
有
美
「
東
大
寺
の
華
厳
衆
と
六
宗
―
古
代
寺
院
社
会
試
論
―
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
八
、
二
〇
〇
二
年
）
。 

(5
) 

鷺
森
浩
幸
「
大
修
多
羅
宗
の
性
格
と
そ
の
教
学
」
（
続
日
本
紀
研
究
会
編
『
続
日
本
紀
の
諸
相
』
塙
書
房
、
二
〇
〇
四
年
所
収
）
。 

(6
) 

中
林
隆
之
『
日
本
古
代
国
家
の
仏
教
編
成
』
「
第
四
章 

「
花
厳
経
為
本
」
の
一
切
経
法
会
体
制
」
塙
書
房
、
二
〇
〇
七
年
。 

(7
) 

『
続
日
本
記
』
養
老
二
年
（
七
一
八
）
十
月
庚
午
（
十
日
）
条
。 

(8
) 

『
続
日
本
紀
』
養
老
三
年
（
七
一
九
）
十
一
月
乙
卯
朔
（
一
日
）
条
。 

(9
) 

高
島
正
人
「
藤
原
不
比
等
の
内
政
策
の
特
質
」
（
『
立
正
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
』
一
、
一
九
八
五
年
）
。 

(1
0

) 

『
続
高
僧
伝
』
巻
十
九 

法
応
伝
〔
『
大
正
蔵
』
五
〇
‐
五
八
〇
a
〕
。 

(1
1

) 

『
歴
代
三
宝
紀
』
巻
十
二
〔
『
大
正
蔵
』
四
九
‐
一
〇
六
a
〕
、
及
び
『
続
高
僧
伝
』
巻
九
〔
『
大
正
蔵
』
五
〇
‐
五
〇
〇
b
〕
の
僧
粲
伝
に
は
、

僧
粲
を
「
二
十
五
衆
第
一
摩
訶
衍
匠
」
に
、
『
歴
代
三
宝
紀
』
巻
十
二
の
僧
琨
伝
〔
『
大
正
蔵
』
四
九
‐
一
〇
六
b
〕
に
は
、
僧
琨
を
「
二
十
五

衆
教
読
経
法
王
」
に
、
『
歴
代
三
宝
紀
』
巻
十
二
の
道
安
伝
〔
『
大
正
蔵
』
四
九
‐
一
〇
六
c
〕
に
は
、
慧
影
を
「
二
十
五
衆
主
」
に
補
任
し
た
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と
あ
り
、
「
二
十
五
衆
」
の
内
部
で
役
割
の
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。 

(1
2

) 
山
崎
宏
『
支
那
中
世
仏
教
の
展
開
』
清
水
書
店
、
一
九
四
二
年
、
三
〇
九
～
三
二
七
頁
。 

(1
3

) 

『
続
高
僧
伝
』
巻
十
二 

霊
幹
伝
〔
『
大
正
蔵
』
五
〇
‐
五
一
八
b
〕
。 

(1
4

) 

田
村
圓
澄
「
摂
論
宗
の
伝
来
」
（
同
氏
著
『
飛
鳥
白
鳳
仏
教
論
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
七
五
年
所
収
）
。 

(1
5

) 

『
類
聚
三
代
格
』
巻
二 

経
論
并
法
会
請
僧
事 

天
平
九
年
（
七
三
七
）
三
月
十
日
付
太
政
官
奏
。 

(1
6

) 

『
続
日
本
紀
』
天
平
十
八
年
（
七
四
六
）
六
月
己
亥
（
十
八
日
）
条
。 

(1
7

) 

『
大
正
蔵
』
一
六
‐
四
九
三
a
。 

(1
8

) 

川
田
熊
太
郎
『
仏
教
と
哲
学
』
平
楽
寺
書
店
、
一
九
五
七
年
、
五
七
頁
。 

(1
9

) 

真
野
正
順
『
仏
教
に
お
け
る
宗
観
念
の
成
立
』
理
想
社
、
一
九
六
四
年
、
二
三
五
頁
。 

(2
0

) 

も
っ
と
も
、
養
老
二
年
の
段
階
で
施
行
さ
れ
て
い
る
の
は
大
宝
令
で
あ
る
が
、
二
葉
憲
香
氏
に
よ
る
復
元
大
宝
令
か
ら
、
そ
の
内
容
が
養
老
僧
尼

令
と
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
二
葉
憲
香
『
古
代
仏
教
思
想
史
研
究
』
永
田
文
昌
堂
、
一
九
六
二
年
、
一
六
八
頁
）
。

よ
っ
て
、
こ
こ
で
は
『
令
義
解
』
の
本
文
を
掲
載
し
た
。 

(2
1

) 

『
続
日
本
紀
』
大
宝
三
年
（
七
〇
三
）
三
月
乙
酉
（
二
十
四
日
）
条
。 

(2
2

) 

『
続
日
本
紀
』
文
武
天
皇
三
年
（
六
九
九
）
十
一
月
己
卯
（
二
十
九
日
）
条
。 

(2
3

) 

『
続
日
本
紀
』
神
亀
四
年
（
七
二
七
）
十
二
月
丁
丑
（
十
日
）
条
。 

(2
4

) 

『
続
日
本
紀
』
神
亀
五
年
（
七
二
八
）
十
月
壬
午
（
二
十
日
）
条
。 

(2
5

) 

牧
伸
行
「
義
淵
と
僧
綱
」
（
『
仏
教
史
学
研
究
』
四
〇
‐
二
、
一
九
九
八
年
）
。 

(2
6

) 

『
日
本
書
紀
』
持
統
天
皇
六
年
（
六
九
二
）
閏
五
月
戊
戌
（
四
日
）
条
。 

(2
7

) 

『
日
本
書
紀
』
天
武
天
皇
十
四
年
（
六
八
五
）
五
月
辛
未
（
二
十
六
日
）
条
。 
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(2

8
) 

田
村
圓
澄
『
飛
鳥
・
白
鳳
仏
教
史
』
下
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
、
一
一
六
頁
。 

(2
9

) 
『
続
日
本
紀
』
養
老
元
年
（
七
一
七
）
七
月
庚
申
（
二
十
三
日
）
条
。 

(3
0

) 

『
続
日
本
紀
』
天
平
元
年
（
七
二
九
）
十
月
甲
子
（
七
日
）
条
。 

(3
1

) 

『
続
日
本
紀
』
天
平
二
年
（
七
三
〇
）
十
月
乙
酉
（
四
日
）
条
。 

(3
2

) 

『
懐
風
藻
』
に
は
、
弁
正
な
る
人
物
の
漢
詩
と
伝
記
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
『
懐
風
藻
』
の
弁
正
は
、
大
宝
年
中
に
入
唐
し
、

そ
の
ま
ま
と
ど
ま
っ
て
唐
で
死
去
し
た
と
い
う
。
『
日
本
書
紀
』
が
白
雉
四
年(

六
五
三)

に
入
唐
し
た
と
伝
え
る
弁
正
は
、
『
懐
風
藻
』
に
み
え
る

弁
正
と
も
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
『
僧
綱
補
任
』
で
は
、
大
宝
三
年
（
七
〇
三
）
か
ら
和
銅
三
年
（
七
一
〇
）
ま
で
の
僧
綱
に
弁
昭
な
る
人
物
を
確

認
で
き
る
。
白
雉
四
年
入
唐
の
弁
正
と
は
、
あ
る
い
は
こ
の
弁
昭
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
白
雉
四
年
に
入
唐
し
た
と
伝
わ
る

弁
正
と
弁
静
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
人
物
で
あ
る
。 

(3
3

) 

神
叡
が
い
つ
日
本
に
帰
国
し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
し
、
神
叡
と
共
に
新
羅
へ
赴
い
た
弁
通
が
持
統
天
皇
十
年
（
六
九
六
）
に
封
戸
を
下

賜
さ
れ
て
い
る
（
『
日
本
書
紀
』
持
統
天
皇
十
年
十
一
月
戊
申
（
十
日
）
条
）
か
ら
、
こ
の
年
ま
で
に
帰
国
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。 

(3
4

) 

『
延
暦
僧
録
』
を
参
照
し
て
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
『
元
亨
釈
書
』
や
『
本
朝
高
僧
伝
』
で
は
、
神
叡
を
「
唐
国
人
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

『
延
暦
僧
録
』
の
「
唐
学
生
」
を
誤
解
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。 

(3
5

) 

里
道
徳
雄
ほ
か
『
ア
ジ
ア
仏
教
史 

中
国
編
Ⅳ
東
ア
ジ
ア
諸
地
域
の
仏
教
』
佼
成
出
版
社
、
一
九
七
六
年
、
三
六
頁
。 

(3
6

) 

鎌
田
茂
雄
『
朝
鮮
仏
教
史
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
七
年
、
七
九
頁
。 

(3
7

) 

『
宋
高
僧
伝
』
巻
四
〔
『
大
正
蔵
』
五
〇
‐
七
三
〇
a
〕
。 

(3
8

) 

鎌
田
氏
前
掲
注
（
36
）
著
書
、
五
九
頁
。 

(3
9

) 

富
貴
原
章
信
『
日
本
唯
識
思
想
史
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
九
年
（
初
版
は
大
雅
堂
、
一
九
四
四
年
）
、
一
〇
七
～
一
三
五
頁
、
鎌
田
氏
前
掲
（
36
）

著
書
、
七
二
～
九
〇
頁
、
大
竹
晋
『
唯
識
説
を
中
心
と
し
た
初
期
華
厳
教
学
の
研
究
―
智
儼
・
義
湘
か
ら
法
蔵
へ
―
』
大
蔵
出
版
、
二
〇
〇
七
年
、
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一
〇
頁
な
ど
。
大
竹
氏
は
、
「
唯
識
説
と
華
厳
教
学
と
が
別
で
あ
る
よ
う
に
見
る
の
は
、
華
厳
宗
と
法
相
宗
と
を
対
置
す
る
後
代
の
日
本
仏
教
の
伝

統
に
基
づ
く
先
入
見
に
他
な
ら
な
い
」
と
指
摘
す
る
。 

(4
0

) 

『
東
大
寺
要
録
』
巻
五 

諸
宗
章
第
六 

華
厳
宗 

東
大
寺
華
厳
別
供
縁
起
〔
筒
井
英
俊
編
『
東
大
寺
要
録
』
全
国
書
房
、
一
九
四
四
年
、
一
五

六
～
一
五
七
頁
〕
に
は
、
『
華
厳
経
』
の
講
説
を
は
じ
め
る
に
あ
た
っ
て
、
良
弁
は
ま
ず
厳
智
に
講
師
を
依
頼
し
た
が
、
厳
智
は
大
安
寺
の
審
詳
の

方
が
ふ
さ
わ
し
い
と
審
詳
を
推
挙
し
た
と
い
う
。
つ
ま
り
、
大
安
寺
と
並
ん
で
元
興
寺
も
ま
た
華
厳
研
究
の
一
大
道
場
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。 

(4
1

) 

『
東
大
寺
要
録
』
巻
二 
供
養
章
第
三 

開
眼
供
養
会
〔
前
掲
注
（
40
）
、
四
六
頁
〕
。
隆
尊
が
平
素
よ
り
『
華
厳
経
』
の
研
鑽
に
つ
と
め
て
い

た
こ
と
は
、
『
延
暦
僧
録
』
第
二
の
隆
尊
伝
〔
『
日
本
高
僧
伝
要
文
抄
』
第
三
〕
が
伝
え
て
い
る
。 

(4
2

) 

前
掲
注
（
40
）
史
料
。 

(4
3

) 

堀
池
春
峰
「
華
厳
経
講
説
よ
り
み
た
良
弁
と
審
詳
」
（
同
氏
著
『
南
都
仏
教
史
の
研
究
』
上
、
法
蔵
館
、
一
九
八
〇
年
所
収
、
初
出
一
九
七
三
年
）
。 

(4
4

) 

吉
津
宜
英
「
全
一
の
イ
デ
ア
―
南
都
に
お
け
る
「
華
厳
宗
」
成
立
の
思
想
史
的
意
義
―
」
（
鎌
田
茂
雄
博
士
古
稀
記
念
会
編
『
華
厳
学
論
集
』
大

蔵
出
版
、
一
九
九
七
年
所
収
）
。 

(4
5

) 

統
一
新
羅
時
代
と
は
、
新
羅
が
唐
と
連
合
し
て
百
済
、
高
句
麗
を
滅
ぼ
し
、
さ
ら
に
唐
を
追
い
出
し
て
朝
鮮
半
島
の
統
一
を
達
成
し
た
六
六
八
年

か
ら
滅
亡
す
る
九
三
五
年
ま
で
を
い
う
（
佐
藤
厚
「
統
一
新
羅
時
代
の
仏
教
」
（
石
井
公
成
編
『
新
ア
ジ
ア
仏
教
史 

一
〇
朝
鮮
半
島
・
ベ
ト
ナ
ム 

漢
字
文
化
圏
へ
の
広
が
り
』
佼
成
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
所
収
）
。 

(4
6

) 

前
掲
注
（
45
）
論
文
な
ど
。 

(4
7

) 

周
知
の
よ
う
に
、
仏
教
信
仰
の
公
認
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
、
日
本
で
は
蘇
我
氏
と
物
部
氏
の
間
で
崇
仏
論
争
が
展
開
さ
れ
た
（
『
日
本
書
紀
』
欽

明
天
皇
十
三
年
（
五
五
二
）
十
月
条
な
ど
）
。
同
じ
よ
う
に
、
新
羅
で
も
仏
教
信
仰
と
在
来
信
仰
と
の
間
で
摩
擦
が
生
じ
、
崇
仏
論
争
が
お
こ
っ
て

い
る
。
法
興
王
（
在
位
五
一
四
‐
五
四
〇
）
は
、
す
で
に
高
句
麗
か
ら
伝
わ
っ
て
い
た
仏
教
を
信
仰
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
が
、
貴
族
た
ち
の
猛
反
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発
に
よ
っ
て
仏
教
公
認
が
妨
げ
ら
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
な
か
、
法
興
王
の
近
臣
で
あ
っ
た
異
次
頓
が
王
に
自
己
の
犠
牲
を
申
し
入
れ
、
仏
教
信
仰

の
重
要
性
を
主
張
し
て
斬
刑
に
処
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
際
、
は
ね
ら
れ
た
首
か
ら
白
乳
の
よ
う
な
液
体
が
噴
き
出
す
と
い
う
異
事
が
起
こ

り
、
こ
れ
を
み
た
貴
族
た
ち
は
仏
教
信
仰
に
反
対
し
な
く
な
っ
た
と
い
う
（
『
三
国
史
記
』
巻
四 

新
羅
本
紀
「
法
興
王
」
十
五
年
条
）
。 

(4
8

) 

吉
田
靖
雄
『
行
基
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
三
年
、
六
七
頁
。 

(4
9

) 

『
公
卿
補
任
』
養
老
二
年
（
七
一
八
）
条
。 

(5
0

) 

高
島
氏
前
掲
注
（
9
）
論
文
。 

(5
1

) 

『
続
日
本
紀
』
養
老
元
年
（
七
一
七
）
五
月
丙
辰
（
十
七
日
）
条
。 

(5
2

) 

『
続
日
本
紀
』
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
正
月
丁
巳
（
四
日
）
条
。 

(5
3

) 

『
続
日
本
紀
』
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
八
月
癸
未
（
三
日
）
条
。 

(5
4

) 

『
続
日
本
紀
』
養
老
六
年
（
七
二
二
）
七
月
己
卯
（
十
日
）
条
。 

(5
5

) 

中
川
修
「
僧
尼
令
的
秩
序
の
境
界
―
道
慈
・
玄
昉
・
行
基
の
場
合
―
」
（
仏
教
史
学
会
編
『
仏
教
の
歴
史
と
文
化
』
同
朋
舎
出
版
、
一
九
八
〇
年

所
収
）
。 

(5
6

) 

『
正
倉
院
文
書
』
に
よ
る
と
、
東
大
寺
に
は
大
修
多
羅
宗
が
存
在
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
様
々
な
説
が
提
出

さ
れ
て
き
た
。
法
相
宗
説
（
石
田
氏
前
掲
注
（
1
）
論
文
）
、
成
実
宗
説
（
井
上
氏
前
掲
注
（
2
）
論
文
）
、
『
大
般
若
経
』
を
所
依
と
す
る
説

（
田
村
圓
澄
「
修
多
羅
宗
考
」
（
同
氏
著
『
日
本
仏
教
史
二 

奈
良
・
平
安
時
代
』
法
蔵
館
、
一
九
八
三
年
所
収
、
初
出
一
九
六
三
年
）
）
、
単
一

の
教
学
を
専
攻
す
る
集
団
で
は
な
く
、
転
読
・
講
読
集
団
の
集
合
体
と
す
る
説
（
林
幹
弥
「
法
華
修
多
羅
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
歴
史
』
三
二
六
、

一
九
七
五
年
）
）
な
ど
。
近
年
は
、
大
修
多
羅
宗
が
六
宗
と
は
異
な
る
経
典
の
転
読
・
講
説
を
主
た
る
任
務
と
す
る
集
団
と
の
見
方
で
共
通
し
て
い

る
（
新
川
登
亀
男
「
修
多
羅
衆
論
」
（
竹
内
理
三
博
士
古
稀
記
念
会
編
『
続
律
令
国
家
と
貴
族
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年
所
収
）
、
鬼
頭

氏
前
掲
注
（
3
）
論
文
、
山
下
氏
前
掲
注
（
4
）
論
文
）
。
ま
た
、
僧
尼
の
学
業
の
育
成
・
指
導
を
行
う
学
頭
ら
の
共
同
の
組
織
（
堀
裕
「
法
会
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に
刻
ま
れ
た
古
代
の
記
憶
―
大
供
と
大
修
多
羅
衆
―
」
（
『
仏
教
史
学
研
究
』
四
六
‐
一
、
二
〇
〇
三
年
）
）
、
玄
奘
の
教
学
を
継
受
し
た
広
範
な

領
域
を
カ
バ
ー
す
る
学
問
集
団
（
鷺
森
氏
前
掲
注
（
5
）
論
文
）
な
ど
の
見
解
も
あ
る
。
大
修
多
羅
宗
の
検
討
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 

(5
7

) 

「
僧
智
憬
章
疏
本
等
奉
請
啓
」
〔
『
大
日
本
古
文
書
』
一
三
‐
三
六
〕
。 

(5
8

) 

『
続
日
本
紀
』
天
平
勝
宝
元
年
（
七
四
九
）
閏
五
月
癸
丑
（
二
十
日
）
条
。 

(5
9

) 

鬼
頭
氏
前
掲
注
（
3
）
論
文
。
た
だ
し
、
「
花
厳
経
為
本
」
の
詔
を
「
華
厳
宗
の
優
位
を
認
め
た
勅
旨
」
と
す
る
鬼
頭
氏
の
理
解
に
は
疑
問
を
持

た
ざ
る
を
得
な
い
。
「
以
二

花
厳
経
一

為
レ

本
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
詔
は
、
一
切
の
経
典
を
転
読
・
講
説
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
華
厳
経
を
そ

の
中
心
に
据
え
た
、
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。 

(6
0

) 

山
下
氏
前
掲
注
（
4
）
論
文
。 

(6
1

) 

鷺
森
氏
前
掲
注
（
5
）
論
文
。 

(6
2

) 

中
林
氏
前
掲
注
（
6
）
論
文
。 

(6
3

) 

『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
四
年
（
七
六
〇
）
七
月
庚
戌
（
二
十
三
日
）
条
。 

 

(6
4

) 

『
類
聚
三
代
格
』
巻
二 

年
分
度
者
事 

延
暦
二
十
五
年
（
八
〇
六
）
正
月
二
十
六
日
付
太
政
官
符
。 

(6
5

) 

「
請
レ

加
二

新
法
華
宗
一

表
一
首
」
（
『
顕
戒
論
縁
起
』
）
〔
『
日
本
思
想
大
系 

最
澄
』
〕
。 

(6
6

) 

貞
慶
『
興
福
寺
奏
上
』
〔
『
大
日
本
仏
教
全
書
』
一
二
四
〕
。 
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第
三
章 

平
安
初
期
に
お
け
る
南
都
六
宗
の
宗
意
識 

― 

年
分
度
者
制
の
推
移
を
手
が
か
り
に 

― 
 

  

は
じ
め
に 

 

南
都
諸
寺
に
お
け
る
宗
、
す
な
わ
ち
南
都
六
宗
は
、
今
日
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
学
派
」
で
あ
る
。
こ
れ
を
初
め
て
明
言
し
た
の
は

石
田
茂
作
氏
で
あ
っ
た(

1
)

。
以
降
、
南
都
六
宗
＝
「
学
派
」
と
い
う
理
解
が
定
着
し
、
大
屋
徳
城
氏
が
「
宗
の
存
在
を
認
め
ぬ
こ
と
。

即
ち
宗
の
無
い
と
い
う
こ
と
が
寧
楽
朝
仏
教
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
」(

2
)

と
述
べ
た
よ
う
に
、
南
都
六
宗
は
、「
宗
」
と
は
み
な
さ
れ

な
い
。
ま
た
、
硲
慈
弘
氏
は
、 

六
宗
と
は
い
う
と
雖
も
、
勿
論
今
日
い
う
如
き
宗
派
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
宗
と
は
寧
ろ
学
科
を
意
味
し
・
・
・（
中

略
）・
・
・
宗
派
意
識
や
宗
派
組
織
は
な
く
、
人
寺
と
も
に
兼
学
兼
住
し
、
各
々
固
定
対
立
し
た
の
で
は
な
い
。
即
ち
奈
良
に
存

在
す
る
一
切
の
諸
大
寺
と
そ
こ
に
住
す
る
す
べ
て
の
人
々
と
、
而
し
て
又
そ
こ
に
併
置
共
学
せ
ら
れ
た
六
宗
の
学
と
が
相
寄
っ

て
、
一
つ
の
大
き
な
教
団
を
形
成
せ
る
も
の
、
之
が
正
し
く
奈
良
時
代
の
仏
教
で
あ
っ
た
。・
・
・（
中
略
）・
・
・
諸
大
寺
六
宗

と
も
に
み
な
同
一
戒
壇
を
中
心
と
し
て
結
ば
れ
た
一
大
教
団
を
形
成
し
、
そ
の
間
所
謂
宗
派
の
対
抗
独
立
も
な
け
れ
ば
、
何
ら

の
社
会
的
区
別
も
な
い(

3
) 

と
い
い
、
南
都
六
宗
に
は
「
宗
派
意
識
」
も
「
宗
派
組
織
」
も
な
く
、
南
都
六
宗
全
体
で
一
つ
の
「
教
団
」
を
形
成
し
て
い
た
と
の

見
解
を
提
示
し
て
い
る
。 

 

ま
た
、
薗
田
香
融
氏
は
、
「
宗
派
」
を
「
宗
派
教
団
」
と
も
呼
び
、
「
教
理
・
信
仰
・
実
践
を
つ
ら
ぬ
く
同
一
の
立
場
、
も
し
く
は

態
度
」
と
定
義
付
け
た
上
で
、
南
都
六
宗
は
「
学
団
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
存
在
」
で
あ
っ
た
と
述
べ
る(

4
)

。 

こ
れ
ら
見
解
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
薗
田
氏
の
定
義
に
み
え
る
よ
う
に
、
「
宗
」
＝
「
教
団
」
の
認
識
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
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中
川
修
氏
が
「
教
団
」
を
「
信
仰
共
同
体
」
と
定
義
付
け
た(

5
)

こ
と
は
重
要
で
あ
っ
た
。
宗
で
あ
る
か
、
学
団
で
あ
る
か
の
判
断
は
、

信
仰
の
有
無
が
基
準
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
南
都
六
宗
が
「
学
派
」
と
さ
れ
る
の
は
、
こ
う
し
た
認
識

に
基
づ
い
て
い
て
、
古
代
の
宗
を
論
じ
る
際
に
今
日
の
宗
派
観
念
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
第

二
章
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
律
令
国
家
（
以
下
、
国
家
）
か
ら
す
れ
ば
、「
宗
」
は
「
得
業
」
で
あ
り
、
南
都
六
宗
も
天
台
宗
も
、

国
家
の
把
握
の
上
で
は
同
質
で
あ
っ
た
。 

こ
れ
ら
の
見
解
を
規
定
す
る
も
う
一
つ
は
、
一
つ
の
寺
院
に
あ
る
べ
き
は
一
つ
の
宗
で
あ
る
と
す
る
、「
一
寺
一
宗
」
の
観
念
で
あ

る
。
こ
れ
は
、「
信
仰
共
同
体
」
の
認
識
と
と
も
に
、
今
日
の
日
本
に
お
け
る
宗
派
理
解
の
根
本
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
中
国
仏

教
に
お
い
て
は
、
鎌
田
茂
雄
氏
が
「
中
国
仏
教
に
は
極
端
に
い
え
ば
、
日
本
仏
教
で
い
う
よ
う
な
宗
派
は
存
在
し
な
い
と
い
っ
て
よ

い
」(

6
)

と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
諸
宗
兼
学
の
寺
院
が
多
い
。
で
は
、
な
ぜ
一
寺
一
宗
と
い
う
観
念
が
現
在
ま
で
日
本
人
の
宗
派
理
解

と
し
て
定
着
し
た
の
か
。 

一
寺
一
宗
の
観
念
を
日
本
に
植
え
付
け
た
の
は
、
最
澄
と
空
海
で
あ
ろ
う
。
特
に
、
最
澄
は
諸
宗
兼
学
の
み
な
ら
ず
、
授
戒
の
在

り
方
に
も
異
を
唱
え
、
南
都
六
宗
か
ら
独
立
し
て
天
台
宗
独
自
の
大
乗
戒
壇
を
設
立
し
た
。
そ
の
最
澄
は
、
宗
を
ど
の
よ
う
に
捉
え

て
い
た
の
か
。
真
野
正
順
氏
に
よ
れ
ば
、
最
澄
の
宗
意
識
は
、
大
き
く
二
つ
の
段
階
に
わ
け
ら
れ
る
と
い
い
、
第
一
の
段
階
を
開
宗

当
時
、
第
二
の
段
階
を
大
乗
戒
壇
設
立
の
決
意
以
後
と
す
る
。
第
一
の
段
階
は
、
諸
宗
併
存
の
観
念
の
も
と
、
南
都
六
宗
と
併
存
し
、

諸
宗
の
一
つ
と
し
て
天
台
法
華
宗
を
位
置
付
け
る
相
対
的
な
宗
意
識
で
あ
る
。
一
方
、
第
二
の
段
階
は
、
諸
宗
を
否
定
す
る
こ
と
で

自
己
を
顕
示
し
、
対
立
に
よ
っ
て
自
己
を
限
定
し
よ
う
と
す
る
「
激
し
き
純
粋
性
」
を
求
め
る
宗
意
識
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
宗
の

独
尊
性
の
主
張
で
も
あ
り
、
や
が
て
自
己
の
枠
に
閉
じ
こ
も
る
日
本
天
台
「
教
団
」
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
と
論
じ
る(

7
)

。 

ま
た
、
淺
田
正
博
氏
は
、
真
野
氏
の
見
解
を
基
本
的
に
継
承
し
て
最
澄
の
宗
意
識
を
「
前
期
に
お
け
る
宗
派
意
識
」
と
「
後
期
に

お
け
る
宗
派
意
識
」
に
区
分
し
、
最
澄
の
教
学
か
ら
そ
の
「
宗
派
意
識
」
の
推
移
を
精
査
し
て
い
る(

8
)

。
淺
田
氏
に
よ
る
と
、
最
澄

の
「
後
期
に
お
け
る
宗
派
意
識
」
に
基
づ
い
た
天
台
教
団
の
確
立
に
よ
っ
て
、
日
本
仏
教
に
お
け
る
宗
派
の
概
念
は
大
き
く
変
化
し
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た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
、
「
日
本
仏
教
史
上
の
大
き
な
転
機
」
で
あ
っ
た
と
述
べ
、
「
単
な
る
学
派
的
意
味
あ
い
」
で
あ
っ
た
南
都

六
宗
の
「
宗
派
意
識
」
と
比
較
し
て
そ
の
革
新
性
を
強
調
す
る
。 

さ
ら
に
、
新
川
哲
雄
氏
も
、
最
澄
の
登
場
と
天
台
宗
の
開
宗
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
仏
教
に
は
な
い
「
新
し
い
宗
派
意
識
」
の

確
立
が
み
ら
れ
る
と
述
べ
る(

9
)

。
新
川
氏
は
、
最
澄
以
前
の
「
宗
派
」
を
経
典
や
論
書
の
理
解
に
関
す
る
枢
要
な
教
義
、
及
び
そ
れ

を
学
ぶ
「
学
派
」
と
し
、
天
台
宗
の
開
宗
以
降
は
、
あ
る
立
場
の
教
義
を
同
じ
く
尊
崇
す
る
人
々
の
一
団
を
「
宗
」
、
さ
ら
に
そ
の
一

団
の
中
で
教
義
を
め
ぐ
る
解
釈
の
違
い
な
ど
か
ら
発
生
し
た
立
場
を
異
に
す
る
分
派
を
「
派
」
と
定
義
付
け
る
。
こ
れ
ま
で
漠
然
と

使
用
さ
れ
て
き
た
「
宗
派
」
を
新
川
氏
が
定
義
付
け
た
こ
と
は
重
要
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
根
底
と
な
る
理
解
は
、
天
台
宗
の
成
立

を
画
期
と
み
る
、
そ
れ
ま
で
の
研
究
の
踏
襲
で
あ
る
。 

こ
れ
ら
の
見
解
は
、
い
ず
れ
も
最
澄
の
革
新
性
を
高
く
評
価
し
た
も
の
と
い
え
る
。
そ
し
て
、「
宗
」
＝
「
教
団
」（
「
信
仰
共
同
体
」
）

で
あ
り
、
一
寺
一
宗
と
の
理
解
を
軸
に
、
各
々
の
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
最
澄
が
示
し
た
宗
観
念
で
あ
る
。
筆

者
は
、
最
澄
の
革
新
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
か
ら
論
じ
る
よ
う
に
、
最
澄
の
主
張
と
宗
意
識
が
南
都
六
宗
に
も
大
き

な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
先
入
観
を
排
除
し
て
南
都
六
宗
の
宗
意
識
を
検
討
す
れ
ば
、

ま
た
違
っ
た
見
解
を
提
示
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。 

最
澄
以
前
に
、
南
都
六
宗
が
自
宗
の
優
位
性
を
主
張
す
る
よ
う
な
宗
意
識
を
醸
成
し
て
い
な
か
っ
た
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な

い
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
延
暦
年
間
（
七
八
二
～
八
〇
六
）
に
お
け
る
三
論
宗
と
法
相
宗
の
対
立
は
、
そ
れ
を
示
す
格
好
の
例
と

い
え
る
。
こ
の
時
期
に
両
宗
の
間
に
何
ら
か
の
軋
轢
が
生
じ
て
い
た
こ
と
は
、
史
料
上
、
明
ら
か
で
あ
る
。
硲
氏
は
、
南
都
六
宗
に

お
い
て
「
宗
派
」
の
対
立
は
な
か
っ
た
と
述
べ
る
が
、
こ
れ
は
ま
さ
し
く
宗
と
宗
の
対
立
で
あ
る
。 

ま
た
、
曽
根
正
人
氏
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
延
暦
二
十
五
年
（
八
〇
六
）
の
新
年
分
度
者
制
（
宗
年
分
度
者
制
）
は
、
宗
を

仏
教
界
全
体
の
認
識
と
し
て
顕
在
化
さ
せ
た
点
で
画
期
で
あ
っ
た
。
宗
年
分
度
者
制
と
は
、
宗
ご
と
に
得
度
枠
と
学
ぶ
べ
き
基
本
テ

キ
ス
ト
を
設
定
し
た
新
し
い
年
分
度
者
制
を
い
う
。
曽
根
氏
は
、
宗
年
分
度
者
制
に
よ
っ
て
護
国
の
担
い
手
の
再
生
産
が
「
宗
派
」
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単
位
で
把
握
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、「
国
家
仏
教
界
」
に
教
学
に
よ
る
「
宗
派
」
的
色
分
け
が
持
ち
込
ま
れ
た
結
果
、
各
宗
の
「
セ
ク

ト
的
宗
派
意
識
」
が
促
進
さ
れ
た
と
述
べ
る(

1
0
)

。
曽
根
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
宗
学
が
得
度
の
必
須
要
件
と
さ
れ
た
こ
と
は
、
自

身
の
学
ぶ
宗
に
対
す
る
帰
属
意
識
を
急
速
に
育
ん
で
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

さ
ら
に
、
近
年
は
、
南
都
六
宗
を
「
学
派
」
と
す
る
石
田
氏
以
降
の
理
解
に
も
再
考
の
必
要
性
が
提
唱
さ
れ
て
お
り(

1
1
)

、
通
説
に

対
す
る
再
検
討
が
い
よ
い
よ
迫
ら
れ
て
い
る
研
究
状
況
に
あ
る
。 

そ
こ
で
、
本
章
で
は
、
平
安
初
期
の
南
都
六
宗
に
お
け
る
宗
意
識
に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
展
開
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
主
た
る

分
析
対
象
は
、
年
分
度
者
制
の
改
定
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
か
ら
論
じ
る
よ
う
に
、
延
暦
年
間
に
お
い
て
度
々

行
わ
れ
る
年
分
度
者
制
の
改
定
は
、
宗
の
動
き
と
連
動
し
て
お
り
、
南
都
六
宗
の
宗
意
識
を
検
討
す
る
上
で
格
好
な
素
材
と
考
え
る

か
ら
で
あ
る
。 

ま
ず
は
、
延
暦
年
間
に
散
見
す
る
三
論
・
法
相
宗
間
の
対
立
と
、
そ
れ
に
伴
う
年
分
度
者
制
の
改
定
に
う
か
が
え
る
、
両
宗
に
お

け
る
宗
意
識
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
次
に
、
宗
年
分
度
者
制
の
成
立
に
よ
っ
て
、
南
都
六
宗
の
宗
意
識
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
生
じ

得
た
の
か
、
そ
れ
が
大
乗
戒
壇
の
設
立
を
求
め
る
最
澄
と
の
対
決
に
お
い
て
い
か
に
発
揮
さ
れ
た
の
か
を
検
証
し
、
そ
の
仏
教
史
上

の
意
義
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。 

な
お
、
序
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
論
文
で
は
、「
宗
派
意
識
」
と
い
う
言
葉
は
用
い
ず
、
宗
意
識
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
平
安
初

期
の
南
都
六
宗
に
お
い
て
、
「
派
」
は
形
成
さ
れ
て
お
ら
ず(

1
2
)

、
実
態
に
即
し
た
言
葉
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

混
乱
を
防
ぐ
た
め
に
も
「
宗
派
」
と
い
う
言
葉
は
避
け
る
べ
き
と
考
え
た
。
ま
た
、
本
論
文
で
用
い
る
「
宗
意
識
」
な
る
言
葉
を
、

宗
に
対
す
る
意
識
・
認
識
と
広
く
定
義
し
て
お
く
。
こ
の
点
、
先
学
が
「
宗
派
意
識
」
を
定
義
す
る
こ
と
な
く
用
い
て
い
る
こ
と
は

問
題
で
あ
る
。
各
々
が
ど
の
よ
う
な
定
義
に
基
づ
い
て
「
宗
派
意
識
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
の
か
、
詳
ら
か
で
は
な
い
が
、

文
脈
か
ら
察
す
る
に
、「
宗
派
意
識
」
と
は
、
自
宗
教
義
に
他
宗
と
は
異
な
る
独
自
の
優
越
的
な
意
味
や
価
値
を
見
出
し
、
そ
れ
に
対

す
る
信
仰
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
自
宗
へ
の
帰
属
意
識
、
と
理
解
し
、
論
を
進
め
た
い
。 
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一 

三
論
・
法
相
宗
間
の
対
立 

 
次
の
官
符
は
、
延
暦
年
間
の
律
宗
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
伝
え
る
。 

【
史
料
①
】 

太
政
官
符 

 
 

 

応
レ

令
二

招
提
寺
為
レ

例
講
一
レ

律
事 

 
 

 
 

四
分
律
一
部
七
十
巻 

䟽
一
部
十
巻 

 

釈
法
礪
撰
華
厳
経
一
部
八
十
巻 

 
 

 
 

涅
槃
経
一
部
卅
六
巻 

大
集
経
一
部
卅
巻 

 

摩
訶
槃
若
波
羅
密
経
一
部
卅
巻 

 
 

 
 

 

已
上
在
二

寺
内
一 

 
 

 
 

田
地
一
十
三
町
在
二

備
前
国
一 

 

宝
亀
八
年
七
月
廿
六
日
官
符 

 
 

 
 

水
田
六
十
町
在
二

越
前
国
一 

 
 
用
二

知
識
物
一

所
レ

買 

右
得
二

律
師
伝
燈
大
法
師
位
如
宝
牒
一

偁
。
件
寺
者
斯
唐
大
和
上
鑑
真
奉
二

為
聖
朝
一

之
所
レ

建
也
。
去
天
平
宝
字
三
年
。
勅
以
二

没
官
地
一

賜
レ

之
。
名
為
二

招
提
寺
一

。
令
レ

修
二

学
戒
法
一

。
爾
来
殆
五
十
年
。
雖
レ

有
二

経
律
一

。
未
レ

経
二

披
講
一

。
一
則
乖
二

和

上
之
素
意
一

。
一
則
闕
二

仏
道
之
至
志
一

。
伏
望
。
下
二

符
寺
家
一

。
永
代
伝
講
。
便
用
二

件
田
一

。
充
二

律
供
儲
一

。
然
則
招
提
之

宗
。
久
而
無
レ

廃
。
先
師
之
旨
。
没
而
不
レ

朽
者
。
右
大
臣
宣
。
奉 

レ

勅
。
依
レ

請
。 

 
 

 
 

延
暦
廿
三
年
正
月
廿
二
日(

1
3
) 

 

こ
れ
は
、
唐
招
提
寺
で
律
の
講
説
を
命
じ
た
官
符
で
あ
り
、
そ
の
な
か
に
律
師
如
宝
の
牒
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
如
法
は
、「
未
レ

経
二

披
講
一

。
」
と
、
唐
招
提
寺
で
は
い
ま
だ
講
経
を
行
っ
た
こ
と
が
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
律
宗
の
状
況
に
つ
い
て
、
上

島
享
氏
は
、
「
講
経
法
会
を
軸
に
教
学
の
確
立
を
進
め
て
き
た
法
相
宗
な
ど
と
は
大
き
く
異
な
っ
た
状
況
」
と
指
摘
す
る(

1
4
)

。
教
学

研
究
は
、
奈
良
時
代
後
期
か
ら
講
経
法
会
と
経
論
注
釈
書
の
作
成
を
軸
に
進
展
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
諸
宗
教
学
の
確
立
が
は
か
ら
れ
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て
い
く
。
故
に
、
律
宗
研
究
の
中
心
で
あ
る
唐
招
提
寺
で
講
経
法
会
を
行
っ
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
律
宗
の
教
学
の
確
立

が
法
相
宗
に
比
べ
て
だ
い
ぶ
遅
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
と
い
う
。 

で
は
、
教
義
の
確
立
が
進
ん
で
い
た
と
指
摘
さ
れ
る
法
相
宗
の
場
合
は
ど
う
か
。
如
法
の
牒
が
出
さ
れ
た
延
暦
年
間
に
は
、
史
料

上
に
法
相
宗
に
関
す
る
記
事
が
散
見
す
る
。
そ
れ
は
い
ず
れ
も
三
論
宗
と
の
対
立
を
示
す
記
事
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
事
に
み
え
る

両
宗
の
対
立
は
、
法
相
宗
で
教
義
の
確
立
が
進
め
ら
れ
た
故
の
三
論
宗
と
の
教
義
論
争
と
み
て
よ
い
の
か
。
こ
の
問
題
を
検
証
す
る

た
め
、
両
宗
の
対
立
に
関
わ
る
記
事
を
順
次
掲
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
分
析
を
加
え
て
い
き
た
い
。 

ま
ず
は
、
延
暦
十
七
年
（
七
九
八
）
九
月
十
六
日
に
次
の
記
事
が
み
え
る
。 

【
史
料
②
】 

 
 

詔
曰
。
法
相
之
義
。
立
レ

有
而
破
レ

空
。
三
論
之
家
。
仮
レ

空
而
非
レ

有
。
並
分
レ

軫
而
斉
驚
。
誠
殊
レ

途
而
同
帰
。
慧
炬
由
レ

是
逾

明
。
覚
風
以
レ

之
盆
扇
。
比
来
所
レ

有
仏
子
。
偏
務
二

法
相
一

。
至
二

於
三
論
一

。
多
廃
二

其
業
一

。
世
親
之
説
雖
レ

伝
。
龍
樹
之
論

将
レ

墜
。
良
為
二

僧
綱
無
一
レ

誨
。
所
二

以
後
進
如
一
レ

此
。
宜
下

慇
懃
誘
導
。
両
家
並
習
。
俾
中

夫
空
有
之
論
経
二

馳
驟
一

而
不
レ

朽
。

大
小
之
乗
変
二

陵
谷
一

而
靡
上
レ

絶
。
普
告
二

緇
侶
一

。
知
二

朕
意
一

焉
。(

1
5
) 

こ
の
記
事
は
、
三
論
・
法
相
宗
間
の
対
立
を
示
す
初
見
史
料
で
あ
り
、「
偏
務
二

法
相
一

。
至
二

於
三
論
一

。
多
廃
二

其
業
一

。
世
親
之

説
雖
レ

伝
。
龍
樹
之
論
将
レ

墜
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
僧
侶
の
宗
学
研
究
が
法
相
教
学
に
偏
り
、
三
論
宗
の
学
統
が
ま
さ
に
消
え
そ
う

に
な
っ
て
い
る
と
い
う
状
況
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
桓
武
天
皇
は
、
三
論
宗
の
衰
微
を
危
惧
し
て
い
る
こ
と
、
三

論
・
法
相
両
宗
の
興
隆
を
望
ん
で
い
る
こ
と
、
と
い
う
自
身
の
心
情
を
表
明
し
た
。
国
家
に
と
っ
て
三
論
宗
の
不
振
は
、
不
本
意
な

こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
は
な
ぜ
生
じ
た
の
か
。
こ
れ
に
関
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
同
年
四
月
に
実

施
さ
れ
た
年
分
度
者
制
の
改
定
で
あ
る
。 

 

【
史
料
③
】 

勅
。
双
林
西
変
。
三
乗
東
流
。
明
譬
二

炬
灯
一

。
慈
同
二

舟
檝
一

。
是
以
弘
レ

道
持
レ

戒
。
事
資
二

真
僧
一

。
済
レ

世
化
レ

人
。
貴
在
二
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高
徳
一

。
而
年
分
度
者
。
例
取
二

幼
童
一

。
頗
習
二

二
経
之
音
一

。
未
レ

閲
二

三
乗
之
趣
一

。
苟
避
二

課
役
一

。
纔
忝
二

緇
徒
一

。
還
棄
二

戒
珠
一

。
頓
廃
二

学
業
一

。
爾
乃
形
似
二

入
道
一

。
行
同
二

在
家
一

。
鄭
璞
成
レ

嫌
。
斉
竿
相
濫
。
言
念
二

迷
途
一

。
寔
合
レ

改
レ

轍
。
自

今
以
後
。
年
分
度
者
。
宜
乙

択
下

年
卅
五
以
上
。
操
履
已
定
。
智
行
可
レ

崇
。
兼
習
二

正
音
一

。
堪
レ

為
レ

僧
者
上

為
甲
レ

之
。
毎
年
十

二
月
以
前
。
僧
綱
所
司
。
請
二

有
業
者
一

。
相
対
簡
試
。
所
レ

習
経
論
。
惣
試
二

大
義
十
条
一

。
取
二

通
五
以
上
者
一

。
具
レ

状
申
レ

官
。
至
レ

期
令
レ

度
。
其
受
戒
之
日
更
加
二

審
試
一

。
通
八
以
上
。
令
レ

得
二

受
戒
一

。
・
・
・
（
後
略
）(

1
6
) 

こ
の
記
事
は
、
三
論
・
法
相
宗
間
の
対
立
が
初
見
す
る
、
わ
ず
か
五
ヶ
月
前
に
年
分
度
者
制
の
改
定
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え

る
。
従
来
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
改
定
は
、
護
国
経
典
の
暗
誦
を
中
心
と
し
た
天
平
六
年
の
規
定(

1
7
)

か
ら
、
教
義
の
理
解

能
力
を
重
視
す
る
規
定
へ
、
従
来
の
年
分
度
者
制
の
方
針
を
大
き
く
変
え
る
一
大
事
件
で
あ
っ
た(

1
8
)

。
こ
の
新
し
い
年
分
度
者
制
が

「
偏
務
二

法
相
一

。
至
二

於
三
論
一

。
多
廃
二

其
業
一

。
」
と
い
う
状
況
を
惹
起
し
た
の
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
な
ら
、
延
暦
二
十
年
（
八
〇

一
）
四
月
十
五
日
に
再
び
年
分
度
者
制
の
改
定
が
あ
り
、
次
に
掲
げ
る
よ
う
に
、
延
暦
十
七
年
の
年
分
度
者
制
が
大
幅
に
改
定
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

【
史
料
④
】 

勅
。
前
年
有
レ

制
。
年
分
度
者
。
例
取
二

幼
童
一

。
頗
習
二

二
経
之
音
一

。
未
レ

閲
二

三
乗
之
趣
一

。
苟
避
二

課
役
一

。
纔
忝
二

緇
徒
一

。

還
棄
二

戒
珠
一

。
頓
廃
二

学
行
一

。
自
今
以
後
。
年
分
度
者
。
宜
乙

択
下

年
卅
五
已
上
。
操
履
已
定
。
智
行
可
レ

崇
。
兼
習
二

漢
音
一

。

堪
レ

為
レ

僧
者
上

為
甲
レ

之
。
毎
年
十
二
月
以
前
。
僧
綱
所
司
。
請
二

有
業
者
一

。
相
対
簡
試
。
所
レ

習
経
論
。
惣
試
二

大
義
十
条
一

。

取
二

通
五
以
上
者
一

。
至
レ

期
令
レ

度
。
受
戒
之
日
。
更
加
二

審
試
一

。
通
八
以
上
。
令
レ

得
二

受
戒
一

者
。
而
今
性
有
二

敏
鈍
一

。
成

有
二

早
晩
一

。
局
以
二

性
年
一

。
恐
失
二

英
彦
一

。
復
三
論
法
相
。
義
宗
殊
レ

途
。
彼
此
指
揮
。
理
須
二

粗
弁
一

。
自
今
以
後
。
聴
レ

取
二

年
廿
已
上
者
一

。
其
簡
試
之
日
。
令
レ

弁
二

二
宗
之
別
一

。
受
戒
之
時
。
勿
レ

労
三

更
加
二

審
試
一

。
自
余
条
例
。
一
依
二

前
制
一

。(
1
9
) 

こ
の
改
定
で
は
、
延
暦
十
七
年
【
史
料
②
】
に
、
三
十
五
歳
以
上
と
さ
れ
た
年
分
度
者
の
年
齢
制
限
が
二
十
歳
以
上
に
引
き
下
げ

ら
れ
、
し
か
も
簡
試
の
内
容
が
、
「
令
レ

弁
二

二
宗
之
別
一

。
」
と
平
易
化
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
三
論
宗
と
法
相
宗
で
は
教
義
に
相
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違
が
あ
る
た
め
、
一
律
の
簡
試
に
よ
っ
て
両
宗
の
学
生
に
不
平
等
が
生
じ
る
こ
と
を
避
け
よ
う
と
す
る
国
家
の
配
慮
が
う
か
が
え
る
。

そ
れ
は
、
「
偏
務
二

法
相
一

。
至
二

於
三
論
一

。
多
廃
二

其
業
一

。
」
と
い
う
状
況
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
新
し
い
年
分

度
者
制
に
よ
っ
て
得
度
で
き
る
の
は
、
事
実
上
、
三
論
宗
と
法
相
宗
の
い
ず
れ
か
に
属
し
て
い
る
者
に
限
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
、
三
論
宗
と
法
相
宗
以
外
の
宗
、
華
厳
宗
・
律
宗
・
成
実
宗
・
俱
舎
宗
が
完
全
に
無
視
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
改
定
は
、

年
分
度
者
制
を
め
ぐ
る
三
論
宗
と
法
相
宗
の
軋
轢
が
背
後
に
存
在
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
翌
年
（
八
〇
二
）

正
月
に
、 

 

【
史
料
⑤
】 

太
政
官
符 

 
 

 

応
三

正
月
御
斎
会
及
維
摩
等
会
均
請
二

六
宗
学
僧
一

事 

右
被
二

右
大
臣
宣
一

偁
。
奉 
レ

勅
。
上
件
諸
宗
。
各
有
二

所
趣
一

。
欲
レ

興
二

仏
教
一

。
廃
レ

一
不
可
。
如
レ

聞
。
三
論
法
相
。
彼
此

角
争
。
阿
党
朋
扃
。
欲
レ

専
二

己
宗
一

。
更
相
抑
屈
。
恐
有
レ

所
レ

絶
。
自
レ

今
以
後
。
件
等
之
会
。
宜
下

均
請
二

諸
宗
一

勿
レ

聴
二

偏

阿
一

。
周
知
二

諸
寺
一

分
レ

業
競
学
上

。(
2
0
) 

と
、
正
月
御
斎
会
と
維
摩
会
に
は
六
宗
か
ら
平
等
に
僧
侶
を
招
請
す
る
こ
と
を
定
め
た
官
符
に
も
う
か
が
え
る
。
こ
の
官
符
で
は
、

「
三
論
法
相
。
彼
此
角
争
。
阿
党
朋
扃
。
欲
レ

専
二

己
宗
一

。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
御
斎
会
や
維
摩
会
の
講
師
枠
を
め
ぐ
っ
て
、
三
論
宗

と
法
相
宗
と
の
間
に
争
い
が
生
じ
て
い
た
こ
と
が
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
時
す
で
に
、
御
斎
会
と
維
摩
会
の
講

師
を
つ
と
め
る
こ
と
が
、
そ
の
後
の
出
世
や
仏
教
界
に
お
け
る
立
場
に
大
き
く
影
響
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
宮
中
御
斎
会
・
興

福
寺
維
摩
会
は
、
国
家
に
と
っ
て
特
に
重
視
さ
れ
た
法
会
で
あ
り
、
天
長
七
年
（
八
三
〇
）
に
成
立
す
る
薬
師
寺
最
勝
会(

2
1
)

と
併
せ

て
三
会
と
呼
ば
れ
た
。
後
に
、
三
会
の
講
師
を
つ
と
め
た
者
（
已
講
）
を
順
次
僧
綱
に
補
任
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ(

2
2
)

、
三
会
は
い

よ
い
よ
権
威
あ
る
法
会
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
く
。
つ
ま
り
、
三
論
宗
と
法
相
宗
の
対
立
は
、
一
見
し
て
教
学
上
の
対
立
と
い

う
よ
り
も
む
し
ろ
、
利
害
を
め
ぐ
る
対
立
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。 
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こ
う
し
て
深
ま
っ
て
い
く
三
論
・
法
相
宗
間
の
対
立
を
前
に
、
国
家
は
そ
れ
を
緩
和
す
る
措
置
と
し
て
、
諸
宗
「
競
学
」
路
線
を

打
ち
出
す
。
右
の
官
符
に
、
「
上
件
諸
宗
。
各
有
二

所
趣
一

。
欲
レ

興
二

仏
教
一

。
廃
レ

一
不
可
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
仏
教
興
隆
の
た
め

に
は
六
宗
の
う
ち
一
宗
で
も
欠
け
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
国
家
の
方
針
が
示
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
に
、
こ
の
官
符
で
は
、
前
年
の
年

分
度
者
制
改
定
の
際
に
は
無
視
さ
れ
て
い
た
華
厳
・
律
・
成
実
・
俱
舎
宗
を
含
む
六
宗
の
平
等
な
扱
い
が
み
え
る
。
こ
の
官
符
に
よ
っ

て
、
初
め
て
「
競
学
」
と
い
う
諸
宗
に
対
す
る
国
家
の
基
本
姿
勢
が
明
言
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
延
暦
二
十
二
年
（
八
〇
三
）
正
月
二
十
六
日
に
は
、 

【
史
料
⑥
】 

勅
。
緇
徒
不
レ

学
二

三
論
一

。
専
崇
二

法
相
一

。
三
論
之
学
。
殆
以
将
レ

絶
。
頃
年
有
レ

勅
二
宗
並
行
。
至
二

得
度
一

者
未
レ

有
二

法
制
一

。

自
今
以
後
。
三
論
法
相
各
度
二

五
人
一

。
立
為
二

恒
例
一

。(
2
3
) 

と
、「
競
学
」
の
理
念
は
無
視
さ
れ
、
三
論
宗
と
法
相
宗
の
保
全
に
の
み
関
心
が
払
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
史
料
で
は
、
延
暦
十
七
年
の

記
事
【
史
料
②
】
に
比
べ
て
よ
り
率
直
に
、
法
相
宗
と
は
対
照
的
な
三
論
宗
の
衰
微
の
実
態
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
国
家
は
、

三
論
・
法
相
の
両
宗
か
ら
各
五
人
の
得
度
者
枠
を
設
定
し
、
事
態
の
打
開
を
は
か
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
年
分
度
者
と
し
て
得
度

で
き
る
の
は
完
全
に
三
論
宗
、
も
し
く
は
法
相
宗
の
ど
ち
ら
か
に
所
属
す
る
者
に
限
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

さ
ら
に
年
分
度
者
制
の
改
定
は
続
く
。
延
暦
二
十
三
年
（
八
〇
四
）
正
月
七
日
に
は
、 

【
史
料
⑦
】 

勅
。
真
如
妙
理
。
一
味
無
二
。
然
三
論
法
相
。
両
宗
菩
薩
。
目
撃
相
諍
。
蓋
欲
レ

令
下
二

後
代
学
者
一

以
競
二

此
理
一

各
深
中

其
業
上

歟
。
如
レ

聞
。
諸
寺
学
生
。
就
二

三
論
一

者
少
。
趣
二

法
相
一

者
多
。
遂
使
二

阿
党
凌
奪
其
道
疎
浅
一

。
宜
二

年
分
度
者
毎
年
宗
別
五
人

為
一
レ

定
。
若
当
年
無
レ

堪
レ

業
者
。
闕
而
莫
レ

填
。
不
レ

得
下

以
二

此
宗
人
一

。
補
中

彼
宗
数
上

。
但
令
下
二

二
宗
学
生
一

兼
読
中

諸
経
并

疏
上

。
法
花
最
勝
依
レ

旧
為
二

同
業
一

。
華
厳
涅
槃
各
為
二

一
業
一

。
経
論
通
熟
。
乃
以
為
レ

得
。
雖
レ

読
二

諸
論
一

。
若
不
二

読
経
一

者
。
亦
不
レ

得
レ

度
。
其
広
渉
二

経
論
一

。
習
レ

義
殊
高
者
。
勿
レ

限
二

漢
音
一

。
自
今
以
後
永
為
二

恒
例
一

。(
2
4
) 
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と
、
前
年
の
改
定
【
史
料
⑥
】
に
付
加
す
る
形
で
、
三
論
・
法
相
両
宗
の
学
生
に
対
す
る
詳
細
な
得
度
規
定
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
な
か
で
、『
法
華
経
』
と
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
、
さ
ら
に
『
華
厳
経
』
、
も
し
く
は
『
涅
槃
経
』
を
読
ま
せ
、
経
と
論
に
精
通
す
る

こ
と
を
得
度
の
必
須
条
件
と
し
て
盛
り
込
ん
だ
。
ま
た
、
広
く
経
論
に
通
じ
、
そ
の
理
解
に
長
け
て
い
る
者
は
「
漢
音
」
で
な
く
と

も
良
い
と
す
る
。 

し
か
し
、
こ
こ
で
も
三
論
宗
と
法
相
宗
に
関
す
る
規
定
し
か
み
え
ず
、
他
の
四
宗
は
等
閑
視
さ
れ
て
い
る
。
諸
宗
「
競
学
」
の
理

念
と
は
全
く
そ
ぐ
わ
な
い
政
策
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
も
、
三
論
宗
の
衰
微
を
伝
え
る
記
事
は
、
ほ
ぼ
年
分
度
者
制
に
関
わ

る
な
か
で
し
か
伝
え
ら
れ
な
い
し
、
い
ず
れ
の
場
合
で
も
三
論
宗
の
優
遇
策
と
し
か
受
け
取
れ
な
い
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。
そ
も

そ
も
最
澄
の
認
識
で
は
、「
三
論
法
相
二
宗
。
盛
有
二

興
隆
一

。
但
華
厳
毗
尼
成
実
俱
舎
等
四
宗
。
纔
有
二

其
名
一

。
既
無
二

其
業
一

。
」(

2
5
)

で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
を
勘
案
す
れ
ば
、
年
分
度
者
制
に
み
る
三
論
宗
の
保
全
策
と
い
う
の
は
、
国
家
が
主
導
し
た
と
い
う
よ

り
も
、
三
論
宗
の
強
い
意
向
を
受
け
た
措
置
で
あ
っ
た
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。 

以
上
の
よ
う
に
、
延
暦
年
間
に
散
見
す
る
三
論
宗
と
法
相
宗
の
対
立
は
、
年
分
度
者
制
や
御
斎
会
・
維
摩
会
の
講
師
枠
な
ど
、
利

害
を
め
ぐ
る
対
立
で
あ
っ
た
こ
と
が
史
料
か
ら
う
か
が
え
る
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
動
き
は
、
自
宗
が
他
宗
と
は
異
な
る
と
い
う
明

確
な
認
識
、
他
宗
と
の
差
別
化
意
識
が
な
け
れ
ば
生
じ
得
な
い
。
こ
れ
に
関
し
て
、
延
暦
十
七
年
の
記
事
【
史
料
②
】
に
、「
法
相
之

義
。
立
レ

有
而
破
レ

空
。
三
論
之
家
。
仮
レ

空
而
非
レ

有
。
」
、「
空
有
之
論
」
と
あ
る
よ
う
に
、
三
論
宗
と
法
相
宗
と
の
間
に
「
空
」「
有
」

を
め
ぐ
る
教
学
上
の
対
立
が
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。 

「
空
有
之
論
」
と
は
、
イ
ン
ド
で
展
開
さ
れ
た
清
弁
（
四
九
〇
頃-

五
七
〇
頃
）
と
護
法
（
五
三
〇-

五
六
一
）
の
空
有
争
論
の
こ

と
で
あ
ろ
う
。
松
本
信
道
氏
は
、
三
論
・
法
相
宗
間
の
「
空
」「
有
」
の
問
題
は
、
清
弁
の
『
掌
珍
論
』
に
関
す
る
解
釈
の
相
違
で
あ

っ
た
と
指
摘
す
る(

2
6
)

。
さ
ら
に
、
元
興
寺
三
論
宗
智
光
や
興
福
寺
法
相
宗
善
珠
ら
、
奈
良
時
代
後
期
に
活
躍
し
た
僧
侶
の
著
作
の
な

か
に
、
空
有
争
論
や
清
弁
と
護
法
の
対
立
に
関
す
る
記
述
が
み
え
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
両
宗
の
対
立
は
、
奈
良
時
代

ま
で
遡
る
と
い
う
見
解
を
提
示
す
る
。
つ
ま
り
、
松
本
氏
は
、
延
暦
年
間
に
あ
ら
わ
れ
る
両
宗
の
対
立
を
、
奈
良
時
代
以
降
の
「
空
」
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「
有
」
を
め
ぐ
る
問
題
の
延
長
線
上
に
捉
え
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
三
論
宗
と
法
相
宗
の
教
理
を
め
ぐ
る
対
立
が
延
暦
年
間
に
突

如
と
し
て
生
じ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
れ
は
、
大
安
寺
三
論
宗
の
善
議
が
延
暦
二
十
一
年
（
八
〇
二
）
の
高
雄
天
台
会
の
折
に
発

し
た
「
三
論
法
相
。
久
年
之
諍
。
」(

2
7
)

と
い
う
言
葉
に
も
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
延
暦
年
間
以
前
か
ら
三
論
宗
と
法
相
宗
の
間
に
教
学

上
の
対
立
が
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。 

と
す
れ
ば
、
三
論
宗
と
法
相
宗
は
、
早
く
も
奈
良
時
代
後
期
か
ら
教
学
研
究
を
進
め
、
そ
の
過
程
で
生
じ
る
相
互
の
教
学
批
判
を

通
じ
、
自
宗
の
教
義
を
深
化
さ
せ
て
い
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
他
宗
の
教
義
と
の
相
違
点
が
さ
ら
に
明
確
に
な
る
と
同

時
に
、
宗
に
対
す
る
自
覚
も
生
ま
れ
て
き
た
。
そ
れ
が
年
分
度
者
制
や
御
斎
会
・
維
摩
会
の
講
師
枠
な
ど
、
自
宗
の
発
展
を
求
め
る

利
害
上
の
対
立
と
し
て
現
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
故
に
、
こ
う
し
た
対
立
の
前
提
に
あ
る
の
は
、
教
学
研
究
の
進
展
で
あ
る
と
い

え
る
。
弘
仁
四
年
（
八
一
三
）
、
紫
宸
殿
に
諸
宗
の
大
徳
を
集
め
て
教
理
を
論
じ
さ
せ
た
際
、
座
主
と
な
っ
た
大
安
寺
三
論
宗
の
勤
操

が
「
三
論
是
祖
君
之
宗
、
法
相
則
臣
子
之
教
」
と
論
じ
た
と
伝
わ
る(

2
8
)

。
次
の
弘
仁
年
間
（
八
一
〇
～
八
二
四
）
で
も
諸
宗
の
論
議

の
中
心
は
、
三
論
宗
と
法
相
宗
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
、
三
論
宗
と
法
相
宗
は
、
平
安
初
期
の
六
宗
を
代
表
す
る
教
学
で
あ
る
と
い
え
、

そ
れ
故
に
国
家
は
、
三
論
宗
の
意
向
を
受
け
入
れ
て
一
連
の
施
策
を
講
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

た
だ
し
、
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
延
暦
十
七
年
の
記
事
【
史
料
②
】
と
同
二
十
年
の
記
事
【
史
料
④
】
に
お
い
て
、

「
年
分
度
者
。
宜
乙

択
下

年
卅
五
已
上
。
操
履
已
定
。
智
行
可
レ

崇
。
兼
習
二

正
音
一

。
堪
レ

為
レ

僧
者
上

為
甲
レ

之
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、

経
典
を
正
音
（
漢
音
）
で
正
確
に
読
む
こ
と
が
得
度
の
条
件
と
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る(

2
9
)

。
教
理
解
釈
を
め
ぐ
る
三
論
宗
と
法
相
宗
の

対
立
が
展
開
さ
れ
る
な
か
で
、
経
典
を
正
し
く
読
む
と
い
う
規
定
に
は
違
和
感
を
覚
え
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
こ
の
時
点
の
宗
学
は
、

僧
尼
全
体
の
数
か
ら
い
え
ば
、
ほ
ん
の
一
握
り
の
人
た
ち
の
も
の
で
あ
っ
て
、
宗
学
に
た
ず
さ
わ
る
僧
尼
は
ご
く
一
部
で
あ
り
、
大

部
分
の
僧
尼
た
ち
は
、
宗
学
を
聞
く
機
会
が
あ
っ
た
と
し
て
も
宗
学
を
要
求
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
み
る
二
葉
憲
香
氏(

3
0
)

の
見
解
が
重
要
に
な
る
。
二
葉
氏
の
い
う
よ
う
に
、
こ
の
段
階
の
教
理
研
究
は
、
学
問
に
優
れ
た
一
部
の
僧
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
り
、
両
宗
の
論
争
も
彼
ら
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
外
の
僧
に
は
経
典
を
正
し
く
読
む
こ
と
が
ま
ず
求
め
ら
れ
て
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い
た
と
い
え
る
。 

 
二 
宗
年
分
度
者
制
の
成
立 

 

延
暦
年
間
に
み
え
る
三
論
宗
と
法
相
宗
の
対
立
に
関
わ
る
記
事
を
分
析
す
る
こ
と
で
明
ら
か
と
な
っ
た
こ
と
は
、
そ
れ
が
史
料
上

に
あ
ら
わ
れ
る
以
前
か
ら
、
両
宗
に
お
い
て
教
学
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
過
程
で
生
じ
る
相
互
の
教

学
批
判
を
通
じ
、
両
宗
は
自
宗
の
教
義
を
深
化
さ
せ
て
い
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
南
都
六
宗
を
牽
引
す
る
二
大
勢
力
と
し
て
、
三
論
宗

と
法
相
宗
の
地
位
を
高
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
一
方
、
華
厳
・
律
・
成
実
・
俱
舎
の
四
宗
は
決
し
て
隆
盛
と
は
い
え
な
い
状
況

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
前
節
に
掲
げ
た
如
法
の
牒
【
史
料
①
】
や
最
澄
の
「
但
華
厳
毗
尼
成
実
俱
舎
等
四
宗
。
纔
有
二

其
名
一

。
既
無
二

其
業
一

。
」
と
い
う
認
識
が
示
す
通
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
各
宗
に
お
け
る
状
況
の
差
異
は
、
宗
学
に
お
い
て
あ
る
程
度
の
「
自
由
」

が
容
認
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
起
因
す
る
の
で
は
な
い
か
。
経
済
基
盤
の
弱
体
化
に
よ
る
各
宗
の
中
心
寺
院
の
衰
退
も
さ
る
こ
と
な
が

ら
、
国
家
に
よ
っ
て
宗
学
を
学
ぶ
べ
き
僧
尼
や
基
本
テ
キ
ス
ト
な
ど
が
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
故
に
偏
り
が
生
じ
、
そ
れ

が
六
宗
間
に
お
け
る
宗
勢
の
差
異
を
惹
起
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
状
況
は
、「
競
学
」
を
基
本
姿
勢
と
す
る
国
家
に
と
っ
て

は
不
本
意
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
度
重
な
る
年
分
度
者
制
の
改
定
か
ら
国
家
の
苦
慮
が
う
か
が
え
る
。 

し
か
し
、
延
暦
年
間
以
降
、
六
国
史
な
ど
国
家
の
編
纂
す
る
書
物
の
上
で
は
、
三
論
・
法
相
宗
間
の
対
立
に
関
わ
る
記
事
が
確
認

で
き
な
く
な
る
。
そ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
本
節
で
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。 

三
論
・
法
相
宗
間
の
対
立
と
、
そ
の
緩
和
措
置
と
し
て
年
分
度
者
制
の
改
定
が
重
ね
ら
れ
る
状
況
に
あ
っ
て
、
最
澄
は
、
延
暦
二

十
五
年
（
八
〇
六
）
正
月
に
次
の
よ
う
な
上
表
を
行
う
。 

【
史
料
⑧
】 

沙
門
最
澄
言
。
最
澄
聞
。
一
目
之
羅
。
不
レ

能
レ

得
レ

鳥
。
一
両
之
宗
。
何
足
二

普
汲
一

。
徒
有
二

諸
宗
名
一

。
忽
絶
二

伝
レ

業
人
一

。
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誠
願
。
准
二

十
二
律
呂
一

。
定
二

年
分
度
者
之
数
一

。
法
二

六
波
羅
蜜
一

。
分
二

授
業
諸
宗
之
員
一

。
則
二

両
曜
之
明
一

。
宗
別
度
二

二

人
一

。
華
厳
宗
二
人
。
天
台
法
華
宗
二
人
。
律
宗
二
人
。
三
論
宗
三
人
。
加
二

小
乗
成
実
宗
一

。
法
相
宗
三
人
。
加
二

小
乗
俱
舎
宗
一

。

然
則
。 

陛
下
法
施
之
徳
。
独
秀
二

於
古
今
一

。
群
生
法
財
之
用
。
永
足
二

於
塵
劫
一

。
不
レ

任
二

区
区
之
至
一

。
謹
奉
レ

表
以
聞
。

軽
犯
二

威
厳
一

。
伏
深
戦
越
。
謹
言
。 

 
 

 
 

延
暦
二
十
五
年
正
月
三
日 

 
 

 

沙
門
最
澄
上
表(
3
1
) 

最
澄
は
、
南
都
六
宗
に
天
台
宗
を
加
え
た
七
宗
か
ら
平
等
に
二
人
（
成
実
宗
と
俱
舎
宗
は
一
人
）
の
年
分
度
者
を
選
出
す
る
こ
と

を
提
案
し
た
。
そ
れ
は
、
最
澄
自
身
の
「
法
華
最
勝
」
の
立
場
を
引
き
込
め
た
七
宗
「
競
学
」
路
線
に
基
づ
く
提
言
で
あ
り
、
年
分

度
者
の
枠
を
諸
宗
平
等
に
設
定
す
る
こ
と
で
、
七
宗
の
存
続
を
制
度
的
に
保
証
し
た
の
で
あ
る(

3
2
)

。
そ
れ
が
天
台
宗
を
認
め
さ
せ
る

た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
段
階
で
の
最
澄
は
、
南
都
六
宗
の
安
定
し
た
存
続
を
う
た
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
提
示
さ
れ

た
僧
綱
は
す
ぐ
に
、 

【
史
料
⑨
】 

 

 

伝
灯
大
法
師
勝
虞
等
言
。
今
月
四
日
。
中
納
言
従
三
位
藤
原
朝
臣
内
麻
呂
。
奉 

レ

勅
。
賜
二

示
国
昌
寺
最
澄
上
表
一

云
。
誠
願
。

准
二

十
二
律
呂
一

。
定
二

年
分
度
者
之
数
一

。
法
二

六
波
羅
蜜
一

。
分
二

授
業
諸
宗
之
員
一

。
則
二

両
曜
之
明
一

。
宗
別
度
二

二
人
一

。
者

仰
惟
。
無
上
世
尊
。
是
大
医
王
。
随
レ

類
設
レ

教
。
抜
レ

苦
与
レ

楽
。
八
万
法
蔵
。
有
レ

権
有
レ

実
。
始
雖
レ

似
レ

殊
。
終
皆
一
レ

揆
。

衆
生
之
病
既
異
。
所
レ

与
之
薬
不
レ

同
。
欲
レ

済
二

有
情
一

。
廃
レ

一
不
可
。
悉
皆
勧
励
。
乃
拯
二

群
迷
一

。
今
垂
二

疇
咨
一

。
欲
レ

鳴
二

法
鼓
一

。
仏
日
将
レ

没
。
揮
二

聖
戈
一

更
中
。
法
綱
殆
絶
。
添
二

睿
索
一

以
復
続
。
加
以
。
始
レ

自
二

当
年
一

。
尽
二

未
来
際
一

。
歳
歳

所
レ

度
。
無
量
無
表
功
徳
之
聚
。
総
集
二

聖
躬
一

。
釈
門
者
少
。
誰
不
二

抃
躍
一

。
無
レ

任
二

随
喜
歓
荷
之
至
一

。
謹
奉
レ

表
以
聞
。
法

師
勝
虞
等
。
誠
惶
誠
懼
。
謹
言
。 

 
 

 

延
暦
二
十
五
年
正
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

少
僧
都
伝
灯
大
法
師
位
勝
虞 
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少
僧
都
伝
灯
大
法
師
位
常
騰 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

律
師
伝
灯
大
法
師
位
如
宝 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

律
師
伝
灯
大
法
師
位
修
哲 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

大
唐
留
学
伝
灯
大
法
師
位
永
忠(

3
3
) 

と
、
最
澄
の
提
案
に
「
随
喜
」
の
念
を
あ
ら
わ
し
、
全
面
的
に
受
け
入
れ
る
旨
を
表
明
す
る
。
そ
し
て
、
僧
綱
の
賛
意
を
得
た
国
家

も
ま
た
、
次
に
掲
げ
る
官
符
に
よ
っ
て
最
澄
の
提
言
を
全
面
的
に
受
け
入
れ
た
新
し
い
年
分
度
者
制
を
施
行
す
る
の
で
あ
る
。 

 

【
史
料
⑩
】 

太
政
官
符 

 
 

 

応
レ

分
二

定
年
料
度
者
数
并
学
業
一

事 

 
 

 
 

華
厳
業
二
人
並
令
レ

読
二

五
教
指
帰
綱
目
一 

 
 

 
 

天
台
業
二
人
一
人
令
レ

読
二

大
毘
盧
舎
那
仏
経
一

一

人

令
レ

読
二

摩

訶

止

観
一  

 
 

 
 

律
業
二
人
並
令
レ

読
二

梵
網
経
若
瑜
伽
声
聞
地
一 

 
 

 
 

三
論
業
三
人
二
人
令
レ

読
二

三
論
一 

一
人
令
レ

読
二

成
実
論
一  

 
 

 
 

法
相
業
三
人
二
人
令
レ

読
二

唯
識
論
一 

一
人
令
レ

読
二

俱
舎
論
一  

右
被
二

右
大
臣
宣
一

偁
。
奉 

レ

勅
。
攘
レ

災
殖
レ

福
仏
教
尤
勝
。
誘
レ

善
利
レ

生
無
レ

如
二

斯
道
一

。
但
夫
諸
仏
所
三

以
出
二

現
於
世
一

。

欲
レ

令
三

一
切
衆
生
悟
二

一
如
之
理
一

。
然
衆
生
之
機
。
或
利
或
鈍
。
故
如
来
之
説
。
有
レ

頓
有
レ

漸
。
件
等
経
論
。
所
趣
不
レ

同
。

開
門
雖
レ

異
。
遂
期
二

菩
提
一

。
譬
猶
下

大
医
随
レ

病
与
レ

薬
。
設
レ

方
万
殊
共
在
上
レ

済
レ

命
。
今
欲
下

興
二

隆
仏
法
一

。
利
中

益
群
生
上

。
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凡
此
諸
業
廃
レ

一
不
レ

可
。
宜
下

准
二

十
二
律
一

定
二

度
者
之
数
一

。
分
レ

業
勧
催
共
令
中

競
学
上

。
仍
須
下

各
依
二

本
業
疏
一

。
読
二

法
華

金
光
明
二
部
経
漢
音
及
訓
一

。
経
論
之
中
問
二

大
義
十
条
一

。
通
二

五
以
上
一

者
。
乃
聴
中

得
度
上

。
縦
如
一
々
業
中
無
二

及
第
者
一

。

闕
二

除
其
分
一

当
年
勿
レ

度
。
省
寮
僧
綱
相
対
案
記
。
待
レ

有
二

其
人
一

後
年
重
度
。
遂
不
レ

得
レ

令
三

彼
此
相
奪
廃
二

絶
其
業
一

。
若

有
二

習
義
殊
高
一

。
勿
レ

限
二

漢
音
一

。
受
戒
之
後
。
皆
令
下

先
必
読
二

誦
二
部
戒
本
一

諳
中

案
一
巻
鞨
磨
四
分
律
鈔
上

。
更
試
二

十
二

条
一

。
本
業
十
条
。
戒
律
二
条
。
通
二

七
以
上
一

者
。
依
レ

次
差
二

任
立
義
複
講
及
諸
国
講
師
一

。
雖
レ

通
二

本
業
一

不
レ

習
二

戒
律
一

者
不
レ

聴
二

任
用
一

。
自
レ

今
以
後
永
為
二

恒
例
一

。 

 
 

 
 

延
暦
廿
五
年
正
月
廿
六
日(

3
4
) 

こ
の
官
符
で
は
、
最
澄
の
提
案
に
従
っ
て
年
分
度
者
を
宗
別
に
定
め
、
習
得
す
べ
き
学
業
と
そ
の
人
数
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

い
わ
ゆ
る
宗
年
分
度
者
制
の
成
立
に
よ
っ
て
、
従
来
十
人
で
あ
っ
た
年
分
度
者
の
人
数
が
、
天
台
宗
を
加
え
た
こ
と
で
全
体
と
し
て

は
十
二
人
に
増
員
さ
れ
た
。
一
方
、
三
論
宗
と
法
相
宗
は
、
延
暦
二
十
二
年
【
史
料
⑥
】
に
設
定
さ
れ
た
各
五
人
の
得
度
枠
を
減
ら

す
こ
と
と
な
っ
た
。
た
だ
し
、
簡
試
の
手
順
は
、
基
本
的
に
こ
れ
ま
で
の
方
法
を
継
承
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
宗
年
分
度
者
制
は
、

そ
れ
ま
で
三
論
宗
と
法
相
宗
の
二
宗
に
限
定
さ
れ
て
い
た
得
度
枠
を
他
の
四
宗
と
、
新
た
に
加
わ
っ
た
天
台
宗
に
開
放
し
た
も
の
で

あ
っ
て
、
基
本
的
な
発
想
は
、
以
前
の
制
度
の
範
疇
に
あ
る
と
い
え
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
年
分
度
者
制
の
革
新
性
は
、
す
べ
て
の
宗
に
得
度
枠
を
設
定
し
た
こ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
が
学
ぶ
べ
き
基

本
テ
キ
ス
ト
を
定
め
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
は
、
従
来
の
宗
の
在
り
方
に
大
き
な
変
革
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
こ

れ
ま
で
比
較
的
自
由
に
行
わ
れ
て
い
た
宗
学
に
、
年
分
度
者
制
を
通
じ
て
基
本
テ
キ
ス
ト
の
研
究
が
義
務
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
以

後
、
得
度
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
い
ず
れ
か
の
宗
に
所
属
し
、
自
宗
に
定
め
ら
れ
た
テ
キ
ス
ト
に
通
じ
る
こ
と
が
必
須
条
件
と
な
っ

た
。
そ
う
し
て
進
め
ら
れ
て
い
く
基
本
テ
キ
ス
ト
の
研
究
は
、
各
宗
正
統
教
義
の
確
立
を
促
し
、
そ
れ
は
、
や
が
て
「
天
長
六
本
宗

書
」(
3
5
)

に
結
実
す
る
。
教
義
の
確
立
の
過
程
は
、
他
宗
教
義
と
の
相
違
を
明
確
化
す
る
過
程
で
も
あ
り
、
他
宗
の
教
義
と
の
差
異
が

明
確
に
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
学
を
め
ぐ
る
諸
宗
間
の
論
争
・
論
議
も
可
能
と
な
っ
た
。
平
安
初
期
以
降
、
講
経
を
伴
う
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法
会
が
順
次
整
備
さ
れ
て
い
く
の
は(

3
6
)

、
諸
宗
に
お
け
る
教
義
の
確
立
と
表
裏
一
体
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
認
識
は
、
自
宗
に
対
す

る
帰
属
意
識
に
直
結
し
、
や
が
て
、
他
宗
よ
り
も
優
位
な
立
場
に
あ
る
こ
と
を
求
め
る
排
他
的
な
宗
意
識
を
形
成
さ
せ
る
。
つ
ま
り
、

宗
年
分
度
制
の
成
立
に
よ
っ
て
宗
の
在
り
方
が
変
化
し
た
こ
と
に
伴
い
、
宗
に
対
す
る
南
都
六
宗
の
意
識
も
変
化
し
て
い
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
延
暦
年
間
に
み
え
る
三
論
宗
と
法
相
宗
の
論
争
・
対
立
は
そ
の
先
駆
け
で
あ
り
、
両
宗
の
宗
意
識
は
、
宗
年
分
度
者
制

の
成
立
に
よ
っ
て
、
自
宗
の
優
位
性
を
主
張
す
る
排
他
的
な
方
向
に
さ
ら
に
進
ん
で
い
く
準
備
が
整
え
ら
れ
た
。
特
に
法
相
宗
の
場

合
、
天
台
宗
と
の
対
立
に
お
い
て
そ
れ
が
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
る
。
一
方
、
表
立
っ
て
他
宗
と
の
論
争
を
生
じ
さ
せ
な
か
っ
た
華
厳
宗

や
律
宗
に
も
、
対
立
・
論
争
を
展
開
さ
せ
る
余
地
が
生
ま
れ
た
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
成
実
宗
と
俱
舎
宗
は
、
独
立
し
た
宗
と
し
て

は
み
な
さ
れ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
三
論
宗
と
法
相
宗
の
寓
宗
と
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た(

3
7
)

。 

さ
ら
に
、
留
意
し
た
い
の
は
、
そ
の
宗
意
識
は
、
国
家
に
よ
っ
て
宗
学
が
固
定
さ
れ
た
こ
と
で
形
作
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

宗
年
分
度
者
制
に
よ
っ
て
、
各
宗
教
学
の
基
本
テ
キ
ス
ト
が
定
め
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
一
定
の
「
自
由
」
が
認
め
ら
れ
て

い
た
宗
学
に
制
限
が
か
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
れ
を
一
種
の
「
統
制
」
と
み
た
い
。
宗
学
が
「
自
由
」
で
あ
っ
た
が
故
に
、

六
宗
に
お
い
て
そ
の
宗
勢
に
偏
り
が
生
じ
た
。「
競
学
」
と
い
う
基
本
姿
勢
を
貫
く
国
家
は
、
諸
宗
全
て
が
興
隆
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

仏
教
の
力
は
充
分
に
発
揮
さ
れ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
り
、
国
家
に
と
っ
て
宗
勢
の
偏
り
は
憂
慮
す
べ
き
事
態
で
あ
っ
た
。
そ
う

し
た
国
家
の
立
場
は
、
延
暦
二
十
五
年
官
符
【
史
料
⑩
】
の
な
か
で
も
再
度
表
明
さ
れ
て
い
る
。
病
に
よ
っ
て
与
え
る
薬
が
異
な
る

よ
う
に
、
人
々
を
救
う
方
法
も
ま
た
様
々
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
「
諸
業
廃
レ

一
不
レ

可
。
」
、
諸
宗
は
一
つ
も
廃
れ
て
は
な
ら
な
い
。
諸

宗
の
存
続
こ
そ
が
国
家
の
求
め
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
う
し
た
国
家
の
要
求
を
最
澄
は
敏
感
に
察
知
し
、
諸
宗
の
平
等
な
存
続
を
保

証
す
る
制
度
を
提
案
し
た
。
そ
れ
は
僧
綱
に
も
喜
ん
で
受
け
入
れ
ら
れ
、
そ
れ
ま
で
の
年
分
度
者
制
を
大
き
く
変
革
す
る
宗
年
分
度

者
制
が
成
立
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
宗
と
そ
の
教
学
に
も
「
攘
レ

災
殖
レ

福
仏
教
尤
勝
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
護
国
奉
仕
が
期

待
さ
れ
、
宗
に
対
す
る
意
識
が
仏
教
界
全
体
に
顕
在
化
し
、
宗
と
そ
の
教
学
が
「
国
家
仏
教
」
の
明
確
な
一
要
素
と
な
っ
た
こ
と
は
、

曽
根
氏
の
指
摘
す
る
通
り
で
あ
ろ
う(

3
8
)

。 
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三 

大
乗
戒
壇
設
立
論
争 

 
 

諸
宗
「
競
学
」
と
い
う
基
本
姿
勢
を
貫
く
国
家
に
と
っ
て
、
宗
勢
の
偏
り
は
不
本
意
で
あ
り
、
憂
慮
す
べ
き
事
態
で
あ
っ
た
。
そ

う
し
た
国
家
の
腐
心
を
敏
感
に
察
知
し
、
打
開
策
を
示
し
た
の
が
最
澄
で
あ
る
。
最
澄
の
提
案
は
、
宗
年
分
度
者
制
と
し
て
結
実
し
、

宗
の
在
り
方
と
宗
意
識
に
大
き
な
変
革
を
も
た
ら
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
張
本
人
で
あ
る
最
澄
は
、
弘
仁
年
間
に
な
る
と
突
如
と
し

て
、
自
身
の
提
案
を
覆
す
動
き
を
展
開
す
る
。 

最
澄
は
、
弘
仁
九
年
（
八
一
八
）
五
月
十
三
日
、
「
天
台
法
華
宗
年
分
学
生
式
」
（
「
六
条
式
」
）
を
上
奏
し
、
東
大
寺
の
戒
壇
を
離

れ
、
天
台
宗
独
自
の
大
乗
戒
壇
設
立
の
勅
許
を
求
め
る
運
動
を
お
こ
し
た
。
最
澄
は
、 

釈
教
之
中
。
出
家
二
類
。
一
小
乗
類
。
二
大
乗
類
。
道
心
仏
子
。
即
此
類
レ

斯
。
今
我
東
州
。
但
有
二

小
像
一

。
未
二

大
類
一

。
大

道
未
レ

弘
。
大
人
難
レ

興
。
誠
願 

先
帝
御
願
。
天
台
年
分
。
永
為
二

大
類
一

。
為
二

菩
薩
僧
一

。(
3
9
) 

と
い
い
、
出
家
僧
に
は
大
乗
の
僧
と
小
乗
の
僧
の
二
種
類
が
あ
る
が
、
日
本
の
僧
が
受
戒
し
て
い
る
の
は
小
乗
の
戒
律
で
あ
る
か
ら
、

日
本
に
は
い
ま
だ
大
乗
の
僧
は
い
な
い
。
そ
こ
で
、
桓
武
天
皇
の
勅
願
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
天
台
宗
の
僧
を
大
乗
の
「
菩
薩
僧
」

と
し
た
い
と
述
べ
、
東
大
寺
の
戒
壇
か
ら
離
脱
す
る
意
向
を
表
明
し
た
。
最
澄
は
続
け
て
、
同
年
八
月
二
十
七
日
に
「
勧
奨
天
台
宗

年
分
学
生
式
」（
「
八
条
式
」
）
を
、
そ
し
て
翌
十
年
（
八
一
九
）
三
月
十
五
日
に
「
天
台
法
華
宗
年
分
度
者
回
小
向
大
式
」（
「
四
条
式
」
）

を
上
表
し
、
授
戒
に
関
す
る
具
体
的
な
制
度
を
示
し
た(

4
0
)

。
そ
れ
は
、
南
都
六
宗
と
の
決
別
宣
言
で
も
あ
っ
た
。 

こ
う
し
た
最
澄
の
要
求
に
対
し
て
、
当
時
僧
綱
の
首
班
で
あ
っ
た
法
相
宗
の
護
命
を
中
心
に
、
南
都
諸
宗
は
強
く
反
発
し
、
以
降

最
澄
と
僧
綱
・
南
都
諸
宗
と
の
間
で
大
乗
戒
壇
の
設
立
の
是
非
を
問
う
論
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。
僧
綱
は
、
弘
仁
十
年
五
月
十
九

日
、
最
澄
に
対
す
る
反
論
を
「
僧
最
澄
奉
献
天
台
式
并
表
不
レ

合
二

教
理
一

事
」
と
し
て
ま
と
め
、
南
都
諸
寺
の
反
対
意
見
書
と
と
も

に
上
表
し
た
。「
僧
最
澄
奉
献
天
台
式
并
表
不
レ

合
二

教
理
一

事
」
は
、
護
命
（
大
僧
都
、
法
相
宗
）
・
長
慧
（
少
僧
都
、
律
宗
）
・
施
平

（
律
師
、
法
相
宗
）
・
豊
安
（
律
師
、
律
宗
）
・
修
円
（
律
師
、
法
相
宗
）
・
泰
演
（
律
師
、
法
相
宗
）
の
六
人
の
名
で
提
出
さ
れ
た
た
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め
、
「
六
統
表
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
「
六
統
表
」
を
渡
さ
れ
た
最
澄
は
、
『
顕
戒
論
』
の
な
か
に
こ
れ
を
引
用
し
て
具
に
反
論
を
加
え
、

改
め
て
自
身
の
主
張
の
正
当
性
を
述
べ
た
。 

し
か
し
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
な
理
屈
を
並
べ
よ
う
が
、
最
澄
の
主
張
は
、
教
学
的
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
し
、

諸
宗
平
等
の
理
念
か
ら
天
台
宗
の
み
が
抜
け
出
そ
う
と
す
る
こ
と
は
決
し
て
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
僧
綱
・
南
都
諸
宗

か
ら
す
れ
ば
、
「
三
論
法
相
二
宗
。
盛
有
二

興
隆
一

。
但
華
厳
毗
尼
成
実
俱
舎
等
四
宗
。
纔
有
二

其
名
一

。
既
無
二

其
業
一

。
」(

4
1
)

と
い
う

状
況
を
打
開
す
る
保
証
を
、
宗
年
分
度
者
制
の
成
立
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
獲
得
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
如
来
之
制
戒
」(4

2
)

と
捉
え
る
護
命
ら
僧
綱
・
南
都
諸
宗
に
と
っ
て
、
宗
年
分
度
者
制
を
否
定
す
る
こ
と
な
ど
有
り
得
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
構

築
さ
れ
た
仏
教
界
の
秩
序
を
打
破
し
よ
う
と
す
る
最
澄
の
主
張
は
、
決
し
て
容
認
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
立
場
は
、

「
六
統
表
」
の
序
文
に
よ
く
あ
わ
ら
れ
て
い
る
。 

 

立
レ

式
制
レ

民
。
必
資
二

国
主
一

。
設
レ

教
利
レ

生
。
良
在
二

法
王
一

。
非
二

国
主
制
一

。
無
二

以
遵
行
一

。
非
二

法
王
教
一

。
無
二

以
信
受
一

。

故
仏
自
制
レ

戒
。
非
二

菩
薩
等
一

。
仏
在
世
時
。
弟
子
無
レ

諍
。
及
レ

至
二

正
像
一

。
異
見
競
起
。
遂
令
下

弱
植
之
徒
。
随
二

偽
弁
一

以

長
迷
。
倒
置
之
倫
。
遂
二

邪
説
一

而
永
溺
上

。
所
以
四
依
菩
薩
。
造
レ

論
会
レ

宗
。
三
乗
賢
聖
。
順
レ

教
述
レ

旨
。・
・
・（
中
略
）・
・
・

我
日
本
国
。
志
貴
嶋
宮
御
宇
天
皇
。
歳
次
二

戊
午
一

。
百
済
王
。
奉
二

渡
仏
法
一

。
聖
君
敬
崇
。
至
レ

今
不
レ

絶
。
入
唐
学
生
。
道

昭
。
道
慈
等
。
往
逢
二

明
師
一

。
学
業
抜
萃
。
天
竺
菩
提
。
唐
朝
鑑
真
等
。
感
レ

徳
帰
レ

化
。
伝
二

通
遺
教
一

。
如
レ

是
人
等
。
徳
高
二

於
時
一

。
都
無
二

異
議
一

。
而
僧
最
澄
。
未
レ

見
二

唐
都
一

。
只
在
二

辺
州
一

。
即
便
還
来
。
今
私
造
レ

式
。
輙
以
奉
献
。
其
文
浅
漏
。

事
理
不
レ

詳
。
非
レ

紊
二

乱
法
門
一

。
兼
復
違
二

令
条
一

。
・
・
・
（
後
略
）(

4
3
) 

こ
こ
で
護
命
ら
僧
綱
は
、
自
ら
が
担
っ
て
き
た
「
国
家
仏
教
」
の
正
当
性
を
強
調
し
て
い
る
。
故
に
、
欽
明
天
皇
以
降
、
今
に
至

る
ま
で
天
皇
の
崇
敬
は
絶
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
。
そ
の
よ
う
に
自
ら
が
担
っ
て
き
た
「
国
家
仏
教
」
の
在
り
方
を
否

定
す
る
最
澄
は
、
護
命
ら
僧
綱
に
と
っ
て
仏
教
界
の
秩
序
を
破
壊
す
る
「
紊
二

乱
法
門
一

」
者
で
し
か
な
か
っ
た
。
最
澄
が
発
現
し
た

排
他
的
な
宗
意
識
は
、
そ
の
ま
ま
最
澄
自
身
に
跳
ね
返
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。 
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最
澄
が
南
都
諸
宗
と
の
全
面
対
決
に
転
じ
た
理
由
と
し
て
は
、
田
村
晃
祐
氏
が
「
大
同
二
年
か
ら
止
観
業
、
遮
那
業
各
一
名
の
得

度
者
が
許
さ
れ
た
が
そ
の
多
く
は
法
相
宗
に
走
り
、
或
い
は
そ
の
他
の
理
由
で
比
叡
山
に
住
す
る
者
少
く
、
弘
仁
九
年
迄
の
年
分
度

者
二
十
四
名
の
中
、
住
山
せ
る
者
僅
か
に
十
名
の
み
」(

4
4
)

で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
諸
宗
平
等
の
存
続
を
掲
げ
る
宗
年
分
度

者
制
は
、
天
台
宗
に
と
っ
て
決
し
て
有
益
で
は
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
時
天
台
宗
に
設
定
さ
れ
た
得
度
枠
「
天
台
業
二
人
」
の

う
ち
、
一
人
は
遮
那
業
（
密
教
）
で
あ
っ
て
、
天
台
教
学
よ
り
も
付
随
的
に
受
法
し
た
密
教
の
方
に
国
家
の
期
待
が
か
け
ら
れ
て
い

た
。
ま
た
、
最
大
の
外
護
者
で
あ
っ
た
桓
武
天
皇
の
死
と
南
都
諸
宗
に
同
情
的
な
平
城
天
皇
の
即
位
、
体
系
化
さ
れ
た
密
教
を
修
得

し
た
空
海
の
帰
国
な
ど
、
宗
年
分
度
者
制
の
成
立
以
降
、
最
澄
の
眼
前
に
は
課
題
が
山
積
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
な

か
、
弘
仁
四
年
（
八
一
三
）
頃
か
ら
最
澄
は
、
南
都
諸
宗
と
の
対
決
色
を
強
め
て
い
く
と
さ
れ
る(

4
5
)

。
そ
の
最
大
の
事
件
が
三
一
権

実
論
争
で
あ
り
、
大
乗
戒
壇
の
設
立
論
争
で
あ
っ
た
。 

三
一
権
実
論
争
と
は
、
弘
仁
八
年
（
八
一
七
）
か
ら
同
十
二
年
（
八
二
一
）
ま
で
、
最
澄
と
法
相
宗
徳
一
と
の
間
で
繰
り
広
げ
ら

れ
た
論
争
で
あ
る
。
こ
の
論
争
の
争
点
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
主
た
る
論
点
は
、
仏
性
観
の
違
い
、
す
な
わ
ち
悟
り
の
境
地
の
違
い
、

仏
果
を
得
ら
れ
な
い
衆
生
の
存
在
を
認
め
る
徳
一
（
法
相
教
学
）
の
三
乗
説
と
、
一
切
衆
生
の
悉
皆
成
仏
を
説
く
最
澄
（
天
台
教
学
）

の
一
乗
説
の
争
い
で
あ
っ
た
と
一
般
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る(

4
6
)

。
論
争
の
発
端
と
な
っ
た
の
は
、
徳
一
が
著
し
た
『
仏
性
抄
』
に
よ

る
法
華
批
判
で
あ
る
。
田
村
氏
は
、
も
と
も
と
『
仏
性
抄
』
は
最
澄
本
人
に
向
け
ら
れ
た
批
判
で
は
な
か
っ
た
と
し
た
上
で
、
こ
の

論
争
の
背
景
に
、
東
国
に
お
け
る
法
相
宗
と
天
台
宗
の
勢
力
拡
大
を
め
ぐ
る
軋
轢
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る(

4
7
)

。
最
澄
は
、

東
国
で
人
々
の
教
化
に
つ
と
め
、
「
東
国
化
主
」(

4
8
)

と
称
さ
れ
た
道
忠
と
親
し
い
仲
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
道
忠
は
、
鑑
真
の
弟

子
と
い
わ
れ
、
現
在
の
栃
木
県
か
ら
群
馬
県
、
埼
玉
県
と
い
っ
た
関
東
の
北
側
か
ら
西
側
の
地
域
に
か
け
て
非
常
に
大
き
な
勢
力
を

持
っ
て
い
て
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
そ
の
弟
子
が
散
ら
ば
っ
て
い
た
。
一
方
の
徳
一
は
、
当
時
会
津
に
い
て
、
東
北
か
ら
関
東
の
東
側

に
勢
力
を
広
げ
て
い
た
。
東
北
に
お
け
る
勢
力
拡
大
の
た
め
に
は
お
互
い
引
く
わ
け
に
は
い
か
ず
、
そ
の
結
果
数
年
に
及
ぶ
激
し
い

論
争
へ
と
展
開
し
て
い
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
薗
田
氏
は
、
こ
の
一
連
の
論
争
を
通
じ
て
最
澄
が
東
大
寺
の
戒
壇
か
ら
離
脱
し
て
天
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台
宗
独
自
の
大
乗
戒
壇
を
設
立
す
る
構
想
を
具
体
化
さ
せ
た
と
指
摘
し
、
三
一
権
実
論
争
が
大
乗
戒
壇
設
立
運
動
と
密
接
に
関
わ
っ

て
い
た
と
み
る(

4
9
)

。 
三
一
権
実
論
争
が
法
相
教
学
と
天
台
教
学
の
対
立
で
あ
り
な
が
ら
、
一
方
で
そ
の
背
後
に
、
教
線
の
拡
大
と
い
う
世
俗
的
な
思
惑

が
絡
ん
で
い
た
と
す
る
田
村
氏
の
指
摘
は
、
延
暦
年
間
の
三
論
宗
と
法
相
宗
の
対
立
を
想
起
さ
せ
る
。
し
か
し
、
三
論
宗
と
法
相
宗

の
対
立
が
両
宗
に
平
等
な
得
度
枠
の
設
定
で
一
応
の
落
着
を
み
た
の
に
対
し
、
三
一
権
実
論
争
は
、
大
乗
戒
壇
の
設
立
と
い
う
、
天

台
宗
と
南
都
諸
宗
と
の
決
別
を
招
い
た
。
大
乗
戒
壇
の
設
立
を
決
断
さ
せ
た
と
い
う
三
一
権
実
論
争
が
、
そ
の
後
の
仏
教
史
の
展
開

に
も
た
ら
し
た
影
響
を
鑑
み
る
と
、
こ
れ
が
日
本
仏
教
史
上
に
お
け
る
一
大
事
件
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。 

大
乗
戒
壇
の
設
立
を
め
ぐ
る
攻
防
は
、
最
澄
の
死
の
直
前
ま
で
繰
り
広
げ
ら
れ
、
最
澄
の
存
命
中
に
設
立
が
許
さ
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
死
後
わ
ず
か
七
日
目
に
勅
許
が
下
り(

5
0
)

、
弘
仁
十
三
年
（
八
二
二
）
六
月
十
一
日
、
大
乗
戒
壇
設
立
論
争

に
幕
が
閉
じ
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
天
台
宗
は
、
大
乗
戒
壇
の
設
立
を
通
し
て
「
そ
れ
自
体
と
し
て
は
国
家
的
施
設
の
性
格
を
持
ち
、

官
吏
の
監
視
の
も
と
に
お
か
れ
た
と
は
い
え
、
規
律
の
決
定
と
構
成
員
の
組
織
と
を
独
自
に
行
な
え
る
教
団
と
し
て
、
自
ら
を
自
主

管
理
す
る
こ
と
に
な
り
」
、
僧
綱
か
ら
の
「
自
立
」
を
達
成
し
た
の
で
あ
る(

5
1
)

。 

こ
れ
ら
一
連
の
論
争
を
宗
意
識
と
い
う
観
点
か
ら
評
価
す
れ
ば
、
こ
れ
ほ
ど
僧
綱
・
南
都
諸
宗
が
最
澄
と
激
し
く
争
い
得
た
の
は
、

最
澄
へ
の
批
判
を
通
し
て
南
都
諸
宗
、
そ
の
中
心
た
る
法
相
宗
に
お
い
て
「
自
己
正
当
化
の
論
理
」(

5
2
)

が
構
築
さ
れ
て
い
っ
た
か
ら

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
過
程
で
南
都
諸
宗
に
天
台
宗
と
の
明
確
な
違
い
が
認
識
さ
れ
、
自
ら
の
正
当
性
を
否
定
す
る
よ
う
な
最
澄

に
対
し
、
排
他
的
な
宗
意
識
を
顕
在
化
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
宗
年
分
度
者
制
の
成
立
に
よ
っ
て
南
都
諸
宗
相
互
に
発
揮
さ
れ
る

可
能
性
の
あ
っ
た
排
他
的
な
宗
意
識
は
、「
競
学
」
か
ら
ひ
と
り
抜
け
出
そ
う
と
す
る
、
天
台
宗
と
い
う
離
反
者
が
あ
ら
わ
れ
た
こ
と

に
よ
り
、
天
台
宗
対
南
都
諸
宗
（
南
都
）
と
い
う
平
安
初
期
仏
教
界
の
新
た
な
構
図
を
現
出
し
た
の
で
あ
る
。
排
他
的
な
南
都
の
宗

意
識
は
、
自
ら
の
宣
揚
意
識
を
急
激
に
高
め
る
こ
と
と
な
り
、
こ
れ
ま
で
も
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら
も
護
国
奉
仕
を
担
う
と
い
う
自
負

と
、
そ
の
「
正
統
」
性
の
主
張
、
天
台
宗
へ
の
対
抗
心
を
膨
張
さ
せ
て
い
っ
た
。
故
に
、
法
相
宗
が
仏
性
観
の
違
い
を
受
け
入
れ
る
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こ
と
も
、
教
線
拡
大
の
争
い
に
敗
れ
る
こ
と
も
、
そ
し
て
僧
綱
と
い
う
南
都
の
既
得
権
益
に
踏
み
込
ま
れ
る
こ
と
も
、
決
し
て
認
め

ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

天
台
僧
は
、
宮
廷
で
読
経
を
行
う
内
供
奉
十
禅
師
と
い
う
重
役
に
補
任
さ
れ
る
も
の
の
、
重
要
法
会
で
あ
る
三
会
の
講
師
に
は
な

か
な
か
加
わ
れ
な
か
っ
た
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
三
会
と
呼
ば
れ
た
宮
中
御
斎
会
・
興
福
寺
維
摩
会
・
薬
師
寺
最
勝
会
は
、
特
に
重

要
な
法
会
で
あ
り
、
三
会
の
講
師
を
す
べ
て
つ
と
め
あ
げ
た
者
（
已
講
）
が
順
次
僧
綱
に
補
任
さ
れ
る
規
定
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、

す
べ
て
の
僧
尼
を
領
導
す
る
立
場
に
あ
る
僧
綱
に
加
わ
る
た
め
に
は
、
三
会
の
講
師
を
つ
と
め
る
こ
と
が
絶
対
条
件
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
天
台
宗
に
対
し
て
排
他
的
な
宗
意
識
を
発
現
す
る
南
都
は
、
な
か
な
か
こ
れ
を
認
め
ず
、
天
台
僧
の
僧
綱
補
任
は
、
貞
観
六

年
（
八
六
四
）
の
安
恵
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
以
降
も
、
僧
綱
に
補
任
さ
れ
る
天
台
僧
は
極
め
て
少
な
い
。 

そ
れ
に
対
し
、
天
長
元
年
（
八
二
四
）
と
い
う
極
め
て
早
い
段
階
で
少
僧
都
と
し
て
僧
綱
に
加
わ
っ
た
の
が
空
海
で
あ
っ
た
。
当

時
僧
綱
に
補
任
さ
れ
る
た
め
に
は
南
都
の
強
い
推
挙
が
必
要
で
あ
り
、
律
師
を
経
な
い
で
少
僧
都
と
な
り
、
そ
の
三
年
後
に
は
大
僧

都
と
し
て
仏
教
界
を
統
轄
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
全
く
異
例
の
こ
と
で
あ
っ
た(

5
3
)

。
九
世
紀
後
半
ま
で
僧
綱
を
出
せ
な
か
っ

た
天
台
宗
と
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
そ
し
て
、
表
立
っ
た
軋
轢
を
生
じ
さ
せ
な
い
ま
ま
、
弘
仁
十
三
年
（
八
二
二
）
、
東
大
寺
に
真

言
院
を
創
設
し
、
南
都
に
真
言
密
教
を
浸
透
さ
せ
る
足
が
か
り
を
つ
く
っ
た
。 

真
言
宗
と
南
都
が
友
好
的
な
関
係
を
維
持
で
き
た
背
景
の
一
つ
と
し
て
、
真
言
宗
の
教
学
的
な
特
質
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
堀
池

春
峰
氏
は
、
空
海
が
『
十
住
心
論
』
で
示
し
た
よ
う
に
、
真
言
宗
を
究
極
の
教
え
と
し
な
が
ら
も
、「
旧
仏
教
宗
派
を
包
摂
す
る
真
言

宗
自
体
の
内
包
す
る
性
格
」
に
そ
の
要
因
を
求
め
て
い
る(

5
4
)

。
一
方
の
南
都
側
に
も
、
純
密
を
受
容
し
よ
う
と
す
る
意
向
が
あ
り
、

東
大
寺
真
言
院
の
創
設
は
、
そ
う
し
た
南
都
の
意
向
と
の
合
致
を
み
た
こ
と
で
実
現
し
た
と
論
じ
て
い
る
。
確
か
に
、
山
林
修
行
と

「
自
然
智
宗
」
の
形
成(

5
5
)

や
雑
密
典
籍
の
所
蔵(

5
6
)

な
ど
、
か
ね
て
よ
り
南
都
が
密
教
を
受
容
し
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
の

た
め
に
、
真
言
宗
と
の
間
に
軋
轢
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
空
海
と
南
都
が
友
好
的
な
関
係
を
構
築
し
得
た
と
考
え
る
こ
と
は
何

の
矛
盾
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
空
海
と
真
言
宗
に
対
す
る
厚
遇
の
背
景
に
あ
っ
た
の
は
、
何
よ
り
も
最
澄
に
対
す
る
反
発
と
牽
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制
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
宗
年
分
度
者
制
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
固
ま
っ
た
秩
序
を
否
定
す
る
最
澄
の
大
乗
戒
壇
設
立
運
動
は
、

そ
れ
を
「
如
来
之
制
戒
」
と
認
識
す
る
僧
綱
・
南
都
と
の
間
に
大
き
な
溝
を
作
り
、
天
台
宗
対
南
都
と
い
う
仏
教
界
の
構
図
を
形
作
っ

た
。
そ
の
な
か
で
相
互
批
判
を
繰
り
返
し
、
自
ら
の
優
位
性
を
主
張
す
る
排
他
的
な
宗
意
識
を
相
互
に
膨
張
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。 

た
だ
し
、
そ
の
一
方
で
、
最
澄
・
天
台
宗
と
の
対
立
、
論
議
の
反
復
を
通
じ
て
南
都
が
自
ら
の
立
場
、
教
義
を
よ
り
一
層
明
確
化

さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
も
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
南
都
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
最
澄
の
教
義
確
立
に
も
大
き
な
影
響

を
与
え
た
。
こ
の
よ
う
に
、
あ
る
意
味
で
は
教
学
的
「
交
流
」
の
な
か
で
、
相
互
の
教
義
が
さ
ら
に
深
化
し
て
い
っ
た
と
い
え
る
。

大
乗
戒
壇
設
立
論
争
は
、
こ
う
し
た
両
方
の
面
か
ら
理
解
す
べ
き
と
筆
者
は
考
え
る
。 

 

お
わ
り
に 

 

本
章
で
は
、
延
暦
年
間
に
お
け
る
年
分
度
者
制
の
推
移
を
手
が
か
り
に
、
そ
れ
に
伴
っ
て
南
都
諸
宗
の
宗
意
識
が
ど
の
よ
う
に
展

開
し
て
い
く
の
か
を
検
討
し
た
。 

延
暦
年
間
に
お
け
る
三
論
宗
と
法
相
宗
の
対
立
は
、
年
分
度
者
制
や
御
斎
会
・
維
摩
会
の
講
師
枠
な
ど
、
利
害
を
め
ぐ
る
対
立
で

あ
っ
た
こ
と
が
史
料
の
分
析
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
の
前
提
と
な
る
の
は
、
他
宗
と
の
違
い
を
認
識
し
、
他
宗
と
の
差
別

化
を
は
か
ろ
う
と
す
る
宗
意
識
で
あ
る
。
そ
う
し
た
宗
意
識
は
、
他
宗
と
の
教
学
上
の
差
異
が
明
確
に
認
識
さ
れ
て
初
め
て
表
面
化

す
る
の
で
あ
り
、
「
空
」
「
有
」
を
め
ぐ
る
教
学
上
の
対
立
が
生
じ
た
よ
う
に
、
三
論
宗
と
法
相
宗
に
お
い
て
は
、
早
い
段
階
か
ら
教

学
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
過
程
で
生
じ
る
相
互
の
教
学
批
判
を
通
じ
、
自
宗
の
教
義
を
深
化
さ
せ
て
い
っ
た
結
果
、
自
宗

の
発
展
を
求
め
る
利
害
上
の
対
立
と
し
て
現
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

一
方
、
他
の
四
宗
は
、「
華
厳
毗
尼
成
実
俱
舎
等
四
宗
。
纔
有
二

其
名
一

。
既
無
二

其
業
一

。
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
学
統
の
断
絶
が

危
ぶ
ま
れ
る
ほ
ど
衰
微
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
諸
宗
「
競
学
」
を
掲
げ
る
国
家
に
と
っ
て
憂
慮
す
べ
き
事
態
で
あ
っ
た
。
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こ
う
し
た
国
家
の
腐
心
を
敏
感
に
察
知
し
、
諸
宗
の
平
等
な
存
続
を
保
証
す
る
制
度
を
提
案
し
た
の
が
最
澄
で
あ
る
。
最
澄
の
提
案

は
直
ち
に
採
用
さ
れ
、
延
暦
二
十
五
年
の
新
年
分
度
者
制
、
い
わ
ゆ
る
宗
年
分
度
者
制
と
し
て
実
現
す
る
。
宗
年
分
度
者
制
に
よ
っ

て
、
各
宗
に
平
等
の
得
度
枠
が
設
定
さ
れ
、
修
得
す
べ
き
基
本
テ
キ
ス
ト
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
こ
れ
以
後
僧
侶
と
な
ろ
う
と
す

る
者
に
、
い
ず
れ
か
の
宗
に
所
属
し
、
基
本
テ
キ
ス
ト
を
学
修
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
宗
へ
の
帰

属
意
識
と
正
統
教
学
の
確
立
を
促
し
、
教
義
に
対
す
る
理
解
を
深
め
さ
せ
る
大
き
な
契
機
と
な
っ
た
。
そ
の
過
程
で
他
宗
と
の
違
い

が
明
確
と
な
り
、
や
が
て
、
他
宗
よ
り
も
優
位
な
立
場
に
あ
る
こ
と
を
求
め
る
排
他
的
な
宗
意
識
の
形
成
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
つ

ま
り
、
宗
年
分
度
者
制
の
成
立
に
よ
っ
て
宗
の
在
り
方
が
変
化
し
た
こ
と
に
伴
い
、
宗
に
対
す
る
南
都
諸
宗
の
意
識
も
変
化
し
て
い
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。 

そ
の
排
他
的
な
宗
意
識
が
存
分
に
発
揮
さ
れ
た
の
は
、
宗
年
分
度
者
制
の
提
案
者
最
澄
に
対
し
て
で
あ
っ
た
。
最
澄
は
、
東
大
寺

の
戒
壇
か
ら
離
れ
て
天
台
宗
独
自
の
大
乗
戒
壇
を
設
立
す
る
勅
許
を
求
め
た
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
宗
年
分
度
者
制
に
よ
っ
て
実
現

さ
れ
た
諸
宗
平
等
と
い
う
枠
組
み
か
ら
天
台
宗
の
み
が
離
脱
す
る
こ
と
を
宣
言
し
た
と
も
い
え
る
。
宗
年
分
度
者
制
を
「
如
来
之
制

戒
」
と
捉
え
る
護
命
ら
僧
綱
・
南
都
諸
宗
に
と
っ
て
、
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
な
ど
有
り
得
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
構
築
さ

れ
た
仏
教
界
の
秩
序
を
打
破
し
よ
う
と
す
る
最
澄
の
主
張
は
、
決
し
て
容
認
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
最
澄
と
の
対

決
姿
勢
を
明
確
化
さ
せ
た
僧
綱
・
南
都
諸
宗
は
、
最
澄
に
対
す
る
排
他
的
な
宗
意
識
を
顕
在
化
さ
せ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

れ
が
、
天
台
宗
対
南
都
と
い
う
平
安
初
期
仏
教
界
の
構
図
を
形
作
っ
た
の
で
あ
る
。 

                           
(1

) 

石
田
茂
作
『
写
経
よ
り
見
た
る
奈
良
朝
仏
教
の
研
究
』
「
第
二
編 

写
経
よ
り
見
た
る
奈
良
朝
の
各
宗
」
東
洋
文
庫
、
一
九
三
〇
年
。 

(2
) 

大
屋
徳
城
『
寧
楽
仏
教
史
論
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
七
年
（
初
版
は
東
方
文
献
刊
行
会
、
一
九
三
七
年
）
、
二
一
七
頁
。 

(3
) 

硲
慈
弘
『
日
本
仏
教
の
開
展
と
そ
の
基
調
（
上
）
―
日
本
天
台
と
鎌
倉
仏
教
―
』
三
省
堂
、
一
九
四
八
年
、
二
～
五
頁
。 
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(4

) 
薗
田
香
融
「
古
代
仏
教
に
お
け
る
宗
派
性
の
起
源
」
（
同
氏
著
『
平
安
仏
教
の
研
究
』
法
蔵
館
、
一
九
八
一
年
所
収
、
初
出
一
九
七
二
年
）
。 

(5
) 

中
川
修
「
最
澄
の
教
団
形
成
と
世
俗
制
度
」
（
『
龍
谷
史
壇
』
九
九
・
一
〇
〇
、
一
九
九
二
年
）
。 

(6
) 

鎌
田
茂
雄
『
中
国
仏
教
史
』
第
六
巻
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
、
五
三
四
頁
。 

(7
) 

真
野
正
順
『
仏
教
に
お
け
る
宗
観
念
の
成
立
』
理
想
社
、
一
九
六
四
年
、
三
三
〇
～
三
四
六
頁
。 

(8
) 

淺
田
正
博
「
伝
教
大
師
最
澄
に
お
け
る
宗
派
意
識
の
推
移
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
仏
教
綜
合
研
究
』
一
、
二
〇
〇
三
年
）
。 

(9
) 

新
川
哲
雄
「
最
澄
に
お
け
る
宗
派
意
識
の
確
立 

― 

一
向
大
乗
寺
構
想
の
検
討
か
ら 

― 

」
（
『
東
洋
文
化
研
究
』
一
〇
、
二
〇
〇
八
年
）
。 

(1
0

) 

曽
根
正
人
「
平
安
初
期
南
都
仏
教
と
護
国
体
制
」
（
同
氏
著
『
古
代
仏
教
界
と
王
朝
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
所
収
、
初
出
一
九
八
四

年
）
。 

(1
1

) 

山
下
有
美
「
東
大
寺
の
華
厳
衆
と
六
宗 

― 

古
代
寺
院
社
会
試
論 

― 

」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
八
、
二
〇
〇
二
年
）
は
、
『
正
倉
院
文
書
』

を
精
査
し
、
南
都
六
宗
の
成
立
を
再
検
討
す
る
な
か
で
、
天
平
期
以
降
、
各
宗
（
衆
）
独
自
に
進
め
ら
れ
る
経
典
解
釈
で
は
門
流
や
法
脈
が
意
識
さ

れ
て
お
り
、
後
世
の
宗
派
に
も
通
じ
る
集
団
内
の
共
感
や
始
祖
へ
の
尊
敬
の
念
と
い
っ
た
「
信
仰
」
の
側
面
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

重
要
な
指
摘
で
あ
る
。 

(1
2

) 

た
だ
し
、
興
福
寺
の
漸
（
慚
）
安
が
弘
仁
六
年
（
八
一
五
）
に
撰
述
し
た
『
法
相
灯
明
記
』
に
は
、
「
元
興
興
福
二
寺
先
徳
。
争
二

法
相
義
一

。
」

と
あ
っ
て
、
元
興
寺
法
相
宗
と
興
福
寺
法
相
宗
と
の
間
に
教
学
を
め
ぐ
る
対
立
が
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
法
相
宗
の
日
本
へ
の
伝
来
は
三

回
に
わ
た
り
（
四
回
と
す
る
説
も
あ
る
）
、
そ
の
伝
来
時
期
・
伝
来
者
に
よ
っ
て
、
元
興
寺
に
伝
わ
っ
た
南
寺
（
南
伝
）
系
と
興
福
寺
の
北
寺
（
北

伝
）
系
に
わ
か
れ
る
と
さ
れ
る
（
富
貴
原
章
信
『
日
本
唯
識
思
想
史
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
九
年
（
初
版
は
大
雅
堂
、
一
九
四
四
年
）
）
。
南
寺

系
は
玄
奘
よ
り
直
接
、
草
創
期
の
法
相
唯
識
が
相
伝
さ
れ
た
の
に
対
し
、
北
寺
系
は
玄
奘
の
後
、
基
・
慧
沼
・
智
周
の
三
祖
を
経
て
整
備
・
体
系
化

さ
れ
た
法
相
教
学
が
相
承
さ
れ
た
と
い
う
。
前
者
は
主
に
道
昭
に
よ
っ
て
元
興
寺
に
、
後
者
は
玄
昉
に
よ
っ
て
興
福
寺
に
伝
来
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う

に
、
法
相
宗
に
お
い
て
は
南
北
二
系
統
が
存
在
し
、
教
義
解
釈
に
も
差
異
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
深
浦
正
文
氏
が
南
寺
・
北
寺
系
に
教
義
解
釈
上
の
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相
違
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
「
ど
こ
ま
で
も
単
に
文
義
の
解
釈
の
上
の
み
に
止
ま
っ
て
、
決
し
て
法
門
の
根
本
に
影
響
す
べ
き
も
の
で
な
い
」
と
指

摘
す
る
よ
う
に
（
『
唯
識
学
研
究
』
上
巻
、
永
田
文
昌
堂
、
一
九
五
四
年
、
四
一
九
頁
）
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
自
の
動
き
を
み
せ
た
と
は
い
え
な
い
し
、

国
家
の
編
纂
す
る
文
献
上
で
は
管
見
の
限
り
、
「
南
寺
（
南
伝
）
」
「
北
寺
（
北
伝
）
」
と
い
う
言
説
は
確
認
で
き
な
い
。
よ
っ
て
、
本
論
文
で
は

こ
れ
を
「
派
」
と
は
み
な
さ
な
い
。 

(1
3

) 

『
類
聚
三
代
格
』
巻
二 

経
論
并
法
会
請
僧
事 

延
暦
二
十
三
年
（
八
〇
四
）
正
月
二
十
二
日
付
太
政
官
符
。 

(1
4

) 

上
島
享
「
平
安
初
期
仏
教
の
再
検
討
」
（
『
仏
教
史
学
研
究
』
四
〇
‐
二
、
一
九
九
七
年
）
。 

(1
5

) 

『
類
聚
国
史
』
巻
一
七
九 

仏
道
六 

諸
宗 

延
暦
十
七
年
（
七
九
八
）
九
月
壬
戌
（
十
六
日
）
条
。 

(1
6

) 

『
類
聚
国
史
』
巻
一
八
七 
仏
道
一
四 

度
者 

延
暦
十
七
年
（
七
九
八
）
四
月
乙
丑
（
十
五
日
）
条
。 

(1
7

) 

『
続
日
本
紀
』
天
平
六
年
（
七
三
四
）
十
一
月
戊
寅
（
二
十
一
日
）
条
に
は
、
「
所
レ

挙
度
人
。
唯
取
下

闇
二

誦
法
華
経
一
部
。
或
最
勝
王
経
一
部
一

。

兼
解
二

礼
仏
一

浄
行
三
年
以
上
者
上

。
」
と
あ
り
、
得
度
の
必
須
条
件
と
し
て
、
『
法
華
経
』
や
『
最
勝
王
経
』
と
い
っ
た
護
国
経
典
の
暗
誦
が
規
定

さ
れ
て
い
た
。 

(1
8

) 
 

薗
田
香
融
・
田
村
圓
澄
「
平
安
仏
教
」
（
『
岩
波
講
座 

日
本
歴
史
』
四
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
年
、
当
該
箇
所
は
薗
田
氏
執
筆
）
。 

(1
9

) 

『
類
聚
国
史
』
巻
一
八
七 

仏
道
一
四 

度
者 

延
暦
二
十
年
（
八
〇
一
）
四
月
丙
午
（
十
五
日
）
条
。 

(2
0

) 

『
類
聚
三
代
格
』
巻
二 

経
論
并
法
会
請
僧
事 

延
暦
二
十
一
年
（
八
〇
二
）
正
月
十
三
日
付
太
政
官
符
。 

(2
1

) 

『
類
聚
三
代
格
』
巻
二 

経
論
并
法
会
請
僧
事 

天
長
七
年
（
八
三
〇
）
九
月
十
四
日
付
太
政
官
符
。 

(2
2

) 

『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
元
年
（
八
五
九
）
正
月
乙
丑
（
八
日
）
条
。 

 
 

 

・
・
・
（
前
略
）
凡
毎
年
十
月
興
福
寺
維
摩
会
。
屈
下

諸
宗
僧
学
業
優
長
果
二

五
階
一

者
上

為
二

講
師
一

。
明
年
正
月
大
極
殿
御
斎
会
。
以
二

此
僧
一

為
二

講
師
一

。
三
月
薬
師
寺
最
勝
会
講
師
。
亦
同
請
レ

之
。
経
二

此
三
会
講
師
一

者
。
依
レ

次
任
二

僧
綱
一

。
他
皆
効
レ

此
。 

(2
3

) 

『
類
聚
国
史
』
巻
一
七
九 

仏
道
六 

諸
宗 

延
暦
二
十
二
年
（
八
〇
三
）
正
月
戊
寅
（
二
十
六
日
）
条
。 
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(2

4
) 

『
類
聚
国
史
』
巻
一
七
九 

仏
道
六 

諸
宗 

延
暦
二
十
三
年
（
八
〇
四
）
正
月
癸
未
（
七
日
）
条
。 

(2
5

) 
『
叡
山
大
師
伝
』
〔
比
叡
山
専
修
院
附
属
叡
山
学
院
編
『
伝
教
大
師
全
集
』
巻
五
巻
附
録
、
二
四
頁
〕
。 

(2
6

) 

松
本
信
道
「
三
論
・
法
相
対
立
の
始
源
と
そ
の
背
景
―
清
弁
の
『
掌
珍
論
』
受
容
を
め
ぐ
っ
て
」
（
平
井
俊
榮
監
修
『
三
論
教
学
の
研
究
』
春
秋

社
、
一
九
九
〇
年
所
収
）
。 

(2
7

) 

『
叡
山
大
師
伝
』
〔
前
掲
注
（
25
）
、
一
〇
～
一
一
頁
〕
。 

(2
8

) 

空
海
『
性
霊
集
』
「
故
贈
僧
正
勤
操
大
徳
影
讃
」
〔
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
〕
。 

(2
9

) 

『
類
聚
国
史
』
巻
一
八
七 

仏
道
一
四 

度
者 

延
暦
十
二
年
（
七
九
三
）
四
月
丙
子
（
二
十
八
日
）
条
に
も
「
制
。
自
今
以
後
。
年
分
度
者
。

非
レ

習
二

漢
音
一

。
勿
レ

令
二

得
度
一

。
」
と
あ
り
、
漢
音
を
習
得
し
な
い
者
の
得
度
を
禁
じ
て
い
る
。 

(3
0

) 

二
葉
憲
香
「
日
本
古
代
仏
教
に
お
け
る
三
学
と
六
宗
」
（
同
氏
編
『
国
家
と
仏
教
』
永
田
文
昌
堂
、
一
九
七
九
年
所
収
）
。 

(3
1

) 

「
請
レ

加
二

新
法
華
宗
一

表
一
首
」
（
『
顕
戒
論
縁
起
』
〔
『
日
本
思
想
大
系 

最
澄
』
、
以
下
同
〕
）
。 

(3
2

) 

曽
根
氏
前
掲
注
（
10
）
論
文
。 

(3
3

) 

「
加
二

年
分
度
者
一

定
二

十
二
人
一

僧
統
表
一
首
」
（
『
顕
戒
論
縁
起
』
）
。 

(3
4

) 

『
類
聚
三
代
格
』
巻
二 

年
分
度
者
事 

延
暦
二
十
五
年
（
八
〇
六
）
正
月
二
十
六
日
付
太
政
官
符
。 

(3
5

) 

天
長
六
本
宗
書
と
は
、
天
長
年
間
（
八
二
四
～
八
三
四
）
に
淳
和
天
皇
の
勅
命
に
よ
っ
て
各
宗
の
教
理
を
記
し
て
提
出
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
次

の
六
つ
の
書
を
い
う
。
護
命
『
大
乗
法
相
研
神
章
』
五
巻
（
法
相
）
、
玄
叡
『
大
乗
三
論
大
義
鈔
』
四
巻
（
三
論
）
、
普
機
『
華
厳
宗
一
乗
開
心
論
』

六
巻
（
華
厳
）
、
富
安
『
戒
律
伝
来
記
』
三
巻
（
律
）
、
義
真
『
天
台
法
華
宗
義
集
』
一
巻
（
天
台
）
、
空
海
『
秘
密
曼
荼
羅
十
住
心
論
』
十
巻
（
真

言
）
。
「
天
長
六
本
宗
書
」
の
成
立
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
が
、
『
研
神
章
』
の
序
文
に
天
長
七
年
（
八
三
〇
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
年
に

各
宗
同
時
に
出
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
末
木
文
美
士
「
平
安
初
期
の
諸
宗
の
諍
論
」
（
同
氏
著
『
日
本
仏
教
思
想
史
論
考
』
大
蔵
出
版
、
一

九
九
三
年
所
収
）
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 
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(3

6
) 

十
五
大
寺
安
居
に
お
け
る
『
仁
王
般
若
経
』
講
読
（
延
暦
二
十
五
年
（
八
〇
六
）
）
、
薬
師
寺
最
勝
会
（
天
長
七
年
（
八
三
〇
）
）
、
大
安
寺
法

華
会
（
天
長
九
年
（
八
三
二
）
）
、
京
畿
有
食
諸
寺
に
お
け
る
『
仁
王
経
』
『
最
勝
王
経
』
講
読
（
承
和
三
年
（
八
三
六
）
）
な
ど
。
『
類
聚
三
代

格
』
巻
二 

経
論
并
法
会
請
僧
事
参
照
。 

(3
7

) 

こ
う
し
た
成
実
・
俱
舎
宗
の
扱
い
は
、
宗
年
分
度
者
制
を
提
案
し
た
最
澄
の
認
識
、
「
小
乗
成
実
宗
」
「
小
乗
俱
舎
宗
」
が
反
映
さ
れ
た
形
で
あ

る
。
そ
れ
に
対
し
て
南
都
諸
宗
を
代
表
す
る
僧
綱
が
異
を
唱
え
て
い
な
い
こ
と
は
、
僧
綱
の
認
識
と
し
て
も
成
実
・
俱
舎
宗
が
独
立
し
た
宗
で
な
か

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
南
都
六
宗
は
、
実
態
と
し
て
は
四
宗
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
上
島
氏
前
掲
注
（
14
）
論
文
は
、
南

都
六
宗
と
は
六
宗
併
存
政
策
を
と
る
国
家
の
理
念
で
あ
り
、
教
理
面
か
ら
み
る
と
平
安
初
期
に
成
実
・
俱
舎
が
宗
と
し
て
独
立
し
て
い
た
と
は
い
い

難
い
と
指
摘
す
る
。
と
す
れ
ば
、
宗
年
分
度
者
制
に
お
い
て
成
実
宗
と
俱
舎
宗
が
そ
れ
ぞ
れ
三
論
宗
と
法
相
宗
の
寓
宗
と
さ
れ
た
こ
と
は
、
当
時
の

宗
の
実
態
を
示
す
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
。 

(3
8

) 

曽
根
氏
前
掲
注
（
10
）
論
文
。 

(3
9

) 

「
天
台
法
華
宗
年
分
学
生
式
」
（
「
六
条
式
」
）
序
〔
『
日
本
思
想
大
系 

最
澄
』
〕
。 

(4
0

) 

「
六
条
式
」
は
、
最
も
基
本
的
な
天
台
僧
の
養
成
規
則
。
ま
ず
国
宝
の
理
念
を
説
い
て
天
台
僧
の
目
標
を
定
め
、
次
に
得
度
・
受
戒
、
十
二
年
間

の
比
叡
山
で
の
学
問
修
行
、
そ
し
て
籠
山
終
了
後
の
僧
の
任
用
方
法
を
規
定
。
こ
れ
に
よ
り
、
仏
法
が
栄
え
、
国
家
も
堅
固
と
な
る
と
説
く
。
「
八

条
式
」
は
、
六
条
式
の
補
則
的
性
格
の
も
の
で
、
得
度
し
て
僧
籍
を
得
る
以
前
の
僧
に
な
る
こ
と
を
希
望
し
て
い
る
者
の
扱
い
、
得
度
許
可
の
方
法

を
規
定
し
、
次
に
得
度
・
受
戒
し
て
天
台
の
僧
と
な
っ
た
者
の
比
叡
山
で
の
十
二
年
間
の
籠
山
中
の
学
問
修
行
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
定
め
、
僧
の
生

活
費
、
僧
の
戸
籍
、
籠
山
終
了
の
僧
の
位
、
規
則
違
反
者
の
処
置
、
比
叡
山
の
管
理
の
方
法
等
を
規
定
し
て
い
る
。
「
四
条
式
」
は
、
最
澄
の
教
団
・

戒
律
に
つ
い
て
の
基
本
理
念
を
明
確
化
し
た
も
の
。
仏
寺
・
仏
寺
の
上
座
・
戒
律
・
受
戒
方
法
の
四
項
目
に
つ
い
て
、
従
来
の
南
都
の
作
法
と
、
そ

れ
と
異
な
る
天
台
宗
の
新
た
な
作
法
と
を
対
比
し
、
以
後
天
台
宗
が
南
都
か
ら
離
れ
て
独
自
の
作
法
を
用
い
る
こ
と
を
記
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
純
粋

な
大
乗
の
僧
を
養
成
し
、
護
国
の
実
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
く
。
こ
れ
ら
を
総
称
し
て
『
山
家
学
生
式
』
と
呼
ば
れ
る
。
（
田
村
晃
祐
『
日
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本
の
仏
典
一 

最
澄
』
筑
摩
書
房
、
一
九
八
七
年
、
一
六
頁
）
。 

(4
1

) 
『
叡
山
大
師
伝
』
〔
前
掲
注
（
25
）
、
二
四
頁
〕
。 

(4
2

) 

『
顕
戒
論
』
巻
下
「
開
下

示
山
中
大
乗
出
家
為
レ

国
常
転
二

大
乗
一

明
拠
上 

四
十
四
」
〔
『
日
本
思
想
大
系 

最
澄
』
以
下
同
〕
。 

(4
3

) 

『
顕
戒
論
』
巻
上
「
開
レ

雲
顕
レ

月
篇 

第
一
」
。
最
澄
は
『
顕
戒
論
』
に
お
い
て
「
六
統
表
」
を
引
用
し
、
文
中
で
具
に
そ
の
内
容
に
反
論
を
加

え
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
便
宜
上
最
澄
の
反
論
を
省
略
し
た
。 

(4
4

) 

田
村
晃
祐
「
護
命
僧
正
と
大
乗
戒
壇
独
立
」
（
『
日
本
仏
教
』
一
、
一
九
五
八
年
）
。 

(4
5

) 

薗
田
香
融
「
最
澄
と
そ
の
思
想
」
（
『
日
本
思
想
大
系 

最
澄
』
解
説
、
一
九
七
四
年
）
。 

(4
6

) 

薗
田
氏
前
掲
注
（
45
）
論
文
。 

(4
7

) 

田
村
晃
祐
「
最
澄
と
徳
一
」
（
『
駒
澤
短
期
大
学
仏
教
論
集
』
四
、
一
九
九
八
年
）
。 

(4
8

) 

『
叡
山
大
師
伝
』
〔
前
掲
注
（
25
）
、
七
頁
〕
。 

(4
9

) 

薗
田
氏
前
掲
注
（
45
）
論
文
。 

(5
0

) 

『
類
聚
三
代
格
』
巻
二 

年
分
度
者
事 

弘
仁
十
四
年
（
八
二
三
）
二
月
二
十
六
日
付
太
政
官
符
所
引
同
十
三
年
（
八
二
二
）
六
月
十
一
日
官
符
。 

(5
1

) 

中
川
修
「
最
澄
の
思
想
と
教
団
形
成
―
天
台
的
平
等
の
継
承
―
」
（
『
仏
教
史
学
研
究
』
三
〇-

二
、
一
九
八
七
年
）
。
た
だ
し
、
中
川
氏
は
、
大

乗
戒
壇
の
設
立
を
「
天
台
教
団
の
自
立
」
と
捉
え
る
従
来
の
研
究
を
「
曖
昧
」
と
批
判
し
、
「
「
自
立
」
の
持
つ
意
味
の
両
義
性
」
の
検
討
の
必
要

性
を
主
張
し
て
い
る
。
中
川
氏
は
、
「
天
台
教
団
の
「
自
立
」
が
、
僧
侶
社
会
の
一
部
分
の
自
主
管
理
を
志
向
す
る
に
過
ぎ
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も

僧
侶
社
会
全
体
に
及
ぶ
よ
う
な
志
向
性
を
有
し
て
い
る
の
か
」
と
問
題
提
起
し
、
最
澄
以
降
の
教
団
は
「
「
効
験
」
を
期
待
す
る
国
家
の
要
求
に
応

ず
る
過
程
で
、
密
教
化
し
、
僧
尼
令
的
秩
序
を
自
ら
の
教
団
規
範
と
す
る
、
僧
侶
社
会
の
一
部
分
を
自
主
管
理
す
る
に
す
ぎ
な
い
集
団
と
化
し
て
し

ま
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。 

(5
2

) 

曽
根
氏
前
掲
注
（
10
）
論
文
。 
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(5

3
) 

阿
部
龍
一
「
空
海
と
南
都
仏
教
再
考
」
（
『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
五
〇
‐
一
、
二
〇
〇
一
年
）
。 

(5
4

) 
堀
池
春
峰
「
弘
法
大
師
と
南
都
仏
教
」
（
同
氏
著
『
南
都
仏
教
史
の
研
究
』
下
、
法
蔵
館
、
一
九
八
二
年
所
収
、
初
出
一
九
七
八
年
）
。 

(5
5

) 

薗
田
香
融
「
古
代
仏
教
に
お
け
る
山
林
修
行
と
そ
の
意
義
―
特
に
自
然
智
宗
を
め
ぐ
っ
て
―
」
（
同
氏
著
『
平
安
仏
教
の
研
究
』
法
蔵
館
、
一
九

八
一
年
所
収
、
初
出
一
九
五
七
年
）
に
よ
る
と
、
吉
野
比
蘇
山
で
は
、
大
安
寺
三
論
宗
や
元
興
寺
法
相
宗
の
僧
侶
に
よ
っ
て
密
教
修
法
の
一
つ
、
虚

空
蔵
求
聞
法
を
修
得
す
る
「
自
然
智
宗
」
と
呼
ば
れ
る
山
林
修
行
の
一
派
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。 

(5
6

) 

石
田
氏
前
掲
注
（
1
）
論
文
。 
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文
殊
菩
薩
は
、
大
乗
経
典
の
な
か
に
多
種
多
様
な
形
で
あ
ら
わ
れ
、
多
様
な
性
格
を
も
っ
た
菩
薩
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。
文
殊

信
仰
と
し
て
最
も
有
名
で
、
か
つ
東
ア
ジ
ア
に
広
く
普
及
し
た
の
が
中
国
五
台
山
の
文
殊
信
仰
で
あ
ろ
う
。
五
台
山
は
、
文
殊
出
現

の
霊
場
と
さ
れ
、
こ
の
地
を
巡
拝
す
る
た
め
に
日
本
か
ら
中
国
に
渡
っ
た
僧
侶
も
少
な
く
な
い
。
い
つ
か
ら
五
台
山
が
文
殊
菩
薩
と

関
連
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
、
そ
の
時
期
は
詳
ら
か
で
な
い
が
、
唐
代
に
は
五
台
山
が
文
殊
菩
薩
の
聖
地
と
し
て
広
く
認
識

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る(

1
)

。 

と
り
わ
け
、
こ
の
地
の
文
殊
信
仰
を
全
国
規
模
に
拡
大
さ
せ
た
の
が
不
空
（
七
〇
五
‐
七
七
四
）
で
あ
る
。
八
世
紀
後
半
に
活
躍

し
た
不
空
は
、
密
教
を
五
台
山
文
殊
信
仰
と
結
び
付
け
て
流
布
し
、
代
宗
（
在
位
七
六
二
‐
七
七
九
）
の
も
と
で
五
台
山
金
閣
寺
の

修
築
を
実
現
し
た
後
、
全
国
諸
寺
の
食
堂
上
座
に
文
殊
像
を
設
置
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
全
国
諸
寺
に
文
殊
院
を
造
営
し
、
文
殊
像
を

安
置
す
る
こ
と
を
上
奏
す
る(

2
)

な
ど
、
国
家
事
業
と
し
て
五
台
山
文
殊
信
仰
を
推
進
し
て
い
っ
た
。
不
空
の
文
殊
信
仰
は
、
最
澄
に

よ
っ
て
初
め
て
日
本
で
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
の
後
五
台
山
を
訪
れ
た
円
仁
に
よ
っ
て
本
格
的
に
導
入
さ
れ
る
。 

近
年
、
中
田
美
繪
氏
は
、
不
空
の
五
台
山
文
殊
信
仰
に
よ
っ
て
文
殊
菩
薩
を
要
と
す
る
新
た
な
王
権
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
創
出
さ
れ
、

そ
れ
が
東
ア
ジ
ア
の
み
な
ら
ず
、
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
諸
地
域
に
波
及
し
た
と
の
見
解
を
提
示
し
て
い
る(

3
)

。
不
空
は
、
安
史
の
乱

後
の
動
乱
で
弱
体
化
し
た
皇
帝
の
権
威
を
立
て
直
す
た
め
、
代
宗
を
転
輪
聖
王
と
位
置
付
け
、
代
宗
の
も
と
で
数
々
の
事
業
を
展
開

し
た
。
そ
し
て
、
五
台
山
に
建
築
中
で
あ
っ
た
金
閣
寺
修
築
を
通
じ
て
、
転
輪
聖
王
思
想
を
五
台
山
文
殊
信
仰
と
結
び
付
け
る
論
理

を
構
築
し
た
こ
と
が
中
田
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
見
解
は
、
日
本
古
代
の
仏
教
を
考
え
る
上
で
も
重
要
で
あ
る
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こ
と
は
疑
い
を
入
れ
な
い
。 

し
か
し
、
こ
れ
以
前
に
お
い
て
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
文
殊
信
仰
の
展
開
が
あ
る
。
承
和
十
四
年
（
八
四
七
）
に
帰
国
し
た
円
仁

が
不
空
の
文
殊
信
仰
を
本
格
的
に
導
入
す
る
以
前
に
、
日
本
で
は
文
殊
信
仰
の
高
ま
り
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
文
殊
会
の
創
出
と
い
う

形
で
あ
ら
わ
れ
る
。 

後
に
掲
げ
る
史
料
に
み
え
る
よ
う
に
、
文
殊
会
は
、
大
安
寺
の
勤
操
と
元
興
寺
の
泰
善
ら
に
よ
っ
て
は
じ
め
ら
れ
、
天
長
五
年
（
八

二
八
）
、
太
政
官
符
に
よ
っ
て
全
国
に
設
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
文
殊
会
は
、
文
殊
菩
薩
が
「
貧
窮
孤
独
苦
悩
衆
生
」
と
な
っ
て
あ

ら
わ
れ
る
と
説
く
『
文
殊
師
利
般
涅
槃
経
』
（
西
晋
・
聶
道
真
訳
）
の
所
説
に
依
拠
す
る
法
会
で
あ
り
、
貧
者
に
飯
食
が
施
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
九
世
紀
の
文
殊
会
の
特
徴
か
ら
、
辻
善
之
助
氏
が
僧
侶
に
よ
る
貧
民
救
済
と
い
う
観
点
を
示
し
て
以
降
、
文
殊
会
の
本
質

が
慈
善
救
済
と
捉
え
ら
れ
、
そ
れ
が
文
殊
会
一
般
に
敷
衍
さ
れ
る
理
解
と
し
て
定
着
し
た(

4
)

。 

史
料
に
基
づ
い
て
丹
念
に
文
殊
会
の
内
実
を
観
察
し
て
い
く
と
、
そ
れ
は
確
か
に
、
転
輪
聖
王
思
想
を
五
台
山
文
殊
信
仰
と
結
び

付
け
て
鼓
吹
し
た
不
空
の
文
殊
信
仰
と
は
一
線
を
画
す
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
九
世
紀
の
日
本
に
お
け
る
文
殊
信
仰
の
高
揚
は
、

単
に
東
ア
ジ
ア
に
波
及
す
る
不
空
文
殊
信
仰
の
受
容
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
の
で
あ
る
。 

で
は
、
な
ぜ
こ
の
時
期
に
日
本
に
お
い
て
文
殊
菩
薩
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
章
で
は
、
こ
の
点
に
着
目
し
つ
つ
、
九

世
紀
の
日
本
に
お
け
る
文
殊
信
仰
の
特
質
を
中
心
に
検
討
を
進
め
て
い
き
た
い
。
こ
れ
に
関
し
て
、
重
要
な
論
点
を
提
出
し
て
い
る

の
が
上
田
純
一
氏
で
あ
る
。
上
田
氏
は
、
慈
善
救
済
と
い
う
捉
え
方
が
文
殊
信
仰
の
本
質
を
曖
昧
化
さ
せ
、
諸
国
一
斉
の
文
殊
会
が

九
世
紀
に
開
催
さ
れ
た
要
因
を
説
明
で
き
な
い
と
し
て
、
そ
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
。
そ
の
上
で
、
諸
国
文
殊
会
の
主
要
な
原
動
力

と
な
っ
た
も
の
は
、
全
国
的
な
疫
病
の
流
行
に
対
す
る
律
令
国
家
（
以
下
、
国
家
）
の
脅
威
で
あ
り
、
頻
発
す
る
疫
病
の
流
行
と
い

う
社
会
不
安
と
文
殊
信
仰
の
隆
盛
と
を
背
景
に
、
南
都
の
伝
統
的
な
文
殊
信
仰
を
疫
病
対
処
（
治
病
延
命
）
と
い
う
形
で
復
活
さ
せ

た
も
の
で
あ
っ
た
と
論
じ
る(

5
)

。 

辻
氏
以
降
、
慈
善
救
済
面
の
み
が
強
調
さ
れ
、
文
殊
会
の
成
立
事
情
が
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
な
か
で
、
そ
れ
を
当
該
状
況
か
ら
考
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察
し
、
改
め
て
九
世
紀
に
文
殊
会
が
成
立
し
た
こ
と
の
意
味
を
考
え
よ
う
と
す
る
上
田
氏
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

上
田
氏
が
諸
国
文
殊
会
成
立
の
背
景
と
指
摘
す
る
「
疫
病
の
流
行
と
い
う
社
会
不
安
」
は
こ
の
時
期
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
諸

国
一
斉
の
文
殊
会
が
九
世
紀
前
半
に
成
立
す
る
必
然
性
が
解
明
さ
れ
た
と
は
い
い
難
い
。
上
田
氏
の
問
題
提
起
そ
れ
自
体
は
重
要
で

あ
る
が
、
文
殊
会
の
成
立
背
景
が
社
会
不
安
に
一
元
化
さ
れ
て
し
ま
っ
て
、
そ
れ
以
上
踏
み
込
ん
だ
考
察
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

は
問
題
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
見
解
は
、
一
九
八
〇
年
代
当
時
の
学
問
潮
流
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
で
あ

る
な
ら
ば
、
現
在
に
改
め
て
こ
の
問
題
を
考
え
る
と
別
の
見
解
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
日
本
に
お
け
る
九
世

紀
の
文
殊
信
仰
は
、
当
該
期
の
日
本
仏
教
の
み
な
ら
ず
、
東
ア
ジ
ア
に
波
及
す
る
五
台
山
文
殊
信
仰
の
展
開
を
検
討
す
る
上
で
も
重

要
な
素
材
で
あ
る
と
考
え
る
。 

文
殊
会
の
成
立
事
情
を
検
討
す
る
た
め
に
は
、
文
殊
会
と
い
う
形
で
現
出
す
る
文
殊
信
仰
の
内
実
が
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
不
空
の
文
殊
信
仰
と
文
殊
会
に
み
ら
れ
る
文
殊
信
仰
と
で
は
そ
の
内
実
が
異
な
る
か
ら
で
あ

る
。
文
殊
会
の
成
立
が
単
に
不
空
文
殊
信
仰
の
受
容
で
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
違
い
を
具
体
的
に
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ

れ
に
関
し
て
、
奈
良
・
平
安
時
代
の
文
殊
信
仰
が
（
一
）
『
維
摩
経
』
由
来
、
（
二
）
『
華
厳
経
』
由
来
、
（
三
）
密
教
由
来
の
三
つ
に

大
き
く
類
型
化
で
き
る
こ
と
を
詳
論
し
た
吉
田
靖
雄
氏
の
研
究
は
、
重
要
な
示
唆
を
与
え
る(

6
)

。 

そ
こ
で
本
章
で
は
、
文
殊
会
が
勤
操
・
泰
善
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
こ
と
に
注
目
し
、
そ
の
思
想
的
淵
源
を
探
り
つ
つ
、
文
殊
会

に
あ
ら
わ
れ
る
文
殊
信
仰
の
実
態
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。
特
に
、
勤
操
が
住
し
た
大
安
寺
を
取
り
上
げ
、
大
安
寺
に
伝
承
さ
れ
た
教

学
か
ら
勤
操
の
文
殊
信
仰
の
由
来
を
検
討
す
る
。
ま
た
、
社
会
事
業
と
一
体
化
し
て
高
揚
す
る
行
基
信
仰
と
の
関
わ
り(

7
)

を
通
し
て
、

九
世
紀
の
日
本
に
お
け
る
文
殊
信
仰
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
さ
ら
に
、
勤
操
・
泰
善
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
文
殊
会
が
全
国

に
拡
大
さ
れ
る
こ
と
の
背
景
を
、
最
澄
と
僧
綱
と
の
緊
張
関
係
と
い
う
当
該
状
況
を
精
査
す
る
こ
と
で
探
っ
て
い
き
た
い
。
本
章
の

課
題
は
、
九
世
紀
の
日
本
に
お
け
る
文
殊
信
仰
に
つ
い
て
、
思
想
的
淵
源
も
含
め
た
背
景
を
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
た
め
、
一
定
の

幅
の
視
野
を
確
保
し
て
分
析
を
試
み
た
い
。 
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一 

諸
国
文
殊
会
の
成
立
と
そ
の
背
景 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
本
節
で
は
、
文
殊
会
が
僧
綱
の
奏
請
に
よ
っ
て
全
国
に
設
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
背
景
に
つ
い
て
、
当
時
の
仏
教
界
の
動
向
を

踏
ま
え
て
検
討
し
た
い
。 

天
長
五
年
（
八
二
八
）
二
月
、
次
の
太
政
官
符
に
よ
っ
て
諸
国
で
文
殊
会
を
修
す
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
た
。
い
さ
さ
か
長
文
に
な

る
が
、
引
用
し
て
俯
瞰
し
た
い
。
（
番
号
は
引
用
者
） 

太
政
官
符 

応
レ

修
二

文
殊
会
一

事 

右
得
二

僧
綱
牒
一

偁
。
①

贈
僧
正
伝
燈
大
法
師
位
勤
操
。
元
興
寺
伝
燈
大
法
師
位
泰
善
等
。
畿
内
郡
邑
広
設
二

件
会
一

。
弁
二

備
飯

食
等
一

。
施
二

給
貧
者
一

。
此
則
所
レ

依
下

文
殊
般
涅
槃
経
云
。
若
有
二

衆
生
一

聞
二

文
殊
師
利
名
一

。
除
二

却
十
二
億
劫
生
死
之
罪
一

。

若
礼
拝
供
養
者
。
生
々
之
処
。
恒
生
二

諸
仏
家
一

。
為
二

文
殊
師
利
威
神
一

所
レ

護
。
若
欲
三

供
養
修
二

福
業
一

者
。
即
化
レ

身
作
二

貧

窮
孤
独
苦
悩
衆
生
一

至
二

行
者
前
一

者
上

也
。
②

而
今
勤
操
遷
化
。
泰
善
独
存
。
相
尋
欲
レ

行
。
増
レ

感
不
レ

已
。
望
請
。
下
二

符
京

畿
七
道
諸
国
一

。
同
修
二

件
会
一

。
③

須
下

国
司
講
読
師
仰
二

所
部
郡
司
及
定
額
寺
三
綱
等
一

。
郡
別
於
二

一
村
邑
一

。
屈
二

精
進
練
行

法
師
一

。
以
為
二

教
主
一

。
④

毎
年
七
月
八
日
令
上
レ

修
二

其
事
一

。
兼
修
二

理
堂
塔
経
教
破
損
等
一

。
当
二

彼
会
日
一

。
同
供
二

養
之
一

。

当
会
前
後
并
三
箇
日
。
禁
二

断
殺
生
一

。
会
集
男
女
等
。
先
授
二

三
帰
五
戒
一

。
次
令
レ

称
二

讃
薬
師
文
殊
法
号
一

。
各
一
百
遍
。
庶

使
下

普
天
之
下
。
同
修
二

福
業
一

。
率
土
之
内
。
俱
期
中

快
楽
上

者
。
中
納
言
兼
左
近
衛
大
将
従
三
位
行
民
部
卿
清
原
真
人
夏
野
宣
。

奉 

レ

勅
。
依
レ

請
者
。
⑤

其
会
料
者
。
割
二

救
急
料
利
稲
一

。
量
レ

宜
充
行
。
若
国
郡
司
百
姓
等
。
割
二

随
レ

分
物
一

加
施
。
不
レ

在
二

制
限
一

。 

 
 

 

天
長
五
年
二
月
廿
五
日(

8
) 

官
符
の
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 
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①
文
殊
の
名
を
聞
け
ば
あ
ら
ゆ
る
生
死
の
罪
を
滅
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
文
殊
を
礼
拝
す
る
者
は
何
時
の
世
に
も
常
に
仏
の
家
に

生
ま
れ
て
文
殊
の
力
に
守
護
さ
れ
る
、
文
殊
を
供
養
し
て
福
を
修
そ
う
と
す
る
人
の
た
め
に
文
殊
が
「
貧
窮
孤
独
苦
悩
衆
生
」

の
姿
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
、
な
ど
と
説
く
『
文
殊
師
利
般
涅
槃
経
』
に
基
づ
き
、
勤
操
・
泰
善
ら
が
畿
内
の
郡
邑
に
広
く
文

殊
会
を
設
け
て
食
糧
を
提
供
し
、
貧
者
に
施
し
た
。 

②
僧
綱
は
、
勤
操
の
死
後
も
文
殊
会
の
存
続
を
望
む
泰
善
の
意
向
を
受
け
、
全
国
に
文
殊
会
を
設
置
す
る
こ
と
を
願
い
出
て
、
こ

れ
が
勅
許
さ
れ
た
。 

③
文
殊
会
は
、
国
司
・
講
読
師
が
部
内
の
郡
司
及
び
定
額
寺
の
三
綱
に
命
じ
、
郡
別
の
村
邑
に
お
い
て
「
精
進
錬
行
法
師
」
を
屈

請
さ
せ
、
「
教
主
」
と
し
て
行
う
。 

④
期
日
は
、
毎
年
七
月
八
日
と
し
、
兼
ね
て
堂
塔
や
経
教
の
破
損
を
修
理
・
供
養
す
る
。
ま
た
、
法
会
の
前
後
三
日
間
は
殺
生
禁

断
と
し
、
法
会
に
集
ま
っ
た
人
々
に
は
ま
ず
三
帰
五
戒
を
授
け
、
次
に
薬
師
と
文
殊
の
宝
号
を
称
賛
さ
せ
る
。 

⑤
文
殊
会
料
と
し
て
救
急
料
の
利
稲
の
一
部
を
充
当
す
る
が
、
国
郡
司
・
百
姓
な
ど
の
加
施
も
認
め
る
。 

諸
国
で
開
催
さ
れ
た
文
殊
会
（
以
下
、
諸
国
文
殊
会
）
の
概
要
は
、
こ
の
官
符
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ

の
開
催
場
所
は
詳
ら
か
で
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
角
田
文
衛
氏
が
諸
国
文
殊
会
を
国
分
寺
法
会
と
把
握
し
て
以
降(

9
)

、
国
分
寺
で

の
開
催
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
追
塩
千
尋
氏
も
諸
国
文
殊
会
の
開
催
場
所
は
不
明
と
し
な
が
ら
も
、
当
時
の
国
分
寺
の
本
尊
が
一
般

的
に
釈
迦
三
尊
で
あ
り
、
脇
士
と
し
て
文
殊
菩
薩
が
安
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
諸
国
の
国
分
寺
で
行
わ
れ
た
可
能
性
が
高
い
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る(

1
0
)

。 

官
符
が
引
用
す
る
僧
綱
牒
に
は
、「
望
請
。
下
二

符
京
畿
七
道
諸
国
一

。
同
修
二

件
会
一

。
須
下

国
司
講
読
師
仰
二

所
部
郡
司
及
定
額
寺

三
綱
等
一

。
郡
別
於
二

一
村
邑
一

。
屈
二

精
進
練
行
法
師
一

。
以
為
二

教
主
一

。
毎
年
七
月
八
日
令
上
レ

修
二

其
事
一

。
」
と
あ
り
、
「
京
畿
七

道
諸
国
」
に
文
殊
会
を
設
置
す
る
こ
と
、
国
司
・
講
読
師
が
郡
司
と
定
額
寺
の
三
綱
に
命
じ
て
、「
郡
別
於
二

一
村
邑
一

」
、
す
な
わ
ち

村
邑
単
位
で
行
う
こ
と
を
請
願
し
て
い
る
か
ら
、
諸
国
文
殊
会
の
開
催
場
所
を
国
分
寺
と
想
定
す
る
に
は
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
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い
。
こ
こ
で
は
、
諸
国
文
殊
会
が
特
定
一
ヶ
所
の
寺
院
で
行
わ
れ
る
興
福
寺
維
摩
会
、
薬
師
寺
最
勝
会
な
ど
の
講
経
法
会
と
は
異
な

る
こ
と
を
確
認
で
き
る
が
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
史
料
か
ら
は
い
え
な
い
。 

次
に
問
題
と
な
る
の
が
、
な
ぜ
僧
綱
が
諸
国
文
殊
会
の
設
置
を
願
い
出
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
官
符
は
、
「
今
勤
操
遷
化
。

泰
善
独
存
。
相
尋
欲
レ

行
。
増
レ

感
不
レ

已
。
」
と
、
勤
操
の
死
後
も
文
殊
会
の
存
続
を
願
っ
た
泰
善
の
意
向
が
あ
っ
た
と
記
す
。
し
か

し
、
僧
綱
に
何
ら
か
の
思
惑
が
な
け
れ
ば
、
一
僧
侶
の
私
的
法
会
を
公
的
法
会
と
し
て
諸
国
に
拡
大
さ
せ
、
し
か
も
村
邑
単
位
で
設

置
し
よ
う
と
は
考
え
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
は
、
諸
国
に
派
遣
さ
れ
た
講
師
（
国
師
）
を
中
心

に
、
当
該
期
の
在
地
仏
教
の
状
況
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。 

 

律
令
制
下
に
お
い
て
、
在
地
社
会
に
護
国
仏
教
を
浸
透
さ
せ
る
上
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
が
国
分
寺
・
国
分
尼
寺
で

あ
り
、
そ
の
造
営
・
管
理
に
あ
た
っ
た
国
師
（
講
師
）
で
あ
っ
た
。
国
師
は
、
大
宝
二
年
（
七
〇
二
）
二
月
の
「
任
二

諸
国
国
師
一

」(
1
1
)

を
初
見
と
し
、
中
央
政
府
の
任
命
を
受
け
、
地
方
に
下
向
し
て
国
司
と
と
も
に
国
分
二
寺
を
含
む
諸
国
の
仏
寺
・
僧
尼
の
統
轄
、
部

内
寺
家
の
財
物
田
園
の
検
校
な
ど
を
担
っ
た
。
そ
の
選
任
は
、
僧
綱
が
玄
蕃
寮
と
と
も
に
行
い
、
太
政
官
へ
の
奏
聞
を
経
て
決
め
ら

れ
た(

1
2
)

。
延
暦
年
間
（
七
八
二
～
八
〇
六
）
に
は
度
重
な
る
改
定
が
加
え
ら
れ(

1
3
)

、
講
師
へ
の
改
称
も
含
め
、
そ
の
職
掌
は
二
転
三

転
す
る
が
、
総
じ
て
国
司
と
と
も
に
在
地
仏
教
の
監
督
者
と
い
う
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
弘
仁
三
年
（
八
一
二
）
に
は
、
国
分

二
寺
以
外
の
部
内
諸
寺
は
講
師
の
み
が
検
校
に
当
た
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
監
督
は
講
師
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た(

1
4
)

。
さ
ら

に
、
同
十
三
年
（
八
二
二
）
、
定
額
寺
の
検
校
が
講
師
と
三
綱
に
任
さ
れ
、
講
師
は
三
綱
の
任
命
に
も
関
わ
る
よ
う
に
な
る
な
ど(

1
5
)

、

弘
仁
年
間
（
八
一
〇
～
八
二
四
）
に
講
師
の
職
掌
が
拡
大
さ
れ
る(

1
6
)

。 

こ
う
し
た
在
地
社
会
に
お
け
る
仏
教
行
政
の
再
編
の
最
中
に
あ
っ
て
最
澄
は
、
弘
仁
九
年
（
八
一
八
）
に
「
天
台
法
華
宗
年
分
学

生
式
」（
「
六
条
式
」
）
を
あ
ら
わ
し
、「
凡
国
師
国
用
。
依
二

官
符
旨
一

。
差
二

任
伝
法
及
国
講
師
一

。
」（
第
六
条
）
と
、
天
台
宗
の
学
生

の
う
ち
、
国
師
・
国
用
を
伝
法
、
及
び
国
講
師
と
し
て
派
遣
す
べ
き
こ
と
を
説
い
た
。
最
澄
は
、
天
台
の
弘
法
と
と
も
に
、
一
任
の

内
に
得
た
毎
年
安
居
の
法
服
施
料
を
当
国
官
舎
に
収
め
て
お
き
、
国
司
と
協
力
し
て
そ
れ
を
池
や
溝
の
修
築
、
架
橋
、
造
船
、
植
樹
、
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井
戸
の
掘
削
な
ど
の
社
会
事
業
（
「
利
レ

国
利
レ

人
」
）
に
あ
て
る
こ
と
を
講
師
に
求
め
た
。
こ
の
主
張
か
ら
は
、
国
家
が
求
め
た
講
師

像
「
人
能
弘
レ

道
。
教
以
利
レ

民
」(

1
7
)

に
応
え
よ
う
と
す
る
最
澄
の
意
図
と
と
も
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
、
「
伝
法
」
の
意
図
が

う
か
が
え
る
。
実
際
に
最
澄
は
、
弘
仁
六
年
（
八
一
五
）
か
ら
東
国
を
中
心
に
積
極
的
な
布
教
活
動
に
乗
り
出
し
て
お
り(

1
8
)

、
天
台

僧
を
講
師
と
し
て
全
国
に
配
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
さ
ら
な
る
天
台
宗
の
弘
法
を
は
か
ろ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
近

江
国
の
国
分
寺
僧
で
あ
っ
た
最
澄
自
身
の
経
歴
に
裏
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
在
地
社
会
に
お
け
る
講
師
（
国
師
）
の
重
要
性
を

認
識
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
の
要
求
だ
ろ
う
。
ま
た
、
最
澄
は
、
東
国
布
教
の
道
中
に
旅
人
の
利
便
を
は
か
る
た
め
、
美
濃
と
信
濃
に

そ
れ
ぞ
れ
広
済
院
・
広
拯
院
を
設
置
し
て
、
自
ら
が
示
し
た
講
師
像
を
実
践
し
て
い
る(

1
9
)

。 

し
か
し
、
実
際
に
は
、
承
和
二
年
（
八
三
五
）
、
義
真
に
よ
っ
て
毎
年
一
人
の
天
台
僧
の
講
師
枠
を
確
保
す
る
こ
と
が
奏
請
さ
れ
、

そ
れ
が
許
可
さ
れ
た
こ
と
で
よ
う
や
く
天
台
僧
の
講
師
派
遣
の
準
備
が
整
う
こ
と
と
な
る(

2
0
)

。
当
時
講
師
（
国
師
）
は
、
太
政
官
へ

の
申
請
に
基
づ
く
奏
聞
を
経
て
僧
綱
が
任
命
し
た
た
め
、
そ
の
選
出
に
は
僧
綱
の
意
向
が
大
き
く
反
映
さ
れ
た(

2
1
)

。
僧
綱
が
天
台
僧

の
講
師
派
遣
を
認
め
な
か
っ
た
の
は
、
そ
の
要
求
が
大
乗
戒
壇
の
設
置
を
め
ぐ
る
一
連
の
動
き
の
な
か
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
た
め
で

あ
ろ
う
。 

第
三
章
で
論
じ
た
よ
う
に
、
最
澄
は
、
「
六
条
式
」
に
続
い
て
「
勧
奨
天
台
宗
年
分
学
生
式
」
（
「
八
条
式
」
）
、
「
天
台
法
華
宗
年
分

度
者
回
小
向
大
式
」（
「
四
条
式
」
）
を
あ
ら
わ
し
、
東
大
寺
の
戒
壇
か
ら
独
立
し
て
、
天
台
宗
独
自
の
大
乗
戒
壇
設
立
の
勅
許
を
求
め

る
。
僧
綱
は
こ
れ
に
強
く
反
発
し
、
最
澄
の
主
張
に
対
す
る
反
論
を
「
僧
最
澄
奉
献
天
台
式
并
表
不
レ

合
二

教
理
一

事
」
と
し
て
ま
と

め
、
南
都
諸
大
寺
の
反
対
意
見
書
と
と
も
に
上
表
し
た
。
こ
の
上
表
文
は
、
当
時
僧
綱
の
首
班
で
あ
っ
た
大
僧
都
護
命
を
筆
頭
に
、

少
僧
都
長
慧
、
律
師
施
平
、
豊
安
、
修
円
、
泰
演
の
六
人
の
名
で
提
出
さ
れ
た
た
め
、
「
六
統
表
」
と
も
呼
ば
れ
る(

2
2
)

。
し
か
し
、

結
局
は
、
最
澄
の
没
後
わ
ず
か
七
日
の
弘
仁
十
三
年
（
八
二
二
）
六
月
十
一
日
、
大
乗
戒
壇
の
設
立
が
勅
許
さ
れ
る(

2
3
)

。
僧
綱
の
筆

頭
と
し
て
大
乗
戒
壇
の
設
立
に
反
対
し
続
け
た
護
命
は
、
そ
の
後
大
僧
都
を
辞
し
、
中
央
仏
教
界
か
ら
身
を
退
い
て
山
田
寺
に
籠
居

す
る(

2
4
)

。
こ
う
し
た
護
命
の
行
動
は
、
大
乗
戒
壇
の
設
立
と
い
う
最
澄
の
要
求
が
ど
れ
ほ
ど
僧
綱
に
と
っ
て
容
認
で
き
な
い
も
の
で
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あ
っ
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
。
故
に
、
天
台
宗
の
講
師
派
遣
も
ま
た
、
僧
綱
の
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
最
澄

の
示
し
た
講
師
像
は
、
社
会
事
業
を
介
し
て
在
地
社
会
と
結
び
付
き
か
ね
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。 

鈴
木
景
二
氏
は
、
『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
の
分
析
を
通
じ
て
、
（
一
）
在
地
社
会
に
お
い
て
郡
司
を
は
じ
め
と
す
る
有
力
者
層
が
私

的
法
会
を
し
ば
し
ば
実
施
し
て
い
た
こ
と
、
（
二
）
『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
は
そ
う
し
た
有
力
者
層
の
私
的
法
会
に
て
使
用
さ
れ
た
テ

キ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
、（
三
）
そ
れ
が
南
都
官
大
寺
の
聖
教
紙
背
文
書
と
し
て
伝
来
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
官
大
寺
僧
に

よ
っ
て
残
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
南
都
の
官
大
寺
僧
が
中
央
と
地
方
を
し
ば
し
ば
行
き
来
し
て
、
郡
司
層
の
私
的
法
会
に
導
師
と
し

て
参
加
し
、
在
地
社
会
の
支
配
秩
序
の
形
成
・
維
持
に
一
定
の
機
能
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
、
を
明
ら
か
に
し
て
い
る(

2
5
)

。
さ
ら
に
、

川
尻
秋
生
氏
は
、
僧
侶
が
出
家
後
も
出
身
地
と
の
関
係
を
絶
つ
こ
と
な
く
、
出
身
氏
族
や
出
身
地
の
寺
院
と
密
接
な
関
係
を
保
持
し

続
け
て
い
た
と
い
い
、
郡
司
層
の
主
宰
す
る
社
会
事
業
に
協
力
し
、
在
地
社
会
の
勧
農
を
支
援
し
て
い
た
と
い
う
重
要
な
見
解
を
提

示
し
た(

2
6
)

。 

鈴
木
・
川
尻
両
氏
が
明
ら
か
に
し
た
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
南
都
の
官
大
寺
僧
が
私
的
関
係
を
通
じ
て
在
地
社
会
と
結
び
付
い
て

い
た
こ
と
を
示
す
。
と
同
時
に
、
社
会
事
業
を
励
行
す
る
天
台
宗
の
講
師
が
、
そ
れ
を
主
宰
す
る
郡
司
層
と
結
び
付
く
可
能
性
を
強

く
秘
め
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
弘
仁
年
間
以
降
、
講
師
の
職
掌
が
拡
大
さ
れ
、
そ
の

重
要
性
が
高
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
発
せ
ら
れ
た
最
澄
の
要
求
は
、
在
地
社
会
に
お
け
る
天
台
宗
の
影
響
力
を
拡
大

さ
せ
か
ね
な
い
も
の
で
あ
り
、
大
乗
戒
壇
の
設
立
を
め
ぐ
っ
て
緊
張
関
係
に
あ
る
僧
綱
に
と
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。 

勤
操
と
泰
善
ら
に
よ
っ
て
私
的
に
行
わ
れ
て
き
た
文
殊
会
を
公
的
な
法
会
と
し
て
全
国
に
設
置
し
、
し
か
も
村
邑
単
位
で
行
う
こ

と
が
奏
請
さ
れ
た
背
景
に
、
天
台
宗
の
動
向
を
見
据
え
た
僧
綱
の
思
惑
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
点
は
さ
ら
に
第
三
節
で
触
れ
た
い
。 
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二 

文
殊
信
仰
と
大
安
寺 

 
 

本
節
で
は
、
文
殊
会
と
い
う
形
で
現
出
す
る
文
殊
信
仰
の
内
実
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
そ
の
思
想
的
淵
源
に
つ
い
て
考
察
し
た

い
。
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
当
時
は
、
最
澄
の
天
台
宗
と
、
僧
綱
を
中
心
と
す
る
南
都
諸
宗
と
の
間
に
緊
張
関
係
が
あ
り
、
そ
う

し
た
な
か
、
僧
綱
の
奏
請
に
よ
っ
て
文
殊
会
が
全
国
に
設
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。 

一
方
で
、
最
澄
も
ま
た
文
殊
菩
薩
を
奉
じ
、
大
乗
戒
壇
の
設
立
を
め
ぐ
る
主
張
の
な
か
で
、
文
殊
菩
薩
を
「
大
乗
寺
」
の
中
心
に

据
え
る
論
理
を
展
開
す
る
。
最
澄
は
、
『
顕
戒
論
』
で
不
空
の
上
表
文
「
天
下
寺
食
堂
中
置
二

文
殊
一

上
座
制
」(

2
7
)

を
引
用
し
、
唐
で

は
諸
寺
の
食
堂
に
文
殊
像
を
安
置
す
る
こ
と
が
通
例
で
あ
る
か
ら
、
日
本
も
こ
の
文
殊
上
座
の
制
に
な
ら
う
べ
き
と
主
張
す
る(

2
8
)

。 

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
不
空
の
文
殊
信
仰
は
、
転
輪
聖
王
思
想
を
五
台
山
文
殊
信
仰
と
結
び
付
け
る
論
理
を
構
築
し
、
文
殊
菩

薩
を
要
と
す
る
新
た
な
王
権
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
創
出
し
た
こ
と
を
特
徴
と
す
る(

2
9
)

。
こ
う
し
た
不
空
の
文
殊
信
仰
は
、
五
台
山
を
巡

礼
し
た
円
仁
に
よ
っ
て
最
澄
以
後
も
継
承
さ
れ
た
。
円
仁
は
、
五
台
山
文
殊
信
仰
の
様
相
を
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
に
記
録
し
、

帰
国
後
に
文
殊
楼
の
建
立
を
計
画
す
る
。
円
仁
が
構
想
し
、
承
雲
に
よ
っ
て
完
成
を
み
た
比
叡
山
の
文
殊
楼
は
、
「
鎮
二

護
国
家
一

。

利
二

益
黎
元
一

」
、「
誓
二

護
国
家
一

」(3
0
)

の
空
間
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
不
空
の
上
表
に
み
ら
れ
る
「
奉
二

為
国
家
一

」(3
1
)

、「
護
レ

国
」(

3
2
)

を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
円
仁
以
後
の
天
台
宗
に
お
い
て
不
空
の
五
台
山
文
殊
信
仰
が
本
格
的
に
受
容
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
。

そ
し
て
、
そ
の
背
景
に
は
、
中
田
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
不
空
以
降
の
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
文
殊
信
仰
の
潮
流
を
看
取
で
き
る
の

で
あ
る(

3
3
)

。 

し
か
し
な
が
ら
、
勤
操
・
泰
善
ら
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た
文
殊
会
は
、
天
台
宗
で
受
容
さ
れ
た
不
空
の
文
殊
信
仰
と
は
一
線
を
画

す
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
文
殊
会
の
全
国
設
置
を
命
じ
た
前
掲
の
天
長
五
年
官
符
で
確
認
し
た
よ
う
に
、『
文
殊
師
利

般
涅
槃
経
』
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
文
殊
会
は
、
貧
者
に
飯
食
を
施
給
す
る
な
ど
慈
善
救
済
の
面
が
強
く
、
王
権
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と

し
て
機
能
し
た
不
空
の
文
殊
信
仰
と
は
そ
の
内
実
を
異
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
そ
う
し
た
勤
操
ら
の
文
殊
信
仰
は
何
に
由
来
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す
る
の
か
。
結
論
か
ら
い
え
ば
、
勤
操
ら
は
、
不
空
以
前
に
五
台
山
文
殊
信
仰
を
鼓
吹
し
た
法
蔵
の
そ
れ
を
受
容
し
た
と
考
え
る
。

そ
の
根
拠
を
以
下
、
述
べ
て
い
く
。 

も
と
も
と
文
殊
菩
薩
は
、『
維
摩
経
』
や
『
華
厳
経
』
な
ど
の
経
典
に
説
か
れ
る
菩
薩
で
、『
大
方
広
仏
華
厳
経
』
六
十
巻
（
東
晋
・

仏
駄
跋
陀
羅
訳
、
通
称
『
六
十
華
厳
』
）
「
菩
薩
住
処
品
」
に
は
、
「
東
北
方
有
二

菩
薩
住
処
一

。
名
二

清
涼
山
一

。
過
去
諸
菩
薩
常
於
レ

中
住
。
彼
現
二

菩
薩
一

。
名
二

文
殊
師
利
一

。
有
二

一
万
菩
薩
眷
属
一

。
常
為
二

説
法
一

。
」(

3
4
)

と
、
イ
ン
ド
の
東
北
に
あ
る
と
い
う
清
涼

山
に
文
殊
菩
薩
が
住
し
て
い
る
と
説
か
れ
て
い
る
。『
華
厳
経
』
に
お
い
て
文
殊
菩
薩
は
、
説
法
者
と
し
て
、
ま
た
諸
菩
薩
に
対
す
る

質
問
者
と
し
て
登
場
し
、
極
め
て
重
要
な
役
を
担
っ
て
い
る
。
同
経
で
文
殊
菩
薩
出
現
の
地
と
さ
れ
る
「
清
涼
山
」
は
、
や
が
て
五

台
山
に
比
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
以
後
文
殊
信
仰
の
聖
地
と
し
て
五
台
山
を
「
清
涼
山
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
五
台
山
文
殊

信
仰
の
初
期
の
様
相
に
つ
い
て
記
し
た
『
古
清
涼
伝
』（
唐
・
慧
祥
撰
）
で
は
、
文
殊
菩
薩
が
『
華
厳
経
』
と
結
び
付
け
ら
れ
て
お
り
、

不
空
以
前
の
五
台
山
文
殊
信
仰
は
、
『
華
厳
経
』
と
の
関
わ
り
が
密
接
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

な
か
で
も
、
五
台
山
が
文
殊
菩
薩
の
聖
地
で
あ
り
、
か
つ
華
厳
の
聖
地
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
の
が
、
華
厳
宗
の
第
三
祖
・
法

蔵
（
六
四
三
‐
七
一
二
）
で
あ
っ
た
。
法
蔵
は
、
そ
の
著
作
『
華
厳
経
伝
記
』
に
お
い
て
、
『
文
殊
師
利
般
涅
槃
経
』
の
「
仏
去
レ

世

後
。
四
百
五
十
年
。
文
殊
師
利
猶
在
二

世
間
一

」(
3
5
)

を
引
用
し
、
こ
こ
で
い
う
「
世
間
」
が
五
台
山
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
、
「
案
二

別
伝
一

云
、
文
殊
師
利
菩
薩
、
常
於
レ

彼
講
二

華
厳
経
一

」(
3
6
)

と
、
文
殊
菩
薩
が
五
台
山
に
あ
っ
て
『
華
厳
経
』
を
講
じ
て
い
る
と
す

る
。
法
蔵
は
、
五
台
山
上
に
華
厳
寺
を
建
立
す
る
な
ど
、
五
台
山
の
文
殊
信
仰
を
『
華
厳
経
』
と
と
も
に
宣
伝
し
て
い
っ
た
。 

日
本
に
お
い
て
は
、
天
平
十
二
年
（
七
四
〇
）
に
『
古
清
涼
伝
』(

3
7
)

、
天
平
十
六
年
（
七
四
四
）
に
『
華
厳
経
伝
記
』(

3
8
)

の
書
写

が
そ
れ
ぞ
れ
み
え
る
こ
と
か
ら
、
天
平
期
に
は
不
空
以
前
の
五
台
山
文
殊
信
仰
、
す
な
わ
ち
法
蔵
の
文
殊
信
仰
が
日
本
に
伝
来
し
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
将
来
者
と
し
て
想
定
さ
れ
る
の
が
道
璿
で
あ
る
。
道
璿
は
、
も
と
洛
陽
大
福
先
寺
の
僧
で
あ
っ
た
が
、

天
平
五
年
（
七
三
三
）
に
入
唐
し
た
栄
叡
と
普
照
の
戒
師
招
請
に
応
じ
て
、
同
八
年
（
七
三
六
）
に
来
日
し
た
。『
三
国
仏
法
伝
通
縁

起
』
は
、
道
璿
が
華
厳
章
疏
を
初
め
て
日
本
に
将
来
し
た
と
記
し
て
お
り
、
道
璿
を
華
厳
の
尊
者
と
し
て
伝
え
る
。
実
際
、『
華
厳
宗
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章
疏
并
因
明
録
』（
延
喜
十
四
年
（
九
一
四
）
、
円
超
撰
）
に
よ
っ
て
、『
華
厳
伝
音
義
』
一
巻
な
る
『
華
厳
経
』
の
注
釈
を
あ
ら
わ
し

た
こ
と
が
知
ら
れ(

3
9
)

、
道
璿
が
『
華
厳
経
』
を
研
鑽
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
『
延
暦
僧
録
』
の
道
璿
伝
に
は
、 

依
二

華
厳
浄
行
品
一

一
一
依
行
。
経
云
。
若
人
依
レ

此
而
行
。
一
切
諸
天
魔
梵
龍
神
八
部
声
聞
独
覚
所
レ

不
二

能
動
一

。
然
璿
未
レ

終

前
一
日
。
城
中
有
二

他
俗
人
一

。
説
下

夢
見
中

道
璿
乗
二

六
牙
白
象
一

着
二

白
衣
一

向
レ

東
而
去
上

。
即
天
平
宝
字
四
年
歳
次
庚
子
潤
四

月
十
八
日
終
焉
。
春
秋
五
十
有
九
。
既
言
依
二

如
幻
三
摩
提
一

。
下
従
二

六
地
一

依
二

般
若
波
羅
密
多
一

。
尽
二

八
地
一

。
即
与
二

華

厳
浄
行
品
一

。
理
相
扶
会
。
然
菩
薩
同
レ

凡
。
行
位
難
レ

識
。(

4
0
) 

と
あ
り
、
道
璿
は
『
華
厳
経
』
の
な
か
で
も
「
浄
行
品
」
を
重
視
し
て
い
た
と
い
う
。「
浄
行
品
」
は
、
出
家
・
在
家
を
問
わ
ず
、
仏

教
徒
が
清
浄
に
諸
行
を
修
め
る
際
に
発
す
べ
き
百
四
十
の
願
を
説
く
。
『
大
方
広
仏
華
厳
経
感
応
伝
』
（
唐
・
胡
幽
貞
撰
）
の
法
蔵
伝

に
は
、
「
若
有
レ

人
誦
二

得
華
厳
浄
行
一
品
一

。
其
人
已
得
二

菩
薩
浄
戒
具
足
一

。
不
三

復
更
受
二

菩
薩
戒
一

。
」(

4
1
)

と
み
え
、
『
華
厳
経
』

の
「
浄
行
品
」
を
実
践
す
れ
ば
菩
薩
戒
を
具
足
し
た
こ
と
に
な
り
、
別
の
菩
薩
戒
を
受
け
る
必
要
が
な
い
と
法
蔵
は
述
べ
て
い
る
。

こ
の
「
浄
行
品
」
を
重
視
し
た
こ
と
は
、
道
璿
が
法
蔵
の
華
厳
教
学
に
強
い
影
響
を
受
け
、
そ
れ
を
深
く
受
容
し
て
い
た
こ
と
を
あ

ら
わ
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
蔵
が
鼓
吹
し
た
五
台
山
文
殊
信
仰
も
道
璿
の
な
か
で
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
吉
田
氏
は
、
「
浄
行
品
」
の
説
法
者
が
文
殊
菩
薩
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
浄
行
品
」
を
重
視
し
た
道
璿
に
文
殊

信
仰
の
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る(

4
2
)

。
筆
者
も
右
に
掲
げ
た
諸
史
料
か
ら
吉
田
氏
の
見
解
に
賛
同
す
る
の
で
あ
っ
て
、
道
璿
が

文
殊
菩
薩
の
信
奉
者
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。 

そ
の
道
璿
が
住
し
た
の
が
大
安
寺
で
あ
っ
た
。
大
安
寺
は
、
養
老
二
年
（
七
一
八
）
に
帰
国
し
、
三
論
宗
の
第
三
祖
と
さ
れ
る
道

慈
が
住
し
て
以
降
、
三
論
宗
の
さ
か
ん
な
寺
院
と
い
わ
れ
る
。
一
方
で
、
井
上
薫
氏
は
、
道
慈
が
『
華
厳
経
』
の
信
奉
者
で
も
あ
り
、

法
蔵
も
訳
出
に
関
わ
っ
た
新
訳
の
『
八
十
華
厳
』
（
唐
・
実
叉
難
陀
訳
）
の
有
力
な
請
来
者
候
補
と
す
る(

4
3
)

。 

井
上
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
『
八
十
華
厳
』
が
大
安
寺
に
も
た
ら
さ
れ
た
可
能
性
は
高
い
。
と
い
う
の
も
、
『
日
本
霊
異
記
』
下

巻
・
第
十
九
話
に
は
、
当
時
筑
紫
国
の
国
師
と
し
て
派
遣
さ
れ
て
い
た
大
安
寺
の
戒
明
が
、
宝
亀
年
間
（
七
七
〇
～
七
八
一
）
の
初



 

134 

 

め
に
肥
前
国
佐
賀
郡
大
領
の
佐
賀
君
児
公
の
求
め
に
応
じ
、
そ
の
私
的
な
法
会
（
安
居
会
）
で
『
八
十
華
厳
』
を
講
説
し
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
唐
で
は
、
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、『
華
厳
経
』
を
重
視
し
た
則
天
武
后
に
よ
っ
て
そ

れ
に
関
わ
る
諸
々
の
仏
教
政
策
が
実
施
さ
れ
て
お
り
、
『
八
十
華
厳
』
の
訳
出
も
こ
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
。
こ
う
し
た
事
情
は
、

ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
唐
に
留
学
中
で
あ
っ
た
道
慈
に
よ
っ
て
日
本
に
伝
え
ら
れ
、
彼
の
請
来
経
典
の
な
か
に
『
華
厳
経
』
に
関
す
る
も

の
が
含
ま
れ
て
い
た
蓋
然
性
が
高
い
。
つ
ま
り
、
当
時
の
大
安
寺
は
、
道
慈
の
帰
国
以
降
、
『
華
厳
経
』
と
密
接
な
関
わ
り
が
あ
り
、

道
璿
の
来
朝
に
よ
っ
て
大
安
寺
に
法
蔵
の
華
厳
教
学
の
伝
統
が
形
成
さ
れ
た
と
筆
者
は
考
え
る
。
そ
れ
は
、
日
本
に
お
け
る
華
厳
宗

の
初
祖
と
い
わ
れ
る
審
詳
が
大
安
寺
に
住
し
、
彼
の
蔵
書
に
法
蔵
の
著
作
が
数
多
く
お
さ
め
ら
れ
た(

4
4
)

こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

法
蔵
に
由
来
す
る
文
殊
信
仰
が
大
安
寺
を
中
心
に
展
開
さ
れ
た
と
考
え
て
矛
盾
は
な
い
。 

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
法
蔵
は
、『
華
厳
経
伝
記
』
の
な
か
で
『
文
殊
師
利
般
涅
槃
経
』
を
引
用
し
、
文
殊
菩
薩
が
五
台
山
に
あ
っ

て
『
華
厳
経
』
を
講
じ
て
い
る
と
説
い
て
お
り
、
そ
の
文
殊
信
仰
が
『
文
殊
師
利
般
涅
槃
経
』
に
依
拠
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え

る
。
大
安
寺
は
、
天
平
九
年
（
七
三
七
）
に
『
文
殊
師
利
般
涅
槃
経
』
を
皇
后
宮
職
に
請
う
て
お
り(

4
5
)

、
同
経
が
大
安
寺
で
書
写
さ

れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
『
文
殊
師
利
般
涅
槃
経
』
が
大
安
寺
の
経
蔵
の
な
か
に
加
わ
る
の
は
、
前
年
の
天
平
八
年

に
来
朝
し
た
道
璿
が
、
法
蔵
の
華
厳
教
学
と
と
も
に
そ
の
文
殊
信
仰
を
大
安
寺
に
将
来
し
た
こ
と
に
よ
る
と
み
ら
れ
る(

4
6
)

。
道
璿
が

も
た
ら
し
た
法
蔵
の
文
殊
信
仰
は
、
大
安
寺
の
な
か
で
伝
承
さ
れ
、
そ
れ
を
同
寺
に
所
属
し
た
勤
操
が
継
承
し
た
。
勤
操
ら
に
よ
っ

て
は
じ
め
ら
れ
た
文
殊
会
の
思
想
的
淵
源
は
、
法
蔵
の
華
厳
教
学
に
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る(

4
7
)

。 

そ
の
文
殊
信
仰
が
な
ぜ
、「
弁
二

備
飯
食
等
一

。
施
二

給
貧
者
一

。
」
と
い
う
形
式
の
文
殊
会
へ
と
具
現
化
さ
れ
る
の
か
。
法
蔵
は
、『
梵

網
経
』
の
注
釈
で
あ
る
『
梵
網
経
菩
薩
戒
本
疏
』
第
五
の
な
か
で
、 

八
福
田
者
有
人
云
。
一
造
二

昿
路
美
井
一

。
二
水
路
橋
梁
。
三
平
二

治
嶮
路
一

。
四
孝
二

事
父
母
一

。
五
供
二

養
沙
門
一

。
六
供
二

養

病
人
一

。
七
救
二

済
危
厄
一

。
八
設
二

無
遮
大
会
一

未
レ

見
レ

出
二

何
聖
教
一

。
有
云
。
供
二

養
三
宝
一

為
レ

三
。
四
父
母
。
五
師
僧
。
六

貧
窮
。
七
病
人
。
八
畜
生
亦
未
レ

見
レ

教
。
賢
愚
経
云
。
施
二

五
人
一

得
レ

福
無
量
。
一
知
法
人
。
二
遠
行
来
人
。
三
遠
去
人
。
四
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飢
餓
人
。
五
病
人
足
以
二

三
宝
一

亦
為
二

八
種
一

。(
4
8
) 

と
、
福
田
に
関
す
る
三
つ
の
説
を
挙
げ
て
い
る
。
『
梵
網
経
』
は
、
華
厳
思
想
を
基
盤
と
し
て
い
る
と
い
わ
れ
、
『
華
厳
経
探
玄
記
』

に
お
い
て
も
法
蔵
の
福
田
観
が
示
さ
れ
て
い
る(

4
9
)

。 

岩
本
健
寿
氏
は
、
興
福
寺
施
薬
院
設
置
の
思
想
的
基
盤
と
な
っ
た
福
田
思
想
に
つ
い
て
精
査
し
、
法
蔵
の
『
華
厳
経
』
及
び
『
梵

網
経
』
の
解
釈
や
福
田
観
の
影
響
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た(

5
0
)

。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
『
華
厳
経
』
及
び
『
梵
網
経
』
の

受
容
が
こ
れ
ら
に
説
か
れ
る
福
田
思
想
の
社
会
的
実
践
を
志
向
さ
せ
、
慈
善
救
済
の
思
想
的
基
盤
と
な
り
得
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
れ
に
関
し
て
筆
者
が
注
目
す
る
の
は
、
吉
備
真
備
撰
『
道
璿
和
上
伝
纂
』(

5
1
)

や
『
内
証
仏
法
相
承
血
脈
譜
』(

5
2
)

に
、
「
毎
誦
二

梵

網
之
文
一

」
、
『
元
亨
釈
書
』
巻
第
十
六
に
「
常
誦
二

梵
網
一

」
と
み
え
る
よ
う
に
、
道
璿
が
『
梵
網
経
』
を
受
容
し
て
い
た
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
光
定
の
『
伝
述
一
心
戒
文
』
に
は
、
道
璿
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
た
『
梵
網
経
』
の
注
釈
が
ご
く
わ
ず
か
な

が
ら
引
用
さ
れ
て
お
り(

5
3
)

、
道
璿
が
『
梵
網
経
』
に
深
い
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

一
方
、
『
大
安
寺
資
財
帳
』
に
は
、
「
悲
田
分
」
が
記
さ
れ
て
お
り
、
大
安
寺
に
お
け
る
福
田
思
想
の
実
践
例
が
確
認
で
き
る(

5
4
)

。

す
な
わ
ち
、
『
華
厳
経
』
に
由
来
す
る
法
蔵
の
文
殊
信
仰
が
文
殊
会
と
い
う
形
式
の
法
会
と
し
て
具
現
化
さ
れ
る
の
は
、
『
華
厳
経
』

と
『
梵
網
経
』
を
重
視
す
る
道
璿
が
住
し
た
大
安
寺
に
お
い
て
は
必
然
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
経
典
に
説
か
れ
る
福
田
思
想
の
実
践
と

し
て
、『
文
殊
師
利
般
涅
槃
経
』
に
依
拠
す
る
文
殊
会
が
勤
操
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た
と
筆
者
は
考
え
る
。
前
掲
の
通
り
、
法
蔵
の
『
梵

網
経
菩
薩
戒
本
疏
』
に
は
福
田
と
し
て
「
六
貧
窮
」
が
み
え
、
文
殊
会
で
貧
窮
者
に
飯
食
が
施
さ
れ
た
の
は
本
疏
に
基
づ
く
と
考
え

ら
れ
る
。
文
殊
菩
薩
が
「
貧
窮
孤
独
苦
悩
衆
生
」
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
と
説
く
『
文
殊
師
利
般
涅
槃
経
』
と
と
も
に
、
法
蔵
の
福

田
思
想
が
文
殊
会
の
思
想
的
基
盤
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 
 

以
上
、
勤
操
ら
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た
文
殊
会
の
思
想
的
淵
源
を
検
討
す
る
な
か
で
判
明
し
た
こ
と
は
、
そ
れ
が
慈
悲
を
重
視
す

る
法
蔵
の
文
殊
信
仰
に
由
来
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
転
輪
聖
王
と
文
殊
菩
薩
を
結
び
付
け
た
不
空
の
文
殊
信
仰
と
は
全
く
異
な

る
側
面
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。 



 

136 

 

三 

行
基
信
仰
と
文
殊
信
仰 

  

九
世
紀
の
日
本
に
お
け
る
文
殊
信
仰
を
検
討
す
る
上
で
看
過
で
き
な
い
の
は
、
行
基
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、『
日
本
霊
異
記
』
上
巻
・

第
五
話
に
「
行
基
大
徳
者
、
文
殊
師
利
菩
薩
反
化
也
」
と
あ
る
ば
か
り
か
、
本
説
話
に
は
五
台
山
も
登
場
し
、
行
基
が
五
台
山
文
殊

信
仰
と
結
び
付
け
て
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
行
基
を
文
殊
菩
薩
の
化
身
と
す
る
言
説
は
、
本
説
話
を
嚆
矢
と
し
、『
三
宝
絵
詞
』
、

『
日
本
往
生
極
楽
記
』
、
『
法
華
験
記
』
や
『
東
大
寺
要
録
』
、
『
今
昔
物
語
集
』
な
ど
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
。
こ
う
し
て
十
世
紀
以

降
、
行
基
と
文
殊
菩
薩
を
結
び
付
け
た
文
殊
信
仰
が
本
格
的
に
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。 

行
基
を
文
殊
菩
薩
の
化
身
と
す
る
見
方
が
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
、
誰
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
の
か
は
詳
ら
か
で
な
い
。
た
だ
し
、

天
平
二
十
一
年
（
七
四
九
）
二
月
の
行
基
卒
伝
に
は
、「
時
人
号
曰
二

行
基
菩
薩
一

」(
5
5
)

と
み
え
、『
続
日
本
紀
』
が
編
纂
さ
れ
た
と
す

る
延
暦
年
間
に
は
行
基
を
菩
薩
と
す
る
見
方
が
成
立
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
菩
薩
は
、「
大
乗
の
菩
薩
道
す
な
わ
ち
経
典
の
教
示
す

る
諸
々
の
民
衆
利
益
の
利
他
行
を
実
践
す
る
修
行
者
に
あ
た
え
ら
れ
た
呼
称
」(

5
6
)

で
あ
り
、
行
基
に
対
す
る
特
別
な
見
方
は
、
か
な

り
早
い
段
階
で
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

こ
れ
に
関
わ
っ
て
、
最
澄
に
も
行
基
と
文
殊
菩
薩
の
結
び
付
き
を
示
す
よ
う
な
言
説
が
み
ら
れ
る
。
最
澄
は
『
顕
戒
論
』
で
、「
一

向
大
乗
寺
。
此
間
亦
有
。
謂
レ

如
二

行
基
僧
正
四
十
九
院
一

」(
5
7
)

と
、
東
大
寺
・
景
深
律
師
の
論
を
引
用
す
る
形
で
行
基
の
四
十
九
院

を
日
本
に
お
け
る
「
大
乗
寺
」
の
先
駆
と
評
し
て
い
る
。
そ
の
「
大
乗
寺
」
の
中
心
に
は
、「
一
者
一
向
大
乗
寺
。
置
二

文
殊
師
利
一

。

以
為
二

上
座
一

。
」(

5
8
)

と
、
文
殊
菩
薩
を
据
え
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
文
殊
菩
薩
は
出
家
菩
薩
の
上
座
に
置
く
べ
き
で
あ
っ
て
、
食
堂

に
文
殊
像
を
安
置
す
る
の
が
天
竺
か
ら
唐
に
お
け
る
「
大
乗
寺
」
の
在
り
方
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
際
に
最
澄
は
、
自
身
の
主
張

の
根
拠
と
し
て
、
不
空
の
上
表
文
に
加
え
、
『
文
殊
師
利
般
涅
槃
経
』
を
掲
げ
る(

5
9
)

。
行
基
の
四
十
九
院
を
「
大
乗
寺
」
と
し
、
そ

の
中
心
に
文
殊
菩
薩
を
据
え
る
べ
き
と
す
る
最
澄
の
主
張
の
な
か
に
『
文
殊
師
利
般
涅
槃
経
』
が
引
用
さ
れ
た
こ
と
は
、
最
澄
が
経

典
に
示
さ
れ
た
文
殊
菩
薩
の
姿
に
行
基
の
活
動
を
重
ね
合
わ
せ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
当
時
行
基
が
『
文
殊
師
利
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般
涅
槃
経
』
と
併
せ
て
鼓
吹
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。 

『
文
殊
師
利
般
涅
槃
経
』
で
は
、
文
殊
菩
薩
が
舎
衛
国
バ
ラ
モ
ン
の
子
と
し
て
生
ま
れ
、
出
家
・
修
行
し
て
不
退
転
を
得
、
人
々

を
教
化
し
た
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
文
殊
菩
薩
が
現
世
に
実
在
す
る
菩
薩
と
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
。
文
殊
菩
薩
の

活
動
の
場
が
人
間
世
界
で
あ
る
と
説
く
こ
と
に
五
台
山
文
殊
信
仰
の
特
徴
が
あ
る
か
ら
、
種
々
の
社
会
事
業
に
奔
走
す
る
行
基
の
姿

が
人
界
で
活
動
す
る
文
殊
菩
薩
と
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。 

社
会
事
業
に
奔
走
す
る
行
基
に
文
殊
菩
薩
を
投
影
す
る
よ
う
な
見
方
は
、
王
権
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
要
と
し
て
文
殊
菩
薩
を
位
置
付

け
る
不
空
の
文
殊
信
仰
か
ら
は
生
ま
れ
得
な
い
。
で
は
、
な
ぜ
不
空
の
上
表
文
を
引
用
し
て
文
殊
上
座
を
主
張
す
る
最
澄
が
行
基
と

文
殊
菩
薩
を
結
び
付
け
る
よ
う
な
言
説
を
語
る
の
か
。
そ
れ
は
、
当
時
国
家
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
た
社
会
事
業
と
関
わ
る
と
み
ら
れ

る
。 『

続
日
本
紀
』
宝
亀
四
年
（
七
七
三
）
十
一
月
辛
卯
（
二
十
日
）
条
に
は
、 

勅
。
故
大
僧
正
行
基
法
師
。
戒
行
具
足
。
智
徳
兼
備
。
先
代
之
所
二

推
仰
一

。
後
生
以
為
二

耳
目
一

。
其
修
行
之
院
。
惣
卌
余
処
。

或
先
朝
之
日
。
有
二

施
入
田
一

。
或
本
有
二

田
園
一

。
供
養
得
レ

済
。
但
其
六
院
未
レ

預
二

施
例
一

。
由
レ

茲
法
蔵
湮
廃
。
無
二

復
住
持

之
徒
一

。
精
舎
荒
凉
。
空
余
二

坐
禅
之
跡
一

。
弘
レ

道
由
レ

人
。
実
合
二

奨
励
一

。
宜
三

大
和
国
菩
提
。
登
美
。
生
馬
。
河
内
国
石
凝
。

和
泉
国
高
渚
五
院
。
各
捨
二

当
郡
田
三
町
一

。
河
内
国
山
埼
院
二
町
。
所
レ

冀
真
筌
秘
典
。
永
洽
二

東
流
一

。
金
輪
宝
位
。
恒
斉
二

北
極
一

。
風
雨
順
レ

時
。
年
穀
豊
稔
。 

と
あ
り
、
行
基
が
建
立
し
た
四
十
九
院
の
う
ち
、
菩
提
院
以
下
の
六
院
に
土
地
を
施
入
し
て
仏
教
の
興
隆
と
年
穀
の
豊
饒
を
願
っ
て

い
る
。
重
要
な
の
は
、
行
基
没
後
約
二
十
年
の
光
仁
天
皇
の
勅
に
お
い
て
、
行
基
の
名
前
を
使
っ
た
社
会
事
業
の
推
進
が
は
か
ら
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、『
日
本
後
紀
』
弘
仁
三
年
（
八
一
二
）
八
月
癸
丑
（
二
十
八
日
）
条
で
は
、
行
基
が
摂
津
国
昆
陽
施
院

に
設
置
し
た
惸
独
田
一
五
〇
町
を
国
司
に
耕
種
さ
せ
、
毎
年
の
収
穫
を
太
政
官
に
報
告
し
、
そ
の
指
示
に
従
っ
て
用
い
る
こ
と
を
命

じ
て
い
る
。
さ
ら
に
、『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
八
年
（
八
七
六
）
三
月
辛
巳
（
三
日
）
条
に
は
、
行
基
四
十
九
院
の
一
つ
、
山
城
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国
泉
橋
寺
の
経
営
に
関
す
る
国
家
の
協
力
姿
勢
が
示
さ
れ
て
い
る
し
、『
同
』
貞
観
十
七
年
（
八
七
五
）
二
月
癸
亥
（
九
日
）
の
道
昌

卒
伝
に
は
、「
道
昌
非
二

唯
智
徳
既
高
詞
恵
尽
一
レ

妙
。
兼
復
済
レ

事
之
方
不
レ

廃
二

俗
務
一

。
承
和
中
。
嘗
大
井
河
堰
决
。 

詔
令
下
二

道

昌
一

監
中

其
防
遏
上

。
道
昌
自
躬
率
先
。
創
二

其
功
業
一

。
衆
人
子
来
。
成
レ

之
不
レ

日
。
故
老
咸
収
涕
曰
。
不
レ

図
今
日
復
見
二

行
基
菩

薩
之
迹
一

矣
。
」
と
あ
り
、
天
皇
の
命
に
よ
っ
て
土
木
工
事
を
監
督
す
る
道
昌
の
姿
を
行
基
の
そ
れ
に
擬
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

九
世
紀
に
は
行
基
四
十
九
院
の
維
持
を
は
じ
め
、
行
基
の
活
動
を
強
調
す
る
記
事
が
正
史
上
に
あ
ら
わ
れ
る(

6
0
)

。 

行
基
関
連
施
設
に
か
か
わ
ら
ず
、
九
世
紀
、
特
に
弘
仁
か
ら
承
和
年
間
に
か
け
て
国
家
に
よ
る
社
会
事
業
が
増
え
、
そ
れ
に
僧
侶

が
関
わ
る
場
合
が
多
い(

6
1
)

。
そ
れ
は
、
権
力
者
側
の
救
済
行
動
と
し
て
の
社
会
事
業
を
円
滑
に
推
進
す
る
た
め
に
、
か
つ
て
社
会
事

業
に
つ
と
め
た
行
基
の
姿
を
「
戒
行
具
足
。
智
徳
兼
備
」
と
し
て
理
想
化
し
、
僧
侶
に
行
基
の
よ
う
な
活
動
を
求
め
て
こ
れ
に
参
画

さ
せ
る
こ
と
を
は
か
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
行
基
の
活
動
は
、
経
済
活
動
の
要
請
に
応
え
る
も
の
と
し
て
畿
内
諸
国
の
郡
司
・

富
裕
層
ら
に
支
持
さ
れ
、
そ
の
援
助
を
得
て
実
行
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
故
に
、
郡
司
・
富
裕
層
ら
を
王
権
主
宰
の
社

会
事
業
に
動
員
す
る
に
は
、「
行
基
菩
薩
」
を
強
調
す
る
必
要
が
あ
り
、
一
連
の
事
業
の
由
来
を
行
基
に
帰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の

協
力
を
引
き
出
そ
う
と
し
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る(

6
2
)

。 

つ
ま
り
、
行
基
と
文
殊
菩
薩
を
結
び
付
け
る
よ
う
な
最
澄
の
言
説
は
、
行
基
に
対
す
る
個
人
的
尊
崇
を
も
と
に
し
つ
つ
も
一
方
で
、

当
時
巷
間
で
に
わ
か
に
隆
盛
し
た
行
基
信
仰
と
、
宝
亀
四
年
の
勅
で
示
さ
れ
た
国
家
の
求
め
る
僧
侶
像
（
行
基
＝
智
徳
の
僧
）
へ
の

対
応
と
い
う
意
味
も
あ
っ
た
と
筆
者
は
考
え
る(

6
3
)

。
そ
れ
は
、
最
澄
が
「
六
条
式
」
で
示
し
た
、
一
任
の
内
に
得
た
毎
年
安
居
の
法

服
施
料
を
池
や
溝
の
修
築
、
架
橋
、
造
船
、
植
樹
、
井
戸
の
掘
削
な
ど
の
社
会
事
業
に
あ
て
る
べ
き
と
す
る
講
師
像
に
も
通
底
す
る
。 

こ
う
し
た
最
澄
の
主
張
は
、
当
時
緊
張
関
係
に
あ
っ
た
僧
綱
を
刺
激
し
た
。
天
台
宗
の
僧
侶
が
社
会
事
業
に
関
わ
っ
て
い
こ
う
と

す
る
動
き
を
目
の
当
た
り
に
し
た
僧
綱
は
、
自
身
の
母
体
で
あ
る
南
都
諸
宗
に
も
国
家
の
掲
げ
る
僧
侶
像
の
実
践
を
求
め
た
の
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
思
惑
を
も
つ
僧
綱
が
目
を
付
け
た
の
が
当
時
行
基
と
一
緒
に
語
ら
れ
は
じ
め
た
文
殊
菩
薩
で
あ
り
、
勤
操
・
泰
善

に
よ
っ
て
は
じ
め
ら
れ
た
文
殊
会
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
か
つ
て
社
会
事
業
に
貢
献
し
、
民
衆
の
救
済
に
奔
走
し
た
行
基
に
対
す
る
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巷
間
の
追
慕
、
行
基
即
文
殊
（
「
行
基
大
徳
者
、
文
殊
師
利
菩
薩
反
化
」
）
に
応
じ
る
も
の
で
あ
り
、
国
家
の
求
め
る
僧
侶
像
の
実
践

を
通
じ
て
影
響
力
を
強
め
よ
う
と
す
る
天
台
宗
を
牽
制
し
な
が
ら
、
南
都
が
実
現
し
た
社
会
事
業
で
あ
っ
た
。
畿
内
は
行
基
の
支
持

基
盤
で
あ
り
、
勤
操
ら
の
文
殊
会
が
畿
内
を
中
心
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
。
文
殊
会
は
、
最
澄
も
ま
た
自
身
の
主
張
の
根
拠
と
し
て

掲
げ
た
『
文
殊
師
利
般
涅
槃
経
』
に
依
拠
す
る
法
会
で
あ
り
な
が
ら
、
天
台
宗
の
不
空
系
文
殊
信
仰
と
は
全
く
異
な
る
側
面
が
あ
ら

わ
れ
て
い
る
こ
と
。
文
殊
会
の
開
催
が
初
め
て
下
知
さ
れ
た
天
長
四
年
（
八
二
七
）
十
一
月
に
、
大
乗
戒
壇
設
立
の
勅
許
後
、
僧
綱

を
退
い
て
い
た
護
命
が
僧
正
と
し
て
復
職
し
て
い
る
こ
と(
6
4
)

。
こ
れ
ら
が
諸
国
文
殊
会
成
立
の
背
景
を
物
語
っ
て
い
る
。
加
え
て
、

当
時
行
基
が
『
文
殊
師
利
般
涅
槃
経
』
と
併
せ
て
鼓
吹
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
同
経
に
依
拠
し
て
勤
修
さ
れ
た
諸
国
文
殊
会
は
、

そ
れ
を
は
じ
め
た
人
々
の
存
在
感
を
示
す
絶
好
の
場
と
な
っ
た
。
そ
れ
が
新
興
の
天
台
宗
と
の
対
比
を
な
し
、
南
都
の
存
在
感
を
顕

示
し
た
の
で
あ
る
。 

 

お
わ
り
に 

  

本
章
で
は
、
文
殊
会
が
勤
操
・
泰
善
ら
南
都
僧
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
こ
と
に
注
目
し
、
そ
の
思
想
的
淵
源
と
、
九
世
紀
の
日
本

に
お
い
て
文
殊
信
仰
が
高
揚
す
る
背
景
を
考
察
し
た
。 

勤
操
が
住
し
た
大
安
寺
は
、
道
慈
以
降
、『
華
厳
経
』
と
の
関
わ
り
が
密
接
で
、
特
に
道
璿
の
来
日
と
法
蔵
教
学
の
将
来
が
そ
の
決

定
的
な
要
因
と
な
っ
た
。
そ
の
際
、『
華
厳
経
』
に
由
来
す
る
法
蔵
の
文
殊
信
仰
も
ま
た
道
璿
に
よ
っ
て
大
安
寺
に
も
た
ら
さ
れ
、『
梵

網
経
』
に
基
づ
く
福
田
思
想
と
の
結
合
に
よ
っ
て
そ
の
性
格
が
規
定
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
大
安
寺
と
い
う
空
間
を
通
じ
て
勤
操
に
伝

承
さ
れ
、
九
世
紀
に
至
っ
て
文
殊
会
と
い
う
形
に
昇
華
さ
れ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
文
殊
会
は
、『
華
厳
経
』
や
『
梵
網
経
』
に
説
か
れ

る
福
田
思
想
の
実
践
例
と
い
え
、
そ
の
思
想
的
淵
源
を
辿
る
と
、
法
蔵
の
華
厳
教
学
に
行
き
着
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
転
輪
聖
王

と
文
殊
菩
薩
を
結
び
付
け
る
不
空
系
文
殊
信
仰
を
受
容
し
た
天
台
宗
と
は
一
線
を
画
す
、
大
安
寺
を
中
心
と
し
た
南
都
の
法
蔵
系
文
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殊
信
仰
と
い
え
、
こ
れ
こ
そ
が
文
殊
会
と
い
う
形
で
現
出
し
た
文
殊
信
仰
の
内
実
で
あ
っ
た(

6
5
)

。 

 
こ
う
し
た
法
蔵
系
文
殊
信
仰
は
、
救
済
と
い
う
共
通
項
を
通
じ
、
当
時
巷
間
で
隆
盛
し
て
い
た
行
基
信
仰
と
結
び
付
く
こ
と
に
よ
っ

て
、
活
発
化
す
る
社
会
事
業
に
南
都
の
存
在
感
を
与
え
て
い
く
こ
と
と
な
る
。 

 

そ
れ
を
志
向
さ
せ
た
現
実
的
な
背
景
に
は
、
天
台
宗
の
動
向
が
あ
っ
た
。「
行
基
菩
薩
」
に
帰
し
た
社
会
事
業
が
励
行
さ
れ
る
な
か

で
最
澄
は
、
自
身
の
施
料
を
割
い
て
社
会
事
業
に
あ
た
る
べ
き
と
す
る
講
師
像
を
「
六
条
式
」
で
示
し
、
自
ら
も
そ
れ
を
実
践
す
る

な
ど
、
国
家
の
求
め
る
僧
侶
像
に
応
え
よ
う
と
し
た
。 

こ
う
し
た
天
台
宗
の
動
き
は
、
大
乗
戒
壇
の
設
立
を
め
ぐ
っ
て
当
時
緊
張
関
係
に
あ
っ
た
僧
綱
を
刺
激
し
、
南
都
諸
宗
に
対
し
て

も
社
会
事
業
へ
の
参
画
を
求
め
た
。
そ
の
役
割
を
期
待
さ
れ
た
の
が
、
行
基
と
結
び
付
け
て
語
ら
れ
て
い
た
文
殊
菩
薩
で
あ
り
、
文

殊
菩
薩
を
奉
じ
る
文
殊
会
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
勤
操
や
泰
善
ら
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
、
畿
内
を
中
心
に
行
わ
れ
て
い
た
文
殊
会

は
、
僧
綱
の
奏
請
に
よ
っ
て
諸
国
に
拡
大
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
諸
国
で
南
都
僧
由
来
の
文
殊
会
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
は
、
南
都
の

法
蔵
系
文
殊
信
仰
の
普
及
を
意
味
し
た
。
ま
た
、
当
時
行
基
が
『
文
殊
師
利
般
涅
槃
経
』
と
併
せ
て
鼓
吹
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、

同
経
に
依
拠
し
て
勤
修
さ
れ
た
文
殊
会
は
、
そ
れ
を
は
じ
め
た
南
都
の
存
在
感
を
示
す
絶
好
の
場
と
し
て
機
能
し
た
の
で
あ
る
。
九

世
紀
以
降
、
文
殊
信
仰
及
び
行
基
信
仰
を
媒
介
と
す
る
南
都
の
地
方
的
展
開
の
一
つ
の
在
り
方
が
諸
国
文
殊
会
の
成
立
に
み
て
と
れ

る
。 こ

の
よ
う
に
、
九
世
紀
の
日
本
で
は
、
天
台
宗
に
不
空
系
文
殊
信
仰
が
受
容
さ
れ
た
一
方
で
、
不
空
以
前
、
す
な
わ
ち
法
蔵
系
文

殊
信
仰
が
行
基
信
仰
と
結
び
付
く
形
で
展
開
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
東
ア
ジ
ア
に
波
及
す
る
五
台
山
文
殊
信
仰
の
展
開
を
考
え
る

上
で
今
後
検
討
す
べ
き
重
要
な
素
材
と
な
る
。 
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(1

) 
頼
富
本
宏
「
五
台
山
の
文
殊
信
仰
」
（
『
密
教
学
研
究
』
一
八
、
一
九
八
六
年
）
。 

(2
) 

『
代
宗
朝
贈
司
空
大
弁
正
広
智
三
蔵
和
上
表
制
集
』
（
唐
・
円
照
撰
）
巻
二
「
請
下

捨
二

衣
鉢
一

助
二

僧
道
環
一

修
中

金
閣
寺
上

制
」
〔
『
大
正
蔵
』
五

二
‐
八
三
四
a
〕
、
巻
三
「
謝
三

勅
置
二

天
下
寺
文
殊
院
一

表
」
〔
『
大
正
蔵
』
五
二
‐
八
四
一
c
〕
。 

(3
) 

中
田
美
繪
「
五
台
山
文
殊
信
仰
と
王
権
―
唐
朝
代
宗
期
に
お
け
る
金
閣
寺
修
築
の
分
析
を
通
じ
て
―
」
（
『
東
方
学
』
一
一
七
、
二
〇
〇
九
年
）
。 

(4
) 

こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
辻
善
之
助
「
僧
侶
の
社
会
事
業
」
（
同
氏
著
『
日
本
仏
教
史
』
上
世
篇
、
第
五
章
第
五
節
、
岩
波
書
店
、
一
九
四
四
年
所

収
）
が
聖
徳
太
子
の
貧
者
救
済
や
光
明
皇
后
に
よ
る
悲
田
院
の
設
立
な
ど
の
背
景
に
「
慈
悲
」
を
説
く
仏
教
の
存
在
を
指
摘
し
、
そ
れ
ら
と
と
も
に

文
殊
会
を
「
救
済
慈
善
の
業
」
と
し
て
捉
え
た
こ
と
に
は
じ
ま
る
。
こ
の
辻
氏
の
見
解
を
踏
襲
し
た
宮
崎
円
遵
「
文
殊
信
仰
と
利
生
事
業
」
（
同
氏

著
『
中
世
仏
教
と
庶
民
生
活
』
平
楽
寺
書
店
、
一
九
五
一
年
所
収
）
は
、
文
殊
会
を
「
貧
窮
孤
独
者
」
の
「
救
済
事
業
」
と
把
握
し
、
そ
の
上
で
個

人
の
救
済
に
主
眼
を
置
い
た
中
国
五
台
山
の
文
殊
信
仰
に
対
し
、
勤
操
・
泰
善
の
活
動
に
具
体
的
に
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
日
本
の
文
殊
信
仰

は
「
化
他
利
生
的
な
も
の
で
、
社
会
的
意
義
を
持
つ
一
つ
の
形
態
」
と
評
価
し
た
。
さ
ら
に
、
堀
池
春
峰
「
南
都
仏
教
と
文
殊
信
仰
」
（
同
氏
著
『
南

都
仏
教
史
の
研
究
』
下
、
法
蔵
館
、
一
九
八
二
年
所
収
、
初
出
一
九
六
九
年
）
に
よ
っ
て
、
天
台
宗
比
叡
山
の
智
恵
・
学
解
的
な
文
殊
信
仰
と
、
貧

民
救
済
を
本
願
と
す
る
南
都
の
文
殊
信
仰
の
差
異
が
明
確
化
さ
れ
た
。 

(5
) 

上
田
純
一
「
平
安
期
諸
国
文
殊
会
の
成
立
と
展
開
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
歴
史
』
四
七
五
、
一
九
八
七
年
）
。 

(6
) 

吉
田
靖
雄
「
文
殊
信
仰
の
展
開
―
文
殊
会
の
成
立
ま
で
―
」
（
『
南
都
仏
教
』
三
八
、
一
九
七
七
年
）
。 

(7
) 

こ
う
し
た
観
点
か
ら
文
殊
会
に
言
及
し
た
研
究
と
し
て
、
追
塩
千
尋
「
平
安
初
期
の
地
方
救
療
施
設
に
つ
い
て
」
（
同
氏
著
『
国
分
寺
の
中
世
的

展
開
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
年
所
収
、
初
出
一
九
八
七
年
）
や
堀
裕
「
化
他
の
時
代
―
天
長
・
承
和
期
の
社
会
政
策
と
仏
教
―
」
（
古
代
学
協

会
編
『
仁
明
朝
史
の
研
究
―
承
和
転
換
期
と
そ
の
周
辺
―
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
一
年
所
収
）
が
あ
る
。
両
氏
は
、
文
殊
会
の
創
設
と
ほ
ぼ
同
時

期
の
弘
仁
年
間
（
八
一
〇
～
八
二
四
）
の
末
頃
か
ら
官
人
や
僧
侶
が
関
与
す
る
社
会
事
業
（
救
済
施
設
・
交
通
路
・
灌
漑
施
設
な
ど
の
整
備
）
が
急

増
す
る
こ
と
に
注
目
し
、
そ
れ
を
良
吏
政
治
の
一
環
と
し
て
と
ら
え
、
官
人
や
僧
尼
ら
の
活
動
が
国
家
の
社
会
機
能
を
補
完
し
て
い
た
と
い
い
、
文
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殊
会
も
そ
の
一
つ
と
み
る
。
さ
ら
に
、
追
塩
氏
は
、
各
地
に
設
置
さ
れ
た
救
済
施
設
が
機
能
的
に
行
基
の
布
施
屋
の
系
譜
を
ひ
い
て
お
り
、
そ
れ
ら

が
整
備
さ
れ
て
い
く
こ
と
の
背
景
に
行
基
追
慕
の
高
揚
を
想
定
し
て
い
る
。
同
様
に
、
文
殊
会
の
開
催
の
背
景
に
も
行
基
追
慕
が
あ
り
、
文
殊
会
が

行
基
信
仰
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
安
易
に
両
者
を
結
び
付
け
る
こ
と
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
向
き
も
あ
る
（
上
田
氏
前
掲
注

（
5
）
論
文
）
が
、
文
殊
信
仰
の
高
揚
と
同
時
期
に
、
文
殊
菩
薩
の
化
身
と
し
て
語
ら
れ
た
行
基
と
の
関
わ
り
は
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

(8
) 

『
類
聚
三
代
格
』
巻
二 

経
論
并
法
会
請
僧
事 

天
長
五
年
（
八
二
八
）
二
月
二
十
五
日
付
太
政
官
符
。 

(9
) 

角
田
文
衛
「
国
分
寺
の
寺
院
組
織
」
（
同
氏
編
『
国
分
寺
の
研
究
』
上
、
考
古
学
研
究
会
、
一
九
三
八
年
所
収
）
。 

(1
0

) 

追
塩
千
尋
「
九
世
紀
国
分
寺
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
（
佐
伯
有
清
編
『
日
本
古
代
史
論
考
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
〇
年
所
収
）
。 

(1
1

) 

『
続
日
本
紀
』
大
宝
二
年
（
七
〇
二
）
二
月
丁
巳
（
二
十
日
）
条
。 

(1
2

) 

『
日
本
後
紀
』
延
暦
二
十
三
年
（
八
〇
四
）
正
月
丁
亥
（
十
一
日
）
条
、
『
類
聚
三
代
格
』
巻
三 

諸
国
講
読
師
事 

延
暦
二
十
四
年
（
八
〇
五
）

十
二
月
二
十
五
日
付
太
政
官
符
。 

(1
3

) 

『
続
日
本
紀
』
延
暦
二
年
（
七
八
三
）
十
月
庚
戌
（
六
日
）
条
、
同
三
年
（
七
八
四
）
五
月
辛
未
朔
（
一
日
）
条
、
『
類
聚
国
史
』
巻
一
八
六 

僧

尼
雑
制 

延
暦
十
六
年
（
七
九
七
）
八
月
甲
子
（
十
一
日
）
条
、
『
日
本
後
紀
』
延
暦
十
八
年
（
七
九
九
）
五
月
壬
戌
（
十
九
日
）
条
、
前
掲
注
（
12
）

延
暦
二
十
四
年
官
符
。 

ま
た
、
『
類
聚
三
代
格
』
巻
二 

年
分
度
者
事 

延
暦
二
十
五
年
（
八
〇
六
）
正
月
二
十
六
日
付
太
政
官
符
で
は
、
受
戒
後
、
戒
本
の
読
誦
、

羯
磨
の
暗
記
の
上
、
十
二
条
に
わ
た
る
試
験
を
実
施
し
、
七
以
上
に
合
格
し
た
僧
を
立
義
・
複
講
と
し
、
ま
た
講
師
に
補
任
す
る
と
し
て
、
講
師

の
任
用
要
件
が
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。 

(1
4

) 

『
日
本
後
紀
』
弘
仁
三
年
（
八
一
二
）
三
月
戊
寅
（
二
十
日
）
条
。 

(1
5

) 

『
貞
観
交
替
式
』
嘉
祥
二
年
（
八
四
九
）
閏
十
二
月
五
日
付
太
政
官
符
。 

(1
6

) 

前
掲
注
（
15
）
官
符
に
引
用
さ
れ
た
延
暦
十
五
年
（
七
九
六
）
の
格
に
よ
る
と
、
定
額
寺
の
資
財
や
造
営
修
理
は
、
国
司
と
三
綱
・
檀
越
が
共
に
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検
校
し
、
そ
の
三
綱
は
檀
越
・
衆
僧
の
要
請
に
よ
り
国
司
が
任
命
す
る
な
ど
、
定
額
寺
で
は
檀
越
の
占
め
る
役
割
が
か
な
り
大
き
か
っ
た
。
し
か
し
、

九
世
紀
を
通
じ
て
諸
国
に
新
し
い
定
額
寺
が
設
定
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
国
家
は
「
国
分
寺
と
と
も
に
定
額
寺
を
地
方
で
の
国
家
仏
教
の
拠
点
」
と
す

る
よ
う
に
な
り
、
檀
越
の
専
横
を
排
除
し
て
国
司
・
講
師
が
定
額
寺
修
造
の
責
任
を
負
い
、
資
財
管
理
や
別
当
三
綱
の
任
命
に
も
関
与
す
る
よ
う
に

な
っ
て
い
っ
た
（
不
破
英
紀
「
九
世
紀
の
地
方
に
お
け
る
定
額
寺
・
別
院
の
指
定
に
つ
い
て
」
（
『
龍
谷
史
壇
』
九
八
、
一
九
九
一
年
）
）
。
ま
た
、

『
日
本
紀
略
』
弘
仁
十
一
年
（
八
二
〇
）
十
一
月
庚
寅
（
二
十
二
日
）
条
の
近
江
国
国
昌
寺
を
初
見
と
し
て
承
和
年
間
（
八
三
四
～
八
四
八
）
に
は

定
額
寺
が
国
分
寺
に
転
用
さ
れ
る
事
例
が
散
見
す
る
よ
う
に
な
り
、
護
国
法
会
が
修
さ
れ
る
な
ど
、
地
方
に
お
い
て
は
国
分
寺
に
代
わ
る
位
置
を
占

め
る
場
合
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
経
緯
か
ら
、
定
額
寺
制
は
「
地
方
に
お
け
る
鎮
護
国
家
仏
教
理
念
普
及
の
た
め
の
テ
コ
と
し
て
、
国
分
寺
制
の
機

能
を
補
な
う
も
の
」
（
舟
ヶ
崎
正
孝
「
定
額
寺
制
と
地
方
の
仏
教
」
（
同
氏
著
『
日
本
庶
民
宗
教
史
の
研
究
』
同
文
書
院
、
一
九
六
二
年
所
収
）
）

で
あ
る
と
か
、
「
律
令
制
下
の
地
方
仏
教
政
策
の
柱
で
あ
る
国
分
寺
制
の
衰
退
と
と
も
に
行
わ
れ
た
、
地
方
私
寺
の
官
寺
化
の
制
度
」
（
白
井
優
子

「
平
安
時
代
初
期
に
お
け
る
地
方
弘
法
に
つ
い
て
」
（
鶴
岡
静
夫
編
『
古
代
寺
院
と
仏
教
』
名
著
出
版
、
一
九
八
九
年
所
収
）
）
と
の
見
解
が
提
示

さ
れ
て
い
る
。
地
方
私
寺
の
統
制
は
す
な
わ
ち
、
そ
の
檀
越
で
あ
る
地
方
豪
族
の
統
制
で
あ
り
、
そ
の
支
配
下
に
あ
る
公
民
を
含
め
、
彼
ら
を
国
家

が
掌
握
・
再
編
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
（
宇
佐
美
正
利
「
定
額
寺
の
成
立
と
変
質
―
地
方
定
額
寺
を
中
心
と
し
て
―
」
（
下
出
積
與
編
『
日
本
史
に

お
け
る
民
衆
と
宗
教
』
山
川
出
版
社
、
一
九
七
六
年
所
収
）
）
。
そ
の
定
額
寺
の
管
轄
を
講
師
に
委
ね
た
こ
と
は
、
在
地
仏
教
の
再
編
に
お
け
る
講

師
の
役
割
が
重
視
さ
れ
た
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
。 

(1
7

) 

前
掲
注
（
12
）
延
暦
二
十
四
年
官
符
。 

(1
8

)

『
叡
山
大
師
伝
』
〔
比
叡
山
専
修
院
附
属
叡
山
学
院
編
『
伝
教
大
師
全
集
』
第
五
巻
附
録
、
三
二
頁
〕
。 

(1
9

) 

前
掲
注
（
18
）
。 

(2
0

) 

『
類
聚
三
代
格
』
巻
三 

諸
国
講
読
師
事 

承
和
二
年
（
八
三
五
）
十
月
十
五
日
付
太
政
官
符
。
た
だ
し
、
『
続
日
本
後
紀
』
は
十
月
己
丑
（
十

八
日
）
条
と
す
る
。 
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(2

1
) 

柴
田
博
子
「
国
師
制
度
の
展
開
と
律
令
国
家
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
二
五
、
一
九
八
九
年
）
に
よ
る
と
、
国
師
は
東
大
寺
や
大
安
寺
な
ど
の
中

央
の
官
大
寺
か
ら
選
出
さ
れ
た
と
い
い
、
彼
ら
は
三
綱
、
も
し
く
は
そ
れ
に
近
い
立
場
の
僧
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
二
葉
憲
香
「
日
本
古
代
仏

教
に
お
け
る
三
学
と
六
宗
」
（
同
氏
編
『
国
家
と
仏
教 

古
代
・
中
世
篇
』
永
田
文
昌
堂
、
一
九
七
九
年
所
収
）
は
、
延
暦
二
十
五
年
（
八
〇
六
）

頃
に
国
師
（
講
師
）
と
宗
学
の
関
係
が
成
立
す
る
と
い
い
、
中
央
に
お
け
る
宗
年
分
度
者
の
成
立
に
伴
う
宗
意
識
の
顕
在
化
が
講
師
の
選
出
に
も
及

ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

(2
2

) 

当
時
の
僧
綱
に
は
、
長
慧
の
他
に
少
僧
都
が
も
う
一
人
い
た
が
、
「
六
統
表
」
に
は
「
少
僧
都
伝
燈
大
法
師
位 

在
二

狭
山
池
所
一

」
と
書
か
れ
て

い
て
署
名
が
な
い
。
こ
の
少
僧
都
と
は
、
勤
操
の
こ
と
を
指
す
（
『
日
本
思
想
大
系 

最
澄
』
頭
注
）
。
勤
操
は
、
最
澄
と
友
好
関
係
に
あ
っ
た
と

い
わ
れ
、
最
澄
の
主
張
に
も
理
解
を
示
し
た
と
さ
れ
る
（
薗
田
香
融
「
最
澄
と
そ
の
思
想
」
（
『
日
本
思
想
大
系 

最
澄
』
解
説
）
）
。
「
六
統
表
」

に
署
名
を
し
な
か
っ
た
の
は
、
最
澄
の
主
張
を
真
っ
向
か
ら
否
定
す
る
他
の
僧
綱
に
対
す
る
牽
制
か
、
そ
れ
と
も
単
に
不
在
で
あ
っ
た
か
は
、
現
在

の
時
点
で
は
検
討
を
加
え
る
準
備
が
な
い
。
両
者
の
関
係
と
各
々
の
文
殊
信
仰
へ
の
影
響
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 

(2
3

) 

『
類
聚
三
代
格
』
巻
二 

年
分
度
者
事 

弘
仁
十
四
年
（
八
二
三
）
二
月
二
十
七
日
付
太
政
官
符
所
引
同
十
三
年
（
八
二
二
）
六
月
十
一
日
付
太

政
官
符
。 

(2
4

) 

『
続
日
本
後
紀
』
承
和
元
年
（
八
三
四
）
九
月
戊
午
（
十
一
日
）
条
。 

(2
5

) 

鈴
木
景
二
「
都
鄙
間
交
通
と
在
地
秩
序
―
奈
良
・
平
安
初
期
の
仏
教
を
素
材
と
し
て
―
」
（
『
日
本
史
研
究
』
三
七
九
、
一
九
九
四
年
）
。 

(2
6

) 

川
尻
秋
生
「
日
本
古
代
に
お
け
る
在
地
仏
教
の
特
質
―
僧
侶
の
出
自
と
寺
院
機
能
―
」
（
大
金
宣
亮
氏
追
悼
論
文
集
刊
行
会
編
『
古
代
東
国
の
考

古
学
』
慶
友
社
、
二
〇
〇
五
年
所
収
）
。 

(2
7

) 

『
代
宗
朝
贈
司
空
大
弁
正
広
智
三
蔵
和
上
表
制
集
』
巻
二
〔
『
大
正
蔵
』
五
二
‐
八
三
七
a
〕
。 

(2
8

) 

『
顕
戒
論
』
巻
中
「
開
下

示
大
唐
文
殊
為
二

上
座
一

新
制
明
拠
上 

十
六
」
〔
『
日
本
思
想
大
系 

最
澄
』
、
以
下
同
〕
。 

(2
9

) 

中
田
氏
前
掲
注
（
3
）
論
文
。 
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(3

0
) 

『
類
聚
三
代
格
』
巻
二 

修
法
灌
頂
事 

貞
観
十
八
年
（
八
七
六
）
六
月
十
五
日
付
太
政
官
符
、
及
び
元
慶
五
年
（
八
八
一
）
三
月
十
一
日
付
太

政
官
符
。 

(3
1

) 

前
掲
注
（
27
）
。 

(3
2

) 

『
代
宗
朝
贈
司
空
大
弁
正
広
智
三
蔵
和
上
表
制
集
』
巻
二
「
請
二

台
山
五
寺
度
レ

人
抽
一
レ

僧
制
」
〔
『
大
正
蔵
』
五
二
‐
八
三
五
b
〕
。 

(3
3

) 

中
田
氏
前
掲
注
（
3
）
論
文
。 

(3
4

) 

『
大
正
蔵
』
九
‐
五
九
〇
a
。 

(3
5

) 

『
大
正
蔵
』
五
一
‐
一
五
三
b
。 

(3
6

) 

『
大
正
蔵
』
五
一
‐
一
五
七
a
。 

 

(3
7

) 

『
大
日
本
古
文
書
』
七
‐
四
八
六
「
写
経
所
啓
」
。 

(3
8

) 

『
大
日
本
古
文
書
』
二
‐
三
五
七
「
写
疏
所
解
」
。 

(3
9

) 

『
大
正
蔵
』
五
五
‐
一
一
三
四
b
。 

(4
0

) 

『
日
本
高
僧
伝
要
文
抄
』
第
三
。 

(4
1

) 

『
大
正
蔵
』
五
一
‐
一
七
五
a
。 

(4
2

) 

吉
田
氏
前
掲
注
（
6
）
論
文
。 

(4
3

) 

井
上
薫
「
日
本
書
紀
仏
教
伝
来
記
載
考
」
（
同
氏
著
『
日
本
古
代
の
政
治
と
宗
教
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
一
年
所
収
、
初
出
一
九
四
三
年
）
。 

(4
4

) 

堀
池
春
峰
「
華
厳
経
講
説
よ
り
み
た
良
弁
と
審
詳
」
（
同
氏
著
『
南
都
仏
教
史
の
研
究
』
上
、
法
蔵
館
、
一
九
八
〇
年
所
収
、
初
出
一
九
七
三
年
）
。 

(4
5

) 

『
大
日
本
古
文
書
』
七
‐
一
八
九
「
大
安
寺
牒
」
。 

(4
6

) 

蔵
中
し
の
ぶ
「
『
南
天
竺
婆
羅
門
僧
正
碑
并
序
』
と
入
竺
求
法
高
僧
伝
―
『
梁
高
僧
伝
』
「
訳
経
」
篇
の
受
容
と
大
安
寺
の
華
厳
教
学
」
（
『
東

洋
研
究
』
一
一
二
、
一
九
九
四
年
）
は
、
『
南
天
竺
波
羅
門
僧
正
碑
并
序
』
〔
『
寧
楽
遺
文
』
下
巻 

文
学
編 

人
々
伝
〕
の
分
析
を
通
じ
、
当
時
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の
大
安
寺
に
お
け
る
華
厳
教
学
の
優
位
に
菩
提
僊
那
の
影
響
を
指
摘
し
て
い
る
。
菩
提
僊
那
は
、
文
殊
信
仰
と
も
大
き
な
関
わ
り
が
あ
る
。
『
日
本

高
僧
伝
要
文
抄
』
第
一
や
『
扶
桑
略
記
』
天
平
十
八
年
（
七
四
六
）
七
月
条
で
は
、
菩
提
僊
那
が
熱
心
な
文
殊
の
信
仰
者
で
、
文
殊
菩
薩
を
拝
す
る

た
め
に
イ
ン
ド
か
ら
中
国
の
五
台
山
に
渡
っ
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
菩
提
僊
那
が
来
日
し
た
際
、
難
波
津
ま
で
迎
え
に
き
た
行
基
を
み
て
文
殊
菩
薩

の
化
身
と
詠
じ
た
と
い
う
。
こ
の
挿
話
は
行
基
即
文
殊
信
仰
の
高
ま
り
の
な
か
で
創
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
日

本
の
文
殊
信
仰
の
弘
通
に
お
い
て
菩
提
僊
那
が
登
場
す
る
こ
と
は
一
応
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。 

(4
7

) 

勤
操
と
と
も
に
文
殊
会
を
創
始
し
た
元
興
寺
の
泰
善
に
つ
い
て
詳
し
い
こ
と
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
章
第
二
節
で
も
述
べ
た
よ
う

に
、
泰
善
の
住
し
た
元
興
寺
で
も
奈
良
時
代
以
降
、
『
華
厳
経
』
の
受
容
が
確
認
で
き
る
。
天
平
十
二
年
（
七
四
〇
）
の
金
鐘
寺
に
お
け
る
『
華
厳

経
』
講
説
に
際
し
て
、
良
弁
は
当
初
、
講
師
と
し
て
元
興
寺
の
厳
智
を
招
聘
し
よ
う
と
し
た
が
、
厳
智
は
大
安
寺
の
審
詳
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
と
審

詳
を
推
挙
し
た
（
『
東
大
寺
要
録
』
巻
五 

諸
宗
章
第
六 

華
厳
宗 

東
大
寺
華
厳
別
供
縁
起
〔
筒
井
英
俊
編
『
東
大
寺
要
録
』
全
国
書
房
、
一
九

四
四
年
、
一
五
六
～
一
五
七
頁
〕
）
。
ま
た
、
天
平
勝
宝
四
年
（
七
五
二
）
、
元
興
寺
の
隆
尊
が
勅
命
に
よ
っ
て
大
仏
開
眼
会
の
『
華
厳
経
』
講
師

を
つ
と
め
て
い
る
（
『
東
大
寺
要
録
』
巻
二 
供
養
章
第
三 

開
眼
供
養
会
〔
筒
井
英
俊
編
『
東
大
寺
要
録
』
、
四
六
頁
〕
）
。
こ
れ
ら
の
事
例
は
、

元
興
寺
も
ま
た
大
安
寺
と
並
ぶ
華
厳
研
究
の
一
大
道
場
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
元
興
寺
に
住
し
た
泰
善
に
も
法

蔵
の
華
厳
教
学
を
受
容
す
る
土
壌
が
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。 

(4
8

) 

『
大
正
蔵
』
四
〇
‐
六
三
九
a
。 

(4
9

) 

『
大
正
蔵
』
三
五
‐
二
六
一
c
。 

(5
0

) 

岩
本
健
寿
「
日
本
古
代
の
興
福
寺
施
薬
院
と
福
田
思
想
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
二
三
七
、
二
〇
一
三
年
）
。 

(5
1

) 

『
寧
楽
遺
文
』
下
巻
、
文
学
編
、
人
々
伝
。 

(5
2

) 

比
叡
山
専
修
院
附
属
叡
山
学
院
編
『
伝
教
大
師
全
集
』
第
一
巻
、
二
一
二
頁
。 

(5
3

) 

前
掲
注
（
52
）
、
六
一
八
頁
。
ま
た
、
『
本
朝
高
僧
伝
』
第
二
に
「
講
二

梵
網
経
行
事
鈔
一

。
註
二

梵
網
経
一

」
と
あ
る
の
は
お
そ
ら
く
事
実
だ
ろ
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う
。 

(5
4

) 
時
代
は
や
や
下
る
が
、
大
安
寺
僧
の
活
動
と
し
て
、
忠
一
が
駿
河
富
士
河
・
相
模
鮎
河
の
浮
橋
二
処
の
設
置
や
墨
俣
河
の
街
道
筋
に
設
け
ら
れ
た

布
施
屋
の
修
造
な
ど
に
関
与
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
（
『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
六 

船
瀬
并
浮
橋
布
施
屋
事 

承
和
二
年
（
八
三
五
）
六
月
二
十

九
日
付
太
政
官
符
）
。
こ
れ
を
自
発
的
な
福
田
思
想
の
実
践
と
み
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
大
安
寺
僧
の
救
済
活
動
の
一
例
と
し
て
注
意
し
た
い
。 

(5
5

) 

『
続
日
本
紀
』
天
平
二
十
一
年
（
七
四
九
）
二
月
丙
申
朔
（
一
日
）
条
。 

(5
6

) 

吉
田
靖
雄
「
『
日
本
霊
異
記
』
の
行
基
と
文
殊
菩
薩
」
（
同
氏
著
『
日
本
古
代
の
菩
薩
と
民
衆
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
年
所
収
、
初
出
一
九

七
八
年
）
。 

(5
7

) 

『
顕
戒
論
』
巻
上
「
開
下

示
大
日
本
国
先
二

大
乗
寺
一

後
二

兼
行
寺
一

明
拠
上 

一
」
。 

(5
8

) 

『
顕
戒
論
』
巻
中
「
開
二

顕
文
殊
上
座
一

篇 

第
三
」
。 

(5
9

) 

『
顕
戒
論
』
巻
中
「
開
二

示
大
乗
上
座
像
明
拠
一 

十
五
」
。 

(6
0

) 

や
や
時
代
が
下
る
が
、
延
喜
十
四
年
（
九
一
四
）
の
三
善
清
行
『
意
見
封
事
十
二
箇
条
』
（
『
本
朝
文
粋
』
巻
二
）
に
お
い
て
も
、
播
磨
国
魚
住

の
泊
の
修
復
を
提
案
す
る
な
か
で
、
檉
生
・
韓
・
魚
住
・
大
和
田
・
河
尻
の
泊
を
「
行
基
菩
薩
」
が
修
築
し
た
こ
と
を
述
べ
た
上
で
、
こ
の
う
ち
魚

住
の
船
瀬
を
貞
観
年
間
（
八
五
九
～
八
七
七
）
の
初
め
に
修
造
し
た
元
興
寺
賢
和
の
行
為
を
「
菩
薩
行
」
と
評
し
て
お
り
、
十
世
紀
以
降
も
引
き
続

き
行
基
の
活
動
に
強
い
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。 

(6
1

) 

『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
六 

道
橋
事
、
船
瀬
并
浮
橋
布
施
屋
事
、
堤
堰
溝
渠
事
な
ど
参
照
。 

(6
2

) 

弘
仁
末
以
降
、
国
分
寺
で
開
催
さ
れ
る
法
会
に
は
「
精
進
僧
」
や
「
練
行
僧
」
が
た
び
た
び
屈
請
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
天
長
五
年
官
符

に
あ
る
よ
う
に
、
諸
国
文
殊
会
で
も
「
精
進
練
行
法
師
」
が
「
教
主
」
と
し
て
屈
請
さ
れ
て
い
る
。
追
塩
氏
前
掲
注
（
10
）
論
文
は
、
「
精
進
練

行
法
師
」
を
「
山
林
修
行
を
行
な
い
民
間
で
活
動
し
て
い
た
僧
侶
」
と
捉
え
、
彼
ら
が
法
会
に
参
加
す
る
動
機
を
彼
ら
の
な
か
で
共
有
さ
れ
て
い
た

行
基
信
仰
と
み
て
い
る
。
こ
う
し
た
行
基
を
慕
う
行
基
集
団
と
も
い
う
べ
き
人
々
が
村
落
単
位
で
行
わ
れ
た
文
殊
会
の
「
教
主
」
と
し
て
活
動
し
た



 

148 

 

                                        

                                        

                            

 

と
も
考
え
ら
れ
る
。 

(6
3

) 
真
言
宗
に
お
い
て
は
、
寛
平
七
年
（
八
九
五
）
の
成
立
と
さ
れ
る
『
贈
大
僧
正
空
海
和
上
伝
記
』
に
空
海
若
年
時
の
山
林
修
行
中
の
出
来
事
と
し

て
、
行
基
に
関
す
る
伝
説
が
み
え
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
空
海
は
播
磨
国
で
老
女
か
ら
鉄
鉢
の
供
養
を
受
け
た
が
、
老
女
は
「
行
基
菩
薩
」
の
弟
子

僧
の
妻
で
あ
り
、
弟
子
僧
は
生
前
に
聖
が
現
れ
る
こ
と
を
予
言
し
て
い
た
。
老
女
は
空
海
が
予
言
さ
れ
た
聖
で
あ
る
と
確
信
し
、
鉄
鉢
を
捧
げ
た
と

い
う
〔
『
弘
法
大
師
伝
全
集
』
第
一
巻
〕
。
こ
の
話
を
そ
の
ま
ま
史
実
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
は
い
さ
さ
か
難
し
い
が
、
播
磨
国
は
行
基
が
整
備

し
た
と
さ
れ
る
檉
生
・
韓
・
魚
住
の
泊
が
所
在
す
る
地
で
あ
り
、
早
く
か
ら
民
間
に
行
基
信
仰
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
行
基
に
対
す
る
強

い
思
慕
が
畿
内
と
そ
の
周
辺
に
広
ま
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
真
言
宗
が
祖
師
伝
承
の
な
か
に
組
み
込
ん
だ
の
だ
ろ
う
。
真
言
宗
が
特
に
畿
内
を
中
心
に

そ
の
宗
勢
を
拡
大
さ
せ
た
こ
と
は
、
こ
う
し
た
伝
承
が
有
効
に
作
用
し
た
一
つ
の
証
左
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
空
海
が
弘
仁
年
間
に
行
っ
た
と
さ

れ
る
讃
岐
国
満
濃
池
の
修
築
（
『
日
本
紀
略
』
弘
仁
十
二
年
（
八
二
一
）
五
月
壬
戌
（
二
十
七
日
）
条
）
も
、
結
果
と
し
て
行
基
の
活
動
と
重
ね
合

わ
せ
る
効
果
を
発
揮
し
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
承
和
年
間
に
大
井
川
の
堤
防
の
修
築
を
成
し
遂
げ
た
道
昌
が
「
見
二

行
基
菩
薩
之
迹
一

」
（
『
日
本

三
代
実
録
』
貞
観
十
七
年
（
八
七
五
）
二
月
癸
亥
（
九
日
）
条
）
と
さ
れ
た
こ
と
に
も
行
基
と
の
関
わ
り
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
看
取
で
き

る
。 

(6
4

) 

天
長
五
年
官
符
に
先
立
っ
て
、
天
長
四
年
（
八
二
七
）
十
一
月
十
三
日
に
以
下
の
太
政
官
符
が
出
さ
れ
て
い
る
（
『
類
聚
三
代
格
』
巻
二 

経
論

并
法
会
請
僧
事 

承
和
二
年
（
八
三
五
）
六
月
三
日
付
太
政
官
符
所
引
）
。 

 
 

 

太
政
官
去
天
長
四
年
十
一
月
十
三
日
下
二

諸
国
一

符
偁
。
中
納
言
兼
左
近
衛
大
将
従
三
位
行
民
部
卿
清
原
真
人
夏
野
宣
偁
。
滅
レ

災
成
レ

福
。
事

在
二

修
善
一

。
為
レ

善
之
功
。
寔
徳
与
レ

仁
。
宜
レ

令
丙

諸
国
簡
下

部
内
僧
精
進
練
行
為
二

道
俗
衆
庶
教
主
一

者
上

。
修
乙

行
件
会
甲

。
若
部
内
無
レ

人
。

遠
覓
二

比
国
一

行
レ

之
。
其
会
料
者
毎
年
割
二

取
救
急
稲
利
三
分
之
一
一

充
用
。
国
司
講
師
共
加
二

監
察
一

不
レ

得
二

疎
略
一

者
。 

 

こ
の
官
符
に
よ
っ
て
初
め
て
諸
国
文
殊
会
の
開
催
が
下
知
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
官
符
の
日
付
で
あ
る
。
こ
の
わ
ず
か
五
日
前

の
十
一
月
八
日
に
一
旦
僧
綱
の
職
を
離
れ
て
い
た
護
命
が
僧
正
と
し
て
僧
綱
に
復
職
し
て
い
る
（
『
僧
綱
補
任
』
）
。
復
職
後
の
護
命
に
と
っ
て
最
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初
の
仕
事
が
文
殊
会
の
全
国
設
置
、
す
な
わ
ち
諸
国
文
殊
会
開
催
の
勅
許
を
得
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
最
澄
は
、
大
乗
戒
壇
の
設

立
を
め
ぐ
る
動
き
の
な
か
で
「
大
乗
寺
」
に
お
け
る
文
殊
上
座
を
主
張
し
、
そ
の
根
拠
と
し
て
不
空
の
上
表
文
と
と
も
に
『
文
殊
師
利
般
涅
槃
経
』

を
掲
げ
る
。
そ
れ
に
強
く
反
発
し
た
僧
綱
の
筆
頭
で
あ
っ
た
護
命
は
、
大
乗
戒
壇
設
立
の
勅
許
後
に
僧
綱
を
辞
し
、
僧
綱
に
復
職
し
た
直
後
に
、
最

澄
が
自
身
の
主
張
の
根
拠
と
し
た
『
文
殊
師
利
般
涅
槃
経
』
に
基
づ
く
文
殊
会
の
全
国
設
置
を
奏
請
す
る
。
そ
れ
は
、
同
じ
経
典
に
依
拠
し
な
が
ら

も
、
不
空
系
文
殊
信
仰
を
受
容
し
た
天
台
宗
と
は
異
な
る
南
都
の
法
蔵
系
文
殊
信
仰
の
宣
伝
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
諸
国
文
殊
会
の
成
立
に
は
、
大
乗

戒
壇
を
も
っ
て
天
台
宗
独
自
の
菩
薩
僧
の
育
成
を
は
か
る
こ
と
を
主
張
し
、
南
都
か
ら
の
自
立
を
達
成
し
た
天
台
宗
に
対
す
る
僧
綱
の
抵
抗
を
看
取

で
き
る
の
で
あ
る
。 

(6
5

) 

た
だ
し
、
さ
ら
に
考
え
る
べ
き
は
、
五
台
山
の
諸
寺
で
行
わ
れ
た
斎
会
の
影
響
で
あ
る
。
円
仁
の
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
に
は
五
台
山
の
清
涼

寺
に
お
け
る
斎
会
「
平
等
之
式
」
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。
こ
の
斎
会
は
、
釈
迦
・
弥
勒
・
文
殊
な
ど
の
諸
仏
菩
薩
の
名
を
合
唱
し
て
施
食
す
る

も
の
で
、
「
不
レ

論
二

僧
俗
男
女
大
小
尊
卑
貧
富
一

」
、
「
行
二

飯
食
一

。
上
下
老
少
道
俗
男
女
平
等
供
養
也
」
（
『
同
』
開
成
五
年
（
八
四
〇
）
五

月
五
日
条
）
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
法
会
の
形
式
内
容
的
な
類
似
点
か
ら
、
日
本
の
文
殊
会
が
「
平
等
之
式
」
の
影
響
を
受
け
た
可
能
性
も

指
摘
さ
れ
て
い
る
（
堀
池
氏
前
掲
注
（
4
）
論
文
、
吉
田
氏
前
掲
注
（
6
）
論
文
）
。
「
平
等
之
式
」
と
不
空
の
文
殊
信
仰
と
の
関
わ
り
、
日
本

の
文
殊
会
へ
の
影
響
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 

ま
た
、
大
安
寺
を
め
ぐ
っ
て
は
近
年
、
蔵
中
し
の
ぶ
氏
が
「
大
安
寺
文
化
圏
」
な
る
枠
組
み
を
提
唱
し
、
長
安
・
西
明
寺
の
組
織
機
構
と
学
問

が
道
慈
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
を
機
に
、
大
安
寺
を
中
心
と
し
て
律
令
官
人
と
寺
院
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
形
成
さ
れ
、
こ
れ
が
唐
・
新
羅
と

直
結
し
て
東
ア
ジ
ア
仏
教
文
化
圏
の
一
翼
を
担
っ
た
と
の
見
解
を
提
示
し
て
い
る
（
蔵
中
し
の
ぶ
『
奈
良
朝
漢
詩
文
の
比
較
文
学
的
研
究
』
翰
林

書
房
、
二
〇
〇
三
年
）
。
こ
う
し
た
「
大
安
寺
文
化
圏
」
と
文
殊
信
仰
の
展
開
も
検
討
す
べ
き
で
あ
り
、
稿
を
改
め
て
考
え
た
い
。 
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第
五
章 

薬
師
寺
最
勝
会
の
成
立
に
関
す
る
一
考
察 

  

は
じ
め
に 

 

天
武
天
皇
の
発
願
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
薬
師
寺
は
、
僧
綱
が
置
か
れ
る(

1
)

な
ど
、
創
建
以
降
、
官
大
寺
と
し
て
大
き
な
役
割
を

果
た
し
て
き
た
。
そ
の
薬
師
寺
に
、
天
長
七
年
（
八
三
〇
）
、
最
勝
会
が
創
設
さ
れ
た
。
薬
師
寺
最
勝
会
は
、
宮
中
御
斎
会
・
興
福
寺

維
摩
会
と
併
せ
て
三
会
と
称
さ
れ(

2
)

、
『
日
本
三
代
実
録
』
に
よ
る
と
、
貞
観
元
年
（
八
五
九
）
正
月
に
は
、 

凡
毎
年
十
月
興
福
寺
維
摩
会
。
屈
下

諸
宗
僧
学
業
優
長
果
二

五
階
一

者
上

為
二

講
師
一

。
明
年
正
月
大
極
殿
御
斎
会
。
以
二

此
僧
一

為
二

講
師
一

。
三
月
薬
師
寺
最
勝
会
講
師
。
亦
同
請
レ

之
。
経
二

此
三
会
講
師
一

者
。
依
レ

次
任
二

僧
綱
一

。
他
皆
効
レ

此
。(

3
) 

と
、
維
摩
会
の
講
師
を
経
た
者
を
御
斎
会
と
最
勝
会
の
講
師
と
し
、
こ
れ
ら
三
会
の
講
師
を
全
て
つ
と
め
あ
げ
た
者
（
已
講
）
を
順

次
僧
綱
に
補
任
し
て
い
く
制
度
が
整
え
ら
れ
た
。 

 

こ
の
よ
う
に
最
勝
会
は
、
平
安
期
に
お
け
る
律
令
国
家
（
以
下
、
国
家
）
の
仏
事
の
な
か
で
も
特
に
重
要
な
法
会
で
あ
っ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
三
会
制
度(

4
)

や
、
薬
師
寺
の
動
向
と
檀
越
で
あ
る
源
氏(

5
)

に
関
わ
っ
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と

が
多
く
、
そ
の
専
論
と
な
る
と
、
最
勝
会
の
創
始
年
に
つ
い
て
論
じ
た
難
波
謙
一
氏
の
研
究(

6
)

を
除
き
、
ほ
と
ん
ど
皆
無
と
い
っ
て

良
い
。
そ
の
た
め
、
最
勝
会
に
関
す
る
論
点
が
出
し
尽
く
さ
れ
、
議
論
が
成
熟
し
た
と
は
い
え
ず
、
難
波
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

ま
だ
ま
だ
基
礎
研
究
が
必
要
な
段
階
に
あ
る
。 

最
勝
会
は
、
そ
の
名
の
通
り
、
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
（
以
下
、
『
最
勝
王
経
』
）
を
テ
キ
ス
ト
と
す
る
講
経
法
会
で
あ
る
。
同
経
を

講
じ
る
法
会
と
し
て
、
す
で
に
宮
中
御
斎
会
が
成
立
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
薬
師
寺
に
最
勝
会
が
創
設
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
本
章
で
は
、
薬
師
寺
最
勝
会
の
成
立
事
情
を
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
、
若
干
の
検
討
を
試
み
た
い
。 
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一 

薬
師
寺
最
勝
会
の
創
始 

 
天
長
七
年
（
八
三
〇
）
九
月
十
四
日
、
次
に
掲
げ
る
太
政
官
符
（
以
下
、
天
長
七
年
官
符
）
に
よ
っ
て
薬
師
寺
最
勝
会
が
創
設
さ

れ
た
。 太

政
官
符 

 
 

 

応
レ

令
三

薬
師
寺
毎
レ

年
修
二

最
勝
王
経
講
会
一

事 

右
検
二

中
納
言
従
三
位
兼
行
中
務
卿
直
世
王
奏
状
一

偁
。
件
寺
。
浄
御
原
天
皇
為
二

皇
后
一

所
二

建
立
一

也
。
皇
后
近
江
帝
女
也
。

柔
範
克
暢
毘
二

賛
洪
業
一

。
皇
帝
嘉
寵
。
修
二

斯
蘭
若
一

。
而
創
基
未
レ

竟
。
宮
車
晏
駕
。
后
主
含
レ

悲
帰
レ

仏
。
終
成
二

宝
刹
一

。

如
今
封
物
田
地
。
儭
施
有
レ

数
。
僧
供
雑
費
。
触
レ

用
有
レ

剰
。
而
斯
寺
学
衆
稍
多
。
説
法
猶
少
。
伏
請
設
二

件
斎
莚
一

。
護
レ

国

隆
レ

法
。
招
二

彼
耆
宿
一

。
立
レ

義
弘
レ

道
。
以
下

在
二

播
磨
国
賀
茂
郡
一

同
寺
水
田
七
十
余
町
上

。
便
充
二

供
料
一

。
庶
扇
二

彼
覚
風
一

。

奉
レ

翊
二

先
霊
一

。
飛
二

此
慈
雲
一

。
将
レ

延
二

聖
寿
一

者
。
左
近
衛
大
将
従
三
位
兼
守
大
納
言
行
民
部
卿
清
原
真
人
夏
野
宣
。
奉 

レ

勅
。
依
レ

請
。
夫
立
義
者
議
二

其
優
劣
一

。
便
為
二

諸
国
講
読
師
之
試
一

。 

 
 

 
 

天
長
七
年
九
月
十
四
日(

7
) 

官
符
の
概
要
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。 

（
一
）
中
納
言
直
世
王
が
『
最
勝
王
経
』
の
講
会
を
薬
師
寺
に
設
け
る
こ
と
を
奏
上
し
た
。 

（
二
）
薬
師
寺
は
、
天
武
天
皇
が
皇
后
（
後
の
持
統
天
皇
）
不
予
の
た
め
に
建
立
し
た
寺
院
で
あ
る
。
天
武
天
皇
没
後
は
、
皇
后

が
そ
の
意
志
を
継
い
で
寺
院
が
完
成
し
た
。 

（
三
）
薬
師
寺
は
、
寺
田
も
僧
侶
の
数
も
充
分
で
あ
る
が
、
説
法
の
場
が
少
な
い
。
よ
っ
て
、
最
勝
会
を
設
け
、
高
徳
を
集
め
て

論
議
の
場
と
し
た
い
。
そ
れ
は
護
国
と
仏
法
興
隆
の
た
め
で
あ
る
。 

（
四
）
最
勝
会
に
か
か
る
費
用
は
、
播
磨
国
賀
茂
郡
に
あ
る
薬
師
寺
の
水
田
七
十
余
町
を
供
料
と
し
て
あ
て
る
。 
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（
五
）
直
世
王
の
求
め
に
応
じ
て
最
勝
会
に
立
義(

8
)

を
設
置
し
、
諸
国
に
派
遣
す
る
講
読
師
の
試
験
（
階
業(

9
)

）
と
す
る
こ
と
を

許
し
た
。 

薬
師
寺
最
勝
会
の
こ
と
は
『
延
喜
式
』
に
も
み
え
る
。
例
え
ば
、
「
凡
薬
師
寺
最
勝
会
。
毎
年
三
月
七
日
始
。
十
三
日
終
。
」
（
玄

蕃
式
十
条
）
と
あ
っ
て
、
毎
年
三
月
七
日
か
ら
十
三
日
の
七
日
間
に
わ
た
っ
て
最
勝
会
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
そ
の

他
に
も
、 

○
凡
参
二

春
日
祭
并
薬
師
寺
最
勝
会
。
及
興
福
寺
維
摩
会
一

王
氏
。
藤
原
氏
五
位
已
上
六
位
已
下
。
見
役
之
外
給
二

往
還
上
日
四
箇

日
一

。
参
二

大
原
野
祭
一

藤
原
氏
。
給
二

上
日
二
箇
日
一

。
其
散
位
五
位
以
上
。
外
記
録
二

見
参
歴
名
一

。
下
二

式
部
省
一

。
（
太
政
官

式
八
十
一
条
） 

○
凡
興
福
寺
国
忌
并
維
摩
会
者
。
藤
原
氏
行
事
大
夫
点
二

定
氏
中
無
レ

障
之
輩
一

。
即
付
二

外
記
一

。
外
記
申
二

大
臣
一

令
レ

参
。
事
畢

之
後
。
録
二

見
参
歴
名
一

奏
聞
。
・
・
・
（
中
略
）
・
・
・
王
氏
参
二

薬
師
寺
最
勝
会
一

亦
同
。
（
太
政
官
式
八
十
二
条
） 

○
凡
参
二

薬
師
寺
最
勝
会
一

王
氏
五
位
以
上
。
免
二

三
月
十
日
国
忌
不
参
一

。
（
式
部
式
七
十
四
条
） 

○
凡
可
レ

参
二

薬
師
寺
最
勝
会
。
興
福
寺
国
忌
并
維
摩
会
一

王
氏
。
藤
原
氏
若
不
参
者
。
五
位
已
上
不
レ

預
二

新
嘗
会
節
一

。
六
位
已

下
官
奪
二

季
禄
一

。
其
参
不
者
。
待
二

太
政
官
所
レ

下
簿
一

知
之
。
（
式
部
式
七
十
六
条
） 

な
ど
と
あ
り
、
藤
原
氏
の
維
摩
会
参
向
と
同
様
に
、
「
王
氏
」
の
最
勝
会
参
向
を
義
務
付
け
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
王
氏
」
が

薬
師
寺
の
最
勝
会
に
参
集
し
、
そ
の
運
営
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

「
王
氏
」
は
、
源
氏
や
平
氏
な
ど
と
同
様
に
皇
親
氏
族
で
あ
り
、
諸
王
の
氏
族
集
団
を
い
う(

1
0
)

。
継
嗣
令
に
は
、
「
凡
皇
兄
弟
皇

子
。
皆
為
二

親
王
一

。
女
帝
子
亦
同
。
以
外
並
為
二

諸
王
一

。
自
二

親
王
一

五
世
。
雖
レ

得
二

王
名
一

。
不
レ

在
二

皇
親
之
限
一

。
」
と
あ
っ
て
、

四
世
ま
で
を
皇
親
と
し
、
五
世
は
王
号
を
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
、
令
の
規
定
上
は
皇
親
で
は
な
か
っ
た
。
で
は
、
六
世
以

降
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
延
暦
十
一
年
（
七
九
二
）
の
格
に
、 

六
世
已
下
王
。
情
願
レ

改
レ

姓
者
。
注
二

所
レ

願
之
姓
一

。
先
申
レ

官
待
レ

報
。
然
後
改
レ

之
。
不
レ

得
二

輙
行
一

者
。
頃
年
之
間
。
未
レ
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有
二

申
請
一

。
既
違
二

格
旨
一

。
自
今
以
後
。
除
二

承
嫡
一

之
外
。
猶
不
レ

改
者
。
宜
下

抑
二

止
計
帳
一

。
不
上
レ

得
二

疎
漏
一

。(
1
1
) 

と
あ
る
よ
う
に
、
原
則
と
し
て
六
世
以
降
は
王
号
を
称
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
改
姓
を
申
請
し
、

諸
臣
の
例
に
入
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
改
姓
の
申
請
を
怠
っ
て
六
世
以
降
も
王
号
を
称
し
続
け
る
実
態
が
こ
の
格
に
示
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
た
め
、
天
長
九
年
（
八
三
二
）
に
、
「
夫
王
氏
者
。
王
号
乃
止
二

於
五
世
一

。
資
蔭
不
レ

過
二

於
六
世
一

。
」(

1
2
)

と
す
る
詔

を
発
し
、
王
号
を
用
い
る
の
は
五
世
ま
で
、
蔭
位
の
適
用
は
六
世
ま
で
と
明
確
に
制
限
し
た
。
つ
ま
り
、
「
王
氏
」
と
は
、
皇
親
で

な
い
も
の
の
、
王
と
名
付
く
五
世
以
降
の
人
々
の
集
団
の
こ
と
を
い
う
。 

最
勝
会
の
勅
許
を
奏
上
し
た
直
世
王
は
、
祖
父
に
天
武
天
皇
の
三
世
・
長
田
王
、
父
に
浄
原
王
を
も
つ
、
天
武
の
五
世
孫
で
あ
る
。

大
同
五
年
（
八
一
〇
）
正
月
、
従
五
位
下
に
叙
さ
れ
、
内
匠
頭
、
相
模
守
を
兼
任
。
以
降
、
昇
叙
を
重
ね
る
と
と
も
に
、
中
務
大
輔
、

蔵
人
頭
、
但
馬
守
、
左
京
大
夫
、
左
大
弁
、
近
江
守
、
越
前
守
な
ど
を
歴
任
し
た
。
弘
仁
十
二
年
（
八
二
一
）
に
は
参
議
と
な
っ
て

左
大
弁
を
兼
ね
、
天
長
七
年
（
八
三
〇
）
に
至
っ
て
従
三
位
に
昇
叙
、
中
納
言
と
中
務
卿
に
補
任
さ
れ
た
。
ま
た
、
『
日
本
後
紀
』

の
編
者
と
し
て
名
前
が
み
え
る
な
ど
、
承
和
元
年
（
八
三
四
）
に
没
す
る
ま
で
嵯
峨
・
淳
和
朝
の
朝
堂
で
活
躍
し
た(

1
3
)

。 

直
世
王
は
、
天
武
天
皇
か
ら
五
世
に
あ
た
る
た
め
、
皇
親
で
は
な
く
「
王
氏
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
最
勝
会
は
、
天
武
系
の
「
王

氏
」
で
あ
る
直
世
王
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
て
以
降
、
そ
の
運
営
が
「
王
氏
」
の
な
か
で
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

で
は
、
直
世
王
と
薬
師
寺
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
か
。
こ
れ
に
関
し
て
、
十
一
世
紀
の
『
薬
師
寺
縁
起
』
に
は
、 

天
長
六
年
己
酉
。
寺
僧
仲
継
律
師
。

余
（
爾
ヵ
）

時
氏
人
王
中
納
言
僉
義
。
奏
下

聞
可
レ

被
レ

行
二

最
勝
会
一

之
由
上

随
則
同
七
年
庚
戌
。
被
レ

下
下

従
二

三
月
廿
一
日
一

可
レ

修
二

大
会
一

之
由
勅
上

。
仍
任
二

勅
旨
一

。
始
レ

自
二

三
月
廿
一
日
一

至
二

于
同
廿
七
日
一

被
レ

修
之
事
。(

1
4
) 

と
あ
っ
て
、
薬
師
寺
僧
仲
継
と
「
氏
人
王
中
納
言
」
が
評
議
し
、
最
勝
会
を
行
う
こ
と
を
奏
上
し
て
勅
許
を
得
た
と
記
さ
れ
る
。「
氏

人
王
中
納
言
」
は
、
中
納
言
と
い
う
官
職
か
ら
直
世
王
を
指
す
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
十
一
世
紀
に
は
直
世
王
が
薬
師
寺
の
「
氏
人
」
、

す
な
わ
ち
檀
越
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る(

1
5
)

。
つ
ま
り
、
天
武
系
の
「
王
氏
」
で
あ
る
直
世
王(

1
6
)

は
、
血
統
上
所
縁
が
深

い
薬
師
寺
の
檀
越
で
あ
っ
て
、
そ
の
立
場
か
ら
最
勝
会
の
勅
許
を
求
め
る
奏
上
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
薬
師
寺
と
天
武
系
諸
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王
と
の
関
わ
り
は
直
世
王
だ
け
で
な
く
、
天
武
天
皇
の
孫
智
努
王
が
「
檀
主
」
と
し
て
薬
師
寺
に
仏
足
石
を
納
め
た
こ
と
が
伝
わ
る

な
ど(

1
7
)

、
天
武
系
諸
王
が
代
々
薬
師
寺
の
檀
越
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。 

一
方
、
永
観
二
年
（
九
八
四
）
成
立
の
『
三
宝
絵
詞
』
に
は
、 

代
々
の
御
門
の
御
の
ち
の
人
を
檀
越
と
し
て
、
山
し
な
寺
の
維
摩
会
の
作
法
を
儀
式
に
は
う
つ
せ
り
。
維
摩
・
御
斎
・
最
勝
、

是
れ
を
三
会
と
い
ふ
。
日
本
国
の
大
な
る
会
、
こ
れ
に
は
す
ぎ
ず
。
講
師
は
同
じ
人
つ
か
う
ま
つ
る
。
終
り
ぬ
れ
ば
、
已
講
と

い
ふ
。
次
で
に
よ
り
て
律
師
の
位
に
を
さ
め
給
ふ
。(
1
8
) 

と
あ
っ
て
、
薬
師
寺
の
檀
越
が
「
代
々
の
御
門
の
御
の
ち
の
人
」
で
あ
り
、
維
摩
会
の
作
法
に
倣
っ
て
最
勝
会
が
運
営
さ
れ
た
と
述

べ
る
。
ま
た
、
十
二
世
紀
前
半
に
成
立
し
た
『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
二
・
第
五
に
は
、 

「
抑
モ
此
ノ
寺
ノ
檀
越
ハ
代
ヾ
ノ
天
皇
ノ
御
後
ノ
人
ヲ
可
用
シ
」
ト
宣
旨
有
レ
バ
、
源
氏
ノ
姓
ヲ
給
ハ
レ
ル
御
寺
ノ
子
孫
ヲ
以

テ
檀
越
ト
ス
。
然
レ
バ
、
源
氏
ノ
上
﨟
ヲ
以
テ
、
此
レ
用
ル
。
然
レ
バ
、
此
ノ
会
ノ
勅
使
ニ
モ
源
氏
ヲ
下
シ
遣
ハ
ス
也
。 

と
、
「
代
ヾ
ノ
天
皇
ノ
御
後
ノ
人
」
が
源
氏
を
指
し
、
源
氏
が
薬
師
寺
の
檀
越
で
あ
っ
た
と
記
す
。
確
か
に
、
元
慶
八
年
（
八
八
四
）

に
は
、
参
議
正
四
位
下
行
左
兵
衛
督
源
光
が
薬
師
寺
の
俗
別
当
に
補
任
さ
れ
た
こ
と
が
み
え(

1
9
)

、
十
一
世
紀
の
『
北
山
抄
』
に
は
、

薬
師
寺
の
別
当
・
三
綱
は
源
氏
長
者
が
定
め
る
と
の
規
定
が
あ
る(

2
0
)

。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
九
世
紀
末
か
ら
十
世
紀
に
か
け
て
、

薬
師
寺
で
は
源
氏
の
氏
寺
化
が
進
み
、
十
二
世
紀
に
は
そ
れ
が
確
立
す
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る(

2
1
)

。
し
か
し
な
が
ら
、
『
延
喜
式
』

に
み
え
る
よ
う
に
、
最
勝
会
の
参
向
を
義
務
付
け
ら
れ
た
の
は
「
王
氏
」
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
源
氏
の
名
は
み
ら
れ
な
い
。
「
王
氏
」

と
源
氏
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
か
ら(

2
2
)

、
少
な
く
と
も
『
延
喜
式
』
が
編
纂
さ
れ
た
十
世
紀
初
頭
頃
ま
で
は
「
王
氏
」
が
薬
師
寺
の

檀
越
で
あ
っ
て
、
最
勝
会
の
運
営
に
関
与
し
て
い
た
と
い
え
る
。
源
光
の
俗
別
当
補
任
は
、
檀
越
と
い
う
立
場
で
な
く
、
あ
く
ま
で

官
人
と
い
う
立
場
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る(

2
3
)

。 

 

こ
う
し
た
最
勝
会
の
創
始
が
、
檀
越
で
あ
る
直
世
王
の
一
存
で
な
く
、
薬
師
寺
内
部
か
ら
の
要
請
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
、
前
掲
『
薬

師
寺
縁
起
』
に
薬
師
寺
僧
仲
継
の
名
が
み
え
る
こ
と
か
ら
う
か
が
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、『
本
朝
高
僧
伝
』
の
仲
継
伝
も
次
の
よ
う
に
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記
し
て
い
る
。 

釈
仲
継
。
不
レ

詳
二

姓
所
一

。
天
生
清
逸
。
才
調
有
レ

余
。
師
二

元
興
寺
護
命
僧
正
一

。
密
二

邇
左
右
一

三
十
余
年
。
識
智
分
斉
。
有

空
妙
理
。
抉
レ

源
竭
レ

委
。
耆
徳
推
奨
。
称
二

宗
棟
梁
一

。
主
二

領
和
之
薬
師
寺
一

。
大
弘
二

相
宗
一

。
当
時
学
侶
。
争
投
二

其
門
一

。

天
長
六
年
春
。
継
請
下

修
二

最
勝
会
於
薬
師
寺
一

以
為
中

永
式
上

。
制
二

可
其
奏
一

。
因
招
二

名
徳
一

。
始
二

于
三
月
朔
一

。
一
七
日
中

講
二

最
勝
王
経
一

。
勅
任
二

律
師
一

。
承
和
十
年
某
日
化
二

於
住
所
一

。
不
レ

記
二

歳
臘
一

。
有
二

高
弟
三
人
一

明
詮
。
真
慧
。
隆
光
也
。

詮
光
伝
在
レ

後
。
慧
優
才
高
臘
。
三
董
二

薬
師
寺
一

。
賛
曰
。
弘
仁
天
長
間
。
継
師
以
二

法
相
一

鳴
。
弘
法
大
師
性
霊
集
中
。
極
称
二

其
徳
一

。
今
拾
二

隻
事
片
言
一

。
以
定
二

照
乗
之
美
価
一

也(
2
4
)

。 

仲
継
伝
は
、
薬
師
寺
の
「
主
領
」
で
あ
り
、
法
相
宗
の
「
宗
棟
梁
」
で
あ
っ
た
仲
継
の
発
願
に
よ
っ
て
最
勝
会
が
は
じ
ま
っ
た
と
伝

え
る
。
『
本
朝
高
僧
伝
』
は
、
十
八
世
紀
初
め
の
成
立
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
扱
い
に
は
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
『
薬
師

寺
縁
起
』
の
記
述
や
後
述
す
る
大
安
寺
法
華
経
会
が
大
安
寺
僧
の
上
表
を
受
け
て
勅
許
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
最
勝
会
の
創

始
に
は
、
檀
越
の
直
世
王
だ
け
で
な
く
、
仲
継
を
中
心
と
す
る
寺
内
の
意
向
も
反
映
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。 

 

二 

成
立
の
背
景 

 

天
長
七
年
官
符
に
は
、
最
勝
会
の
勅
許
を
求
め
る
理
由
を
、「
斯
寺
学
衆
稍
多
。
説
法
猶
少
。
伏
請
設
二

件
斎
莚
一

。
護
レ

国
隆
レ

法
。

招
二

彼
耆
宿
一

。
立
レ

義
弘
レ

道
。
」
と
述
べ
る
。
た
だ
し
、
「
依
レ

請
。
夫
立
義
者
議
二

其
優
劣
一

。
便
為
二

諸
国
講
読
師
之
試
一

。
」
と
あ

る
よ
う
に
、
最
勝
会
の
設
置
は
、
単
に
教
学
研
鑽
と
い
う
問
題
に
お
さ
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
当
該
期
の
講
読
師
制
度
と
関
わ
る
問

題
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。 

第
四
章
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
講
師
は
、
中
央
政
府
の
任
命
を
受
け
、
地
方
に
下
向
し
て
国
司
と
と
も
に
国
分
寺
を
含
む
部

内
仏
寺
の
検
校
、
僧
尼
の
領
導
、
経
典
の
講
説
な
ど
を
担
っ
た
。
当
初
は
国
師
と
呼
ば
れ
、
大
宝
二
年
（
七
〇
二
）
二
月
の
「
任
二
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諸
国
国
師
一

」(
2
5
)

を
初
見
と
す
る
。
延
暦
年
間
（
七
八
二
～
八
〇
六
）
に
定
員
、
任
期
、
職
掌
、
名
称
な
ど
に
度
重
な
る
改
定
が
あ

り(
2
6
)

、
延
暦
二
十
四
年
（
八
〇
五
）
に
定
員
一
人
、
任
用
は
齢
四
十
五
歳
以
上
、
任
期
六
年
で
よ
う
や
く
落
ち
着
い
た(

2
7
)

。 
講
師
の
任
用
は
、
「
挙
下

才
堪
二

講
説
一

為
レ

衆
推
譲
者
上

。
申
レ

官
奏
聞
。
然
後
聴
レ

補
」(

2
8
)

と
さ
れ
、
講
説
に
堪
え
、
衆
の
推
す
僧

を
僧
綱
が
選
び
、
太
政
官
へ
の
奏
聞
を
経
て
補
任
さ
れ
た(

2
9
)

。
当
初
は
講
師
の
任
用
に
関
す
る
具
体
的
な
規
定
が
な
か
っ
た
が
、
延

暦
二
十
五
年
（
八
〇
六
）
に
、 

受
戒
之
後
。
皆
令
下

先
必
読
二

誦
二
部
戒
本
一

諳
中

案
一
巻
鞨
磨
四
分
律
鈔
上

。
更
試
二

十
二
条
一

。
本
業
十
条
。
戒
律
二
条
。
通
二

七
以
上
一

者
。
依
レ

次
差
二

任
立
義
複
講
及
諸
国
講
師
一

。
雖
レ

通
二

本
業
一

不
レ

習
二

戒
律
一

者
不
レ

聴
二

任
用
一

。(
3
0
) 

と
、
受
戒
の
後
、
戒
本
の
読
誦
、
羯
磨
の
暗
記
の
上
、
十
二
条
（
本
業
十
条
、
戒
律
二
条
）
に
わ
た
る
試
験
を
実
施
し
、
七
以
上
に

合
格
し
た
僧
を
立
義
・
複
講(

3
1
)

と
し
、
ま
た
諸
国
講
師
に
補
任
す
る
と
し
て
、
講
師
の
任
用
要
件
が
具
体
的
に
示
さ
れ
た
。
一
方
、

読
師
は
、
延
暦
十
四
年
（
七
九
五
）
に
設
置
さ
れ
、
国
分
寺
僧
よ
り
選
ば
れ
た(

3
2
)

。 

 

こ
う
し
た
任
用
規
定
の
な
か
に
あ
っ
て
、
薬
師
寺
最
勝
会
が
講
読
師
補
任
の
た
め
の
階
業
と
さ
れ
た
。
し
か
も
そ
れ
が
、「
依
レ

請
。
」

と
あ
る
よ
う
に
、
直
世
王
の
求
め
に
応
じ
て
定
め
ら
れ
、
薬
師
寺
が
僧
侶
の
昇
進
ル
ー
ト
に
参
入
し
た
の
で
あ
る
。
薬
師
寺
が
こ
の

よ
う
な
動
き
に
出
た
背
景
は
何
か
。
そ
れ
を
考
え
る
上
で
参
考
に
な
る
の
が
次
に
掲
げ
る
官
符
で
あ
る
。 

太
政
官
符 

応
三

正
月
御
斎
会
及
維
摩
等
会
均
請
二

六
宗
学
僧
一

事 

右
被
二

右
大
臣
宣
一

偁
。
奉 

レ

勅
。
上
件
諸
宗
。
各
有
二

所
趣
一

。
欲
レ

興
二

仏
教
一

。
廃
レ

一
不
可
。
如
レ

聞
。
三
論
法
相
。
彼
此

角
争
。
阿
党
朋
扃
。
欲
レ

専
二

己
宗
一

。
更
相
抑
屈
。
恐
有
レ

所
レ

絶
。
自
レ

今
以
後
。
件
等
之
会
。
宜
下

均
請
二

諸
宗
一

勿
レ

聴
二

偏

阿
一

。
周
知
二

諸
寺
一

分
レ

業
競
学
上

。(
3
3
) 

 

こ
の
官
符
は
、
御
斎
会
と
維
摩
会
の
講
師
枠
を
め
ぐ
っ
て
三
論
宗
と
法
相
宗
と
の
間
に
「
角
争
」
が
お
こ
っ
て
い
た
こ
と
を
伝
え

る
。
そ
れ
を
緩
和
す
る
措
置
と
し
て
、
六
宗
（
三
論
・
法
相
・
華
厳
・
律
・
成
実
・
俱
舎
宗
）
か
ら
平
等
に
僧
侶
を
招
請
す
る
こ
と
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が
定
め
ら
れ
た
。
御
斎
会
と
維
摩
会
の
講
師
枠
を
め
ぐ
る
三
論
宗
と
法
相
宗
の
対
立
は
、
こ
の
時
点
で
す
で
に
、
御
斎
会
お
よ
び
維

摩
会
の
講
師
を
つ
と
め
る
こ
と
が
僧
侶
の
昇
進
を
左
右
し
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。 

 

興
福
寺
維
摩
会
は
、
も
と
も
と
藤
原
鎌
足
の
追
善
の
た
め
の
法
会
で
あ
り
、
鎌
足
の
死
後
三
十
年
間
断
絶
し
て
い
た
も
の
を
藤
原

不
比
等
が
鎌
足
の
忌
日
を
も
っ
て
維
摩
会
の
開
催
日
と
し
た
こ
と
に
は
じ
ま
る(

3
4
)

。
藤
原
氏
と
い
う
一
氏
族
の
私
的
法
会
で
あ
っ
た

維
摩
会
が
、
御
斎
会
と
並
ぶ
国
家
仏
事
と
し
て
重
視
さ
れ
、
承
和
六
年
（
八
三
九
）
に
は
、「
勅
。
以
下

経
二

于
興
福
寺
維
摩
会
講
師
一

之
僧
上

。
宜
レ

為
二

宮
中
最
勝
会
講
師
一

。
自
今
以
後
。
永
為
二

恒
例
一

」(
3
5
)

と
、
維
摩
会
の
講
師
を
つ
と
め
た
僧
を
御
斎
会
の
講
師
と

す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
「
斯
寺
学
衆
稍
多
。
説
法
猶
少
。
」
と
い
う
状
況
に
あ
る
薬
師
寺
と
は
大
き
な
差
が
あ
る
。
実
際
、
僧
綱

に
補
任
さ
れ
る
僧
の
所
属
寺
院
は
、
興
福
寺
が
最
も
多
く
、
次
い
で
東
大
寺
、
元
興
寺
、
大
安
寺
で
あ
り
、
僧
綱
補
任
と
い
う
面
か

ら
み
る
と
、
薬
師
寺
は
、
官
大
寺
の
な
か
で
や
や
遅
れ
を
と
っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。 

ま
た
、
薬
師
寺
は
、
皇
后
不
予
と
い
う
建
立
動
機
か
ら
す
る
と
、
天
武
天
皇
の
私
寺
と
い
う
性
格
が
強
か
っ
た(

3
6
)

。
と
こ
ろ
が
、

光
仁
天
皇
の
即
位
に
よ
っ
て
皇
統
が
天
武
系
か
ら
天
智
系
に
移
行
す
る
。
特
に
、
桓
武
天
皇
は
、
天
智
系
の
皇
統
を
か
な
り
意
識
し

た
と
い
わ
れ(

3
7
)

、
天
智
天
皇
の
建
立
し
た
崇
福
寺
を
重
視
し
、
さ
ら
に
そ
の
近
隣
に
新
た
に
梵
釈
寺
を
建
立
す
る(

3
8
)

な
ど
、
皇
統
意

識
が
寺
院
政
策
に
も
反
映
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
天
長
七
年
官
符
を
改
め
て
確
認
す
る
と
、
直
世
王
は
、「
件
寺
。
浄

御
原
天
皇
為
二

皇
后
一

所
二

建
立
一

也
。
皇
后
近
江
帝
女
也
。
」
と
、
天
武
天
皇
が
皇
后
の
た
め
に
建
立
し
た
と
い
う
薬
師
寺
の
由
緒
を

語
り
つ
つ
、
そ
の
皇
后
が
近
江
帝
、
す
な
わ
ち
天
智
天
皇
の
娘
で
あ
る
と
わ
ざ
わ
ざ
述
べ
、
薬
師
寺
と
天
智
天
皇
と
の
関
係
を
強
調

し
て
い
る
。
桓
武
天
皇
以
降
も
皇
統
が
か
な
り
意
識
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
二
・
第
五
が

「
今
昔
、
天
智
天
皇
薬
師
寺
ヲ
建
給
テ
」
と
、
天
武
創
建
の
薬
師
寺
を
天
智
の
創
建
と
し
て
い
る
こ
と
は
示
唆
深
い
。
天
武
系
か
ら

天
智
系
へ
の
皇
統
の
移
行
は
、
天
武
天
皇
に
所
縁
の
深
い
薬
師
寺
に
と
っ
て
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
た
と
推
察
さ
れ
る(

3
9
)

。 

さ
ら
に
、
嵯
峨
・
淳
和
朝
に
は
、
天
台
宗
の
大
乗
戒
壇
設
立
の
勅
許(

4
0
)

や
、
東
寺
を
空
海
に
下
賜
し
て
真
言
道
場
と
す
る(

4
1
)

な
ど
、

天
台
宗
・
真
言
宗
が
名
実
共
に
確
立
を
迎
え
、
南
都
諸
寺
は
そ
の
対
応
に
迫
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
う
し
た
な
か
で
も
興
福
寺
は
、
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藤
原
氏
の
勢
力
拡
大
と
と
も
に
、
従
来
の
地
位
を
維
持
し
続
け
た
。 

こ
う
し
た
状
況
に
あ
っ
て
、
薬
師
寺
の
檀
越
で
あ
っ
た
直
世
王
は
、
薬
師
寺
で
も
維
摩
会
の
よ
う
な
立
義
を
設
置
す
る
法
会
を
開

催
し
、
そ
れ
に
僧
侶
階
業
と
い
う
付
加
価
値
を
付
け
る
こ
と
で
、
薬
師
寺
の
地
位
の
上
昇
を
ね
ら
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

そ
の
た
め
に
選
ば
れ
た
の
が
『
最
勝
王
経
』
で
あ
っ
た
。『
最
勝
王
経
』
十
巻
は
、
長
安
三
年
（
七
〇
三
）
に
唐
の
義
浄
（
六
三
五-

七
一
三
）
に
よ
っ
て
訳
出
さ
れ
、
日
本
に
は
養
老
二
年
（
七
一
八
）
に
唐
か
ら
帰
国
し
た
道
慈
に
よ
っ
て
将
来
さ
れ
た
。
た
だ
し
、

こ
れ
以
前
に
す
で
に
旧
訳
の
『
金
光
明
経
』
四
巻
と
『
合
部
金
光
明
経
』
八
巻
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。『
金
光
明
経
』
は
、
北
涼
の
曇

無
懺
（
三
八
五-

四
三
三
）
が
玄
始
三
年
（
四
一
四
）
か
ら
同
十
五
年
（
四
二
六
）
の
間
に
訳
出
し
た
も
の
で
、
こ
れ
に
諸
本
を
合
わ

せ
て
隋
の
開
皇
十
七
年
（
五
九
七
）
、
宝
貴
（
生
没
年
不
詳
）
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
の
が
『
合
部
金
光
明
経
』
で
あ
る
。
日
本
へ

の
将
来
者
・
時
期
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
『
金
光
明
経
』
が
初
め
て
説
か
れ
た
の
は
天
武
天
皇
の
時
代
で
あ
る(

4
2
)

。
ま
た
、
持
統
天

皇
六
年
（
六
九
二
）
に
は
、
京
師
お
よ
び
四
畿
内
で
『
金
光
明
経
』
を
講
説
さ
せ(

4
3
)

、
同
八
年
（
六
九
四
）
、
諸
国
に
『
金
光
明
経
』

百
部
を
頒
布
し
て
正
月
に
そ
の
読
経
を
命
じ
、
金
光
明
会
を
毎
年
国
ご
と
に
行
う
こ
と
を
制
度
化
し
た(

4
4
)

。
そ
し
て
、
神
護
景
雲
元

年
（
七
六
七
）
の
詔
で
は
正
月
に
十
四
日
間
、
諸
大
寺
の
大
法
師
を
招
い
て
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
を
講
読
す
る
よ
う
に
命
じ
て
お

り(
4
5
)

、
こ
れ
が
正
月
の
恒
例
行
事
と
な
っ
て
宮
中
御
斎
会
が
成
立
す
る(

4
6
)

。 

 

『
最
勝
王
経
』
は
、
『
法
華
経
』
、
『
仁
王
経
』
と
と
も
に
「
護
国
三
部
経
」
と
呼
ば
れ
る
。
天
平
六
年
（
七
三
四
）
以
降
、
『
最
勝

王
経
』
と
『
法
華
経
』
の
暗
誦
が
得
度
の
必
須
条
件
と
さ
れ
て
お
り(

4
7
)

、
国
家
に
よ
っ
て
特
に
重
視
さ
れ
て
き
た
経
典
で
あ
る
と
同

時
に
、
天
武
・
持
統
両
天
皇
に
所
縁
が
深
い
経
典
で
も
あ
っ
た
。『
最
勝
王
経
』
は
、
薬
師
寺
で
行
う
講
経
法
会
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、

ま
さ
に
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
と
い
え
る
。 

こ
う
し
た
事
情
は
、
薬
師
寺
最
勝
会
の
わ
ず
か
二
年
後
に
成
立
す
る
大
安
寺
法
華
経
会
に
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。 

太
政
官
符 

応
レ

令
三

大
安
寺
毎
レ

年
修
二

法
華
経
会
一

事 
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右
別
当
伝
灯
大
法
師
位
平
等
表
偁
。
釈
教
興
隆
。
伝
法
頼
レ

焉
。
無
明
迷
徒
。
有
識
為
レ

燭
。
如
今
此
寺
僧
伽
稍
多
。
学
徒
復
衆
。

権
実
之
疑
。
日
ゝ
佇
レ

聞
。
他
説
之
諍
。
人
ゝ
難
レ

決
。
伏
請
。
准
二

興
福
薬
師
両
寺
維
摩
最
勝
等
会
一

。
毎
年
八
月
演
二

説
件
経
一

。

妙
法
真
味
。
先
為
二

国
家
一

而
薫
修
。
甚
深
奥
義
。
広
及
二

群
生
一

以
引
摂
。
但
会
用
途
料
充
以
二

寺
家
物
一

者
。
大
納
言
正
三
位

兼
行
左
近
衛
大
将
民
部
卿
清
原
真
人
夏
野
宣
。
奉 

レ

勅
。
依
レ

請
。
仍
須
下

其
立
義
及
第
者
准
二

興
福
寺
維
摩
会
一

預
中

安
居
講

師
上

。 

 
 

 
 

天
長
九
年
十
月
三
日(

4
8
) 

こ
の
史
料
は
、
大
安
寺
僧
平
等
の
上
表
を
認
め
、
同
寺
で
法
華
経
会
を
行
う
こ
と
を
命
じ
た
天
長
九
年
（
八
三
二
）
の
官
符
で
あ

る
。
平
等
の
上
表
が
、
最
勝
会
の
勅
許
を
求
め
る
直
世
王
の
奏
上
（
天
長
七
年
官
符
）
と
酷
似
し
て
い
る
こ
と
、
講
読
さ
れ
る
経
典

が
『
法
華
経
』
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
『
法
華
経
』
は
、
『
最
勝
王
経
』
と
並
び
、
重
視
さ
れ
て
き
た

経
典
で
あ
る(

4
9
)

。
し
か
も
、
大
安
寺
の
場
合
に
も
立
義
が
設
置
さ
れ
、
安
居
講
師
の
階
業
と
さ
れ
た
。
大
安
寺
の
上
表
が
、
興
福
寺

と
薬
師
寺
を
見
据
え
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
「
准
二

興
福
薬
師
両
寺
維
摩
最
勝
等
会
一

。
」
に
明
ら
か
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
天
長
年
間
（
八
二
四
～
八
三
四
）
に
相
次
い
で
設
置
さ
れ
た
薬
師
寺
の
最
勝
会
と
大
安
寺
の
法
華
経
会
は
、
い
ず

れ
も
国
家
に
よ
っ
て
重
視
さ
れ
て
き
た
経
典
を
講
じ
る
こ
と
、
立
義
が
設
置
さ
れ
僧
尼
階
業
と
さ
れ
た
こ
と
で
共
通
し
て
い
る
。
そ

の
ね
ら
い
は
、
護
国
の
担
い
手
と
し
て
寺
院
の
存
在
を
印
象
付
け
る
と
と
も
に
、
僧
侶
階
業
と
い
う
付
加
価
値
を
設
け
る
こ
と
で
寺

院
を
権
威
付
け
、
そ
の
地
位
の
向
上
を
は
か
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
天
台
宗
・
真
言
宗
と
い
っ
た
新

興
勢
力
だ
け
で
な
く
、
維
摩
会
と
い
う
国
家
の
重
要
仏
事
を
行
う
寺
院
と
し
て
権
威
付
け
ら
れ
た
興
福
寺
の
存
在
が
あ
っ
た
。
こ
の

よ
う
に
み
れ
ば
、
平
安
期
は
、
天
台
宗
・
真
言
宗
・
南
都
諸
宗
と
い
う
「
宗
」
の
拮
抗
を
抱
え
る
一
方
で
、
南
都
諸
寺
相
互
の
競
合

も
抱
え
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
檀
越
の
政
治
的
な
拮
抗
関
係
が
反
映
さ
れ
る
こ
と
で
さ
ら
に
促
進
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ

の
一
端
が
薬
師
寺
最
勝
会
の
成
立
に
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。 
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お
わ
り
に 

 
以
上
、
本
章
で
は
、
薬
師
寺
最
勝
会
の
成
立
事
情
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
巡
ら
せ
た
。
論
じ
残
し
た
点
も
多
い
が
、
ひ
と
ま
ず

本
章
の
結
論
を
整
理
し
て
お
く
。 

（
一
）
天
武
系
の
五
世
孫
で
あ
る
直
世
王
は
、
薬
師
寺
の
檀
越
で
あ
り
、
仲
継
な
ど
寺
内
の
意
向
も
あ
っ
て
、
最
勝
会
の
勅
許
を

奏
上
し
た
。
以
降
、
少
な
く
と
も
十
世
紀
初
め
頃
ま
で
、
最
勝
会
は
諸
王
の
氏
族
集
団
で
あ
る
「
王
氏
」
に
よ
っ
て
運
営

さ
れ
た
。 

（
二
）
最
勝
会
は
、
国
家
が
特
に
重
視
し
た
『
最
勝
王
経
』
を
テ
キ
ス
ト
と
し
、
堅
義
を
設
置
し
て
そ
れ
を
諸
国
講
読
師
補
任
の

た
め
の
階
業
と
し
た
。
こ
う
し
た
法
会
の
設
置
を
求
め
た
直
世
王
は
、
皇
統
の
移
行
、
新
宗
の
台
頭
、
興
福
寺
の
寺
勢
拡

大
を
見
据
え
、
護
国
の
担
い
手
と
し
て
薬
師
寺
の
存
在
を
印
象
付
け
る
と
と
も
に
、
僧
侶
階
業
と
い
う
付
加
価
値
を
設
け

る
こ
と
で
、
薬
師
寺
の
地
位
を
上
昇
さ
せ
る
こ
と
を
ね
ら
っ
た
。 

（
三
）
最
勝
会
勅
許
の
わ
ず
か
二
年
後
に
は
、
大
安
寺
に
お
い
て
も
同
様
の
法
会
が
設
置
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
興
福
寺
や
薬
師
寺

を
見
据
え
た
要
求
で
あ
り
、
南
都
諸
寺
が
抱
え
た
競
合
関
係
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。 

最
後
に
、
今
後
の
見
通
し
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
最
勝
会
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
薬
師
寺
は
、
そ
の
後
ど
の
よ
う

な
役
割
を
果
た
し
て
い
く
の
か
。
そ
の
一
端
を
示
す
も
の
と
し
て
御
霊
会
に
注
目
し
た
い
。
貞
観
五
年
（
八
六
三
）
、
国
家
主
催
の
御

霊
会
に
講
師
と
し
て
薬
師
寺
の
慧
達
が
招
請
さ
れ
、
『
金
光
明
経
』
を
演
説
し
て
い
る(

5
0
)

。
こ
の
こ
と
は
、
勅
会
で
あ
る
最
勝
会
が

薬
師
寺
で
行
わ
れ
た
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
『
金
光
明
経
』
、
も
し
く
は
『
最
勝
王
経
』
を
用
い
る
法
会
に
薬
師
寺

の
僧
侶
が
招
か
れ
る
慣
例
の
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
こ
の
点
は
今
後
の
課
題
と
し
、
稿
を
改
め
て
考
え
た
い
。 
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(1

) 
『
続
日
本
紀
』
養
老
六
年
（
七
二
二
）
七
月
己
夘
（
十
日
）
条
。 

(2
) 

宮
中
御
斎
会
・
興
福
寺
維
摩
会
・
薬
師
寺
最
勝
会
を
「
南
京
三
会
」
と
い
う
の
に
対
し
、
天
台
宗
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
法
勝
寺
大
乗
会
・
円
宗

寺
法
華
会
・
円
宗
寺
最
勝
会
を
「
北
京
三
会
」
と
呼
ぶ
。
「
南
京
三
会
」
は
、
「
北
京
三
会
」
と
区
別
す
る
た
め
に
生
ま
れ
た
呼
称
で
、
内
田
敦
士

「
南
京
三
会
の
成
立
に
関
す
る
再
検
討
」
（
『
日
本
歴
史
』
七
九
五
、
二
〇
一
四
年
）
に
よ
る
と
、
『
中
右
記
』
寛
治
二
年
（
一
〇
八
八
）
十
二
月

二
十
九
日
条
の
「
律
師
行
政
南
京
三
会
已
講
」
を
初
見
と
す
る
と
い
う
。 

(3
) 

『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
元
年
（
八
五
九
）
正
月
乙
丑
（
八
日
）
条
。 

(4
) 

伊
藤
眞
徹
「
三
宝
絵
詞
の
研
究
（
そ
の
二
）
―
特
に
南
京
三
会
に
つ
い
て
―
」
（
『
人
文
学
論
集
』
五
、
一
九
七
一
年
）
、
菅
真
城
「
南
京
三
会

の
成
立
―
藤
原
良
房
政
権
と
仏
教
―
」
（
『
史
人
』
四
、
二
〇
一
二
年
）
、
内
田
氏
前
掲
注
（
2
）
論
文
な
ど
。 

(5
) 

西
口
順
子
「
平
安
初
期
に
お
け
る
大
和
諸
寺
の
動
向
」
（
同
氏
著
『
平
安
時
代
の
寺
院
と
民
衆
』
法
蔵
館
、
二
〇
〇
四
年
所
収
、
初
出
一
九
七
四

年
）
、
下
向
井
龍
彦
「
『
水
左
記
』
に
み
る
源
俊
房
と
薬
師
寺
―
太
政
官
政
務
運
営
変
質
の
一
側
面
―
」
（
古
代
学
協
会
編
『
後
期
摂
関
時
代
史
の

研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
〇
年
所
収
）
、
追
塩
千
尋
「
平
安
期
の
薬
師
寺
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
宗
教
文
化
史
研
究
』
四
‐
二
、
二
〇
〇
〇
年
）

な
ど
。 

(6
) 

難
波
謙
一
「
薬
師
寺
最
勝
会
の
開
始
年
に
つ
い
て
」
（
笠
井
昌
昭
編
『
文
化
史
学
の
挑
戦
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
五
年
所
収
）
。 

(7
) 

『
類
聚
三
代
格
』
巻
二 

経
論
并
法
会
請
僧
事 

天
長
七
年
（
八
三
〇
）
九
月
十
四
日
付
太
政
官
符
。
な
お
、
『
類
聚
国
史
』
巻
一
七
七 

仏
道

四 

最
勝
会
に
も
ほ
ぼ
同
内
容
の
記
事
が
あ
る
。 

(8
) 

立
義
と
は
、
堅
義
と
も
書
き
、
経
典
講
説
の
法
会
に
お
い
て
講
師
の
講
説
に
従
っ
て
問
者
が
堅
者
に
試
問
し
、
そ
の
答
弁
に
つ
い
て
探
題
が
得
（
及

第
）
・
略
（
落
第
）
・
未
判
（
保
留
）
を
判
定
す
る
と
い
う
形
式
の
学
僧
の
課
試
法
。
堅
者
を
堅
義
と
も
呼
ぶ
。 

(9
) 

階
業
と
は
、
講
師
補
任
な
ど
、
僧
侶
が
昇
進
の
た
め
に
経
る
べ
き
試
験
や
法
会
で
の
役
割
の
こ
と
。 

(1
0

) 

竹
内
理
三
「
氏
長
者
」
（
同
氏
著
『
律
令
制
と
貴
族
政
権
』
第
Ⅱ
部
、
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
五
八
年
所
収
）
、
藤
森
馨
「
白
川
伯
王
家
の
成
立
」
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（
同
氏
著
『
改
訂
増
補
平
安
時
代
の
宮
廷
祭
祀
と
神
祇
官
人
』
原
書
房
、
二
〇
〇
八
年
所
収
、
初
出
一
九
八
四
年
）
。 

(1
1

) 
『
日
本
後
紀
』
延
暦
二
十
三
年
（
八
〇
四
）
正
月
己
亥
（
二
十
三
日
）
条
所
引
同
十
一
年
（
七
九
二
）
七
月
三
日
格
。 

(1
2

) 

『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
七 

蠲
免
事 

天
長
九
年
（
八
三
二
）
十
二
月
十
五
日
付
太
政
官
符
。 

(1
3

) 

『
公
卿
補
任
』
弘
仁
十
二
年
（
八
二
一
）
条
、
同
十
三
年
（
八
二
二
）
条
、
天
長
三
年
（
八
二
六
）
条
、
同
七
年
（
八
三
〇
）
条
、
『
日
本
後
紀
』

序
文
、
弘
仁
元
年
（
八
一
〇
）
九
月
癸
丑
（
十
六
日
）
条
、
同
二
年
（
八
一
一
）
六
月
癸
亥
朔
（
一
日
）
条
、
『
続
日
本
後
紀
』
天
長
十
年
（
八
三

三
）
三
月
戊
戌
（
十
一
日
）
条
、
同
辛
亥
（
二
十
四
日
）
条
、
承
和
元
年
（
八
三
四
）
正
月
乙
夘
（
四
日
）
条
、
『
類
聚
国
史
』
巻
九
九 

職
官
四 

叙
位
四 

大
同
五
年
（
八
一
〇
）
正
月
戊
申
（
七
日
）
条
、
弘
仁
九
年
（
八
一
八
）
正
月
戊
子
（
四
日
）
条
な
ど
。 

(1
4

) 

『
大
日
本
仏
教
全
書
』
一
一
八
。 

(1
5

) 

南
北
朝
頃
の
成
立
と
さ
れ
る
『
初
例
抄
』
〔
『
群
書
類
従
』
二
十
四
輯
、
釈
家
部
〕
に
は
、
「
俗
別
当
中
納
言
直
世
王
」
と
あ
っ
て
、
直
世
王
が

薬
師
寺
の
俗
別
当
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
確
認
で
き
る
他
の
史
料
は
な
く
、
扱
い
に
は
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。 

(1
6

) 

『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
天
安
二
年
（
八
五
八
）
三
月
乙
亥
（
十
四
日
）
条
に
、
「
丹
波
守
従
五
位
上
文
室
朝
臣
助
雄
卒
。
助
雄
者
。
中
納
言
従

三
位
直
世
王
之
第
二
子
也
。
」
と
あ
り
、
直
世
王
以
降
は
文
屋
氏
を
名
乗
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 

(1
7

) 

『
平
城
右
京
薬
師
寺
金
石
記
』
〔
『
大
日
本
仏
教
全
書
』
一
一
八
〕
。 

(1
8

) 

『
三
宝
絵
詞
』
下
巻
、
僧
宝
十
一
〔
出
雲
路
修
校
注
『
三
宝
絵
』
東
洋
文
庫
五
一
三
、
平
凡
社
、
一
九
九
〇
年
〕
。 

(1
9

) 

「
僧
綱
牒
案
」
（
「
東
南
院
文
書
」
一
ノ
四
〔
『
平
安
遺
文
』
九
巻
、
四
五
四
七
〕
）
。 

(2
0

) 

『
北
山
抄
』
巻
六
、
諸
寺
別
当
三
綱
座
主
等
事
〔
『
神
道
体
系
』
〕
。 

(2
1

) 

西
口
氏
、
下
向
井
氏
、
追
塩
氏
前
掲
注
（
5
）
論
文
。 

(2
2

) 

竹
内
氏
前
掲
注
（
10
）
論
文
。 

(2
3

) 

官
人
の
俗
別
当
に
関
し
て
は
、
所
京
子
「
俗
別
当
の
成
立
―
と
く
に
〝
官
人
″
俗
別
当
に
つ
い
て
―
」
（
同
氏
著
『
平
安
朝
「
所
・
後
院
・
俗
別
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当
」
の
研
究
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
四
年
所
収
、
初
出
一
九
六
八
年
）
参
照
。 

(2
4

) 
『
本
朝
高
僧
伝
』
巻
五 

和
州
薬
師
寺
沙
門
仲
継
伝
〔
『
大
日
本
仏
教
全
書
』
一
〇
二
〕
。 

(2
5

) 

『
続
日
本
紀
』
大
宝
二
年
（
七
〇
二
）
二
月
丁
巳
（
二
十
日
）
条
。 

(2
6

) 

『
続
日
本
紀
』
延
暦
二
年
（
七
八
三
）
十
月
庚
戌
（
六
日
）
条
、
同
三
年
（
七
八
四
）
五
月
辛
未
朔
（
一
日
）
条
、
『
類
聚
三
代
格
』
巻
三 

諸

国
講
読
師
事 
延
暦
二
十
四
年
（
八
〇
五
）
十
二
月
二
十
五
日
付
太
政
官
符
所
引
同
十
四
年
（
七
九
五
）
八
月
十
三
日
官
符
、
『
類
聚
国
史
』
巻
一

八
六 

僧
尼
雑
制 
延
暦
十
六
年
（
七
九
七
）
八
月
甲
子
（
十
一
日
）
条
、
『
日
本
後
紀
』
延
暦
十
八
年
（
七
九
九
）
五
月
壬
戌
（
十
九
日
）
条
。 

(2
7

) 

前
掲
注
（
26
）
延
暦
二
十
四
年
官
符
。 

(2
8

) 

前
掲
注
（
26
）
延
暦
二
十
四
年
官
符
。 

(2
9

) 

僧
綱
に
よ
っ
て
講
師
が
選
出
さ
れ
た
こ
と
は
、
『
日
本
後
紀
』
延
暦
二
十
三
年
（
八
〇
四
）
正
月
丁
亥
（
十
一
日
）
条
で
講
師
の
濫
行
を
「
僧
綱

簡
択
所
レ

失
」
と
い
い
、
僧
綱
の
選
出
に
過
失
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
明
ら
か
で
あ
る
。 

(3
0

) 

『
類
聚
三
代
格
』
巻
二 

年
分
度
者
事 

延
暦
二
十
五
年
（
八
〇
六
）
正
月
二
十
六
日
付
太
政
官
符
。 

(3
1

) 

複
講
と
は
、
法
会
の
際
、
講
師
の
講
説
を
繰
り
返
し
て
説
明
す
る
こ
と
。
ま
た
そ
の
役
割
の
僧
。 

(3
2

) 

前
掲
注
（
26
）
延
暦
二
十
四
年
官
符
。 

(3
3

) 

『
類
聚
三
代
格
』
巻
二 

経
論
并
法
会
請
僧
事 

延
暦
二
十
一
年
（
八
〇
二
）
正
月
十
三
日
付
太
政
官
符
。 

(3
4

) 

維
摩
会
に
関
す
る
主
な
研
究
は
、
上
田
晃
圓
「
興
福
寺
の
維
摩
会
の
成
立
と
そ
の
展
開
」
（
同
氏
著
『
日
本
上
代
に
お
け
る
唯
識
の
研
究
』
永
田

文
昌
堂
、
一
九
八
五
年
所
収
、
初
出
一
九
八
〇
年
）
、
堀
池
春
峰
「
維
摩
会
と
閑
道
の
昇
進
」
（
『
南
都
仏
教
史
の
研
究
』
遺
芳
篇
、
法
蔵
館
、
二

〇
〇
四
年
所
収
、
初
出
一
九
八
八
年
）
、
土
橋
誠
「
維
摩
会
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」
（
直
木
孝
次
郎
先
生
古
稀
記
念
会
編
『
古
代
史
論
集
』
下
、

塙
書
房
、
一
九
八
九
年
所
収
）
、
井
山
温
子
「
八
世
紀
の
維
摩
会
に
つ
い
て
」
（
続
日
本
紀
研
究
会
編
『
続
日
本
紀
の
時
代
』
塙
書
房
、
一
九
九
四

年
所
収
）
、
高
山
有
紀
『
中
世
興
福
寺
維
摩
会
の
研
究
』
勉
誠
社
、
一
九
九
七
年
な
ど
。 
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(3

5
) 

『
続
日
本
後
紀
』
承
和
六
年
（
八
三
九
）
十
二
月
癸
亥
（
十
五
日
）
条
。 

(3
6

) 
田
村
圓
澄
「
藤
原
京
の
四
大
寺
」
（
『
南
都
仏
教
』
一
三
、
一
九
六
三
年
）
、
直
木
孝
次
郎
「
薬
師
寺
の
歴
史
」
（
同
氏
著
『
わ
た
し
の
法
隆
寺
』

塙
書
房
、
一
九
七
九
年
所
収
、
初
出
一
九
七
一
年
）
。 

(3
7

) 

井
上
満
郎
『
桓
武
天
皇
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
六
年
な
ど
。 

(3
8

) 

『
続
日
本
紀
』
延
暦
五
年
（
七
八
六
）
正
月
壬
子
（
二
十
一
日
）
条
。 

(3
9

) 

直
木
氏
前
掲
注
（
36
）
論
文
に
よ
る
と
、
聖
武
天
皇
死
去
の
際
は
、
五
七
日
の
斎
会
を
大
安
寺
で
、
六
七
日
の
斎
会
を
薬
師
寺
で
行
っ
た
が
、
桓

武
天
皇
の
場
合
は
、
薬
師
寺
が
外
さ
れ
、
天
智
天
皇
が
建
立
し
た
崇
福
寺
で
行
わ
れ
た
と
い
う
。 

(4
0

) 

『
類
聚
三
代
格
』
巻
二 

年
分
度
者
事 

弘
仁
十
四
年
（
八
二
三
）
二
月
二
十
六
日
付
太
政
官
符
所
引
同
十
三
年
（
八
二
二
）
六
月
十
一
日
官
符
。 

(4
1

) 

『
類
聚
三
代
格
』
巻
二 

経
論
并
法
会
請
僧
事 

弘
仁
十
四
年
（
八
二
三
）
十
月
十
日
付
太
政
官
符
。 

(4
2

) 

『
日
本
書
紀
』
天
武
天
皇
五
年
（
六
七
六
）
十
一
月
甲
申
（
二
十
日
）
条
。 

(4
3

) 

『
日
本
書
紀
』
持
統
天
皇
六
年
（
六
九
二
）
閏
五
月
丁
酉
（
三
日
）
条
。 

(4
4

) 

『
日
本
書
紀
』
持
統
天
皇
八
年
（
六
九
四
）
五
月
癸
巳
（
十
一
日
）
条
。 

(4
5

) 

『
続
日
本
紀
』
神
護
景
雲
元
年
（
七
六
七
）
八
月
癸
巳
（
十
六
日
）
条
。 

(4
6

) 

宮
中
御
斎
会
に
つ
い
て
は
、
吉
田
一
彦
「
御
斎
会
の
研
究
」
（
同
氏
著
『
日
本
古
代
社
会
と
仏
教
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
所
収
、
初
出
一

九
九
三
年
）
を
参
照
。 

(4
7

) 

『
続
日
本
紀
』
天
平
六
年
（
七
三
四
）
十
一
月
戊
寅
（
二
十
一
日
）
条
。 

(4
8

) 

『
類
聚
三
代
格
』
巻
二 

経
論
并
法
会
請
僧
事 

天
長
九
年
（
八
三
二
）
十
月
三
日
付
太
政
官
符
。 

(4
9

) 

大
安
寺
の
講
経
法
会
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
『
法
華
経
』
が
選
ば
れ
た
の
は
、
同
寺
に
所
属
し
た
勤
操
が
石
淵
寺
で
法
華
八
講
を
創
始
し
て
い
た
こ

と
も
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
。
法
華
八
講
に
つ
い
て
は
、
『
三
宝
絵
』
中
巻
、
法
宝
十
八
参
照
。 
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(5

0
) 

『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
五
年
（
八
六
三
）
五
月
壬
午
（
二
十
日
）
条
。 
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第
六
章 

貞
観
五
年
御
霊
会
の
成
立
と
そ
の
意
義 

  

は
じ
め
に 

 

本
章
で
主
題
と
す
る
御
霊
会
と
は
、
災
異
、
特
に
疫
病
流
行
の
原
因
を
政
治
的
敗
者
の
怨
霊
に
よ
る
祟
り
と
特
定
し
、
そ
の
霊
を

慰
撫
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
災
異
の
収
束
を
願
う
儀
式
の
こ
と
を
い
う
。
史
料
上
の
初
出
は
、
次
に
掲
げ
る
『
日
本
三
代
実
録
』
貞

観
五
年
（
八
六
三
）
五
月
壬
午
（
二
十
日
）
条
で
あ
る
。 

廿
日
壬
午
。
於
二

神
泉
苑
一

。
修
二

御
霊
会
一

。
勅
遣
下
二

左
近
衛
中
将
従
四
位
下
藤
原
朝
臣
基
経
。
右
近
衛
権
中
将
従
四
位
下
兼

行
内
蔵
頭
藤
原
朝
臣
常
行
等
一

。
監
中

会
事
上

。
王
公
卿
士
赴
集
共
観
。
霊
座
六
前
設
二

施
几
筵
一

。
盛
二

陳
花
果
一

。
恭
敬
薫
修
。

延
二

律
師
慧
達
一

為
二

講
師
一

。
演
二

説
金
光
明
経
一
部
。
般
若
心
経
六
巻
一

。
命
二

雅
楽
寮
伶
人
一

作
レ

楽
。
以
二 

帝
近
侍
児
童
及

良
家
稚
子
一

為
二

舞
人
一

。
大
唐
高
麗
更
出
而
舞
。
雑
伎
散
楽
競
尽
二

其
能
一

。
此
日
宣
旨
。
開
二

苑
四
門
一

。
聴
二

都
邑
人
出
入
縦

観
一

。
所
謂
御
霊
者
。
崇
道
天
皇
。
伊
予
親
王
。
藤
原
夫
人
。
及
観
察
使
。
橘
逸
勢
。
文
室
宮
田
麻
呂
等
是
也
。
並
坐
レ

事
被
レ

誅
。
冤
魂
成
レ

厲
。
近
代
以
来
。
疫
病
繁
発
。
死
亡
甚
衆
。
天
下
以
為
。
此
災
。
御
霊
之
所
レ

生
也
。
始
レ

自
二

京
畿
一

。
爰
及
二

外
国
一

。
毎
レ

至
二

夏
天
秋
節
一

。
修
二

御
霊
会
一

。
往
々
不
レ

断
。
或
礼
レ

仏
説
レ

経
。
或
歌
且
舞
。
令
下
二

童
貫
之
子
一

靚
粧
馳
射
。

膂
力
之
士
袒
裼
相
撲
。
騎
射
呈
レ

芸
。
走
馬
争
レ

勝
。
倡
優
嫚
戯
。
遞
相
誇
競
上

。
聚
而
観
者
莫
レ

不
二

塡
咽
一

。
遐
邇
因
楯
。
漸

成
二

風
俗
一

。
今
玆
春
初
咳
逆
成
レ

疫
。
百
姓
多
斃
。
朝
廷
為
祈
。
至
レ

是
乃
修
二

此
会
一

。
以
賽
二

宿
祷
一

也
。 

記
事
の
概
要
を
整
理
し
て
お
く
。 

（
一
）
藤
原
基
経
・
常
行
ら
が
監
督
し
、
王
公
・
卿
士
た
ち
も
集
ま
る
な
か
、
神
泉
苑
で
御
霊
会
が
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
時
、
本

来
は
立
ち
入
り
を
禁
止
し
て
い
る
神
泉
苑
の
四
つ
の
門
を
開
放
し
、
都
邑
の
人
々
の
観
覧
を
許
し
た
。 
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（
二
）
六
つ
の
霊
座
が
設
け
ら
れ
、
律
師
慧
達
が
講
師
と
し
て
『
金
光
明
経
』
と
『
般
若
心
経
』
を
演
説
し
た
他
、
雅
楽
の
演
奏
、

稚
児
の
舞
、
唐
・
高
麗
の
舞
、
相
撲
、
騎
射
な
ど
が
行
わ
れ
た
。 

（
三
）
御
霊
と
は
、
崇
道
天
皇
（
早
良
親
王
）
、
伊
予
親
王
、
藤
原
夫
人
（
藤
原
吉
子
）
、
観
察
使
（
藤
原
仲
成
）
、
橘
逸
勢
、
文
屋

宮
田
麻
呂
ら
を
い
う
。 

（
四
）
天
下
の
人
々
は
、
近
年
頻
発
す
る
疫
病
の
原
因
を
、
冤
罪
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
謀
反
人
と
さ
れ
、
亡
く
な
っ
た
御

霊
の
祟
り
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
の
た
め
、
畿
内
で
御
霊
会
が
は
じ
め
ら
れ
、
や
が
て
全
国
に
拡
大
し
た
。
御
霊
会
は
、
毎

年
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
行
わ
れ
、
そ
れ
が
「
風
俗
」
と
な
っ
て
い
た
。 

（
五
）
こ
の
春
頃
か
ら
咳
逆
の
病
が
起
こ
り
、
多
く
の
百
姓
が
倒
れ
た
た
め
、
御
霊
会
を
修
し
て
そ
の
収
束
を
願
う
。 

御
霊
会
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
右
の
記
事
を
中
心
に
進
め
ら
れ
て
き
た
。
柴
田
實
氏
は
、
記
事
に
「
始
レ

自
二

京
畿
一

。

爰
及
二

外
国
一

。
毎
レ

至
二

夏
天
秋
節
一

。
修
二

御
霊
会
一

。
往
々
不
レ

断
。
」
と
あ
る
こ
と
に
注
目
し
、
御
霊
が
「
近
来
都
鄙
に
わ
た
っ
て

一
つ
の
民
間
習
俗
に
」
な
っ
て
お
り
、「
決
し
て
こ
れ
が
御
霊
会
そ
の
も
の
の
創
始
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
」(1

)

と
述
べ
て
い
る
。

貞
観
五
年
以
前
よ
り
民
間
に
お
い
て
、
す
で
に
御
霊
会
が
成
立
し
て
い
た
と
す
る
柴
田
氏
の
見
解
は
、
今
日
で
は
ほ
ぼ
通
説
と
な
っ

て
い
る
。 

御
霊
会
の
発
生
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
が
、
特
に
、
次
の
研
究
に
よ
っ
て
重
要
な
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
肥
後
和
男

氏
は
、
御
霊
会
が
疫
神
思
想(

2
)

と
怨
霊
思
想
の
結
合
を
基
盤
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
怨
霊
の
思
想
を
当
時
の
社
会
と
結
び

付
け
、
こ
れ
を
民
衆
の
政
治
批
判
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
指
摘
し
た(

3
)

。
肥
後
氏
の
見
解
は
、
現
在
に
至
っ
て
も
支
持
さ
れ
、
こ
れ

を
軸
に
、
様
々
な
視
点
か
ら
御
霊
会
に
関
す
る
論
考
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
高
取
正
男
氏
は
、
肥
後
氏
の
見
解
を
受
け
、
政
治
的
失

脚
者
の
怨
霊
と
一
般
民
衆
を
結
び
付
け
た
も
の
と
し
て
、
朝
廷
と
何
ら
か
の
接
点
を
も
つ
「
諸
司
豪
族
」
を
中
心
に
、
当
時
の
社
会

状
況
を
考
察
し
、
彼
ら
が
御
霊
会
を
担
っ
た
と
し
た(

4
)

。
さ
ら
に
、
菊
池
京
子
氏
は
、
高
取
氏
の
指
摘
か
ら
、
御
霊
信
仰
を
成
立
期

（
九
・
十
世
紀
）
、
展
開
期
（
十
一
・
十
二
世
紀
）
、
衰
頽
期
（
鎌
倉
期
以
降
）
の
三
つ
の
時
期
に
分
け
、
そ
れ
を
支
持
す
る
階
層
を
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成
立
期
は
地
方
豪
族
や
田
堵
・
名
主
な
ど
の
農
民
層
、
展
開
期
は
受
領
層
で
あ
っ
た
と
し
、
衰
頽
期
に
は
一
般
庶
民
の
信
仰
と
な
っ

た
と
論
じ
た
。
ま
た
こ
れ
ら
一
連
の
考
察
を
通
じ
て
、
御
霊
会
を
本
来
地
方
か
ら
都
市
に
持
ち
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
た(

5
)

。 

御
霊
会
の
研
究
に
あ
た
っ
て
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
貞
観
五
年
御
霊
会
と
そ
の
他
の
御
霊
会
と
の
性
格
的
な
違
い
で

あ
る
。
貞
観
五
年
御
霊
会
に
お
い
て
は
、
前
掲
史
料
の
通
り
、
崇
道
天
皇
、
伊
予
親
王
、
藤
原
夫
人
、
観
察
使
、
橘
逸
勢
、
文
屋
宮

田
麻
呂
と
御
霊
が
特
定
さ
れ
、
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
御
霊
会
で
慰
霊
の
対
象
者
が
明
確
に
伝
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

よ
っ
て
、
筆
者
は
、
貞
観
五
年
御
霊
会
と
そ
の
他
の
御
霊
会
に
は
性
格
的
な
差
異
が
あ
る
と
考
え
て
い
る(

6
)

。
こ
う
し
た
事
情
を
踏

ま
え
て
、
特
に
貞
観
五
年
御
霊
会
に
関
す
る
研
究
を
整
理
し
て
お
く
と
、
ま
ず
は
、
今
市
優
子
氏
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る(

7
)

。
今
市

氏
は
、
貞
観
五
年
御
霊
会
の
開
催
に
つ
い
て
、
当
時
政
権
を
掌
握
し
て
い
た
藤
原
良
房
の
政
治
的
意
図
が
働
い
て
い
た
こ
と
を
指
摘

し
た
。
宮
崎
浩
氏
は
、
今
市
氏
の
指
摘
を
受
け
、
貞
観
五
年
御
霊
会
は
、
藤
原
北
家
が
そ
の
勢
力
を
拡
大
す
る
た
め
に
失
脚
さ
せ
て

き
た
怨
霊
の
「
合
同
慰
霊
祭
」
と
い
う
性
格
を
有
し
て
い
た
と
把
握
し
、
さ
ら
に
「
民
間
に
お
け
る
御
霊
信
仰
の
高
揚
が
政
治
権
力

批
判
に
結
び
付
く
こ
と
を
恐
れ
、
批
判
の
矛
先
を
そ
ら
す
た
め
に
政
治
的
演
出
と
し
て
、
公
的
に
御
霊
会
を
行
っ
た
」
と
論
じ
た(

8
)

。

山
﨑
雅
稔
氏
も
御
霊
と
良
房
の
関
係
か
ら
御
霊
会
の
成
立
事
情
を
論
じ
て
い
る(

9
) 

御
霊
会
に
関
す
る
研
究
は
、
思
想
史
や
社
会
史
、
芸
能
史
な
ど
、
様
々
な
視
角
か
ら
考
察
さ
れ
た
多
く
の
蓄
積
が
あ
る
。
た
だ
し
、

特
定
の
個
人
を
祀
っ
た
貞
観
五
年
御
霊
会
が
極
め
て
政
治
的
色
彩
の
濃
厚
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
近
年
は
、
特
に
政
治
史
的

な
観
点
か
ら
御
霊
会
が
論
じ
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
し
か
し
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
貞
観
五
年
御
霊
会
は
、
僧
侶
が
招
か
れ
て
経

典
を
説
き
、
慰
霊
行
為
を
担
う
と
い
う
、
仏
教
的
な
行
事
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
こ
の
点
が

充
分
に
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。 

よ
っ
て
本
章
で
は
、
貞
観
五
年
御
霊
会
に
講
師
と
し
て
招
か
れ
た
律
師
慧
達
に
注
目
し
、
当
該
状
況
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
貞
観
五

年
御
霊
会
の
成
立
事
情
に
つ
い
て
再
検
討
を
試
み
た
い
。
ま
ず
は
、
貞
観
五
年
御
霊
会
の
開
催
の
背
景
と
し
て
、
当
該
期
の
政
治
・
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社
会
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
る
。
次
に
、
慧
達
の
経
歴
を
確
認
し
、
御
霊
と
の
関
係
を
検
証
す
る
。
そ
し
て
、
若
干
で

は
あ
る
が
、
貞
観
五
年
御
霊
会
を
通
し
て
僧
侶
に
よ
る
慰
霊
の
根
拠
を
示
し
た
い
。 

 

一 

平
安
前
期
の
政
治
と
社
会 

 

平
安
前
期
は
、
班
田
制
の
動
揺
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
累
積
し
て
き
た
種
々
の
矛
盾
が
表
面
化
す
る
、
律
令
体
制
の

弛
緩
と
動
揺
の
時
期
で
あ
る
。
律
令
国
家
（
以
下
、
国
家
）
の
人
民
支
配
と
徴
税
の
基
本
は
戸
籍
・
計
帳
に
あ
り
、
こ
れ
を
も
と
に

班
田
と
種
々
の
課
税
を
行
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
浮
浪
や
逃
亡
の
多
発
、
ま
た
偽
籍
に
よ
っ
て
戸
籍
・
計
帳
は
形
骸
化
し
、
八
世
紀

末
頃
か
ら
は
、
班
田
の
実
施
そ
の
も
の
が
困
難
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
農
民
間
の
格
差
は
深
刻
で
、
富
裕
な
有
力
農
民
は
、
私
出

挙
に
よ
っ
て
さ
ら
に
富
を
蓄
積
し(

1
0
)

、
九
世
紀
に
は
「
富
豪
之
輩
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
や
が
て
中
央
貴
族
と
結
び
付
い

て
い
く
。
一
方
、
没
落
農
民
は
、
富
裕
農
民
、
貴
族
、
寺
社
に
よ
る
大
土
地
所
有
の
支
配
下
に
入
る
か
、
も
し
く
は
本
貫
地
を
離
れ
、

浮
浪
・
逃
亡
す
る
か
の
選
択
肢
を
迫
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
農
民
の
階
層
分
化
と
そ
れ
に
伴
う
村
落
か
ら
の
流
出
は
、
在
地
社
会
に
暮

ら
す
人
々
の
精
神
的
支
柱
で
あ
っ
た
村
落
祭
祀
に
も
動
揺
を
与
え
た(

1
1
)

。
そ
れ
は
国
家
の
神
祇
行
政
に
も
及
ぶ
よ
う
に
な
る
。 

律
令
体
制
下
で
は
、
国
家
は
神
祇
官
を
介
し
て
在
地
神
祇
の
統
制
を
行
っ
て
い
た
。
そ
の
中
心
は
、
神
祇
官
に
よ
る
官
社
統
制
で

あ
る(

1
2
)

。
そ
れ
を
象
徴
す
る
の
が
、
伊
勢
神
宮
を
頂
点
と
す
る
全
国
有
力
諸
社
の
官
社
帳
へ
の
登
載
、
及
び
祈
年
・
月
次
・
新
嘗
祭

な
ど
に
お
け
る
各
国
官
社
へ
の
班
幣
で
あ
る
。
そ
の
際
、
全
国
官
社
の
祝
部
を
神
祇
官
に
参
集
さ
せ
、
祝
詞
を
宣
し
た
後
に
幣
帛
を

頒
か
つ
規
定
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
八
世
紀
後
半
以
降
、
班
幣
に
対
す
る
意
識
が
希
薄
化
し
、
班
幣
の
場
に
祝
部
が
参
集
し
な
い
状

況
が
発
生
し
て
い
た
。 

（
前
略
）
・
・
・
右
撰
格
所
起
請
偁
。
太
政
官
弘
仁
八
年
二
月
六
日
下
二

諸
国
一

符
偁
。
得
二

神
祇
官
解
一

偁
。
件
等
祭
日
諸
社
祝

部
等
。
理
須
下

未
レ

祭
之
前
会
二

集
官
底
一

。
各
請
二

幣
帛
一

依
レ

例
供
祭
上

。
而
比
年
祝
部
等
怠
慢
不
二

会
集
一

。
再
三
教
導
習
レ

常



 

175 

 

不
レ

慎
。
遂
使
三

幣
帛
一
百
卌
二
裹
収
在
二

官
庫
一

。
無
レ

人
二

預
付
一

。
謹
案
二

太
政
官
去
宝
亀
六
年
六
月
十
三
日
符
一

偁
。
右
大

臣
宣
。
頒
レ

幣
之
日
祝
部
不
レ

参
。
自
レ

今
以
後
不
レ

得
二

更
然
一

。
若
不
レ

悛
者
宜
二

早
解
替
一

者
。
望
請
不
レ

論
二

有
位
無
位
一

還
レ

本
永
懲
二

将
来
一

者
。
・
・
・
（
後
略
）(

1
3
) 

こ
の
官
符
は
、
弘
仁
八
年
（
八
一
七
）
二
月
六
日
の
太
政
官
符
を
引
用
し
、
班
幣
に
参
集
し
な
い
祝
部
を
戒
め
た
宝
亀
六
年
（
七
七

五
）
の
官
符
を
確
認
し
つ
つ
、
再
三
祝
部
に
参
集
す
る
よ
う
指
導
し
て
い
る
が
、
効
果
は
な
く
、
百
四
十
二
に
も
の
ぼ
る
幣
帛
が
受

け
取
ら
れ
な
い
と
い
う
状
況
を
伝
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
国
家
の
神
祇
統
制
が
弛
緩
し
、
在
地
祭
祀
に
お
い
て
神
祇
官
の
地
位
が
低

下
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る(

1
4
)

。
こ
う
し
た
神
祇
行
政
の
動
揺
の
な
か
で
登
場
し
て
く
る
の
が
「
疫
神
」
と
い
う
観
念
で
あ

る
。
「
疫
神
」
は
、
宝
亀
元
年
（
七
七
〇
）
に
初
出
し
て
以
降(

1
5
)

、
宝
亀
年
間
（
七
七
〇
～
七
八
一
）
に
散
見
す
る
。
御
霊
の
前
提

と
な
る
「
疫
神
」
と
い
う
観
念
は
、
こ
う
し
た
変
動
期
の
社
会
が
造
り
出
し
た
も
の
と
い
え
る
。 

 
 

 

一
方
、
朝
廷
内
に
視
点
を
移
す
と
、
そ
こ
は
藤
原
北
家
が
台
頭
し
、
勢
力
拡
大
を
画
策
し
て
、
有
力
他
氏
と
の
政
争
を
繰
り
広
げ

る
混
沌
と
し
た
状
況
で
あ
っ
た
。
藤
原
北
家
の
繁
栄
は
、
嵯
峨
天
皇
の
信
任
を
得
た
冬
嗣
の
蔵
人
頭
の
任
命
に
は
じ
ま
る
と
、
一
般

的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
冬
嗣
を
重
用
し
た
嵯
峨
天
皇
は
、
弘
仁
十
四
年
（
八
二
三
）
、
弟
の
大
伴
親
王
（
淳
和
天
皇
）
に
譲
位
し
た

が
、
譲
位
後
も
皇
室
と
貴
族
社
会
の
最
高
権
威
と
し
て
君
臨
を
続
け
た
。
天
長
十
年
（
八
三
三
）
に
は
、
淳
和
天
皇
か
ら
嵯
峨
上
皇

の
皇
子
正
良
親
王
（
仁
明
天
皇
）
へ
の
譲
位
と
、
淳
和
の
子
恒
貞
親
王
の
立
太
子
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
時
期
の
特
徴
と
し
て
、
皇
室

内
で
の
私
的
関
係
の
発
達
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
な
か
で
は
、
儒
教
的
な
父
子
・
兄
弟
の
別
と
家
族
道
徳
が
強
調
さ
れ
た
。
嵯
峨
上

皇
は
、
こ
う
し
た
儒
教
観
念
に
基
づ
き
、
制
度
と
し
て
の
天
皇
権
力
で
は
な
く
、
皇
室
の
家
父
長
と
し
て
の
権
威
で
宮
廷
に
君
臨
し

た
。
ま
た
、
兄
弟
間
で
皇
位
の
継
承
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
天
皇
と
の
姻
戚
関
係
や
私
的
恩
寵
が
政
界
で
の
地
位
に
直
結
す
る
と
い

う
状
況
を
招
い
た
。
こ
れ
は
桓
武
朝
以
降
の
傾
向
で
も
あ
り
、
上
皇
や
天
皇
、
皇
太
子
と
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
貴
族
と
の
間
に
個
人

的
な
関
係
が
結
ば
れ
て
い
っ
た
。
特
に
、
皇
太
子
が
安
定
し
た
皇
位
継
承
を
繰
り
返
し
た
結
果
、
天
皇
の
皇
太
子
時
代
の
人
脈
が
重

視
さ
れ
、
娘
を
東
宮
に
入
れ
る
者
が
増
加
し
た(

1
6
)

。
こ
う
し
た
風
潮
に
あ
っ
て
、
嵯
峨
上
皇
に
接
近
し
て
い
っ
た
の
が
、
冬
嗣
の
子
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良
房
で
あ
っ
た
。
良
房
は
、
嵯
峨
の
皇
女
源
潔
姫
と
の
婚
姻
を
認
め
ら
れ
、
ま
た
、
良
房
の
妹
順
子
は
、
仁
明
天
皇
の
女
御
と
な
っ

て
天
皇
の
東
宮
時
代
に
道
康
親
王
を
産
ん
だ
。
仁
明
天
皇
の
即
位
後
、
道
康
親
王
は
、
す
で
に
皇
太
子
の
地
位
に
あ
っ
た
恒
貞
親
王

の
地
位
を
脅
か
す
よ
う
に
な
る
。
そ
う
し
た
な
か
、
承
和
七
年
（
八
四
〇
）
、
恒
貞
親
王
と
そ
の
近
臣
の
後
楯
で
あ
っ
た
淳
和
上
皇
が

没
し
、
さ
ら
に
、
同
九
年
（
八
四
二
）
、
そ
れ
ま
で
宮
廷
社
会
に
君
臨
し
、
均
衡
を
保
っ
て
き
た
嵯
峨
上
皇
が
亡
く
な
る
。
す
る
と
、

そ
の
わ
ず
か
二
日
後
に
承
和
の
変
が
起
こ
る 

(
1
7
)

。
こ
の
事
件
に
よ
り
、
春
宮
坊
の
伴
健
岑
、
橘
逸
勢
ら
の
謀
反
計
画
が
あ
き
ら
か

に
さ
れ
、
恒
貞
親
王
は
廃
太
子
、
淳
和
天
皇
時
代
以
来
の
近
臣
で
娘
を
東
宮
に
入
れ
て
い
た
大
納
言
藤
原
愛
発
（
良
房
の
叔
父
）
、
中

納
言
藤
原
吉
野
（
式
家
）
な
ど
、
東
宮
方
の
官
人
が
左
遷
・
配
流
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
直
ち
に
道
康
親
王
の
立
太
子
が
行
わ
れ
る
。

こ
れ
が
良
房
に
よ
る
他
氏
排
斥
、
勢
力
独
占
の
た
め
の
陰
謀
で
あ
る
の
か
、
事
件
の
真
相
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
良
房

は
、
後
の
文
徳
天
皇
の
外
戚
と
し
て
、
そ
の
地
位
を
固
め
た
の
で
あ
る
。 

承
和
の
変
の
直
後
、
良
房
は
、
中
納
言
か
ら
大
納
言
に
昇
進
し
、
承
和
十
五
年
（
八
四
八
）
に
は
右
大
臣
と
な
る
。
ま
た
、
娘
明

子
を
甥
の
皇
太
子
道
康
親
王
の
妃
と
し
た
。
嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
に
仁
明
天
皇
が
没
す
る
と
、
皇
太
子
道
康
親
王
が
文
徳
天
皇
と

し
て
即
位
し
、
明
子
の
産
ん
だ
惟
仁
親
王
が
生
後
九
ヶ
月
で
皇
太
子
と
な
る
。
こ
う
し
て
天
皇
と
皇
太
子
の
外
戚
と
な
っ
た
良
房
の

権
力
は
、
他
氏
の
及
ぶ
べ
く
も
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
天
安
元
年
（
八
五
七
）
、
良
房
は
太
政
大
臣
に
任
命
さ
れ
、
翌
年
に
文
徳
天
皇

が
亡
く
な
る
と
、
娘
明
子
の
産
ん
だ
惟
仁
皇
太
子
が
わ
ず
か
九
歳
で
清
和
天
皇
と
し
て
即
位
し
た
。
貞
観
八
年
（
八
六
六
）
に
は
人

臣
と
し
て
初
め
て
清
和
天
皇
の
摂
政
に
任
命
さ
れ
、
権
力
を
不
動
の
も
の
と
す
る
。
貞
観
十
四
年
（
八
七
二
）
に
良
房
が
亡
く
な
る

と
、
猶
子
の
基
経
に
よ
っ
て
そ
の
地
位
は
引
き
継
が
れ
、
藤
原
北
家
の
繁
栄
の
基
礎
が
固
め
ら
れ
た(

1
8
)

。 

良
房
の
権
力
形
成
は
、
宗
教
政
策
に
も
反
映
さ
れ
る
。
ま
ず
、
良
房
の
宗
教
政
策
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
神
階
奉
叙
で
あ
る
。

良
房
の
権
力
形
成
の
画
期
と
な
る
文
徳
天
皇
の
即
位
と
惟
仁
親
王
の
立
太
子
、
及
び
清
和
天
皇
の
即
位
の
直
後
に
、
そ
れ
ぞ
れ
全
国

的
な
神
階
奉
叙
が
実
施
さ
れ
て
い
る(

1
9
)

。
こ
の
一
連
の
神
階
奉
叙
に
つ
い
て
、
良
房
の
「
強
引
な
政
治
手
段
か
ら
起
こ
り
得
る
動
揺

を
未
然
に
防
ぎ
、
政
治
的
危
機
を
乗
り
切
る
と
い
う
意
図
の
も
と
に
行
わ
れ
た
も
の
」(

2
0
)

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
神
階
奉
叙
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の
時
期
を
み
れ
ば
、
そ
れ
に
良
房
の
政
治
的
意
図
が
働
い
て
い
た
こ
と
は
疑
い
を
入
れ
な
い
。 

一
方
、
仏
教
界
と
の
関
わ
り
を
み
て
い
く
と
、
特
に
天
台
宗
の
円
仁
と
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
円
仁
は
、
真

言
宗
の
密
教
（
「
東
密
」
）
に
対
抗
し
て
、
天
台
宗
に
体
系
化
さ
れ
た
密
教
（
「
台
密
」
）
を
も
た
ら
し
た
。
承
和
十
四
年
（
八
四
七
）

に
唐
よ
り
帰
国
し
た
円
仁
は
、
翌
年
に
「
奉
二

為
国
家
一

。
永
修
二

灌
頂
一

。
増
二

飾
皇
祐
一

。
鎮
二

護
聖
境
一

。
伏
乞
。
天
恩
特
垂
二

允

許
一

。
則 

先
帝
御
願
塵
劫
逾
隆
。
今
上
宝
祚
万
代
長
栄
」(

2
1
)

と
奏
上
し
て
勅
許
を
得
て
い
る
。
当
時
の
上
卿
は
右
大
臣
良
房
で
あ

っ
た
か
ら
、
こ
の
頃
す
で
に
良
房
と
円
仁
と
の
間
に
密
接
な
関
係
が
築
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る(

2
2
)

。
ま
た
、
円
仁
は
、
嘉

祥
二
年
（
八
四
九
）
、
天
台
宗
で
は
最
澄
以
降
三
人
目
と
な
る
内
供
奉
十
禅
師
に
任
命
さ
れ
て
お
り(

2
3
)

、
円
仁
が
優
遇
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
う
か
が
え
る
。 

嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
十
一
月
、
良
房
の
娘
明
子
の
産
ん
だ
惟
仁
親
王
の
立
太
子
が
行
わ
れ
る
。
惟
仁
親
王
は
、
文
徳
天
皇
の
第

四
皇
子
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
皇
太
子
と
な
り
得
た
の
は
、
ひ
と
え
に
良
房
の
強
引
な
手
法
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
立
太

子
に
非
難
が
集
ま
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い(

2
4
)

。
そ
の
際
、
円
仁
は
、
惟
仁
親
王
の
立
太
子
の
祈
願
を
行
っ
た
と
い
わ
れ(

2
5
)

、

惟
仁
親
王
の
立
太
子
に
協
力
し
た
円
仁
は
、
良
房
と
の
関
係
を
さ
ら
に
深
め
た
。
同
年
、
円
仁
が
天
台
僧
の
年
分
度
者
二
人
の
増
加

を
奏
請
し
、
そ
れ
が
上
卿
右
大
臣
良
房
の
も
と
で
許
可
さ
れ
た(

2
6
)

こ
と
に
、
両
者
の
関
係
性
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
年
分
度
者

は
、
定
員
制
の
得
度
方
式
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
得
度
で
き
る
の
は
十
二
名
と
い
う
非
常
に
限
ら
れ
た
枠
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
密

教
経
典
（
『
蘇
悉
地
経
』
と
『
金
剛
頂
経
』
）
を
学
ぶ
者
と
し
て
、
新
た
に
天
台
宗
か
ら
二
名
の
得
度
者
の
枠
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
は

大
変
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
密
教
へ
の
期
待
の
大
き
さ
の
み
な
ら
ず
、
良
房
と
天
台
宗
の
密
接
な
関
係
が
う
か
が
え
る
。 

一
方
で
、
良
房
は
、
真
言
宗
の
真
雅
と
も
近
し
い
関
係
に
あ
っ
た
よ
う
で
、
真
雅
は
、
清
和
天
皇
の
加
護
の
た
め
に
建
立
さ
れ
た

貞
観
寺
の
建
立
に
携
わ
り
、
清
和
天
皇
の
護
持
僧
と
な
っ
て
い
る(

2
7
)

。
こ
う
し
た
良
房
と
円
仁
・
真
雅
と
の
接
近
は
、
良
房
が
そ
の

権
力
形
成
の
た
め
に
、
彼
ら
の
力
、
特
に
加
持
祈
祷
と
い
っ
た
密
教
的
な
験
力
を
求
め
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
円
仁
・
真
雅
か

ら
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
良
房
の
要
請
に
応
え
る
こ
と
で
、
自
ら
の
要
求
―
例
え
ば
、
天
台
僧
二
人
の
年
分
度
者
の
増
加
―
を
実
現
さ
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せ
て
い
た
と
い
え
る
。 

加
え
て
、
貞
観
元
年
（
八
五
九
）
に
は
、 

凡
毎
年
十
月
興
福
寺
維
摩
会
。
屈
下

諸
宗
僧
学
業
優
長
果
二

五
階
一

者
上

為
二

講
師
一

。
明
年
正
月
大
極
殿
御
斎
会
。
以
二

此
僧
一

為
二

講
師
一

。
三
月
薬
師
寺
最
勝
会
講
師
。
亦
同
請
レ

之
。
経
二

此
三
会
講
師
一

者
。
依
レ

次
任
二

僧
綱
一

。
他
皆
効
レ

此
。(

2
8
) 

と
定
め
、
維
摩
会
の
講
師
を
宮
中
御
斎
会
と
薬
師
寺
最
勝
会
の
講
師
と
し
、
こ
れ
ら
の
講
師
を
全
て
経
た
者
を
順
次
僧
綱
に
補
任
し

て
い
く
制
度
が
整
え
ら
れ
た
。
僧
綱
に
補
任
さ
れ
る
た
め
に
は
、
藤
原
氏
の
氏
寺
で
あ
る
興
福
寺
の
維
摩
会
講
師
を
経
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
す
る
こ
の
規
定
は
、
僧
綱
を
も
そ
の
支
配
下
に
置
こ
う
と
し
た
良
房
の
意
図
を
う
か
が
わ
せ
る(

2
9
)

。 

こ
う
し
た
良
房
の
宗
教
政
策
は
、
自
身
の
権
力
形
成
と
い
う
目
的
に
帰
結
す
る
も
の
で
、
彼
の
権
力
形
成
を
補
強
す
る
た
め
の
手

段
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
貞
観
五
年
御
霊
会
に
つ
い
て
も
、
良
房
に
よ
る
一
連
の
宗
教
政
策
の
枠
組
み
で
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、

今
市
・
宮
崎
両
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に(

3
0
)

、
そ
の
成
立
に
良
房
の
政
治
的
意
図
が
働
い
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る(

3
1
)

。 

た
だ
し
、
御
霊
会
と
い
っ
た
宗
教
行
事
は
、
良
房
が
単
独
で
企
画
・
実
行
で
き
得
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
御
霊
会
の
開
催
を

持
ち
か
け
る
第
三
者
の
存
在
、
つ
ま
り
何
ら
か
の
宗
教
的
知
識
者
の
存
在
が
想
定
さ
れ
る
。
民
間
で
発
生
し
た
御
霊
会
を
国
家
の
主

催
と
い
う
形
で
大
々
的
に
行
う
よ
う
に
持
ち
か
け
た
人
物
と
は
一
体
何
者
な
の
か
。
こ
の
疑
問
を
解
く
鍵
は
、
貞
観
五
年
御
霊
会
に

お
い
て
講
師
を
つ
と
め
た
慧
達
に
あ
る
と
考
え
る
。 

 

二 

御
霊
と
法
相
宗 

 

先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
貞
観
五
年
御
霊
会
に
は
、
律
師
慧
達
が
講
師
と
し
て
招
請
さ
れ
、『
金
光
明
経
』
と
『
般
若
心
経
』
を
演

説
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
慧
達
と
は
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
の
か
。
慧
達
に
つ
い
て
ま
と
ま
っ
た
所
伝
は
、『
元
亨
釈
書
』
と
『
本

朝
高
僧
伝
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
ひ
と
ま
ず
、
成
立
年
代
の
早
い
『
元
亨
釈
書
』
の
慧
達
伝
を
確
認
し
て
お
く
。 
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釈
慧
達
。
姓
秦
氏
。
美
州
人
。
事
二

薬
師
寺
仲
継
一

学
二

法
相
一

。
嘗
上
二

比
良
山
一

。
修
練
者
久
。
仁
寿
帝
不
予
。
召
レ

達
加
護
。

達
出
レ

山
入
レ

宮
。
帝
疾
即
羌
。
元
慶
二
年
八
月
二
日
滅
。
年
八
十
三
。
達
於
二

薬
師
寺
一

毎
歳
修
二

万
灯
会
一

。
始
自
二

行
年
三
十

八
一

至
二

終
歳
一

。
年
数
反
復
亦
可
レ

恠
云
。(

3
2
) 

こ
の
所
伝
に
よ
る
と
、
薬
師
寺
法
相
宗
の
慧
達
は
、
美
濃
国
秦
氏
の
出
身
で
あ
る
。
薬
師
寺
仲
継
に
法
相
教
学
を
学
ぶ
一
方
、
近
江

の
比
良
山
に
て
修
行
に
励
ん
で
い
た
が
、
文
徳
天
皇
の
不
予
の
た
め
に
朝
廷
に
召
し
出
さ
れ
、
加
持
に
よ
っ
て
天
皇
の
病
を
治
癒
し

た
。
三
十
八
歳
の
時
に
薬
師
寺
に
て
万
灯
会
を
は
じ
め
、
以
降
没
す
る
ま
で
毎
年
行
っ
た
と
い
う(

3
3
)

。
ま
た
、
『
日
本
三
代
実
録
』

に
は
、
貞
観
十
二
年
（
八
七
〇
）
、
河
内
国
に
派
遣
さ
れ
て
堤
防
工
事
を
監
督
し
た
こ
と(

3
4
)

、
同
十
六
年
（
八
七
四
）
、
貞
観
寺
に
設

け
ら
れ
た
大
斎
会
に
て
咒
願
師
を
つ
と
め
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
る(

3
5
)

。 

慧
達
に
つ
い
て
知
ら
れ
る
こ
と
は
概
ね
以
上
で
あ
る
。
さ
ら
な
る
考
察
の
た
め
、
慧
達
の
師
で
あ
る
仲
継
の
経
歴
を
確
認
し
て
お

く
。
『
本
朝
高
僧
伝
』
仲
継
伝
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。 

釈
仲
継
。
不
レ

詳
二

姓
所
一

。
天
生
清
逸
。
才
調
有
レ

余
。
師
二

元
興
寺
護
命
僧
正
一

。
密
二

邇
左
右
一

三
十
余
年
。
識
智
分
斉
。
有

空
妙
理
。
抉
レ

源
竭
レ

委
。
耆
徳
推
奨
。
称
二

宗
棟
梁
一

。
主
二

領
和
之
薬
師
寺
一

。
大
弘
二

相
宗
一

。
当
時
学
侶
。
争
投
二

其
門
一

。

天
長
六
年
春
。
継
請
下

修
二

最
勝
会
於
薬
師
寺
一

以
為
中

永
式
上

。
制
二

可
其
奏
一

。
因
招
二

名
徳
一

。
始
二

于
三
月
朔
一

。
一
七
日
中

講
二

最
勝
王
経
一

。
勅
任
二

律
師
一

。
承
和
十
年
某
日
化
二

於
住
所
一

。
不
レ

記
二

歳
臘
一

。
有
二

高
弟
三
人
一

明
詮
。
真
慧
。
隆
光
也
。

詮
光
伝
在
レ

後
。
慧
優
才
高
臘
。
三
董
二

薬
師
寺
一

。
賛
曰
。
弘
仁
天
長
間
。
継
師
以
二

法
相
一

鳴
。
弘
法
大
師
性
霊
集
中
。
極
称

二

其
徳
一

。
今
拾
二

隻
事
片
言
一

。
以
定
二

照
乗
之
美
価
一

也
。(

3
6
) 

こ
れ
に
よ
る
と
、
仲
継
は
薬
師
寺
法
相
宗
の
僧
で
、
元
興
寺
護
命
の
弟
子
と
伝
え
ら
れ
る
。
出
自
は
不
明
。
法
相
宗
の
棟
梁
と
称
さ

れ
、
法
相
宗
を
大
い
に
弘
布
し
、
当
時
の
学
侶
は
競
っ
て
そ
の
門
下
に
入
ろ
う
と
し
た
と
い
う
。
天
長
六
年
（
八
二
九
）
よ
り
、
薬

師
寺
に
て
最
勝
会
を
は
じ
め
た
こ
と
が
知
ら
れ
る(

3
7
)

。
仲
継
が
は
じ
め
た
最
勝
会
は
勅
会
と
し
て
、
毎
年
三
月
朔
日
か
ら
七
日
間
名

徳
を
招
い
て
修
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
同
四
年
（
八
二
七
）
に
は
、
伊
予
親
王(

3
8
)

追
善
の
た
め
の
法
華
講
会
の
際
、
聴
法
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の
上
首
を
つ
と
め
た
こ
と
が
、
『
性
霊
集
』
に
収
め
ら
れ
た
「
伊
予
親
王
追
悼
願
文
」
か
ら
確
認
で
き
る(

3
9
)

。 

仲
継
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
は
、
三
会
の
ひ
と
つ
最
勝
会
を
は
じ
め
た
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
御
霊
の
一
人
、
伊
予
親
王
の
追
善

に
関
与
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
貞
観
五
年
御
霊
会
で
講
師
を
つ
と
め
た
慧
達
の
師
、
仲
継
も
御
霊
と
関
わ
っ
て
い
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
慧
達
の
招
請
は
、
こ
う
し
た
先
の
実
績
に
裏
付
け
ら
れ
て
の
こ
と
だ
ろ
う
か
。
こ
の
事
例
以
外
に
、
法
相
宗
の

僧
侶
が
御
霊
と
関
わ
っ
て
い
な
い
か
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。 

六
人
の
御
霊
の
う
ち
、
最
も
早
く
そ
の
怨
霊
が
語
ら
れ
た
の
は
、
早
良
親
王
（
崇
道
天
皇
）
で
あ
る
。
早
良
は
、
延
暦
四
年
（
七

八
五
）
九
月
に
起
こ
っ
た
造
長
岡
京
使
藤
原
種
継
暗
殺
事
件
の
首
謀
者
と
さ
れ
、
無
実
の
罪
に
問
わ
れ
た
。
捕
え
ら
れ
た
早
良
は
、

親
王
号
を
剥
奪
さ
れ
、
乙
訓
寺
に
幽
閉
さ
れ
る
が
、
無
罪
を
主
張
し
て
十
日
あ
ま
り
断
食
し
、
配
流
先
の
淡
路
国
に
送
ら
れ
る
途
中

で
死
亡
し
た
と
い
う
。
通
説
で
は
、
こ
の
事
件
の
背
景
に
、
桓
武
天
皇
が
実
子
の
安
殿
親
王
の
立
太
子
を
望
ん
だ
た
め
、
す
で
に
自

身
の
皇
太
子
と
な
っ
て
い
た
弟
早
良
の
廃
太
子
を
企
て
た
こ
と
に
加
え
、
貴
族
間
の
権
力
争
い
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る(

4
0
)

。
こ

の
事
件
後
、
十
一
月
に
安
殿
親
王
の
立
太
子
が
行
わ
れ
た
が(

4
1
)

、
そ
の
後
、
桓
武
天
皇
の
周
辺
に
は
不
幸
な
出
来
事
が
相
次
い
だ
。

延
暦
七
年
（
七
八
八
）
の
夫
人
従
三
位
藤
原
旅
子(

4
2
)

を
は
じ
め
と
し
て
、
同
八
年
（
七
八
九
）
に
生
母
の
高
野
新
笠(

4
3
)

、
同
九
年
（
七

九
〇
）
に
は
皇
后
藤
原
乙
牟
漏
が
相
次
い
で
没
し(

4
4
)

、
さ
ら
に
は
、
皇
太
子
安
殿
親
王
や
桓
武
天
皇
自
身
が
病
を
発
し
た
。
同
じ
頃
、

全
国
的
に
飢
饉
の
被
害
が
拡
大
す
る
と
同
時
に
、
疫
病
も
発
生
し
た(

4
5
)

。
こ
う
し
た
状
況
下
に
あ
っ
て
、
同
九
年
に
初
め
て
早
良
へ

の
追
善
が
行
わ
れ
る(

4
6
)

。
ど
う
や
ら
、
こ
の
頃
か
ら
桓
武
天
皇
の
周
辺
の
不
幸
、
及
び
飢
饉
・
疫
病
と
い
っ
た
災
異
の
原
因
と
し
て
、

早
良
の
祟
り
が
語
ら
れ
は
じ
め
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
初
め
て
明
確
に
早
良
の
「
祟
」
が
記
さ
れ
る
の
が
、
同
十
一
年
（
七
九

二
）
、
「
皇
太
子
久
病
。
卜
レ

之
崇
道
天
皇
為
レ

祟
。
遣
二

諸
陵
頭
調
子
王
等
於
淡
路
国
一

。
奉
レ

謝
二

其
霊
一

。
」(

4
7
)

で
あ
る
。
こ
の
記
事

に
よ
る
と
、
皇
太
子
安
殿
親
王
の
病
が
回
復
し
な
い
の
で
卜
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
早
良
親
王
の
祟
り
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ

の
た
め
、
淡
路
国
に
遣
使
し
て
早
良
の
霊
に
謝
し
た
と
い
う
。
こ
れ
以
降
、
早
良
に
対
す
る
慰
霊
は
、
追
号
や
奉
幣
、
読
経
な
ど
、

様
々
な
手
段
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る(

4
8
)

。
そ
の
な
か
で
、
延
暦
十
六
年
（
七
九
七
）
の
出
来
事
と
し
て
『
扶
桑
略
記
』
に
伝
え
ら
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れ
る
次
の
記
事
に
注
目
し
た
い
。 

興
福
寺
善
珠
任
二

僧
正
一

。
皇
太
子
病
悩
間
。
施
二

般
若
験
一

。
仍
被
二

抽
賞
一

。
去
延
暦
四
年
十
月
。
皇
太
子
早
良
親
王
将
レ

被
レ

廃
。
時
馳
二

使
諸
寺
一

。
令
レ

修
二

白
業
一

。
于
レ

時
諸
寺
拒
而
不
レ

納
。
後
乃
到
二

菅
原
寺
一

。
爰
興
福
寺
沙
門
善
珠
含
レ

悲
出
迎
。

灑
レ

涙
礼
仏
訖
之
後
。
遥
契
遥
言
。
前
世
残
業
。
今
来
成
レ

害
。
此
生
絶
レ

讎
。
更
勿
レ

結
レ

怨
。
使
者
還
報
二

委
曲
一

。
親
王
憂
裡

為
レ

歓
云
。
自
被
二

忍
辱
之
衣
一

。
不
レ

怕
二

逆
鱗
之
怒
一

。
其
後
親
王
亡
霊
屡
悩
二

於
皇
太
子
一

。
善
珠
法
師
応
レ

請
。
乃
祈
請
云
。

親
王
出
レ

都
之
日
。
厚
蒙
二

遺
教
一

。
乞
用
二

少
僧
之
言
一

。
勿
レ

致
二

悩
乱
之
苦
一

。
即
転
二

読
般
若
一

。
説
二

无
相
之
理
一

。
此
言
未
レ

行
。
其
病
立
除
。
因
レ

茲
昇
進
。
遂
拝
二

僧
正
一

。
為
レ

人
致
レ

忠
。
自
得
二

其
位
一

也
。
已
上
国
史

。(
4
9
) 

こ
の
記
事
は
、
配
流
直
前
の
早
良
と
興
福
寺
法
相
宗
の
善
珠(

5
0
)

と
の
や
り
と
り
を
伝
え
て
い
る
。
記
事
に
よ
る
と
、
廃
太
子
と
な
っ

た
早
良
の
た
め
、
そ
の
使
者
が
仏
事
の
依
頼
に
諸
寺
に
赴
く
も
、
悉
く
拒
否
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
興
福
寺
に
い
た
善
珠
の
み

は
そ
れ
に
応
じ
、
涙
を
流
し
て
礼
仏
し
、
遺
恨
を
絶
や
し
、
更
に
怨
み
を
結
ぶ
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
と
早
良
へ
の
伝
言
を
使
者
に

託
し
た
。
そ
れ
を
聞
い
た
早
良
は
、「
自
ら
忍
辱
の
衣
を
被
り
、
逆
鱗
の
怒
を
怕
れ
ず
」
と
の
言
葉
を
遺
し
た
と
い
う
。
こ
の
記
事
か

ら
は
、
両
者
の
信
頼
関
係
と
親
密
さ
が
う
か
が
え
る(

5
1
)

。
さ
ら
に
記
事
は
、
早
良
の
死
後
、
皇
太
子
安
殿
親
王
が
そ
の
亡
霊
に
よ
っ

て
病
に
伏
し
た
た
め
、
善
珠
が
『
般
若
経
』
を
転
読
し
て
病
を
治
し
、
そ
の
功
績
に
よ
っ
て
僧
正
の
地
位
に
補
任
さ
れ
た
こ
と
を
伝

え
て
い
る
。 

善
珠
は
、
そ
の
著
作
『
梵
網
経
略
抄
』
巻
下
に
お
い
て
、「
孝
有
二

二
種
一

、
世
間
之
孝
、
以
レ

怨
報
レ

怨
、
如
二

草
滅
一
レ

火
、
勝
羲
之

孝
、
以
レ

慈
報
レ

怨
、
如
二

水
滅
一
レ

火
」
と
、
怨
霊
に
対
す
る
際
の
あ
る
べ
き
態
度
を
示
し
て
い
る
。
怨
恨
に
対
し
怨
恨
で
応
じ
る
の

で
は
な
く
、「
勝
羲
之
孝
」
、
つ
ま
り
、
慈
悲
の
心
を
持
て
と
説
い
て
い
る
。「
勝
羲
之
孝
」
な
る
観
念
は
、
中
国
に
お
い
て
仏
教
が
儒

教
と
結
び
付
い
た
こ
と
で
生
ま
れ
た
と
い
う(

5
2
)

。
そ
れ
が
、
や
は
り
中
国
で
生
ま
れ
た
『
梵
網
経
』
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
『
梵
網

経
』
は
、
五
世
紀
頃
に
中
国
で
つ
く
ら
れ
た
偽
経
と
い
わ
れ
る
が
、
日
本
で
は
八
世
紀
の
半
ば
以
降
に
広
ま
り
、
最
澄
も
こ
の
経
典

の
十
重
四
十
八
軽
戒
を
「
大
乗
戒
」
と
称
し
、
こ
れ
を
授
け
る
大
乗
戒
壇
を
比
叡
山
に
設
置
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
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い
る
通
り
で
あ
る
。
日
本
で
は
『
梵
網
経
』
の
注
釈
書
と
し
て
、
新
羅
僧
羲
寂
の
『
梵
網
経
菩
薩
戒
本
疏
』
と
、
唐
僧
太
賢
の
『
梵

網
経
古
迹
記
』
が
重
用
さ
れ
、
善
珠
の
『
梵
網
経
略
抄
』
は
、
太
賢
の
『
梵
網
経
古
迹
記
』
の
引
き
写
し
と
い
わ
れ
る(

5
3
)

。
早
良
と

い
う
怨
霊
に
対
峙
し
た
時
も
、
善
珠
が
示
し
た
の
は
「
勝
羲
之
孝
」
と
い
う
態
度
で
あ
り
、
そ
れ
が
善
珠
に
と
っ
て
怨
霊
を
慰
撫
し

よ
う
と
す
る
思
想
的
根
拠
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。 

さ
て
、
善
珠
の
死
後
も
法
相
宗
の
僧
侶
が
早
良
の
祟
り
と
対
峙
し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
次
の
史
料
は
、
延
暦
二
十
四
年
（
八

〇
五
）
、
病
に
伏
す
桓
武
天
皇
が
早
良
の
た
め
に
淡
路
国
に
寺
院
を
建
立
す
る
こ
と
を
命
じ
た
記
事
で
あ
る
。 

平
明
。
上
急
召
二

皇
太
子
一

。
遲
之
。
更
遣
下
二

参
議
右
衛
士
督
従
四
位
下
藤
原
朝
臣
緒
嗣
一

召
上
レ

之
。
即
皇
太
子
参
入
。
昇
殿
。

召
二

於
牀
下
一

。
勅
語
良
久
。
命
二

右
大
臣
一

以
二

正
四
位
下
菅
野
朝
臣
真
道
。
従
四
位
下
秋
篠
朝
臣
安
人
一

。
為
二

参
議
一

。
又
請
二

大
法
師
勝
虞
一

。
放
二

却
鷹
犬
一

。
侍
臣
莫
レ

不
レ

流
レ

涙
。
奉
二

爲
崇
道
天
皇
一

。
建
二

寺
於
淡
路
国
一

。
・
・
・
（
後
略
）
。(

5
4
) 

こ
の
時
、
勝
虞
（
勝
悟
）
が
朝
廷
に
召
さ
れ
て
い
る
。
勝
虞
が
召
請
さ
れ
た
の
は
、
病
の
平
癒
の
た
め
か
、
そ
れ
と
も
寺
院
建
立
へ

の
協
力
か
、
そ
れ
と
も
早
良
に
対
す
る
追
善
を
要
請
す
る
た
め
な
の
か
、
判
読
す
る
の
は
難
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
場
に
勝

虞
が
呼
ば
れ
た
こ
と
は
、
早
良
の
怨
霊
を
慰
撫
す
る
た
め
の
何
ら
か
の
役
割
を
勝
虞
に
期
待
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
勝
虞
は
、

興
福
寺
、
も
し
く
は
元
興
寺
で
法
相
宗
の
尊
応
に
師
事
し
た
こ
と
が
伝
わ
る
か
ら(

5
5
)

、
彼
も
ま
た
法
相
宗
の
僧
侶
で
あ
り
、
仲
継
、

善
珠
、
そ
し
て
勝
虞
と
、
貞
観
五
年
御
霊
会
以
前
に
、
法
相
宗
の
僧
侶
が
御
霊
と
接
触
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。 

 

三 

平
安
前
期
の
法
相
宗 

 

桓
武
や
嵯
峨
朝
に
お
い
て
、
御
霊
に
対
す
る
慰
霊
に
あ
た
っ
た
の
は
、
善
珠
や
勝
虞
、
仲
継
だ
け
で
は
な
い
。
最
澄
は
、
弘
仁
年

間
（
八
一
〇
～
八
二
四
）
に
、「
長
講
法
華
経
後
分
略
願
文
」
、「
長
講
金
光
明
経
会
式
」
、「
長
講
仁
王
般
若
経
会
式
」
の
い
わ
ゆ
る
「
三

部
長
講
会
式
」
を
記
し
、
諸
神
祇
を
は
じ
め
、
一
切
の
死
者
の
霊
が
苦
悩
を
離
れ
善
知
識
と
な
り
、
仏
果
を
得
る
こ
と
を
願
っ
て
い
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る
。
こ
れ
ら
の
な
か
に
、
崇
道
天
皇
（
早
良
親
王
）・
伊
予
親
王
・
藤
原
夫
人
・
藤
原
仲
成
の
名
前
が
み
え
る
。
ま
た
、
空
海
も
天
長

四
年
（
八
二
七
）
の
伊
予
親
王
追
悼
願
文(

5
6
)

の
な
か
で
、
伊
予
親
王
・
藤
原
夫
人
（
吉
子
）
母
子
の
霊
魂
の
苦
し
み
を
救
済
し
よ
う

と
願
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
分
析
を
踏
ま
え
、
櫻
木
潤
氏
は
、
最
澄
、
空
海
に
よ
る
御
霊
の
慰
撫
か
ら
御
霊
会
に
至
る
道
程
を
想
定

す
る
。 

確
か
に
、
当
時
政
権
の
中
枢
に
あ
っ
た
藤
原
良
房
が
、
こ
れ
ま
で
度
々
朝
廷
を
悩
ま
せ
て
き
た
御
霊
に
対
す
る
一
斉
慰
霊
仏
事
を

挙
行
し
よ
う
と
し
、
最
澄
・
空
海
の
先
例
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
自
身
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
円
仁
や
真
雅
に
協
力
を
要
請
し
て
、

貞
観
五
年
御
霊
会
の
開
催
に
至
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
貞
観
五
年
御
霊
会
で
実
際
に
御
霊
の
慰
撫
に
あ
た
っ
た
の
は
、
天
台
僧
で
も
な
く
、
真
言
僧
で
も
な
く
、
法
相

宗
の
慧
達
で
あ
っ
た
。
当
時
慧
達
は
、
律
師
と
し
て
僧
綱
の
一
員
で
あ
っ
た
か
ら
、
御
霊
会
と
い
う
国
家
仏
事
に
参
加
す
る
こ
と
は

不
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
。
と
は
い
え
、
当
時
の
僧
綱
に
は
、
大
僧
都
の
真
雅
を
は
じ
め
、
真
沼
、
恵
運
ら
真
言
僧
が
三
人
も
い
る
。

慰
霊
と
い
う
行
為
を
考
え
れ
ば
、
加
持
祈
祷
に
強
い
真
言
宗
の
僧
侶
の
方
が
適
任
で
は
な
い
か
。
何
よ
り
、
良
房
と
密
接
な
関
係
に

あ
る
真
雅
が
い
る
。
し
か
し
、
実
際
、
御
霊
会
に
講
師
と
し
て
招
請
さ
れ
た
の
は
、
慧
達
で
あ
っ
た
。 

そ
こ
で
慧
達
が
招
請
さ
れ
た
背
景
を
考
え
る
と
、
先
に
掲
げ
た
『
元
亨
釈
書
』
慧
達
伝
の
「
事
二

薬
師
寺
仲
継
一

学
二

法
相
一

。
嘗
上
二

比
良
山
一

。
修
練
者
久
。
仁
寿
帝
不
予
。
召
レ

達
加
護
。
達
出
レ

山
入
レ

宮
。
帝
疾
即
羌
。
」
が
参
考
に
な
る
。
慧
達
は
、
比
良
山
で
山

林
修
行
に
励
み
、
そ
こ
で
験
力
を
得
た
の
だ
ろ
う
、
仁
明
天
皇
の
病
を
平
癒
し
て
い
る
。 

こ
う
し
た
慧
達
の
経
歴
に
関
わ
っ
て
、
慧
達
の
師
仲
継
が
師
事
し
た
護
命
の
伝
記
が
注
目
さ
れ
る
。 

僧
正
伝
灯
大
法
師
位
護
命
卒
。
法
師
俗
姓
秦
氏
。
美
濃
国
各
務
郡
人
。
年
十
五
。
以
二

元
興
寺
万
耀
大
法
師
一

為
二

依
止
一

。
入
二

吉
野
山
一

而
苦
行
焉
。
十
七
得
度
。
便
就
二

同
寺
勝
虞
大
僧
都
一

。
学
二

習
法
相
大
乗
一

也
。
月
之
上
半
入
二

深
山
一

。
修
二

虚
空
蔵

法
一

。
下
半
在
二

本
寺
一

。
研
二

精
宗
旨
一

。
教
授
之
道
。
遂
得
二

先
鳴
一

。(
5
7
) 

こ
の
護
命
伝
に
は
、
い
く
つ
か
の
重
要
な
点
が
指
摘
で
き
る
。
ま
ず
護
命
の
出
自
で
あ
る
。
護
命
は
、
美
濃
国
出
身
で
俗
姓
は
秦
氏
。
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慧
達
も
美
濃
国
の
出
身
で
あ
り
、
俗
姓
は
秦
氏
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
慧
達
と
護
命
は
同
郷
で
し
か
も
同
族
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
護
命

は
、
得
度
の
後
、
元
興
寺
の
勝
虞
に
唯
識
を
学
び
、
月
の
半
分
は
山
に
入
り
虚
空
蔵
法
を
修
し
た
と
あ
る
。 

虚
空
蔵
法
と
は
、
虚
空
蔵
菩
薩
を
本
尊
と
す
る
密
教
修
法
で
あ
り
、
虚
空
蔵
菩
薩
法
、
五
大
虚
空
蔵
法
、
虚
空
蔵
求
聞
持
法
の
三

種
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
護
命
が
修
し
た
と
さ
れ
る
虚
空
蔵
法
と
は
、
虚
空
蔵
求
聞
持
法
を
指
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る(

5
8
)

。
虚
空

蔵
求
聞
持
法
と
は
、
一
種
の
記
憶
力
増
進
法
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
虚
空
蔵
菩
薩
の
真
言
を
一
日
一
万
遍
唱
え
、
そ
れ
を
百
日
続
け

る
と
修
得
で
き
る
と
い
う
。
こ
れ
を
修
得
す
る
と
見
た
も
の
、
聞
い
た
も
の
全
て
を
忘
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
わ
れ
、
福
徳
・
災
害

消
除
の
功
徳
が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
て
い
た
。
佐
野
賢
治
氏
に
よ
る
と
、
そ
も
そ
も
虚
空
蔵
信
仰
は
、
秦
氏
が
伝
来
・
護
持
し
た
も

の
で
あ
る
と
い
う(

5
9
)

。
虚
空
蔵
求
聞
持
法
の
修
法
に
関
わ
っ
た
勤
操
や
道
昌
は
秦
氏
出
身
で
あ
り(

6
0
)

、
護
命
も
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
護
命
と
同
郷
同
族
で
、
し
か
も
法
相
教
学
を
護
命
の
弟
子
、
仲
継
か
ら
学
ん
だ
慧
達
も
虚
空
蔵
求
聞
持
法
の

修
法
に
関
与
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。 

こ
れ
に
関
し
て
、
薗
田
香
融
氏
は
、
護
命
が
所
属
し
た
元
興
寺
法
相
宗
や
大
安
寺
三
論
宗
の
学
系
一
派
に
よ
っ
て
、
吉
野
比
蘇
山

に
「
自
然
智
宗
」
と
呼
ば
れ
る
山
林
修
行
の
伝
統
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る(

6
1
)

。
「
自
然
智
宗
」
と
は
虚
空
蔵
求

聞
持
法
に
よ
っ
て
、
宗
学
の
前
提
と
な
る
知
恵
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
山
林
修
行
の
一
派
で
あ
る
。
護
命
の
所
伝
に
「
入
二

吉

野
山
一

而
苦
行
・
・
・
（
中
略
）
・
・
・
月
之
上
半
入
二

深
山
一

。
修
二

虚
空
蔵
法
一

。
」
と
あ
る
こ
と
は
、
護
命
が
「
自
然
智
宗
」
に
加

わ
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
し
、
比
良
山
で
修
行
し
て
い
た
と
い
う
慧
達
も
そ
の
影
響
を
受
け
た
と
み
ら
れ
る
。
経
典
の
暗
誦

と
解
義
を
第
一
義
と
す
る
こ
の
時
代
の
僧
に
と
っ
て
は
、
記
憶
の
増
進
を
助
け
る
密
教
修
法
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
知
識
と

は
、
同
一
基
盤
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
で
、
古
代
に
お
け
る
山
林
修
行
は
、
私
度
僧
や
民
間
巫
覡
の
修
行
の
場
で
あ
っ
た
だ
け

で
な
く
、
鎮
護
国
家
を
担
う
官
僧
に
も
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
法
相
宗
を
は
じ
め
、
南
都
仏
教
に

は
密
教
的
な
基
盤
が
形
成
、
継
承
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
病
気
平
癒
や
慰
霊
な
ど
、
国
家
の
要
請
に
応
じ
る
こ
と
を
可
能
と
し
て
い

た
。
こ
う
し
た
南
都
仏
教
が
内
包
し
て
い
た
密
教
的
な
性
質
を
背
景
に
、
法
相
宗
は
御
霊
と
対
峙
し
た
の
で
あ
る(

6
2
)

。 
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す
な
わ
ち
、
九
世
紀
の
仏
教
が
決
し
て
天
台
宗
や
真
言
宗
の
密
教
に
よ
っ
て
覆
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
も
と
も
と
南
都
仏

教
に
密
教
的
な
素
地
が
あ
り
、
そ
の
上
に
平
安
期
の
仏
教
が
形
作
ら
れ
、
展
開
し
て
い
く
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、
御
霊

の
慰
撫
が
密
教
修
法
で
は
な
く
、
従
来
の
方
法
―
顕
教
法
会
と
経
典
の
講
説
―
が
と
ら
れ
た
点
に
、
南
都
仏
教
の
主
張
と
立
場
が
あ

ら
わ
れ
て
い
る
。 

ま
た
、
慧
達
が
御
霊
会
の
講
師
を
つ
と
め
た
背
景
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
第
五
章
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
慧
達
は
、
最
勝
会

が
行
わ
れ
る
薬
師
寺
の
僧
で
あ
る
。
そ
の
慧
達
が
御
霊
会
で
『
金
光
明
経
』
を
演
説
し
た
こ
と
は
、
こ
の
頃
、
『
金
光
明
経
』
、
も
し

く
は
『
最
勝
王
経
』
を
用
い
る
法
会
に
薬
師
寺
僧
が
招
請
さ
れ
る
慣
例
が
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。 

加
え
て
、
御
霊
の
一
人
文
屋
宮
田
麻
呂
は
、
薬
師
寺
に
「
檀
主
」
と
し
て
仏
足
石
を
納
め
た
と
伝
え
ら
れ
る
天
武
天
皇
の
孫
智
努

王
（
文
屋
浄
三
）(

6
3
)

の
孫
で
あ
り
、
天
武
系
の
五
世
孫
で
あ
る
。
慧
達
が
御
霊
会
の
講
師
を
つ
と
め
た
の
は
、
天
武
系
諸
王
、
及
び

氏
族
と
所
縁
が
深
い
薬
師
寺
に
よ
る
慰
霊
と
い
う
意
味
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
慧
達
が
御
霊
会
の
講
師
と
し
て
招
請
さ
れ
た

の
は
、
こ
の
よ
う
な
複
合
的
な
事
情
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

 

む
す
び
に
か
え
て 

 

こ
れ
ま
で
の
考
察
に
よ
っ
て
、
貞
観
五
年
御
霊
会
以
前
に
、
善
珠
、
勝
虞
、
仲
継
が
御
霊
の
追
善
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら

か
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
善
珠
と
早
良
親
王
と
い
う
個
人
的
な
関
係
を
起
点
と
し
、
御
霊
へ
の
対
応
が
法
相
宗
の
内
部
で
継
承
さ
れ

て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
ま
た
、
法
相
宗
が
御
霊
と
関
わ
る
こ
と
が
で
き
た
前
提
と
し
て
、
法
相
宗
が
「
自
然
智
宗
」
の
形

成
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
伝
統
的
に
密
教
的
要
素
を
内
包
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。 

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
考
察
を
踏
ま
え
て
、
貞
観
五
年
御
霊
会
の
成
立
を
考
え
る
と
、
そ
れ
に
は
南
都
仏
教
の
、
特
に
法
相
宗
の
意
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向
が
働
い
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
円
仁
や
真
雅
な
ど
、
本
格
的
な
密
教
修
法
を
修
得
し
て
い
た
彼
ら
で
は
な
く
、
法
相
宗
の
慧
達
が

御
霊
の
慰
撫
を
つ
と
め
た
こ
と
は
、
そ
れ
が
良
房
を
中
心
と
す
る
朝
廷
の
発
案
で
は
な
く
、
法
相
宗
側
か
ら
の
提
案
で
あ
っ
た
こ
と

を
示
唆
し
て
い
る
。
当
時
、
政
権
の
中
枢
に
あ
っ
た
良
房
と
円
仁
・
真
雅
と
の
接
近
は
、
法
相
宗
に
と
っ
て
は
憂
慮
す
べ
き
事
態
で
あ
っ
た
。

貞
観
五
年
御
霊
会
の
開
催
は
、
密
教
に
対
す
る
期
待
の
高
ま
り
と
い
う
状
況
に
あ
っ
て
、
い
か
に
法
相
宗
の
存
在
価
値
を
示
す
こ
と

が
で
き
る
か
を
模
索
し
た
結
果
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
筆
者
は
考
え
る
。
度
々
朝
廷
を
悩
ま
す
御
霊
に
対
す
る
一
斉
慰
霊
仏
事
の
開
催

を
持
ち
か
け
、
講
師
と
し
て
慧
達
を
派
遣
し
、
慰
霊
と
い
う
役
割
を
担
う
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
鎮
護
国
家
を
担
っ
て
き
た
と
い
う
、

自
ら
の
存
在
意
義
の
宣
揚
を
は
か
ろ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
慧
達
が
代
表
的
な
護
国
経
典
で
あ
る
『
金
光
明
経
』
や
、
従
来
、

災
異
時
に
読
経
す
る
こ
と
で
攘
災
招
福
の
効
果
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
『
般
若
心
経
』
を
演
説
し
て
い
る
こ
と
が
、
そ
れ
を
象

徴
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 

貞
観
五
年
御
霊
会
以
降
、
国
家
主
催
の
御
霊
会
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
法
相
宗
が
関
与
す
る
御
霊
会
が
国
家
法
会
の
な
か

に
組
み
込
ま
れ
、
制
度
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
自
ら
の
存
在
価
値
の
宣
揚
、
ま
た
は
朝
廷
が
抱
え
る
課
題

に
対
し
、
法
相
宗
と
し
て
、
南
都
仏
教
と
し
て
ど
の
よ
う
に
向
き
合
え
る
の
か
を
模
索
し
た
新
し
い
動
向
と
し
て
評
価
で
き
る
。
そ

れ
は
、
「
上
か
ら
の
統
制
の
所
産
」(

6
4
)

で
あ
っ
た
南
都
六
宗
の
「
自
発
性
の
所
産
」
と
で
も
い
う
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
が
貞
観
五
年

御
霊
会
、
そ
し
て
、
第
四
・
五
章
で
論
じ
た
文
殊
会
、
最
勝
会
の
な
か
に
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。 

                           
(1

) 

柴
田
實
「
祗
園
御
霊
会
―
そ
の
成
立
と
意
義
―
」
（
同
氏
編
『
民
衆
宗
教
史
叢
書
五 

御
霊
信
仰
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
八
四
年
所
収
、
初
出
一

九
六
六
年
）
。 

(2
) 

当
時
は
、
疫
神
が
疫
病
を
も
た
ら
す
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
神
を
祀
る
祭
祀
（
疫
神
祭
祀
）
が
流
行
し
た
。
疫
神
は
畿
内
を
中
心
と
し
て
、
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境
界
で
祀
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
『
延
喜
式
』
（
十
世
紀
初
頭
成
立
）
で
は
「
宮
城
四
隅
疫
神
祭
」
、
及
び
「
畿
内
境
十
処
疫
神
祭
」
と

規
定
さ
れ
、
体
系
化
さ
れ
て
い
る
（
神
祇
三
臨
時
祭
条
）
。 

(3
) 

肥
後
和
男
「
平
安
時
代
に
お
け
る
怨
霊
の
思
想
」
（
前
掲
注
（
１
）
『
御
霊
信
仰
』
所
収
、
初
出
一
九
三
九
年
）
。 

(4
) 

高
取
正
男
「
御
霊
会
の
成
立
と
初
期
平
安
京
の
住
民
」
（
前
掲
注
（
１
）
『
御
霊
信
仰
』
所
収
、
初
出
一
九
五
九
年
）
。 

(5
) 

菊
池
京
子
「
御
霊
会
の
成
立
と
展
開
―
信
仰
支
持
者
の
階
層
を
中
心
と
し
て
―
」
（
前
掲
注
（
１
）
『
御
霊
信
仰
』
所
収
、
初
出
一
九
六
〇
年
）
。 

(6
) 

柴
田
氏
前
掲
注
（
１
）
論
文
も
、
「
一
般
民
間
の
御
霊
会
に
は
か
な
ら
ず
し
も
か
よ
う
な
（
政
治
的
敗
者
・
・
・
引
用
者
補
）
特
定
の
怨
霊
の
み

が
、
そ
の
対
象
と
な
っ
た
わ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
本
体
が
何
も
の
か
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
の
あ
る
も
の
」
で
あ
っ
た
と
述
べ
、
貞
観
五
年
御
霊

会
と
そ
れ
以
前
に
民
間
で
成
立
し
て
い
た
と
さ
れ
る
御
霊
会
の
性
格
的
な
差
異
を
指
摘
し
て
い
る
。 

(7
) 

今
市
優
子
「
貞
観
五
年
御
霊
会
の
成
立
に
つ
い
て
」
（
『
文
化
史
学
』
四
五
、
一
九
八
九
年
）
。 

(8
) 

宮
崎
浩
「
貞
観
五
年
御
霊
会
の
政
治
史
的
考
察
」
（
『
史
学
研
究
』
一
九
八
、
一
九
九
二
年
）
。 

(9
) 

山
﨑
雅
稔
「
貞
観
五
年
神
泉
苑
御
霊
会
の
政
治
史
的
意
義
―
文
屋
宮
田
麻
呂
の
慰
撫
を
中
心
に
―
」
（
十
世
紀
研
究
会
編
『
中
世
成
立
期
の
政
治

文
化
』
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
九
年
所
収
）
。 

(1
0

) 

『
続
日
本
紀
』
延
暦
二
年
（
七
八
三
）
十
二
月
戊
申
（
六
日
）
条
に
は
、
有
力
農
民
が
私
出
挙
に
よ
っ
て
利
益
を
得
る
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

(1
1

) 

没
落
農
民
の
発
生
と
村
落
か
ら
都
市
部
へ
の
流
出
に
よ
っ
て
精
神
的
拠
り
所
を
喪
失
し
た
農
民
の
間
に
、
そ
の
代
替
と
な
る
淫
祀
が
横
行
し
て
い

た
こ
と
が
、
次
の
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
十
一
年
（
七
八
〇
）
十
二
月
甲
辰
（
十
四
日
）
条
か
ら
確
認
で
き
る
。 

勅
二

左
右
京
一

。
如
聞
。
比
来
無
知
百
姓
。
搆
二

合
巫
覡
一

。
妄
崇
二

淫
祀
一

。
芻
狗
之
設
。
符
書
之
類
。
百
方
作
レ

怪
。
填
二

溢
街
路
一

。
託
レ

事

求
レ

福
。
還
渉
二

厭
魅
一

。
非
二

唯
不
一
レ

畏
二

朝
憲
一

。
誠
亦
長
養
二

妖
妄
一

。
自
レ

今
以
後
。
宜
二

厳
禁
断
一

。
如
有
二

違
犯
一

者
。
五
位
已
上
録
レ

名
奏
聞
。
六
位
已
下
所
司
科
决
。
但
有
レ

患
祷
祀
者
。
非
レ

在
二

京
内
一

者
。
許
レ

之
。 

 

ま
た
、
こ
れ
を
導
い
た
巫
覡
や
優
婆
塞
な
ど
、
民
間
宗
教
者
の
活
動
を
次
の
太
政
官
符
で
取
り
締
ま
っ
て
い
る
（
『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
九 

禁
制
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事 

大
同
二
年
（
八
〇
七
）
九
月
二
十
八
日
付
太
政
官
符
）
。 

太
政
官
符 

 
応
レ

禁
二

断
両
京
巫
覡
一

事 
右
被
二

右
大
臣
宣
一

偁
。
奉 

レ

勅
。
巫
覡
之
徒
好
託
二

禍
福
一

。
庶
民
之
愚
仰
信
二

妖
言
一

。
淫
祀
斯
繁
。
厭
咒
亦
多
。
積
習
成
レ

俗
虧
二

損
淳

風
一

。
宜
二

自
今
已
後
一
切
禁
断
一

。
若
深
崇
二

此
術
一

猶
不
二

懲
革
一

。
事
覚
之
日
移
二

配
遠
国
一

。
所
司
知
レ

之
不
レ

糺
。
隣
保
匿
而
相
容
並
准
レ

法
科
レ

罪
。 

 
 

大
同
二
年
九
月
廿
八
日 

(1
2

) 

森
田
悌
「
平
安
期
に
お
け
る
神
祇
信
仰
の
展
開
」
（
同
氏
著
『
解
体
期
律
令
政
治
社
会
史
の
研
究
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
二
年
所
収
）
。 

(1
3

) 

『
類
聚
三
代
格
』
巻
一 

科
祓
事 
貞
観
十
年
（
八
六
八
）
六
月
二
十
八
日
付
太
政
官
符
。 

(1
4

) 

早
川
万
年
「
律
令
制
祭
祀
に
お
け
る
官
幣
と
国
幣
」
（
同
氏
著
『
律
令
国
家
の
政
務
と
儀
礼
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
所
収
）
。 

(1
5

) 

『
続
日
本
紀
』
宝
亀
元
年
（
七
七
〇
）
六
月
甲
寅
（
二
十
三
日
）
条
に
は
、
「
祭
二

疫
神
於
京
師
四
隅
。
畿
内
十
堺
一

。
」
と
あ
り
、
「
疫
神
」
に

対
す
る
祭
祀
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
疫
神
祭
祀
は
、
宮
城
四
隅
疫
神
祭
、
及
び
畿
内
堺
十
処
疫
神
祭
と
し
て
『
延
喜
式
』
（
巻
三 

神

祇
三 

臨
時
祭
）
に
み
え
る
。
こ
れ
ら
の
祭
は
、
そ
の
名
称
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
都
、
も
し
く
は
畿
内
の
境
界
で
行
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
に
酷

似
す
る
の
が
道
饗
祭
で
あ
る
。
『
延
喜
式
』
（
巻
一 

神
祇
一 

四
時
祭
上
）
に
は
「
於
二

京
城
四
隅
一

祭
」
と
あ
っ
て
、
や
は
り
こ
れ
も
都
の
境

界
で
行
わ
れ
た
。
道
饗
祭
は
、
神
祇
令
に
季
夏
（
六
月
）
と
季
冬
（
十
二
月
）
の
祭
と
し
て
規
定
さ
れ
、
『
令
義
解
』
に
よ
れ
ば
「
外
来
者
」
で
あ

る
「
鬼
魅
」
の
侵
入
を
防
ぐ
た
め
に
行
わ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
疫
神
祭
祀
と
道
饗
祭
に
は
著
し
い
類
似
点
が
み
ら
れ
る
が
、
注
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
疫
神
」
の
初
出
が
宝
亀
元
年
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
疫
神
祭
祀
と
類
似
す
る
道
饗
祭
が
神
祇
令
に
規
定
さ
れ
、
以
前
よ
り

す
で
に
行
わ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
「
疫
神
」
と
い
う
観
念
が
登
場
し
て
く
る
の
は
宝
亀
年
間
以
降
で
あ
る
。
こ
の
点
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。 

(1
6

) 

吉
田
孝
・
大
隅
清
陽
・
佐
々
木
恵
介
「
九
‐
一
〇
世
紀
の
日
本
―
平
安
京
」
（
『
岩
波
講
座 

日
本
通
史
』
第
五
巻
古
代
四
、
岩
波
書
店
、
一
九
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九
五
年
所
収
）
。 

(1
7

) 
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
九
年
（
八
四
二
）
七
月
己
酉
（
十
七
日
）
条
。 

(1
8

) 

た
だ
し
、
良
房
・
基
経
の
執
政
期
は
、
決
し
て
安
定
し
た
権
力
で
は
な
か
っ
た
。
良
房
・
基
経
の
執
政
期
は
、
前
期
摂
関
政
治
と
呼
ば
れ
、
十
世

紀
後
半
以
降
の
後
期
摂
関
政
治
と
の
連
続
性
が
従
来
強
調
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
間
に
は
断
絶
面
も
あ
り
、
む
し
ろ
良
房
・
基
経
の
時
期
は
、
八
世

紀
の
律
令
政
治
と
通
じ
る
も
の
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
注
（
16
）
論
文
）
。 

(1
9

) 

『
類
聚
三
代
格
』
巻
一 

神
叙
位
并
託
宣
事 

嘉
祥
四
年
（
八
五
一
）
正
月
二
十
七
日
付
太
政
官
符
、
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
元
年
（
八
五
九
）

正
月
甲
申
（
二
十
七
日
）
条
。 

(2
0

) 

熊
谷
保
孝
「
律
令
制
支
配
と
神
仏
習
合
」
（
『
政
治
経
済
史
学
』
二
五
三
、
一
九
八
七
年
）
。 

(2
1

)

『
類
聚
三
代
格
』
巻
二 

修
法
灌
頂
事 

嘉
祥
元
年
（
八
四
八
）
六
月
十
五
日
付
太
政
官
符
。 

(2
2

) 

小
山
田
和
夫
「
円
仁
帰
朝
後
の
日
本
天
台
宗
と
光
定
に
関
す
る
一
試
論
―
前
期
摂
関
政
治
成
立
過
程
に
お
け
る
藤
原
良
房
の
宗
教
行
政
―
」
（
塩

入
良
道
・
木
内
堯
央
編
『
日
本
仏
教
宗
史
論
集
第
三
巻 

伝
教
大
師
と
天
台
宗
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
所
収
）
。 

(2
3

) 

『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
六
年
（
八
六
四
）
正
月
辛
丑
（
十
四
日
）
条
。 

(2
4

) 

『
日
本
三
代
実
録
』
清
和
天
皇
即
位
前
紀
に
は
、 

 
 
 
 
 

天
皇
。
諱
惟
仁
。
文
徳
天
皇
之
第
四
子
也
。
母
太
皇
大
后
藤
原
氏
。
太
政
大
臣
贈
正
一
位
良
房
朝
臣
之
女
也
。
嘉
祥
三
年
歳
在
二

庚
午
一

三
月

廿
五
日
癸
卯
。
生
二 

天
皇
於
太
政
大
臣
東
京
一
条
第
一

。
十
一
月
廿
五
日
戊
戌
。
立
為
二

皇
太
子
一

。
于
レ

時
誕
育
九
月
也
。
先
レ

是
有
二

童
謠
一

云
。
大
枝
乎

超
天

走
超
天

躍
止
利

騰
加
理

超
天

。
我
耶

護
毛
留

田
仁
耶

。
搜
阿
左
理

食
無

志
岐
耶

。
雄
々
伊

志
岐
耶

。
識
者
以
為
。
大
枝
謂
二

大
兄
一

也
。
是
時
。 

文
徳
天
皇
有
二

四
皇
子
一

。
第
一
惟
喬
親
王
。
第
二
惟
条
親
王
。
第
三
惟
彦
親
王
。
皇
太
子
是
第
四
皇
子
也
。
天
意
若
曰
超
二

三
兄
一

而
立
。
故

有
二

此
三
超
之
謠
一

焉
。 

と
あ
っ
て
、
惟
仁
親
王
が
三
人
の
兄
を
越
え
て
皇
太
子
と
な
っ
た
こ
と
を
風
刺
す
る
童
謡
が
つ
く
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
惟
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仁
親
王
の
立
太
子
に
多
く
の
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。 

(2
5

) 
小
山
田
氏
前
掲
注
（
22
）
論
文
。 

(2
6

)

『
類
聚
三
代
格
』
巻
二 

年
分
度
者
事 

嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
十
二
月
十
四
日
付
太
政
官
符
。 

(2
7

) 

堀
裕
「
護
持
僧
と
天
皇
」
（
大
山
喬
平
教
授
退
官
記
念
会
編
『
日
本
国
家
の
史
的
特
質 

古
代
・
中
世
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
七
年
所
収
）
。 

(2
8

) 

『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
元
年
（
八
五
九
）
正
月
乙
丑
（
八
日
）
条
。 

(2
9

) 

菅
真
城
「
南
京
三
会
の
成
立
―
藤
原
良
房
政
権
と
仏
教
―
」
（
『
史
人
』
四
、
二
〇
一
二
年
）
、
内
田
敦
士
「
南
京
三
会
の
成
立
に
関
す
る
再
検

討
」
（
『
日
本
歴
史
』
七
九
五
、
二
〇
一
四
年
）
。 

(3
0

) 

今
市
氏
前
掲
注
（
7
）
論
文
、
宮
崎
氏
前
掲
注
（
8
）
論
文
。 

(3
1

) 

貞
観
五
年
（
八
六
三
）
は
良
房
が
還
暦
、
翌
六
年
（
八
六
四
）
は
清
和
天
皇
が
元
服
を
迎
え
る
年
で
あ
る
（
山
﨑
氏
前
掲
注
（
9
）
論
文
）
。
こ

の
時
期
に
早
良
親
王
を
は
じ
め
、
し
ば
し
ば
朝
廷
を
悩
ま
せ
て
き
た
御
霊
に
対
す
る
一
斉
慰
霊
法
要
を
挙
行
し
た
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
を
都
邑
の

人
々
に
開
放
し
、
参
加
さ
せ
た
こ
と
は
、
良
房
に
よ
る
権
力
の
掌
握
を
宣
言
す
る
目
的
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。 

(3
2

) 

『
元
亨
釈
書
』
巻
九 

薬
師
寺
慧
達
伝
。
な
お
、
『
本
朝
高
僧
伝
』
に
も
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
所
伝
が
あ
る
。 

(3
3

) 

万
灯
会
は
、
懺
悔
滅
罪
の
た
め
、
仏
に
万
坏
の
灯
明
を
供
養
す
る
法
会
で
あ
る
。
薬
師
寺
万
灯
会
の
こ
と
は
、
『
三
宝
絵
詞
』
下
巻
、
僧
宝
十
五
に

も
み
え
る
。 

(3
4

) 

『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
二
年
（
八
七
〇
）
七
月
庚
午
（
二
十
日
）
条
。 

(3
5

) 

『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
六
年
（
八
七
四
）
三
月
壬
午
（
二
十
三
日
）
条
。 

(3
6

) 

『
本
朝
高
僧
伝
』
巻
第
五 

和
州
薬
師
寺
沙
門
仲
継
伝
〔
『
大
日
本
仏
教
全
書
』
一
〇
二
〕
。 

(3
7

) 

『
類
聚
国
史
』
巻
一
七
七 

仏
道
四 

最
勝
会 

天
長
七
年
（
八
三
〇
）
九
月
癸
酉
（
二
日
）
条
に
は
、 

令
下
二

薬
師
寺
一

毎
年
設
中

最
勝
王
経
之
会
上

。
中
納
言
従
三
位
兼
行
中
務
卿
直
世
王
奏
偁
。
此
寺
。
清
御
原
天
皇
。
為
二

皇
后
一

而
所
二

建
立
一
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也
。
皇
后
。
近
江
帝
之
女
。
柔
範
光
暢
。
毘
二

賛
天
倫
一

。
皇
帝
嘉
寵
。
建
二

斯
仁
祠
一

。
而
創
基
未
レ

竟
。
宮
車
晏
駕
。
皇
后
含
レ

悲
帰
レ

仏
。

終
成
二

宝
刹
一

。
如
今
所
レ

入
封
物
田
地
。
充
用
有
レ

剰
。
学
衆
稍
多
。
説
法
猶
少
。
夫
大
雄
慈
悲
。
不
レ

信
而
希
レ

応
。
至
理
澹
泊
。
不
レ

詮
而

難
レ

知
。
請
毎
年
開
二

設
斎
筵
一

屈
二

宿
徳
一

。
演
二

説
尊
経
一

。
決
二

択
奥
義
一

。
便
以
下

在
二

播
磨
国
賀
茂
郡
一

水
田
七
十
町
上

。
充
二

其
供
料
一

。

庶
扇
二

覚
風
一

而
慰
二

先
霊
一

。
飛
二

慈
雲
一

而
増
二

聖
寿
一

。
三
光
縦
沈
。
慧
炬
無
レ

滅
。
五
岳
如
砺
。
梵
声
不
レ

止
。
諸
国
講
読
就
レ

此
試
定
。

立
為
二

恒
例
一

。
詔
許
レ

之
。 

 

と
あ
り
、
中
納
言
直
世
王
が
最
勝
会
の
設
置
を
奏
上
し
、
勅
許
を
得
た
と
伝
わ
る
。
『
類
聚
三
代
格
』
に
収
め
ら
れ
た
太
政
官
符
も
同
様
に
伝
え
る

（
巻
二 

経
論
并
法
会
請
僧
事 

天
長
七
年
（
八
三
〇
）
九
月
十
四
日
付
太
政
官
符
。
た
だ
し
日
付
が
異
な
っ
て
い
る
）
。
こ
こ
に
は
仲
継
の
名
前

は
み
え
な
い
が
、
第
五
章
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
最
勝
会
の
設
置
は
、
当
時
「
主
二

領
和
之
薬
師
寺
一

」
と
い
う
立
場
に
あ
っ
た
仲
継
ら
寺
内
の
意

向
も
反
映
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

(3
8

) 

伊
予
親
王
は
、
桓
武
天
皇
の
第
二
皇
子
で
、
大
同
二
年
（
八
〇
七
）
、
謀
反
を
企
て
た
首
謀
者
と
し
て
、
母
吉
子
（
御
霊
の
一
人
、
藤
原
夫
人
）

と
と
も
に
川
原
寺
に
幽
閉
さ
れ
、
同
年
に
二
人
は
服
毒
自
殺
を
は
か
っ
た
。
事
件
の
背
後
に
は
、
皇
太
子
の
地
位
を
め
ぐ
る
政
治
的
な
争
い
が
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
山
﨑
氏
前
掲
注
（
9
）
論
文
）
。 

(3
9

) 

空
海
『
性
霊
集
』
巻
六
「
天
長
皇
帝
為
故
中
務
卿
親
王
捨
田
及
道
場
支
具
入
橘
寺
願
文
」
〔
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
〕
。 

(4
0

) 

佐
伯
有
清
「
長
岡
・
平
安
遷
都
事
情
新
考
」
（
同
氏
著
『
日
本
古
代
の
政
治
と
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
〇
年
所
収
、
初
出
一
九
五
八
年
）
、

及
び
笹
山
晴
生
「
平
安
初
期
の
政
治
改
革
」
（
『
岩
波
歴
史
講
座 
日
本
歴
史
3
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
所
収
）
な
ど
。
ま
た
、
平
城
京
寺

院
と
の
関
係
が
深
い
早
良
が
、
長
岡
京
遷
都
に
反
対
す
る
勢
力
に
利
用
さ
れ
た
と
の
見
方
も
あ
る
（
前
掲
注
（
16
）
論
文
）
。 

(4
1

) 

『
続
日
本
紀
』
延
暦
四
年
（
七
八
五
）
十
一
月
丁
巳
（
二
十
五
日
）
条
。 

(4
2

) 

『
続
日
本
紀
』
延
暦
七
年
（
七
八
八
）
五
月
辛
亥
（
四
日
）
条
。 

(4
3

) 

『
続
日
本
紀
』
延
暦
八
年
（
七
八
九
）
十
二
月
乙
未
（
二
十
八
日
）
条
。 



 

192 

 

                                        

                                        

                            

 
(4

4
) 

『
続
日
本
紀
』
延
暦
九
年
（
七
九
〇
）
閏
三
月
丙
子
（
十
日
）
条
。 

(4
5

) 
『
続
日
本
紀
』
延
暦
九
年
（
七
九
〇
）
三
月
辛
亥
（
十
五
日
）
条
な
ど
。 

(4
6

) 

『
日
本
紀
略
』
延
暦
十
一
年
（
七
九
二
）
六
月
庚
子
（
十
七
日
）
条
。 

(4
7

) 

『
日
本
紀
略
』
延
暦
十
一
年
（
七
九
二
）
六
月
癸
巳
（
十
日
）
条
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
桓
武
天
皇
の
周
辺
の
不
幸
や
飢
饉
の
拡
大
、
疫

病
の
発
生
な
ど
の
原
因
を
「
早
良
の
祟
り
」
と
初
め
に
宣
伝
し
た
人
物
は
誰
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
本
郷
真
紹
「
光
仁
・

桓
武
朝
の
国
家
と
仏
教
―
早
良
親
王
と
大
安
寺
・
東
大
寺
―
」
（
『
仏
教
史
学
研
究
』
三
四
‐
二
、
一
九
九
一
年
）
は
、
早
良
の
怨
霊
を
語
り
出
し

た
人
物
が
、
早
良
の
祟
り
が
具
体
的
に
確
認
で
き
る
延
暦
十
一
年
に
陰
陽
頭
で
あ
っ
た
藤
原
刷
雄
で
あ
り
、
当
時
の
陰
陽
道
と
仏
教
が
密
接
な
関
係

に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
早
良
の
怨
霊
を
宣
伝
し
た
者
と
し
て
南
都
寺
院
の
存
在
を
指
摘
し
て
い
る
。
早
良
は
、
僧
籍
か
ら
の
還
俗
者
で
あ
り
、
南
都

寺
院
と
の
関
係
が
深
か
っ
た
。
南
都
が
こ
の
よ
う
な
動
き
を
み
せ
た
の
は
、
平
安
遷
都
や
仏
教
統
制
策
と
い
っ
た
桓
武
朝
の
諸
政
策
へ
の
抵
抗
が
あ

っ
た
た
め
と
み
る
。 

(4
8

) 

『
日
本
逸
史
』
延
暦
十
九
年
（
八
〇
〇
）
七
月
己
未
（
二
十
三
日
）
条
、
同
二
十
四
年
（
八
〇
五
）
十
月
庚
申
（
二
十
五
日
）
条
な
ど
。 

(4
9

) 

『
扶
桑
略
記
』
延
暦
十
六
年
（
七
九
七
）
正
月
丁
丑
（
十
六
日
）
条
。 

(5
0

) 

興
福
寺
法
相
宗
の
隆
盛
を
導
い
た
善
珠
は
、
「
唯
識
義
灯
増
明
記
」
、
「
因
明
入
正
理
論
疏
明
灯
鈔
」
、
「
唯
識
論
疏
明
灯
抄
」
な
ど
、
多
く
の

著
作
を
遺
し
た
。 

(5
1

) 

早
良
と
善
珠
の
関
係
は
、
直
木
孝
次
郎
「
秋
篠
寺
と
善
珠
僧
正
」
（
同
氏
著
『
奈
良
時
代
史
の
諸
問
題
』
塙
書
房
、
一
九
六
八
年
所
収
）
も
指
摘

し
て
い
る
。 

(5
2

) 

八
重
樫
直
比
古
「
空
と
勝
羲
の
孝
―
古
代
仏
教
に
お
け
る
怨
霊
救
済
の
論
理
」
（
石
田
一
良
編
『
日
本
精
神
史
』
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
八
八
年
所

収
）
。 

(5
3

) 

八
重
樫
氏
前
掲
注
（
52
）
論
文
。 
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(5

4
) 

『
日
本
後
紀
』
延
暦
二
十
四
年
（
八
〇
五
）
正
月
甲
申
（
十
四
日
）
条
。 

(5
5

) 
勝
虞
（
勝
悟
）
に
つ
い
て
の
所
伝
は
、
『
日
本
後
紀
』
弘
仁
二
年
（
八
一
一
）
六
月
戊
辰
（
六
日
）
条
、
『
元
亨
釈
書
』
巻
二
「
勝
悟
法
師
」
、

及
び
『
本
朝
高
僧
伝
』
巻
五
「
和
州
元
興
寺
沙
門
勝
虞
伝
」
に
あ
る
。
内
容
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
た
め
、
端
的
に
ま
と
め
ら
れ
た
『
元
亨
釈
書
』
を

引
用
し
て
お
く
。 

釈
勝
悟
。
姓
凢
直
氏
。
阿
州
板
野
郡
人
也
。
受
二

業
於
尊
応
一

。
応
者
神
睿
之
高
弟
也
。
道
業
清
高
。
洞
二

明
経
戒
一

。
姿
儀
可
レ

見
。
言
語
有
レ

味
。
護
命
。
慈
宝
。
泰
演
等
皆
出
二

其
門
一

。
世
称
レ

得
レ

人
焉
。
弘
仁
二
年
六
月
卒
。
年
八
十
。 

勝
虞
の
所
属
寺
院
に
つ
い
て
、
『
本
朝
高
僧
伝
』
に
は
「
元
興
寺
」
と
あ
る
の
に
対
し
、
『
僧
綱
補
任
』
に
は
「
法
相
宗
。
興
福
寺
尊
応
弟
子
」

と
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
は
じ
め
は
興
福
寺
に
住
し
て
い
た
が
、
後
に
元
興
寺
に
移
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

(5
6

) 

前
掲
注
（
39
）
史
料
。
こ
れ
は
、
天
長
四
年
（
八
二
七
）
九
月
、
淳
和
天
皇
が
伊
予
親
王
を
追
善
す
る
た
め
に
四
日
間
に
わ
た
っ
て
法
華
経
講
会

を
修
し
、
橘
寺
に
田
・
仏
具
な
ど
を
施
入
し
た
際
の
願
文
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
よ
り
以
前
に
、
嵯
峨
天
皇
が
伊
予
親
王
と
藤
原
夫
人
の
追
善
法
会

を
催
し
て
お
り
、
そ
の
際
の
願
文
も
「
東
太
上
為
二

故
中
務
卿
親
王
一

造
二

刻
檀
像
一

願
文
」
と
し
て
『
性
霊
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

大
同
五
年
（
八
一
〇
）
に
は
、
嵯
峨
天
皇
の
不
予
を
機
に
、
崇
道
天
皇
（
早
良
親
王
）
、
伊
予
親
王
、
藤
原
夫
人
の
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ
臨
時
得
度
が

行
わ
れ
て
お
り
（
『
日
本
紀
略
』
大
同
五
年
七
月
乙
丑
（
二
十
七
日
）
条
）
、
天
皇
不
予
の
原
因
が
崇
道
天
皇
以
下
の
祟
り
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
。 

(5
7

)

『
続
日
本
後
紀
』
承
和
元
年
（
八
三
四
）
九
月
戊
午
（
十
一
日
）
条
。
そ
の
他
、
『
元
亨
釈
書
』
巻
二
、
『
本
朝
高
僧
伝
』
巻
五
な
ど
に
も
ほ
ぼ

同
内
容
の
護
命
伝
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。 

(5
8

) 

薗
田
香
融
「
古
代
仏
教
に
お
け
る
山
林
修
行
と
そ
の
意
義
―
特
に
自
然
智
宗
を
め
ぐ
っ
て
―
」
（
『
平
安
仏
教
の
研
究
』
法
蔵
館
、
一
九
八
一
年

所
収
、
初
出
一
九
五
七
年
）
。 

(5
9

) 

佐
野
賢
治
「
秦
氏
と
虚
空
蔵
信
仰
」
（
同
氏
著
『
虚
空
蔵
菩
薩
信
仰
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
年
所
収
）
。 
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(6

0
) 

『
覚
禅
鈔
』
第
四
「
求
聞
持
同
異
説
」
〔
『
大
日
本
仏
教
全
書
』
四
八
〕
。 

(6
1

) 
薗
田
氏
前
掲
注
（
58
）
論
文
。 

(6
2

) 

南
都
仏
教
の
密
教
的
な
性
質
に
つ
い
て
論
じ
た
主
な
研
究
と
し
て
、
薗
田
氏
前
掲
注(

58)

論
文
、
堀
池
春
峰
「
奈
良
時
代
仏
教
の
密
教
的
性
格
」

（
同
氏
著
『
南
都
仏
教
史
の
研
究
』
下
、
法
蔵
館
、
一
九
八
二
年
所
収
、
初
出
一
九
六
〇
年
）
な
ど
が
あ
る
。 

(6
3

) 

『
平
城
右
京
薬
師
寺
金
石
記
』
〔
『
大
日
本
仏
教
全
書
』
一
一
八
〕
。 

(6
4

) 

井
上
光
貞
「
南
都
六
宗
の
成
立
」
（
同
氏
著
『
日
本
古
代
思
想
史
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
所
収
、
初
出
一
九
六
一
年
）
。 



 

 

 

結 
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結
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本
論
文
は
、
こ
れ
ま
で
天
台
宗
と
真
言
宗
を
軸
に
描
か
れ
て
き
た
平
安
期
の
仏
教
史
に
再
検
討
の
必
要
性
を
提
起
し
、
新
し
い
平

安
期
仏
教
史
像
の
構
築
の
た
め
、
そ
の
基
礎
的
研
究
と
し
て
、
南
都
仏
教
を
中
心
に
平
安
初
期
の
仏
教
史
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。

そ
の
際
、
あ
え
て
天
台
宗
・
真
言
宗
と
い
っ
た
新
興
勢
力
、
特
に
天
台
宗
と
の
緊
張
関
係
と
い
う
構
図
を
示
し
、
相
対
化
す
る
方
法

を
と
っ
た
。
ま
た
、
律
令
国
家
（
以
下
、
国
家
）
の
政
策
上
の
「
宗
」
を
全
体
の
分
析
視
角
と
し
、
南
都
仏
教
の
中
核
を
成
す
要
素

で
あ
る
「
国
家
仏
教
」
に
焦
点
を
絞
っ
た
。 

 

以
下
、
各
章
の
分
析
・
検
討
を
通
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。 

第
一
章
「
日
本
近
代
に
お
け
る
南
都
仏
教
史
研
究
」
で
は
、
近
代
的
な
仏
教
史
研
究
の
成
立
以
降
、
南
都
仏
教
が
ど
の
よ
う
に
把

握
さ
れ
、
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
か
、
戦
前
を
中
心
に
整
理
し
た
。
そ
の
多
く
は
、「
鎌
倉
新
仏
教
論
」
と
「
国
家
仏
教
」
に
大
き
く
規

定
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
鎌
倉
「
新
仏
教
」
を
日
本
仏
教
の
到
達
点
と
み
る
鎌
倉
新
仏
教
中
心
史
観
（
「
鎌
倉
新
仏
教
論
」
）
は
、

早
く
も
明
治
二
十
年
代
に
登
場
し
、
直
ち
に
日
本
仏
教
史
の
叙
述
の
な
か
に
採
用
さ
れ
、
大
正
・
昭
和
期
に
か
け
て
定
着
し
て
い
く
。

こ
の
頃
か
ら
す
で
に
南
都
仏
教
に
は
「
旧
仏
教
」
と
い
う
概
念
が
付
せ
ら
れ
、
基
本
的
に
は
こ
う
し
た
見
方
が
戦
後
も
継
承
さ
れ
る
。

そ
れ
が
や
が
て
、
隆
盛
【
奈
良
時
代
】
→
衰
退
【
平
安
時
代
】
→
復
興
【
鎌
倉
時
代
】
と
い
う
南
都
仏
教
史
像
を
構
築
し
た
。 

さ
ら
に
、
大
正
期
に
登
場
し
た
「
国
家
仏
教
」
な
る
言
説
も
ま
た
、
南
都
仏
教
観
を
固
定
化
さ
せ
た
。
聖
武
天
皇
の
時
代
を
古
代

の
頂
点
と
し
、
そ
の
準
備
と
崩
壊
の
段
階
を
配
し
て
説
明
す
る
古
代
史
概
説
の
な
か
で
形
成
さ
れ
た
こ
の
言
説
は
、
南
都
仏
教
の
最

盛
期
＝
聖
武
朝
と
い
う
理
解
を
生
み
、
そ
の
結
果
、
南
都
仏
教
は
奈
良
時
代
の
な
か
で
し
か
語
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
平
安

時
代
以
降
は
平
安
・
鎌
倉
「
新
」
仏
教
の
み
が
研
究
す
べ
き
対
象
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

第
二
章
「
日
本
古
代
に
お
け
る
「
宗
」
の
形
成
」
で
は
、「
宗
」
の
初
見
で
あ
る
養
老
二
年
布
告
を
分
析
し
、
日
本
古
代
に
お
け
る
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「
宗
」
が
ど
の
よ
う
な
意
図
の
も
と
形
成
さ
れ
、
そ
れ
が
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
た
の
か
を
検
討
し
た
。
日
本
古
代
に
お
け
る
「
宗
」

は
、
養
老
二
年
布
告
を
端
緒
と
す
る
国
家
の
仏
教
政
策
の
な
か
で
生
ま
れ
た
。
そ
れ
以
前
か
ら
元
興
寺
・
大
安
寺
・
法
隆
寺
に
は
隋

仏
教
の
影
響
で
自
発
的
に
形
成
さ
れ
た
学
問
集
団
「
衆
」
が
存
在
し
た
が
、
国
家
が
そ
れ
を
再
編
し
て
誕
生
し
た
の
が
「
宗
」
で
あ
っ

た
。
こ
う
し
た
教
学
再
編
の
背
景
に
は
、「
僧
尼
令
的
秩
序
」
の
動
揺
が
あ
り
、
特
に
行
基
の
よ
う
な
僧
尼
令
に
違
犯
す
る
僧
尼
の
活

動
に
対
し
て
、
教
学
的
な
対
応
に
迫
ら
れ
た
結
果
、
養
老
二
年
布
告
が
出
さ
れ
、
「
五
宗
」
の
形
成
と
「
宗
師
」
の
選
出
、
「
高
徳
」

の
顕
彰
と
い
う
仏
教
政
策
が
と
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
日
本
古
代
に
お
け
る
「
宗
」
と
は
、
国
家
に
よ
る
僧
尼
統
制
の
な
か
で
生
ま
れ

た
の
で
あ
り
、
国
家
に
よ
っ
て
設
置
・
公
認
さ
れ
た
こ
と
に
そ
の
特
徴
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、「
宗
」
が
国
家
、
天
皇
が
認
め
た
教

学
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、「
宗
」
と
は
、
国
家
、
天
皇
の
宗
教
的
権
威
を
維
持
す
る
た
め
の
装

置
と
し
て
機
能
し
た
と
も
い
え
る
。 

 

第
三
章
「
平
安
初
期
に
お
け
る
南
都
六
宗
の
宗
意
識
―
年
分
度
者
制
の
推
移
を
手
が
か
り
に
―
」
で
は
、
延
暦
年
間
（
七
八
二
～

八
〇
六
）
に
お
け
る
三
論
・
法
相
宗
間
の
対
立
と
年
分
度
者
制
の
変
遷
、
最
澄
に
よ
る
大
乗
戒
壇
設
立
に
伴
う
南
都
六
宗
の
宗
意
識

の
変
遷
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
延
暦
年
間
、
三
論
宗
と
法
相
宗
は
、
年
分
度
者
や
御
斎
会
・
維
摩
会
の
講
師
枠
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
対

立
し
て
い
た
。
そ
の
前
提
と
な
る
の
が
、
教
学
研
究
の
進
展
で
あ
り
、
そ
の
過
程
で
生
じ
る
相
互
の
教
学
批
判
を
通
じ
、
自
宗
の
教

義
を
深
化
さ
せ
て
い
っ
た
結
果
、
そ
の
発
展
を
求
め
る
利
害
上
の
対
立
と
し
て
現
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
両
宗
の
対
立

を
緩
和
す
る
措
置
と
し
て
、
国
家
は
、
再
三
に
わ
た
っ
て
年
分
度
者
制
の
改
定
を
実
施
す
る
と
同
時
に
、「
競
学
」
と
い
う
諸
宗
に
対

す
る
基
本
姿
勢
を
明
示
し
た
。
そ
し
て
、
延
暦
二
十
五
年
（
八
〇
六
）
、
い
わ
ゆ
る
宗
年
分
度
者
制
に
よ
っ
て
、
各
宗
平
等
の
得
度
枠

が
設
定
さ
れ
、
修
得
す
べ
き
基
本
テ
キ
ス
ト
が
定
め
ら
れ
る
と
、
仏
教
界
は
宗
単
位
で
把
握
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
宗
へ
の

帰
属
意
識
と
正
統
教
学
の
確
立
を
促
す
契
機
と
な
っ
た
。
そ
の
過
程
で
他
宗
と
の
違
い
が
一
層
明
確
と
な
り
、
や
が
て
他
宗
よ
り
も

優
位
な
立
場
に
あ
る
こ
と
を
求
め
る
排
他
的
な
宗
意
識
の
形
成
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
そ
れ
が
存
分
に
発
揮
さ
れ
た
の
は
、
大
乗
戒

壇
の
設
立
を
通
じ
、
諸
宗
平
等
の
枠
組
み
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
を
宣
言
し
た
最
澄
・
天
台
宗
に
対
し
て
で
あ
っ
た
。
宗
年
分
度
者
制
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の
成
立
に
よ
っ
て
南
都
諸
宗
相
互
に
発
揮
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
っ
た
排
他
的
な
宗
意
識
は
、「
競
学
」
か
ら
ひ
と
り
抜
け
出
そ
う
と
す

る
、
天
台
宗
と
い
う
離
反
者
が
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
天
台
宗
対
南
都
諸
宗
と
い
う
平
安
初
期
仏
教
界
の
新
た
な
構
図
を
形
作

っ
た
の
で
あ
る
。 

第
四
章
「
九
世
紀
の
文
殊
信
仰
と
南
都
仏
教
の
地
方
的
展
開
」
で
は
、
文
殊
会
が
勤
操
・
泰
善
ら
南
都
僧
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た

こ
と
に
注
目
し
、
そ
の
思
想
的
淵
源
と
文
殊
信
仰
の
高
揚
の
背
景
を
考
察
し
た
。
勤
操
が
住
し
た
大
安
寺
は
、
道
慈
以
降
、『
華
厳
経
』

と
の
関
わ
り
が
密
接
で
、
特
に
道
璿
の
来
日
と
法
蔵
教
学
の
将
来
が
そ
の
決
定
的
な
要
因
と
な
っ
た
。
そ
の
際
、『
華
厳
経
』
に
由
来

す
る
法
蔵
の
文
殊
信
仰
も
ま
た
道
璿
に
よ
っ
て
大
安
寺
に
も
た
ら
さ
れ
、『
梵
網
経
』
に
基
づ
く
福
田
思
想
と
の
結
合
に
よ
っ
て
そ
の

性
格
が
規
定
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
大
安
寺
と
い
う
空
間
を
通
じ
て
勤
操
に
伝
承
さ
れ
、
文
殊
会
と
い
う
形
に
昇
華
さ
れ
た
。
転
輪
聖

王
と
文
殊
菩
薩
を
結
び
付
け
る
不
空
系
文
殊
信
仰
を
受
容
し
た
天
台
宗
と
は
一
線
を
画
す
、
大
安
寺
を
中
心
と
し
た
南
都
の
法
蔵
系

文
殊
信
仰
で
あ
る
。
法
蔵
系
文
殊
信
仰
は
、
救
済
と
い
う
共
通
項
を
通
じ
、
当
時
巷
間
で
隆
盛
し
て
い
た
行
基
信
仰
と
結
び
付
く
こ

と
に
よ
っ
て
、
活
発
化
す
る
社
会
事
業
に
南
都
の
存
在
感
を
与
え
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
を
志
向
さ
せ
た
現
実
的
な
背
景
に
は
、

社
会
事
業
が
励
行
さ
れ
る
な
か
で
、
そ
れ
に
積
極
的
な
関
与
を
み
せ
る
天
台
宗
の
動
向
が
あ
っ
た
。 

第
五
章
「
薬
師
寺
最
勝
会
の
成
立
に
関
す
る
一
考
察
」
で
は
、
最
勝
会
の
成
立
事
情
に
つ
い
て
、
そ
の
設
置
を
奏
上
し
た
中
納
言

直
世
王
と
薬
師
寺
の
関
わ
り
、
当
時
の
薬
師
寺
の
状
況
な
ど
を
踏
ま
え
、
検
討
し
た
。
薬
師
寺
は
、
天
武
天
皇
が
皇
后
（
後
の
持
統

天
皇
）
の
た
め
に
建
立
を
発
願
し
、
そ
の
事
業
は
持
統
・
文
武
天
皇
に
引
き
継
が
れ
る
な
ど
、
天
武
天
皇
に
所
縁
の
深
い
寺
院
で
あ

る
。
最
勝
会
設
置
の
奏
上
を
行
っ
た
直
世
王
は
、
天
武
系
の
五
世
孫
で
あ
り
、
当
時
は
薬
師
寺
の
檀
越
と
い
う
立
場
に
あ
っ
た
。
以

降
は
、
少
な
く
と
も
十
世
紀
初
め
頃
ま
で
、
諸
王
の
氏
族
集
団
で
あ
る
「
王
氏
」
に
よ
っ
て
最
勝
会
が
運
営
さ
れ
た
。
最
勝
会
は
、

国
家
が
特
に
重
視
し
た
『
最
勝
王
経
』
を
テ
キ
ス
ト
と
し
、
立
義
を
設
置
し
て
、
そ
れ
を
諸
国
講
読
師
補
任
の
た
め
の
階
業
と
し
た
。

仲
継
な
ど
寺
内
の
要
請
も
あ
り
、
こ
う
し
た
法
会
の
設
置
を
求
め
た
直
世
王
は
、
天
武
系
か
ら
天
智
系
へ
の
皇
統
の
移
行
、
新
宗
の

台
頭
、
興
福
寺
の
寺
勢
拡
大
を
見
据
え
、
護
国
の
担
い
手
と
し
て
薬
師
寺
の
存
在
を
印
象
付
け
る
と
と
も
に
、
僧
侶
階
業
と
い
う
付
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加
価
値
を
設
け
る
こ
と
で
、
薬
師
寺
を
権
威
付
け
、
そ
の
地
位
の
向
上
を
は
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
最
勝
会
勅
許
の
わ
ず
か
二
年

後
に
は
、
大
安
寺
に
お
い
て
も
『
法
華
経
』
を
講
じ
る
法
会
が
設
置
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
興
福
寺
や
薬
師
寺
を
見
据
え
た
要
求
で
あ

り
、
平
安
初
期
の
仏
教
界
は
、
天
台
宗
、
真
言
宗
、
南
都
諸
宗
と
い
う
「
宗
」
の
拮
抗
を
抱
え
る
一
方
で
、
南
都
諸
寺
相
互
の
競
合

関
係
も
抱
え
て
い
た
と
い
え
る
。 

第
六
章
「
貞
観
五
年
御
霊
会
の
成
立
と
そ
の
意
義
」
で
は
、
貞
観
五
年
（
八
六
三
）
の
国
家
主
催
の
御
霊
会
に
つ
い
て
、
講
師
と

し
て
招
請
さ
れ
た
薬
師
寺
法
相
宗
の
慧
達
に
注
目
し
、
そ
の
成
立
事
情
を
検
討
し
た
。
慧
達
に
関
わ
り
あ
る
僧
侶
の
所
伝
な
ど
を
分

析
し
た
結
果
、
貞
観
五
年
御
霊
会
以
前
に
、
善
珠
、
勝
虞
、
仲
継
ら
法
相
宗
の
僧
侶
が
御
霊
の
追
善
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
が
判
明

し
た
。
そ
れ
は
、
善
珠
と
早
良
親
王
と
い
う
個
人
的
な
関
係
を
起
点
と
し
、
御
霊
へ
の
対
応
が
法
相
宗
の
内
部
で
継
承
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
ま
た
、
法
相
宗
が
御
霊
と
関
わ
る
こ
と
が
で
き
た
前
提
と
し
て
、「
自
然
智
宗
」
の
形
成
に
み
ら
れ
る
よ
う

に
、
密
教
的
な
性
質
を
内
包
し
て
い
た
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
考
察
を
踏
ま
え
て
、
貞
観
五
年
御
霊
会
の
成
立
を
考
え
る

と
、
そ
れ
に
南
都
の
、
特
に
法
相
宗
の
意
向
が
働
い
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
当
時
、
政
権
の
中
枢
に
あ
っ
た
藤
原
良
房
と
円

仁
・
真
雅
と
の
接
近
は
、
法
相
宗
に
と
っ
て
は
憂
慮
す
べ
き
事
態
で
あ
っ
た
。
貞
観
五
年
御
霊
会
の
開
催
は
、
密
教
に
対
す
る
期
待

の
高
ま
り
と
い
う
状
況
に
あ
っ
て
、
い
か
に
法
相
宗
の
存
在
価
値
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
か
を
模
索
し
た
結
果
の
一
つ
で
あ
っ
た
と

い
え
る
。
そ
こ
に
は
、
宗
年
分
度
者
制
を
契
機
と
し
、
天
台
宗
と
の
対
立
・
論
争
や
真
言
密
教
の
浸
透
を
経
て
南
都
に
お
い
て
育
ま

れ
た
自
発
性
の
発
揮
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
、
文
殊
会
、
最
勝
会
な
ど
、
一
連
の
法
会
の
整
備
は
、
そ
の
所
産
で
あ
っ
た
と
い
え

る
。 以

上
、
各
章
の
分
析
・
検
討
を
通
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
南
都
六
宗
は
も
と
よ
り
、
天
台
宗
も
真
言
宗
も
国
家
の
仏
教

界
把
握
に
お
い
て
は
一
貫
し
て
同
列
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
国
家
の
諸
宗
に
対
す
る
基
本
方
針
は
、
諸
宗
「
競

学
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
「
然
衆
生
之
機
。
或
利
或
鈍
。
故
如
来
之
説
。
有
レ

頓
有
レ

漸
。
件
等
経
論
。
所
趣
不
レ

同
。
開
門
雖
レ

異
。

遂
期
二

菩
提
一

。
譬
猶
下

大
医
随
レ

病
与
レ

薬
。
設
レ

方
万
殊
共
在
上
レ

済
レ

命
。
」(

1
)

と
い
う
人
間
観
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
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み
れ
ば
、
天
台
宗
、
真
言
宗
、
南
都
六
宗
は
同
じ
基
盤
に
立
っ
て
お
り
、
も
は
や
「
旧
仏
教
」
・
「
新
仏
教
」
な
る
概
念
で
区
別
す
る

こ
と
が
適
切
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
天
台
宗
、
真
言
宗
、
南
都
六
宗
そ
れ
ぞ
れ
が
競
合
し
て
展
開
し
て
い
っ
た
平
安
初
期

の
仏
教
史
は
、
ま
さ
に
諸
宗
「
競
学
」
と
い
う
国
家
の
基
本
方
針
の
具
現
化
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、「
宗
」
は
、
国
家
、
天

皇
の
認
め
た
教
学
に
他
な
ら
ず
、
国
家
が
主
導
し
て
形
成
さ
れ
た
南
都
六
宗
も
、
勅
許
を
得
て
成
立
す
る
天
台
宗
、
真
言
宗
も
こ
の

意
味
で
「
国
家
仏
教
」
の
構
成
要
素
と
し
て
は
同
質
で
あ
り
、
国
家
の
た
め
に
役
立
つ
こ
と
を
求
め
ら
れ
、
そ
れ
に
応
え
続
け
る
よ

う
な
仏
教
、
す
な
わ
ち
国
家
の
仏
教
理
解
を
受
け
い
れ
た
仏
教
―
筆
者
は
こ
れ
を
「
国
家
仏
教
」
と
定
義
す
る(

2
)

―
で
あ
り
続
け
る

限
り
、
と
も
に
国
家
に
よ
っ
て
包
摂
さ
れ
る
存
在
で
し
か
な
か
っ
た
。 

以
上
が
本
論
文
の
さ
さ
や
か
な
結
論
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
残
さ
れ
た
課
題
は
多
い
。
特
に
、
第
五
章
で
示
し
た
よ
う
に
、
平
安

初
期
は
宗
相
互
の
競
合
関
係
は
も
と
よ
り
、
檀
越
の
政
治
的
拮
抗
が
南
都
諸
寺
の
動
向
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
で

き
る
。
そ
れ
が
僧
尼
の
宗
に
対
す
る
帰
属
意
識
だ
け
で
な
く
、
寺
院
へ
の
帰
属
意
識
も
育
む
よ
う
に
な
り
、
中
世
「
顕
密
体
制
」
に

い
た
る
と
い
う
見
通
し
を
も
っ
て
い
る
が
、
こ
の
道
程
を
示
す
こ
と
は
今
後
の
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
も
、
永
村
眞
氏

が
提
示
し
た
よ
う
に(

3
)

、
官
僧
と
し
て
国
家
か
ら
求
め
ら
れ
た
護
国
仏
教
の
担
い
手
と
い
う
社
会
的
な
役
割
と
、
一
僧
尼
と
し
て
の

個
人
的
な
仏
教
信
仰
と
い
う
、
僧
尼
に
併
存
し
た
二
つ
の
側
面
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。
本
論
文
は
、
前
者
の
検
討
に
終
始
し
た

が
、
平
安
期
仏
教
史
像
の
再
構
築
の
た
め
に
は
後
者
も
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
。 

 

本
論
文
が
対
象
と
し
た
平
安
初
期
は
、
律
令
政
治
か
ら
摂
関
政
治
へ
の
過
渡
期
に
あ
た
る
。
こ
う
し
た
な
か
で
成
立
す
る
宗
年
分

度
者
制
を
本
郷
真
紹
氏
は
、
次
の
よ
う
に
評
価
す
る
。 

 
 

最
澄
の
奏
請
に
よ
り
各
宗
派
毎
に
年
分
度
者
の
数
が
規
定
さ
れ
、
実
質
的
に
宗
内
部
で
の
官
僧
の
再
生
産
を
許
容
す
る
新
た
な

体
制
を
生
ぜ
し
め
た
・
・
・
（
中
略
）
・
・
・
候
補
者
の
育
成
と
選
別
が
特
定
の
宗
に
よ
り
行
わ
れ
る
と
い
う
事
は
、
国
家
が
こ

れ
よ
り
相
対
的
に
自
立
し
た
教
団
の
存
在
を
認
可
し
、
そ
の
裁
量
に
権
限
を
与
え
た
事
を
示
す
に
他
な
ら
な
い
と
言
え
よ
う
。

ま
さ
に
こ
の
点
に
こ
そ
、
前
代
の
律
令
国
家
仏
教
の
時
代
の
終
焉
と
新
し
い
教
団
仏
教
の
体
制
の
成
立
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
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い
・
・
・
（
後
略
）
。(

4
) 

本
郷
氏
が
述
べ
た
よ
う
に
、
宗
年
分
度
制
の
成
立
と
、
そ
れ
に
示
さ
れ
た
諸
宗
「
競
学
」
路
線
は
、
以
後
の
仏
教
界
の
在
り
方
を
規

定
し
た
。
こ
れ
に
真
言
宗
を
加
え
て
形
成
さ
れ
た
八
宗
体
制
が
中
世
「
顕
密
体
制
」
の
基
盤
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
平
安
初
期

と
い
う
時
代
は
、
政
治
的
に
も
、
そ
れ
を
支
え
る
仏
教
の
在
り
方
に
お
い
て
も
変
動
と
新
し
い
体
制
構
築
へ
の
過
渡
期
で
あ
り
、
こ

う
し
た
社
会
全
体
の
大
き
な
変
革
期
の
な
か
で
展
開
し
た
仏
教
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
総
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
は
、

古
代
社
会
か
ら
中
世
社
会
へ
の
道
程
を
論
じ
る
上
で
重
要
な
課
題
で
あ
る
。 

ま
た
、
本
論
文
で
採
用
し
た
「
宗
」
な
る
分
析
視
角
は
、
平
安
期
の
仏
教
史
は
も
と
よ
り
、
日
本
仏
教
史
全
体
の
展
開
を
再
検
討

す
る
上
で
有
効
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
近
年
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
は
、
学
問
に
も
波
及
し
、
歴
史
研
究
に
お
い
て
も
、
東
ア

ジ
ア
、
あ
る
い
は
東
ユ
ー
ラ
シ
ア
な
る
観
点
か
ら
日
本
の
歴
史
の
展
開
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
活
発
化
し
て
い
る
。
東
ア
ジ

ア
全
体
の
歴
史
的
な
展
開
の
な
か
で
日
本
の
歴
史
が
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
か
が
昨
今
の
学
問
潮
流
と
な
っ
て
い
て
、
そ
れ

は
仏
教
史
研
究
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
視
点
の
重
要
性
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
同
時
に
、
各
々
の
特
質
と
い
う
視
点

も
ま
た
必
要
で
あ
っ
て
、
日
本
の
仏
教
を
特
徴
付
け
る
「
宗
派
仏
教
」
が
い
か
に
形
作
ら
れ
て
い
く
の
か
を
解
明
す
る
こ
と
も
仏
教

史
研
究
に
お
け
る
重
要
な
論
点
の
一
つ
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。 

                           
(
1
) 

『
類
聚
三
代
格
』
巻
二 

年
分
度
者
事 

延
暦
二
十
五
年
（
八
〇
六
）
正
月
二
十
六
日
付
太
政
官
符
。 

(
2
) 

吉
田
一
彦
『
日
本
古
代
社
会
と
仏
教
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
）
な
ど
に
よ
っ
て
「
国
家
仏
教
」
な
る
言
説
の
再
検
討
が
提
起
さ
れ
て
以
降
、

近
年
「
国
家
仏
教
」
を
用
い
る
研
究
は
か
な
り
少
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
筆
者
は
、
こ
れ
を
定
義
し
て
用
い
れ
ば
古
代
仏
教
の
分
析
概
念
と
し
て

い
ま
だ
有
効
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 
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(
3
) 

永
村
眞
「
「
南
都
仏
教
」
再
考
」
（
Ｇ
Ｂ
Ｓ
実
行
委
員
会
編
『
ザ
・
グ
レ
イ
ト
ブ
ッ
ダ
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
論
集
第
五
号 

論
集
鎌
倉
期
の
東
大
寺
復

興
―
重
源
上
人
と
そ
の
周
辺
』
東
大
寺
／
法
蔵
館
、
二
〇
〇
七
年
所
収
）
。 

(
4
) 

本
郷
真
紹
「
奈
良
・
平
安
時
代
の
宗
教
と
文
化
」（
歴
史
学
研
究
会
・
日
本
史
研
究
会
編
『
日
本
史
講
座
2
律
令
国
家
の
展
開
』
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
四
年
所
収
）
。 





 

 

 

 



 

 

 

初
出
一
覧 

  

序
章 

 

 

新
稿 

 

第
一
章 

日
本
近
代
に
お
け
る
南
都
仏
教
史
研
究 

龍
谷
大
学
ア
ジ
ア
仏
教
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
二
〇
一
二
年
度
公
募
研
究
、
同
セ
ン
タ
ー
二
〇
一
三
年
度
研
究
報
告
書
掲
載
を
改

題
・
修
訂 

 

第
二
章 

日
本
古
代
に
お
け
る
「
宗
」
の
形
成 

 

新
稿 

（
仏
教
史
学
会
第
六
十
六
回
学
術
大
会
研
究
発
表
（
二
〇
一
五
年
十
一
月
二
十
二
日
開
催
、
於
花
園
大
学
）
を
論
文
化
） 

 

第
三
章 

平
安
初
期
に
お
け
る
南
都
六
宗
の
宗
意
識 
― 
年
分
度
者
制
の
推
移
を
手
が
か
り
に 

― 
 

龍
谷
大
学
仏
教
史
研
究
会
『
仏
教
史
研
究
』
五
〇
号
（
二
〇
一
二
年
）
掲
載
を
改
題
・
修
訂 

 

第
四
章 

九
世
紀
の
文
殊
信
仰
と
南
都
仏
教
の
地
方
的
展
開 

 

新
稿 

 

  



 

 

 

第
五
章 

薬
師
寺
最
勝
会
の
成
立
に
関
す
る
一
考
察 

 
史
聚
会
『
史
聚
』
四
九
号
（
二
〇
一
六
年
）
掲
載
を
修
訂 

 

第
六
章 
貞
観
五
年
御
霊
会
の
成
立
と
そ
の
意
義 

 

龍
谷
大
学
仏
教
史
研
究
会
『
仏
教
史
研
究
』
四
七
号
（
二
〇
一
一
年
）
掲
載
を
改
題
・
修
訂 

 

結
章 

 

新
稿 


